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はじめに 

 

i-Construction の「ICT の全面的な活用」は、３次元データや情報通信技術の適用により高効

率・高精度な施工を実現するものであり、工事施工中においては、施工管理データの連続的な取

得を可能とするものである。そのため、施工管理においては従来よりも多くの点で品質管理が可

能となり、これまで以上の品質確保が期待される。 

受注者においては、実施する施工管理にあたっては、出来形管理の点群データや施工履歴デー

タの取得によりトレーサビリティが確保されるとともに、高精度の施工やデータ管理の簡略化・

書類の作成に係る負荷の軽減等が可能となる。また、発注者においては、従来の監督職員による

現場確認が施工管理データの数値チェック等で代替可能となるほか、今後は検査職員による出来

形・品質管理の規格値等の確認についても数値の自動チェックが可能となるなどの効果が期待さ

れる。 

本要領「港湾工事における３次元計測技術を用いた出来形管理に係る計測マニュアル・出来形

管理要領」（以下、「本要領」という。）は、３次元計測技術を海上土木工事に適用し施工管理を行

う場合に必須な事項をとりまとめたものである。本要領を用いた施工管理の実施にあたっては、

本要領の主旨、記載内容を理解するとともに、実際の施工管理においては、機器の適切な調達お

よび管理等を行うとともに、適切な施工管理の下で施工を行うものとする。 

本要領に記載した計測技術は、各種工種の標準的な施工における効率的かつ正確な出来形管理

を目的とした検討、精度検証が行われたものである。しかし、現場条件、技術動向等によっては、

本要領に記載されていない方法で効率的かつ正確に実施できることも考えられる。このような場

合に現場ごとの協議を通して、本要領以外の方法を用いることを否定するものではない。 

今後、現場のニーズや本技術の活用目的に対し、更なる機能の開発等技術的発展が実現される

ことが期待され、その場合、本要領も適宜内容を改善していくこととしている。 

なお、本要領は、受注者が行う出来形管理に関する要領をとりまとめたものであり、工事数量

算出や監督・検査については、別途定める要領を参照されたい。 

 

 

【本要領の構成】 

 

本要領の構成と内容は以下である。 

構成  内容 

要領 本編 本要領の適用工種・適用範囲と全工種で共通

する実施事項 

別紙 1 出来形管理の実施事項 工種別の実施事項 

別紙 2 計測マニュアル 計測技術別の計測方法 

別紙 3 計測性能および精度管

理 

工種・計測技術別の要求精度と精度管理 

技術概要集  各種計測技術の解説 

参考資料 データチェックシート ３次元設計データチェックシート 

施工位置に係るデータチェックシート 

計測関連チェックシート等 精度確認等チェックシート 
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第 1章  総則 

 

1.1  目的 

本要領は、以下の３次元計測技術を用いた出来形管理が効率的かつ正確に実施されるための

具体的内容を明確化することを主な目的として策定したものである。 

(1)面管理 

(2)施工管理システムを用いた管理 

(3)施工履歴データを用いた管理 

 

【解説】 

(1) 面管理 

３次元データを用いた出来形管理（面管理）とは、３次元計測技術（マルチビーム測深、

UAV を用いた計測）による出来形計測結果を３次元データ用のソフトウェアで数値化し、３

次元 CAD や GIS ソフトウェアを用いて、出来形を面的に把握するものである。 

３次元計測技術による出来形計測は、被計測対象の計測を実施し、３次元データ用のソフ

トウェアによる数値化を行い、３次元 CAD や GIS ソフトウェアを用いて、出来形を面的に

把握することが可能である。また、出来形計測により数量計算を行う場合には、出来形数量

などを容易に算出することが可能となり、従来の施工管理手間の大幅な削減と、詳細な水深

や出来形の形状取得が可能である。 

 

(2) 施工管理システムを用いた管理 

ケーソン据付工については、ICT 機器を活用した施工管理システム（ケーソン据付の支援

システム）により出来形管理を行うことができる。 

ICT 機器は、オペレーターの操作支援または作業装置の自動制御を行うため、施工中はケ

ーソンの３次元座標および傾斜をリアルタイムで取得する。この３次元座標および傾斜は、

取得時刻等とともに記録、保存される（以下、記録データを「出来形確認データ」という）。 

施工中に得られた出来形確認データを用いることによって、出来形を容易に把握するこ

とが可能となり、従来の計測にかかる手間の削減と、出来形の形状取得が可能で、従来の巻

尺・トランシット・レベル等による法線に対する出入り、据付目地間隔、天端高さ、延長の

計測は不要となるため、施工管理の手間とコストの削減が期待できる。 

 

(3) 施工履歴データを用いた管理 

海上地盤改良工（床掘工）におけるグラブ浚渫船の施工管理システムや、基礎工（基礎捨

石工）の重錘式均し機の施工管理システムは、オペレーターへの操作支援や作業装置の自動

制御等を行うため、施工中は作業装置の３次元座標をリアルタイムで取得する。この３次元

座標は、取得時刻等とともに「施工履歴データ」として記録、保存される。 

施工中に得られた施工履歴データを用いて、従来の計測にかかる手間の大幅な削減と３

次元的な出来形の形状取得が可能となる。また、施工と同時に施工履歴データが記録される

ため、出来形計測を待たず、次工程の段取りが可能となるため、施工管理の手間とコストの

削減が期待できる。 

 

以上のように、３次元データや施工管理システム、施工履歴データを用いた出来形管理手法の

適用効果は大きいと考えられるが、従来の出来形管理手法とは異なるため、これらを本要領に示

すものである。  
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1.2  適用工種・適用範囲 

本要領は、以下に示す工種、範囲に適用する。 

 

【解説】 

本要領の適用工種、適用範囲を表 1.2-1 および図 1.2-1、出来形管理の主な手順を図 1.2-2

に示す。 

表 1.2-1 適用工種・適用範囲 

工種 管理区分 

出来形計測・出来形管理 
出来形管理 

以外の活用 面管理 
施工管理 

システム 

施工履歴 

データ 

浚渫工 浚渫工 ○    

基礎工 
捨石本均し 

基礎工 
○  ○  

捨石荒均し ○  ○  

消波工 消波ブロック据付 

ブロック据付 

○   ○ 

被覆・根固工 
被覆ブロック据付    ○ 

根固ブロック据付    ○ 

海上地盤改良工 
床掘工 

海上改良地盤工 
○  ○  

置換工 ○    

本体工（ケーソン式） ケーソン進水据付工 本体工（ケーソン据付工）  ○   

 工種の名称：「港湾工事共通仕様書」の「3.港湾工事出来形管理基準」にもとづく 

 

(1) 浚渫工 

本要領は、受注者が行うマルチビームを用いた起工測量、出来形計測および出来形管理に

適用する。 

表 1.2-2 適用工種、出来形管理項目等（浚渫工） 

工種 管理区分 計測方法 出来形管理項目 

浚渫工 面 マルチビーム測深 水深（底面、法面） 

 

(2) 基礎工 

本要領は、面管理については、受注者が行うマルチビームを用いた出来形計測および出来

形管理（人力均しまたは水中バックホウ均しに限る）に適用する。 

また、施工履歴データによる管理については、受注者が重錘式均し機を用いて基礎捨石工

（本均し、荒均し）を施工し、施工履歴データを用いて行う出来形計測および出来形管理に

適用する。 

 

表 1.2-3 適用工種、出来形管理項目等（基礎工） 

工種 管理区分 計測方法 出来形管理項目 備考 

基礎工 基礎捨石工 

・捨石本均し 

・捨石荒均し 

面 水中水準測量 天端高  

マルチビーム測深 天端高 

天端の平坦性 

天端幅・延長 

法面 

人力均し、水中バッ

クホウ均しに限る 

基礎捨石工 

・捨石本均し 

 

施工履歴データ 重錘式均し機を用い

た施工履歴データ 

天端高 

天端幅 

天端延長 

 

基礎捨石工 

・捨石荒均し 

天端高  
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(3) ブロック据付工 

本要領は、受注者が行う UAV を用いた出来形計測および出来形管理に適用する。 

また、出来形管理以外の活用場面（完成形状の把握、港湾施設の維持管理（一般定期点検

診断）、災害対応）に適用する。 

 

表 1.2-4 適用工種、出来形管理項目等（ブロック据付工） 

工種 管理区分 計測方法 出来形管理項目 

ブロック据付工 消波ブロック据付 面 UAV を用いた計測 延長 

 

表 1.2-5 出来形管理以外の活用場面（ブロック据付工） 

工種 活用場面 計測方法 

ブロック据付工 消波ブロック据付 完成形状の把握 マルチビーム測深 

UAV を用いた計測 

・港湾施設の維持管理 

（一般定期点検診断） 

・災害対応 
※いずれも水上部に限る 

UAV を用いた計測 

 

(4) 海上地盤改良工 

本要領は、面管理については、受注者が行うマルチビームを用いた海上地盤改良工（床掘

工・置換工）の出来形計測および出来形管理に適用する。 

また、施工履歴データによる管理については、受注者がグラブ浚渫船を用いて海上地盤改

良工（床掘工）を施工し、施工履歴データを用いて行う出来形計測および出来形管理に適用

する。 

 

表 1.2-6 適用工種、出来形管理項目等（海上地盤改良工） 

工種 管理区分 計測方法 出来形管理項目 

海上地盤改良工 床掘工 面 マルチビーム測深 水深（底面、法面） 

置換工 水深（天端面、法面） 

床掘工 施工履歴データ グラブ浚渫の位置データ

を用いた施工履歴データ 

水深（底面、法面） 

 

(5) 本体工（ケーソン据付工） 

本要領は、ICT 機器を用いた施工管理システムによりケーソン据付の施工を行い、施工中

の出来形確認データを用いて行う出来形計測および出来形管理に適用する。 

 

表 1.2-7 適用工種、出来形管理項目等（本体工（ケーソン据付工）） 

工種 管理区分 計測方法 出来形管理項目 

本体工（ケーソン据付工） 施工管理システム ICT 機器（TS、GNSS）を

用いた計測 

法線に対する出入 

据付目地間隔 

天端高さ 

延長 
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なお、本要領は、「港湾工事共通仕様書（本編）」、「港湾工事品質管理基準」、「港湾工事出来形

管理基準」および「港湾工事写真管理基準」で定められている基準にもとづき、出来形管理デー

タを用いた出来形管理の実施方法、管理基準等を規定するものとして位置づけるものであり、本

要領に記載のない事項については、以下の関連する基準類に従うものとする。 

 

本要領に定められていない事項については、以下の基準によるものとする。 

 

1）「港湾工事共通仕様書（本編）」（国土交通省港湾局） 

2）「港湾工事出来形管理基準」（国土交通省港湾局） 

3）「港湾工事品質管理基準」（国土交通省港湾局） 

4）「港湾工事写真管理基準」（国土交通省港湾局） 

5）「港湾土木請負工事積算基準」（国土交通省港湾局） 

6）「土木工事数量算出要領(案)」（国土交通省 各地方整備局） 

7）「工事完成図書の電子納品等要領」（国土交通省） 

8）「水路測量業務準則」（海上保安庁海洋情報部） 

9）「地方整備局（港湾空港関係）の事業における電子納品等運用ガイドライン【工事編】」 

（国土交通省港湾局） 

10）「国土交通省 公共測量作業規程」（国土交通省） 

11)「３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（浚渫工編）」（国土交通省港湾局） 

12）「３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）」（国土交通省港湾局） 

13）「３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（基礎工編）」（国土交通省港湾局） 

14）「３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（基礎工編）」（国土交通省港湾局） 

15）「施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領（基礎工編）」（国土交通省港湾局） 

16）「３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（ブロック据付工編）」 

（国土交通省港湾局） 

17）「３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（海上地盤改良工：床掘工・置換工編）」 

   （国土交通省港湾局） 

18）「施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領（海上地盤改良工：床掘工編）」 

   （国土交通省港湾局） 

19）「３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（海上地盤改良工：床掘工・置換工編）」

（国土交通省港湾局） 

20）「ICT 機器を用いた出来形管理の監督・検査要領（本体工：ケーソン据付工編）」 

（国土交通省港湾局） 

注) 上記基準類の名称は各地方整備局で若干異なる。 

「国土交通省 公共測量作業規程」（国土交通省）は、「作業規程の準則」を準用する。 
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図 1.2-1 対象となる業務の範囲 

 

表 1.2-8 準備工の内容 

工種 管理区分 準備工の内容 

浚渫工 面 ・起工測量 

・マルチビーム機器の艤装 

・3 次元設計データの作成 

・測線計画 

基礎工 面 ・起工測量 

・マルチビーム機器の艤装 

・3 次元設計データの作成 

・測線計画 

施工履歴データ ・施工計画書 

・工事基準点の設置 

・自動追尾式 TS 

・3 次元設計データの作成 

・重錘式均し機および施工管理システムの準備 

（基準点測量、起工測量は含まない） 

ブロック据付工 面 ・起工測量（基礎工に準じる） 

・機器の準備 

・工事基準点、標定点、検証点の設置（UAV 測量の場合) 

・計測計画 

・3 次元設計データの作成 

海上地盤改良工 面 

（床掘工・置換工） 

・起工測量 

・マルチビーム機器の艤装 

・3 次元設計データの作成 

・測線計画 

施工履歴データ 

（床掘工） 

・施工計画書 

・工事基準点の設置 

・GNSS 基準局の設置 

(ﾈｯﾄﾜｰｸ型 RTK-GNSS 等の場合不要) 

・3 次元設計データの作成 

・グラブ浚渫船の施工管理システムの準備 

（基準点測量、起工測量は含まない） 

本体工 

（ケーソン据付工） 

施工管理システム ・ICT 機器の準備 

・GNSS 基準局の設置 

(ﾈｯﾄﾜｰｸ型 RTK-GNSS や自動追尾 TS ｼｽﾃﾑ等の場合不要) 

・据付目標位置データの作成 

（基準点測量は含まない） 
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※1 工種により異なる 

※2 対象工種 

    施工管理システムによる管理：本体工（ケーソン据付工） 

    施工履歴データによる管理：基礎工、海上地盤改良工（床掘工） 
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出来形管理の 

作業フロー 

受注者の実施項目 

面管理 
施工管理システム 

による管理 

施工履歴データ 

による管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆施工計画書の作成 

 

 

◆機器等の手配 

・マルチビーム、UAV 等機器 

・点群処理ソフトウェア 

・3 次元設計データソフトウ

ェア 

・出来形帳票作成ソフトウェ

ア 

・数量算出ソフトウェア 

◆工事基準点、標定点、検証

点の設置 

 

 

 

 

 

 

◆3 次元設計データ作成ソフ

トウェアによる３次元設

計データの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆精度確認および測深精度

管理 

◆出来形計測 

・マルチビームを用いた測

深（浚渫工、海上地盤改良工） 

・潜水士による水中水準測量

（基礎工）※ 

・UAV を用いた計測（ブロッ

ク据付工） 

◆マルチビームデータ処理

ソフトによるデータ処理 

 

◆出来形管理資料の作成 

 

 

◆電子成果品の納品 
 

※「潜水士による水中水準測

量」は、施工途中や、「マルチ

ビームによる出来形計測」の

実施前に行う場合もある。な

お、施工途中に実施する場合

は、施工が完了している地点

で行うこと。 

◆施工計画書の作成 

 

 

◆機器の手配 

・TS や GNSS 等 

◆機能の確認 

◆システムの設定 

◆工事基準点の設置 

◆計測精度確認試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆据付目標位置データ作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆施工 

（出来形確認データの取得） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆出来形管理資料の作成 

 

 

◆電子成果品の納品 

◆施工計画書の作成 

 

 

◆機器の手配 

・重錘式均し機 

・施工管理システムおよび管

理用ＰＣ 

・自動追尾式 TS  

・点群処理ソフトウェア 

・3 次元設計データ作成ソフ

トウェア 

・出来形帳票作成ソフトウェ

ア 

・出来形算出ソフトウェア 

◆工事基準点の設置 

◆機器の適応確認 

・自動追尾式 TS（基礎工） 

・RTK-GNSS（海上地盤改良工） 

 

◆3 次元設計データ作成ソフ

トウェアによる 3次元設計

データの作成、施工目標位

置データ作成 

 

◆機器の設置 

・自動追尾式 TS（基礎工） 

・GNSS 基準局（地盤改良工） 

◆システムの設定 

◆精度確認試験（キャリブレ

ーション） 

 

◆施工 

（施工履歴データ取得） 

 

◆施工履歴データの取り出

し 

 

◆点群処理ソフトウェアに

よるデータ処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆出来形管理資料の作成 

 

 

◆電子成果品の納品 

 

図 1.2-2 出来形管理の主な手順  

準備工 

施工計画書 

出来形管理 

（施工） 

出来形帳票作成等 

3 次元設計データ作成 

据付目標位置データ

作成、施工目標位置

データ作成 
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1.3  用語解説 

本マニュアルで使用する用語を以下に解説する｡ 

 

1.3.1  一般的な工事測量関連 

 

【工事基準点】 

監督職員より指示された基準点をもとに、受注者が施工および施工管理のために現場およ

びその周辺に設置する基準点をいう。 

 

【法線】 

浚渫対象の航路等における航路法線、基礎捨石工の延長法線などの平面位置の基準線のこ

と。平面線形と縦断線形で定義され、３次元設計データの構成要素の１つとなる。 

 

【平面線形】 

平面線形は、法線を構成する要素の１つで、法線の平面的な形状を表している。 

 

【縦断線形】 

縦断線形は、法線を構成する要素の１つで、法線の縦断的な形状を表している。 

 

【出来形横断面形状】 

平面線形に直交する断面での、天端面、法面等の形状である。現行では、横断図として示

されている。  

 

【スワス測深】 

海底地形を面的にかつ詳細に計測する測深方法であり、マルチビーム測深とインターフェ

ロメトリ測深の総称である。 

クロスファンビーム方式のビームフォーミングによる計

測密度は、音波を照射する範囲（以下スワスと記す）の中心

側に対して外側のデータが粗くなる。ただし、各角度に対す

る往復時間の解が１つであるため、高い施工精度が要求され

る岸壁前面や岩礁帯のような凹凸の激しい地形を正確に計

測することができる。 

一方、インターフェロメトリ方式の場合は、干渉波を使用

するため、スワスの中心付近では極端に計測点が少なくなる

が、スワス幅はクロスファンビームより広範囲（水深の 8～

12倍）にわたって大量の計測点を得ることが可能である。そ

のため特に極浅海域において、マルチビームよりも効率的な

測深作業が期待できる。また、サイドスキャン機能を有して

おり海底反射強度データの取得も可能である（一部のマルチ

ビームも可能）。ただし、岸壁や岩礁帯のような凹凸の激しい

地形に対しては、海底面からの反響信号と壁の反響信号とが

干渉してしまうため正確な計測が困難になる場合がある。 

「海洋調査技術マニュアル －深浅測量－ （(一社)海洋調査協会）」より転載 

図 1.3-1 スワス測深の概念  

マルチビームシステム測深イメージ 

４つ音波の反射時間を 

計測し、角度を算出す

る。 

特定の角度に対し、１つの

音波の反射時間を計測 

インターフェロメトリシステム測深イメージ 
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【マルチビーム】 

マルチビームとは、ナロー（細かい）マルチ（複数の）ビームによる測深が名前の由来で

あるナローマルチビームシステムのことを略した表現である。 

 

【マルチビーム測深】 

船やボートに複数の音響ビームを同時送波することができる音響測深機（マルチビームソ

ナー）を取り付け、一度に広範囲の水中地形を計測する測量のことで、ナローマルチビーム

深浅測量とも呼ばれる。 

 

【測位】 

陸域、水域において測量等の調査作業、工事を実施する地点の位置の測定を行う作業をい

う。その際、工事用基準点、港湾管理用基準面等の測量情報および利用する座標系情報が必

要になるとともに、BIM/CIM 等に使用するデータでは GIS 管理できるように国際標準系の使

用が絶対となる。 

 

【水深測量】 

水域において深さの計測を行い、主に経緯度（もしくは位置座標）水深ファイルを作成す

る作業をいう。 

 

【UAV】 

UAV（Unmanned Aerial Vehicle）とは無人航空機のことである。 

 

【UAV を用いた計測】 

本マニュアルにおける UAV を用いた計測とは、UAV 写真測量、UAV レーザー計測のことをい

う。 

ここで、UAV 写真測量とは、UAV に搭載したカメラにより空中写真を撮影し、撮影データか

ら 3 次元点群データを作成することをいう。 

また、UAV レーザー計測とは、UAV に搭載したレーザー（近赤外レーザー、グリーンレーザ

ー）測距装置により３次元点群データを取得することをいう。 

 

【標定点】 

空中写真と測量の基準となる基準点および工事基準点と対応づけするために必要となる位

置座標を持つ点であり、基準点あるいは、工事基準点上といった既設点や、基準点および工

事基準点を用いて測量した座標値を用いる。UAV 写真測量の計測結果を現場座標系に変換す

るために使用する位置座標である。 

 

【検証点】 

空中写真によって取得した位置座標の計測精度を確認するために必要となる位置座標を持

つ点であり、基準点および工事基準点を用いて測量した座標値を用いる。空中写真測量(UAV)

の計測精度を確認するために、検証点における空中写真測量の算出結果と真値となる既知点

あるいは測量した座標値を比較する。なお、検証点は、空中写真測量から得られる位置座標

の確認に利用するため、空中写真測量の標定点として利用しない点である。  
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【３次元形状復元計算】 

３次元形状復元計算とは、撮影した空中写真および標定点を用いて、空中写真の外部標定

要素および空中写真に撮像された地点の位置座標を求め、地形・地物の３次元形状を復元し、

オリジナルデータを作成する作業のことをいう。 

 

【位置誘導管理】 

ICT 機器を用いて据付中のケーソンの位置および施工開始からの経過時間を表示したもの。 

 

【施工管理システム】 

種々な計測機器（TS、GNSS、作業船の各種センサー類）により自船の位置および施工位置

を監視しながら工事を行う支援システム。 

 

【施工管理システム搭載型グラブ浚渫船】  

グラブ浚渫船に、バケットの掘跡などを設計データと紐付けすることで、オペレーターの

操作支援に寄与するシステムを搭載したもの。基本的に GNSS アンテナを船体に設置し、RTK‐

GNSS 方式による測位情報を船内に設置した PC にて処理し、モニターに表示させることでオ

ペレーターがリアルタイムで確認する事が可能となる。取得した位置情報、特にバケットの

掘跡については座標データとして PC に蓄積され、施工履歴として保存されることに着目し、

出来形管理データとして応用する。 

 

【重錘式均し機の施工管理システム】  

モニターによりオペレーターへの操作支援を行うとともに、作業装置位置の座標点取得や

建設機械の作業状態の情報を記録しているシステムをいう。地上に設置した自動追尾式 TS と

併せ施工履歴データの取得を包括的に行うシステムとして利用される。 

 

【ケーソン据付施工管理システム】 

種々な計測機器（GNSS またはトータルステーション、傾斜計等）により据付ケーソンの位

置・姿勢を計測し、据付目標位置と据付ケーソンの現在位置（x, y, z）を同時に表示して姿

勢等を監視しながら、据付を行う支援システム。 

 

【出来形確認データ】 

ケーソン据付時に計測されるケーソンの３次元座標（位置）および傾斜、取得時刻などそ

の時のケーソンの状態等の施工管理データのことを総称したもの。 

 

【出来形確認データを用いた出来形管理】 

GNSS またはトータルステーション、傾斜計等により据付ケーソンの位置・姿勢・注排水状

況を計測し、据付目標位置と据付ケーソンの現在位置（x, y, z）を同時に表示して姿勢等を

監視しながらケーソン据付工の管理を行う。 

 

【据付目標位置データ】 

据付目標位置データは、ICT 管理コンピュータに入力され、ケーソンの設置位置への誘導

管理に用いられる。 
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【TS】 

トータルステーション（Total Station）の略。１台の機械で角度（鉛直角・水平角）と距

離を同時に測定することができる電子式測距測角儀のことである。計測した角度と距離から

未知点の座標計算を瞬時に行うことができ、計測データの記録および外部機器への出力がで

きる。標定点、検証点、標定点調整用基準点の座標取得、および実地検査に利用される。 

 

【自動追尾式 TS】 

自動追尾式 TS とは、プリズムを自動追尾する機能が組み込まれ視準することなく角度（鉛

直角・水平角）と距離を同時に測定することができる電子式測距測角儀を利用したものであ

る。 

重錘式均し機の施工管理システムと計測データを共有し、重錘式均し機の座標取得、およ

び施工履歴データ計測に利用される。 

 

【GNSS（Global Navigation Satellite System／汎地球測位航法衛星システム）】 

人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムの総称。米国が運営するGPS

以外にも、ロシアで開発運用している GLONASS、ヨーロッパ連合で運用している Galileo、日

本の準天頂衛星（みちびき）も運用されている。 

 

【RTK-GNSS】 

RTK とは、リアルタイムキネマティックの略で、衛星測位から発信される搬送波を用いた

計測手法である。既知点と移動局に GNSS のアンテナを設置し、既知点から移動局への基線ベ

クトル解析により、リアルタイムに移動局の座標を計算することができる。 

 

 

図 1.3-2 RTK-GNSS 

 

【ネットワーク型 RTK-GNSS】 

RTK-GNSS で利用する基地局を仮想点として擬似的に作成することで、基地局の設置を削減

した計測方法のこと。全国に設置された電子基準点のデータを元に、移動局の近隣に仮想的

に基地局を作成し、基地局で受信するデータを模擬的に作成する。これを移動局に配信する

ことで RTK-GNSS を実施可能となる。このため、既知点の設置とアンテナは不要だが、仮想基

準点の模擬的な受信データ作成とデータ配信に関するサービス事業者との契約が別途必要と

なる。 

  



本編-11 

 

図 1.3-3 ネットワーク型 RTK-GNSS 

 

1.3.2  取得データ関連 

 

【計測点群データ（ポイントファイル）】 

光学、レーザー、音響等の計測機器で計測した、もしくは施工履歴データから作業装置位

置の３次元座標値以外の情報を削除した地形や地物を示す３次元座標値の計測点群データ。

CSV や LandXML 、LAS などで出力される点群処理ソフトウェアなどでのデータ処理前のポイ

ントのデータである。 

 

【出来形評価用点群データ（ポイントファイル）】 

計測点群データから不要な点を削除し、さらに出来形管理基準を満たす点密度に調整した

ポイントデータ、もしくは施工履歴データから抽出した計測点群データから不要な点を削除

し、さらに出来形管理基準を満たす点密度に調整したポイントデータである。専ら出来形の

評価と出来形管理資料に供する。 

 

【数量算出用点群データ（ポイントファイル）】 

計測点群データから不要な点を削除し、さらに数量算出基準を満たす点密度に調整したポ

イントデータである。専ら数量（土量）の算出と数量算出資料に供する。 

 

【数量計測データ（TIN））】 

数量算出用点群データを用いて、不要な点を削除し、不等辺三角網の面の集合体としての

面を構築したデータのことで、数量算出に利用する。 

 

【出来形計測データ（TIN）】  

出来形計測データを用いて、不要な点を削除し、不等辺三角網の面の集合体としての面を

構築したデータのことで、出来形管理に利用する。 

 

【CUBE 処理】 

CUBE とは、Combined Uncertainty and Bathymetric Estimator の略。マルチビームにより

得られた各測深点の精度評価の指標である「総伝播不確かさ（TPU：Total Propagated）」を

考慮した統計的な処理により、測深データから水深を算出する一連の処理手法のこと。令和

4 年 4 月に改正された海上保安庁『水路測量業務準則施行細則』にて、マルチビームのデー

タ解析方法として新たに追加された。  
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【CUBE 水深】 

CUBE 処理により算出された水深のこと。 

 

【３次元データ】 

本マニュアルで使用する３次元データとは、水平位置に標高または水深値の Z 値を加えた

データを指し、写真、レーザー、音響機器等で取得した点群データおよび単独で測定した点

データをいう。さらに取得データを解析処理した、法線（平面線形、縦断線形）、出来形横断

面形状を表記する目的のメッシュデータ、設計用 CAD データ、土量計算、など設計図書に規

定されている工事目的の数値データなどを指す。これらのデータが統一された空間座標系で

利用される。 

 

【３次元設計データ】 

３次元設計データとは、法線（平面線形、縦断線形）、縦断図、横断図および利用する座標

系情報など設計図書に規定されている工事目的物の形状とともに、それらを TIN などの面デ

ータで出力したものである。 

 

【３次元設計データの構成要素】 

３次元設計データの構成要素は、主に平面線形、縦断線形、横断面形状であり、これらの

構成要素は、設計成果の数量計算書、平面図、縦断図および横断図から仕上がり形状を抜粋

することで、必要な情報を取得することができる。３次元設計データは、これらの構成要素

を用いて面的な補間計算を行い、TIN で表現されたデータである。 

 

【TIN】 

TIN（不等辺三角網）とは、Triangulated Irregular Network の略。TIN は、地形や出来

形形状などの表面形状を３次元座標の変化点標高データで補間する最も一般的なデジタルデ

ータ構造である。TIN は、多くの点を３次元上の直線で繋いで三角形を構築するものである。

TIN は、構造物を形成する表面形状の３次元座標の変化点で構成される。 

 

【３次元点群データ】 

ICT 機器の内、写真、レーザー、音響機器等で計測したデータ、もしくはシステムを搭載

したグラブ浚渫船にて床掘を行った際に生成される作業装置の軌跡を示すデータであり、位

置（x,y）と、深さ、あるいは高さ（z）の３要素で構成された３次元データの集合体のこと。 

 

【メッシュデータ】 

メッシュデータとは、点群データを正方形の格子状に区切った単位で、その範囲における

点群データのうち中央値、最浅値を採択するなどの加工処理したデータのことである。 

 

【TIN 分割等を用いて求積する方法】 

３次元設計データや起工測量結果から、それぞれの面データとして TIN からなる面データ

を作成したうえで、施工水深値にて施工水深面を設定し、各 TIN の水平投影面積と、TIN を

構成する各点から施工水深面までの高低差の平均（平均高低差）を乗じた体積を総和する方

法のこと。  
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【プリズモイダル法】 

起工測量結果、出来形計測結果等からそれぞれの面データとして TIN からなる面データを

作成し、面データのポイントの位置を互いの面データに投影する。次に各面データから、本

来の自身が持つポイントと相手のポイントを合わせたポイント位置により新たな三角網を形

成し、この三角網の結節点の位置での標高差にもとづき複合した面データの標高を計算する。

面データの各 TIN を構成する点をそれぞれの面データに投影すると、各面データに同じ水平

位置で標高の異なる点が作成されるので、その作成された点で再度面データを構築し、三角

形水平面積と高低差を乗じた体積を総和する方法のこと。 

 

 

図 1.3-4 プリズモイダル法の概念図 

 

【施工履歴データ】   

①捨石均し施工時に計測される重錘式均し機等の作業装置の３次元座標や、そのデータの取得

時刻等、施工中に得られる施工管理データを総称したものをいう。  

②施工時に計測されるバケット掘削時の３次元座標（位置）、方位角、取得時刻等、施工管理デ

ータを総称したものをいう。 

 

【スタンプ図】 

施工中に取得した施工履歴データをもとに施工管理システムもしくは CAD ソフトウェア等

で作成された重錘式均し機の底面形状が反映された施工箇所を示す図である。 

 

【オリジナルデータ】 

計測機器で使用するソフトウェアから出力できるデータのことでソースデータともいう。

取得機器独自のファイル形式あるいは、オープンなデータ交換形式となる。次作業の点群処

理ソフトウェアで使用可能なオープンなデータ交換形式を採用し出力することが望ましい。

例えば、LandXML は、2000 年 1 月に米国にて公開された土木・測量業界におけるオープンな

データ交換形式である。 
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1.3.3  出来形関連 

 

【出来形管理資料】 

面管理において、３次元設計データと出来形評価用点群データを用いて、設計面と出来形

評価用点群データの差分等、出来形管理基準上の管理項目の計算結果（水深差等）と出来形

の良否の評価結果、設計面と出来形評価用点群データの各平面格子および測点の差分を表し

た分布図、据付延長等の工種ごとの出来形管理項目を整理した帳票、もしくは３次元モデル

をいう。 

施工履歴データを用いた管理において、作業船が施工中に記録する出来形確認データ（施

工履歴データ）を用いて作成される出来形管理図である。 

施工管理システムを用いた管理において、出来形確認データを用いたケーソン据付の出来

形管理の結果をいい、ケーソン据付時の出来形管理図または施工管理データで構成される。 

 

【施工履歴データを用いた出来形管理】   

施工履歴データを用いて被計測対象の３次元形状の取得を行うことで、出来形や数量を面

的に算出、把握する管理方法である。  

 

【施工管理システムを用いた出来形管理】   

施工中のケーソンの 3 次元位置情報（出来形確認データ）を TS 等の ICT 機器で取得し、ケ

ーソン施工管理システムで出来形を管理する方法のことである。 

 

【面管理による出来形管理】   

３次元設計データと出来形評価用点群データを用いて、設計面と出来形評価用点群データ

の差分等により出来形を管理する方法のことである。 

 

【ヒートマップ】 

個々の値のデータ行列、頻度を色で分類、強弱として表現した可視化されたグラフの一種。 

ヒートマップは、本要領「別紙 1」に示す各章の「出来形管理資料作成」を参照のこと。 

 

 

1.3.4  ソフトウェア 

 

【点群処理ソフトウェア】 

計測点群データからノイズ等の不良なデータ点を除外するソフトウェアもしくは施工履歴

データから出来形部分に対応した３次元点群データを抽出するソフトウェアである。また、

整理した３次元座標の点群を、さらに出来形管理基準を満たす点密度に調整したポイントデ

ータ、および当該点群に TIN を配置し、３次元の出来形計測結果を出力するソフトウェアで

ある。 

 

【３次元設計データ作成ソフトウェア】 

３次元設計データ作成ソフトウェアは、出来形管理や数量算出の基準となる設計形状を示

す３次元設計データを作成、出力するソフトウェアである。 
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【出来形帳票作成ソフトウェア】 

３次元設計データと出来形評価用点群データを入力することで、設計面と出来形評価用点

群データの各ポイントの離れの算出と良否の判定が行える情報を提供するとともに、計測結

果を出来形管理資料として出力することができる。 

 

【出来高算出ソフトウェア】  

起工測量結果と、３次元設計データ作成ソフトウェアで作成した３次元設計データ、ある

いは点群処理ソフトウェアで算出した出来形結果を用いて出来高を算出するソフトウェアで

ある。 
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第 2章  準備 

 

2.1  施工計画書の作成 

 

2.1.1  共通事項 

受注者は、施工計画書および添付資料に次の事項を記載しなければならない。 

(1) 適用工種 

適用工種に該当する工種を記載する。 

(2) 適用区域 

３次元計測技術を適用する計測範囲、出来形管理を行う範囲を記載する。 

(3) 出来形管理基準および許容範囲、出来形管理写真基準 

契約上必要な出来形計測を実施する出来形管理箇所を記載する。また、該当する出来形

管理基準および許容範囲、出来形管理写真基準を記載する。 

(4) 使用機器・ソフトウェア 

３次元計測技術の計測性能、機器構成および利用するソフトウェアを記載する。 

(5)使用する３次元計測技術による計測に関わる事項 

使用する３次元計測技術による計測を実施する際に、施工計画書に記載しなければな

らない事項を記載する。 

 

【解説】 

(1) 適用工種 

本要領の対象工種（浚渫工、基礎工、ブロック据付工、海上地盤改良工、本体工（ケーソ

ン据付工））のうち、該当する工種を記載する。 

 

(2) 適用区域 

適用区域は、平面図等に施工範囲、３次元計測技術を用いて計測する範囲および出来形管

理を行う範囲を明記する。 

 

(3) 出来形管理基準および許容範囲、出来形管理写真基準 

「設計図書」および「出来形管理基準および許容範囲」の測定基準にもとづいた出来形計

測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所については、記載不要である。 

また、出来形確認データを用いた出来形管理を行う範囲については、本要領にもとづく出

来形管理基準および許容範囲、出来形管理写真基準を記載する。 

 

(4) 使用機器・ソフトウェア 

３次元計測技術を用いた出来形管理を効率的かつ正確に実施するためには、別紙 3 に示

す計測精度および精度管理に必要な性能を有し、適正に管理された３次元計測技術および

必要かつ確実な機能を有するソフトウェアを利用すること。 

受注者は、施工計画書に使用する機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトウ

ェア名、ソフトウェアメーカー、バージョン）を記載する。 

また、３次元計測技術機器本体については、必要な計測性能を有し、適正な精度管理が行

われていることを確認できる書類等を添付資料として提出する。 

なお、上記以外に必要な性能を有することを示すカタログや機器の仕様書などの提出資

料については、工種により異なっており、表 2.1-1 のとおりとする。  
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表 2.1-1 カタログや機器の仕様書などの提出資料 

工種 管理区分 カタログ等の提出資料 

共通 - ・３次元計測技術機器本体については、必要な計測

性能を有し、適正な精度管理が行われていること

を確認できる書類等 

浚渫工 面 ・マルチビームの保守点検記録 

・ソフトウェアのメーカーカタログあるいはソフト

ウェア仕様書 基礎工 面 

施工履歴データ ・自動追尾式 TS 等の測位技術のメーカーカタログ等 

ブロック据付工 面 ・使用する UAV 等の機材の保守点検記録 

・ソフトウェアのメーカーカタログあるいはソフト

ウェア仕様書 

海上地盤改良工 面 

（床掘工・置換

工） 

・マルチビームの保守点検記録 

・ソフトウェアのメーカーカタログあるいはソフト

ウェア仕様書 

施工履歴データ 

（床掘工） 

・GNSS 等の測位技術のメーカーカタログ等 

本体工 

（ケーソン据付工） 

施工管理システム ・GNSS、TS 等の測位技術のメーカーカタログ等 

 

 

(5) 使用する３次元計測技術による計測に関わる事項 

受注者は、上記(1)から(4)の記載事項のほか、使用する３次元計測技術による計測を実施

する際に、施工計画書に記載しなければならない事項があれば記載する。 

 

 

2.1.2  面管理（マルチビーム測深） 

 

(1) 適用工種 

「2.1.1 共通事項」のとおり。 

 

(2) 適用区域 

平面図上に当該工事の施工範囲を示し、本要領による出来形管理範囲と「港湾工事共通仕

様書 3.港湾工事出来形管理基準」による出来形管理範囲を塗り分ける。３次元計測範囲は、

施工範囲を含め、法面および関連施設が近傍にあればそれを含む範囲、または、施工範囲外

側で必要と考えられる範囲まで設定する。 

 

(3) 出来形計測箇所、出来形管理基準・出来形管理写真基準 

「2.1.1 共通事項」のとおり。 

 

(4) 使用機器・ソフトウェア 

マルチビームを用いた出来形管理を正確に実施するためには、必要な性能を有し適正に

管理された機材（マルチビーム、GNSS、動揺補正装置等）および必要かつ確実な機能を有す

るソフトウェアを利用することが必要である。受注者は、施工計画書に使用する機器構成を

記載すると共に、その機能・性能などを確認できる資料を添付する。 
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＜機器構成＞ 

受注者は、本要領を適用する出来形管理で利用する機器およびソフトウェアについて、

施工計画書に記載する。 

 

① マルチビーム測深機 

使用するマルチビームについては、浚渫結果を適切に表現できる性能を保有する機器

とする。受注者は、使用するマルチビームの性能を記載するとともに、性能を確認でき

る資料およびマルチビームの保守点検記録を添付すること。 

 

② ソフトウェア 

「2.1.1 共通事項」のとおり。 

 

③ 必要な計測性能および測深精度 

 

■ 計測性能（取得点密度）： 

i) 浚渫工 

＜CUBE 処理によらない場合＞ 

1.0m 平面格子内に 3 点以上（達成率 99%以上） 

＜CUBE 処理による場合＞ 

水深区分に応じたグリッドサイズ（表 2.1-2）において、1 グリッド当たり 5

点以上（達成率 95％以上）。 

 

表 2.1-2 水深区分別のグリッドサイズ（CUBE 処理） 

水深区分 グリッドサイズ※ 

0～10m 0.25m 

10～20m 0.5m 

20～30m 1.0m 
※グリッドサイズは、水深区分が複数に渡る場合には、測深区域の水深に応じ

て決定する。ただし、CUBE 処理の効率化と CUBE 水深の精度向上のために、

浅い水深区分のグリッドサイズを用いることができる。 

 

ii) 基礎工 

工事数量算出の場合  ： 3 点／1.0m 平面格子以上（達成率 99%以上） 

出来形管理の場合    ：25 点／1.0m 平面格子以上（達成率 99%以上） 

 

iii) 海上地盤改良工 

3 点／1.0m 平面格子以上（達成率 99%以上） 

 

■ 測深精度 

「平成 14 年 海上保安庁告示第 102 号」で定める精度とする。ただし、基礎工およ

び海上地盤改良工については、水路測量に関係する事項を除くものとする。 

詳細については、本要領「別紙 3」および「参考資料」の該当箇所に示す内容、また

は協議内容等によるものとする。 

なお、海象条件や特殊な地形などの諸条件より、上記の精度・性能を満たすことが

できなかった場合は、監督職員と対応を協議する。  
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(5) 測線計画 

受注者は、以下の必要な計測性能（取得点密度）および測深精度が確保できるよう、以下

の点に留意しながら測線計画を立案し、施工計画書内に整理して提出すること。 

・フットプリント 

・測線の重複率 

 

測深時のレンジ設定および発振間隔を決定した上で、計測にはエラーデータも含まれる

ことも考慮し、必要密度を満たせるよう重複幅、船速の上限を決定する。 

 

表 2.1-3 測線計画（スワス角等） 

区分 スワス角等 

浚渫工 CUBE 処理によらない場合 ±45～60°（全角 90～120°） 

CUBE 処理による場合 ±55°（全角 110°）以内 

重複率 100％以上 

基礎工 スワス角 90～120° 

海上地盤改良工 

 

(6) 精度管理 

受注者は、マルチビーム測深の精度管理の方法について記載する。 

 

 

2.1.3  面管理（UAV を用いた計測） 

 

(1) 適用工種 

「2.1.1 共通事項」のとおり。 

 

(2) 適用区域 

本要領による３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事の消波ブロッ

ク据付工範囲を示すとともに、出来形管理範囲を明示する。３次元計測範囲は、消波ブロッ

ク据付工事範囲を含め、関連施設が近傍にあればそれを含む範囲、または、工事範囲外側で

必要と考えられる範囲まで設定する。 

 

(3) 出来形計測箇所、出来形管理基準・出来形管理写真基準 

「2.1.1 共通事項」のとおり。 

 

(4) 使用機器・ソフトウェア 

UAV を用いた計測による出来形管理を正確に実施するためには、必要な性能を有し適正に

管理された機材（UAV、デジタルカメラ、レーザー測距装置等）および必要かつ確実な機能

を有するソフトウェアを利用することが必要である。受注者は、使用する機器構成を施工計

画書に記載するとともに、その機能・性能などを確認できる資料を添付する。 

 

＜機器構成＞ 

受注者は、本要領を適用する出来形管理で利用する機器およびソフトウェアについて、

施工計画書に記載する。  
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① UAV、デジタルカメラ、レーザー測距装置等 

使用する UAV、デジタルカメラ、レーザー測距装置、GNSS、IMU（慣性計測装置）につ

いては、消波ブロックの形状を適切に計測できる性能を保有する機器とする。 

受注者は、使用する機器の性能を記載するとともに、性能を確認できる資料および保

守点検記録を添付すること。 

 

② ソフトウェア 

受注者は、本要領に対応する機能を有するソフトウェアであることを示すメーカーの

カタログあるいはソフトウェア仕様書を、施工計画書の添付資料として提出する。 

 

③ 計測性能 

UAV を用いた計測では、以下の要求精度を達成できる性能を有する機器を使用するも

のとする。 

なお、海象条件や特殊な現場などの諸条件より、以下の要求精度を満たすことができ

なかった場合は、監督職員と対応を協議する。 

 

i) UAV 写真測量 

UAV 写真測量を行う場合の位置精度は、「作業規程の準則」にもとづき表 2.1-4 の

とおりとし、位置精度 0.05m 以内、地上画素寸法 0.01m 以内を標準とする。標準以外

の位置精度等を採用する場合は、監督職員と協議を行い決定する。 

取得点密度は、表 2.1-5 に示す UAV レーザー計測の要求点密度と同等の「100 点／

㎡以上」とするが、これにより難い場合には、監督職員と協議を行い決定する。 

 

表 2.1-4 位置精度と地上画素寸法 

位置精度 地上画素寸法 備  考 

0.05m 以内 0.01m 以内 標準とする 

0.10m 以内 0.02m 以内  

0.20m 以内 0.03m 以内  

「作業規程の準則 第4編 地形測量および写真測量（三次元点群測量） 第3章 UAV写真点群測量」 

（国土交通省国土地理院） 

 

ii) UAV レーザー計測 

UAV レーザー計測を行う場合の点密度と位置精度は、「UAV 搭載型レーザースキャ

ナを用いた公共測量マニュアル（案）」にもとづき、表 2.1-5 を標準とする。 

なお、これにより難い場合には、監督職員と協議を行い決定する。 

 

表 2.1-5 要求点密度と精度 

点密度 精度（標準値） 

100 点／㎡以上 全ての調整用基準点における較差±5cm 以内 

「UAV 搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案）」（国土交通省国土地理院） 

 

受注者は、計測性能について、UAV を用いた計測に使用する機器の性能を確認できる

資料および保守点検記録を提出することとする。 

ただし、海象条件や特殊な地形などの諸条件より、上記の精度・性能を満たすことが

難しいと判断される場合は、特記仕様書にて変更することができる。  
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(5) 計測計画 

受注者は、各手法の要求精度が確保できるよう計測計画を立案し、施工計画書内に整理し

て提出すること。以下の項目に留意し、計測計画を作成することとする。 

・ 対象物との距離 

・ 高さ 

・ 対象物の形状 

・ 地形 

・ 要求精度 

・ 近傍の障害物 

 

(6) 精度管理 

受注者は、UAV を用いた計測の精度管理の方法について記載する。 

 

 

2.1.4  施工管理システムを用いた管理 

 

(1) 適用工種 

「2.1.1 共通事項」のとおり。 

 

(2) 適用区域 

「2.1.1 共通事項」のとおり。 

 

(3) 出来形管理基準および許容範囲・出来形管理写真基準 

「2.1.1 共通事項」のとおり。 

 

(4) 使用機器・ソフトウェア 

「2.1.1 共通事項」のとおり。 

 

(5) 計測精度確認試験計画 

精度確認については、本要領の「別紙 3」（第 5 章）、および「参考資料」（資料 6）を参照

し実施の上、その記録を提出する。 

 

 

2.1.5  施工履歴データを用いた管理 

 

(1) 適用工種 

「2.1.1 共通事項」のとおり。 

 

(2) 適用区域 

「2.1.1 共通事項」のとおり。 

 

(3) 出来形管理基準および許容範囲・出来形管理写真基準 

「2.1.1 共通事項」のとおり。 
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(4) 使用機器・ソフトウェア 

「2.1.1 共通事項」のとおり。 

 

(5) 計測精度確認試験計画 

精度確認については、本要領の「別紙 3」（第 2 章、第 4 章）、および「参考資料」（資料

4、資料 5」を参照し実施の上、その記録を提出する。 
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2.2  工事基準点 

本要領にもとづく出来形管理で利用する工事基準点は、監督職員に指示を受けた基準点を使

用して設置する。 

出来形管理で利用する工事基準点の設置にあたっては、「国土交通省 公共測量作業規程」に

もとづいて実施し、測量成果、設置状況と配置箇所を監督職員に提出して使用する。 

 

【解説】 

本項は、以下の工種、管理区分に適用する。 

・ブロック据付工（消波ブロック陸上部）【面管理】 

・基礎工【施工履歴データによる管理】 

・海上地盤改良工【施工履歴データによる管理】 

・本体工（ケーソン据付工）【施工管理システムによる管理】 

 

海上地盤改良工（床掘工）において作業船の測位のために RTK-GNSS を用いる場合、および

本体工（ケーソン据付工）において ICT 機器に RTK-GNSS を用いている場合に固定局を設置す

る際は、現場に設置された工事基準点を用いて 3 次元座標値への変換を行う。このため、出

来形の計測精度を確保するためには、現場内に 4 級基準点または、3 級水準点と同等以上と

して設置した工事基準点の精度管理が重要である。工事基準点の精度は、「国土交通省 公共

測量作業規程」の路線測量を参考にし、これに準じる。 

 

工事基準点の設置に際し、受注者は、監督職員から指示を受けた基準点を使用することと

する。なお、監督職員から受注者に指示した 4 級基準点および 3 級水準点（場合によっては

4 級水準点を用いてもよい）、もしくはこれと同等以上のものは、国土地理院が管理していな

くても基準点として扱う。 

工事基準点の設置時の留意点としては、出来形管理データの計測精度確認試験を行う際に、

効率的に計測できる位置に TS が設置可能なように工事基準点を複数設置しておくことが有

効である。また、本要領にもとづく出来形管理では出来形計測精度の確保を目的に、標定点

を計測する場合は基準点から TS までの距離、標定点から TS までの計測距離（斜距離）につ

いての制限を、3 級 TS を利用する場合は 100m 以内（2 級 TS は 150m）とする。 
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第 3章  出来形管理 

 

3.1  起工測量 

(1) 起工測量の実施 

受注者は、浚渫工、基礎工および海上地盤改良工の起工測量に 3 次元計測技術を用い

ることができる。 

(2) 起工測量計測データの作成 

受注者は、マルチビームで測深した工事前の現況水深の計測点群データから不要な点

を削除し、TIN で表現される起工測量計測データを作成する。 

計測方法や計測データの処理方法は、本要領の「別紙 2」を参照のこと。 

(3) 精度確認 

起工測量時において精度確認が必要な場合は、本要領の「別紙 3」を参照して実施する。 

 

【解説】 

起工測量は、面的な深浅測量が可能なマルチビームを用いて実施する。 

面的なデータを使用した設計照査を実施する際は、当該工事の設計形状を示す３次元設計

データについて、監督職員との協議を行い、設計図書として位置付ける。 

なお、同一工事において海上地盤改良工（床掘工）と基礎工（捨石投入）が含まれる場合

で、床掘工の出来形管理にグラブ浚渫船の施工履歴データを用いた場合には、施工履歴デー

タを基礎工の起工測量データとして使用することができる。 

 

(1) 起工測量の実施 

受注者は、浚渫工、基礎工および海上地盤改良工においては、マルチビームを用いた起工

測量を実施することができる。計測や計測データの処理は、本要領の「別紙 2」（第 1 章）

を参照して実施する。 

 

(2) 起工測量計測データの作成 

受注者は、取得した計測点群データから、不要点削除（1.0m 平面格子内の中央値１点を

抽出）が終了した計測点群データを対象に TIN を配置し、起工測量計測データを作成する。

自動で TIN を配置した場合に、起工測量の水深と異なる場合は、TIN の結合方法を手動で変

更してもよい。また、管理断面間隔より狭い範囲において点群座標が存在しない場合は、数

量算出において平均断面法と同等の計算結果が得られるように TIN で補間してもよいもの

とする。 

なお、浚渫工において CUBE 処理（※）を行う場合には、１グリッドの CUBE 水深より作成

したメッシュを起工測量計測データとすることもできる。 

※「CUBE 処理」については、本要領の「別紙 2」（第 1 章）を参照のこと。 

 

(3) 精度確認 

起工測量時の精度確認は、本要領の「別紙 3」の各工種の該当箇所を参照して実施する。 
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3.2  機器・ソフトウェア 

３次元計測技術を用いた面管理における標準的な機器・ソフトウェアは、以下のとおり。 

(1) ３次元設計データ作成ソフトウェア 

(2) 点群処理ソフトウェア（点群処理を必要としない場合は不要） 

(3) 出来形帳票作成ソフトウェア 

(4) ３次元計測技術 

(5) その他 

 

【解説】 

 

(1) ３次元設計データ作成ソフトウェア 

出来形管理や数量算出の基準となる設計形状を示す３次元設計データを作成・出力する

ソフトウェアである。 

 

(2) 点群処理ソフトウェア 

３次元計測技術で取得した複数回の３次元点群の結合や、３次元座標の点群からノイズ

等の不要な点を除外するソフトウェアである。また、整理した３次元座標の点群に TIN（不

等辺三角網）を配置し、３次元の出来形計測結果を出力するソフトウェアである。 

なお、ソフトウェアを動作するためのパソコンは、性能によっては、データ処理に膨大な

時間を要する場合もあるため、ソフトウェアの推奨動作環境（CPU、GPU、メモリなど）に留

意すること。なお、点群処理を必要としない場合は不要である。 

 

(3) 出来形帳票作成ソフトウェア 

３次元データと取得データ（出来形評価用データや施工履歴データ等）を入力することで、

出来形管理資料を作成することができるソフトウェアのことである。 

 

(4) ３次元計測技術 

３次元計測技術は、マルチビーム、UAV を用いた計測等の多点計測技術や、TS、GNSS 等の

単点計測技術がある。 

 

(5) その他 

上記の他、機器によって必要となるソフトウェアを任意に選定すること。 
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3.3  ３次元設計データ作成 

受注者は、特記仕様書に定めがある場合は、監督職員から貸与された設計図書等をもとに３

次元設計データを作成する。 

 

【解説】 

受注者は、特記仕様書に定めがある場合は、出来形管理で活用する計測基準、平面線形、

縦断線形、出来形横断形状等の設定を行い、３次元設計データの作成を行う。 

なお、本体工（ケーソン据付工）については、対象外である。 
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3.4  計測性能および精度管理 

受注者は、利用する３次元計測技術が所定の計測性能を有し、かつ適正な精度管理が行われ

ていることを確認する。 

また、計測性能および精度管理について確認できる書類等を監督職員に提出する。 

 

【解説】 

計測性能および精度管理の確認方法は、以下の概要および本要領の「別紙 3」を参照する

こと。 

 

(1) 計測性能および測定精度 

計測性能は、使用する３次元計測技術が有している能力のことであり、計測機器が具備す

べき性能のことをいう。また、測定精度は、３次元計測技術を用いた出来形管理などの計測

時（計測結果）に必要となる測定精度のことをいう。 

 

① 事前の精度確認 

事前に実施した精度確認試験結果等を用いて確認する。計測実施前に現場で実施する

場合や、現場以外の場所で事前に実施する場合がある。 

② 計測時の検証点（既知点）による精度確認 

計測実施時に現場に検証点（既知点）を設置し計測を行い、計測点群データ上の検証

点座標と真値の位置座標（基準点あるいは、工事基準点上といった既知点や、基準点お

よび工事基準点を用いて測量した座標）を比較することで確認する。 

③ その他 

国土地理院の登録品であることを示すカタログや機器仕様書、国土地理院において測

量機器の検定機関とし登録された第三者機関が発行する検定証明書などの書類により確

認する。 

 

(2) 精度管理 

精度管理は、使用する３次元計測技術の機器本体の動作システムに不具合が無いことを

確認するなど、計測性能や測定精度に応じた測定結果が正しいものとなるように管理する

ことをいう。 

以下に確認方法の種類を示す。 

 

① 定期的な管理記録等（校正証明書、保守点検記録、事前の精度確認結果等） 

② 現地での精度確認等（計測時の検証点による精度確認、観測値の点検など） 
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3.5  出来形管理 

 

3.5.1  出来形計測の実施 

受注者は、要求される測定精度と同等以上の性能を有し、適正な精度管理が行われている機

器を用いて、出来形管理を実施するために施工後の出来形計測を実施する。 

 

 

3.5.2  出来形計測箇所 

３次元計測技術を用いた面管理、施工管理システムによる管理、施工履歴データによる管理

を実施する全ての範囲で３次元座標を取得する。 

 

 

3.5.3  計測点群データの処理 

受注者は、出来形とは関係の無いノイズ等の不要点がある場合は、点群処理ソフトウェアを

用いて除外し、計測点群データを作成する。なお、点群処理を必要としない場合は不要である。 

 

 

3.5.4  出来形評価用データの作成 

受注者は、３次元計測技術で取得した出来形形状を示す計測点群データから、出来形評価用

データを作成する。出来形評価用データは、計測点群データ、平面格子内代表値、または計測

点群データから TIN を配置した出来形計測データのことである。 

なお、点群処理を必要としない場合は不要である。 

 

【解説】 

出来形評価用データには、計測点群データ、平面格子内代表値、TIN がある。 

なお、施工管理システムによる管理（本体工（ケーソン据付工））では、ICT 機器で計測し

た出来形確認データを用いて出来形を評価する。 

 

 

3.5.5  出来形管理資料の作成 

受注者は、３次元設計データと取得データ（出来形評価用データや出来形確認データ）を用

いて出来形管理資料を作成する。 

作成した出来形管理資料は、監督職員に提出する。 

詳細については別紙 1（1.7、2.4、3.6）を参照すること 
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3.6  出来形管理基準 

本要領にもとづく出来形管理基準および許容範囲は、「港湾工事出来形管理基準」に定めら

れたものとし、計測値はすべて許容範囲を満足しなくてはならない。 

詳細については別紙 1（1.8、2.5、3.7）を参照すること 

 

 

3.7  出来形管理写真基準 

出来形管理写真基準は、「港湾工事写真管理基準」に定められたものとする。 

 

 

3.8  電子成果品の作成 

「工事完成図書の電子納品等要領」に示す電子成果品の作成規定にもとづき成果品を作成す

る。 

 

【解説】 

本要領「本編」の「第 6 章」を参照のこと。 

電子成果品は、「工事完成図書の電子納品等要領」で定める「ICON」フォルダに格納する。 
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第 4章  工事数量算出 

 

本要領では、工事数量算出は扱わない。 

工事数量算出については、別途要領を参照すること。 

 

【解説】 

本要領では工事数量算出は扱わない。 

工事数量算出については、以下の各要領を参照すること。 

・3 次元データを用いた港湾工事数量算出要領（浚渫工編） 

・3 次元データを用いた港湾工事数量算出要領（基礎工編） 

・3 次元データを用いた港湾工事数量算出要領（海上地盤改良工：床掘工・置換工編） 
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第 5章  その他３次元データの活用 

 

5.1  完成形状の把握【ブロック据付工】 

 

5.1.1  目的 

ブロック据付工事において、工事完成時に取得された３次元点群データから、完成形状の３

次元モデルを作成することにより、維持管理や災害対応の活用（後述）等への初期データとし

て活用することを目的とする。 

 

 

5.1.2  適用範囲 

ブロック据付工事において、完成形状となる場合のみに適用する。 

 

 

5.1.3  完成形状の３次元モデルの構造 

完成形状の３次元モデルは、３次元モデルの他に俯瞰図等で構成され、工事の完成段階にお

いて作成する。 

 

【解説】 

 

(1) 完成形状の３次元モデル 

工事完成時に工事範囲およびその周辺区域においては、本要領の「別紙 2」（第 1 章、第 2

章）の規定に従った ICT 機器を用いた測量を実施し、完成形状の３次元モデルを構築する。 

 

(2) 俯瞰図 

設計データの３次元表示として、完成時の俯瞰図を３次元モデルから作成する。 

 

 

図 5.1-1 俯瞰図のイメージ 
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5.2  維持管理（一般定期点検診断）への活用【ブロック据付工】 

 

5.2.1  適用範囲 

ICT機器を用いた計測により得られたデータを活用して消波工の維持管理（一般定期点検診

断）を行う場合に適用する。 

なお、ここでいう ICT 機器を用いた測量とは、UAV写真測量および UAVレーザー計測のこと

をいう。 

また、点検位置は、原則として水上部を対象とする。 

 

【解説】 

「港湾の施設の点検診断ガイドライン」では、点検診断においては、効率性、客観性を重

視し、新技術の活用を積極的に検討することが望ましいとされている。 

これをふまえ、ここでは、ICT 機器を用いた計測（UAV 写真測量および UAV レーザー計測）

により消波工の一般定期点検診断を行う場合の方法を記載している。 

なお、点検位置については、UAV を用いた計測となることから、原則として水上部を対象

とする。UAV レーザー計測のうち、グリーンレーザーを用いる計測の場合には、水中部の消

波工も計測できる可能性があるが、消波工の点検診断に係る水中部の計測精度についての知

見が十分ではないことから、原則として水中部は対象としないこととする。 

 

 

5.2.2  劣化度判定 

UAVを用いた計測により得られたデータを用いて消波工の維持管理に係る点検（一般定期点

検診断）を行う場合の劣化度判定の内容および方法を以下に示す。 

(1) 劣化度判定の内容 

当該データにより劣化度判定を行う点検診断項目は、「港湾の施設の点検診断ガイドラ

イン」に示される消波工の移動、散乱、沈下とする。 

(2) 劣化度判定の方法 

劣化度の判定は、点検単位長毎に現況の消波工の３次元モデル（TIN）と３次元設計デ

ータにより算出した換算沈下量を算出して行う。 

 

【解説】 

 

(1) 劣化度判定の内容 

ICT 機器を用いた測量の方法により得られたデータを用いて消波工の維持管理に係る点

検（一般定期点検診断）を行う場合の点検診断の項目および劣化度の判定基準は、「港湾の

施設の点検診断ガイドライン」に示される消波工の移動、散乱、沈下に関する事項を準用す

る（表 5.2-1 参照）。 
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表 5.2-1 消波工の点検診断の項目および劣化度の判定基準 

 
「港湾の施設の点検診断ガイドライン」より引用 

 

(2) 劣化度判定の方法 

劣化度の判定は、点検単位長毎に現況の消波工の３次元モデル（TIN）と 3 次元設計デー

タにより、プリズモイダル法を用いて３次元設計データに対する現況の消波ブロックの体

積を算出し、そこから求めた換算沈下量により劣化度判定を行う。 

沈下量の算出方法（イメージ）は、図 5.2-1 に示すとおりである。 

 

 

図 5.2-1 沈下量の算出方法（イメージ） 

 

ICT 機器を用いた計測の方法により得られたデータによる劣化度判定は、表 5.2-2 に示す

判定基準によるものとする。 

なお、表中の消波ブロックの「1 層分」とは、ブロックメーカーのカタログ等に示される

2 層厚の 1/2 とする。 

 

表 5.2-2 換算沈下量による劣化度の判定基準 

劣化度 換算沈下量による劣化度の判定基準 劣化度の判定基準（点検診断ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ） 

a 
換算沈下量が、消波ブロック 1 層分 

（2 層厚の 1/2）以上 

点検単位長にわたり、消波工断面がブロック 

1 層分以上、減少している。 

b 
換算沈下量が 0.5m 以上、消波ブロッ

ク 1 層分未満 

点検単位長にわたり、消波工断面が減少してい

る（ブロック 1 層未満）。 

c 換算沈下量が 0m 以上 0.5m 未満 
消波ブロックの一部が移動（散乱・沈下）して

いる。 

d 換算沈下量が 0m 未満 変状なし 

  

換算沈下量を算出⇒劣化度判定 ①現況の 3 次元モデル（TIN） 

②3 次元設計データ 

現況の消波ブロックの 
設置断面 

換算沈下量の算定に用いる 
消波ブロックの体積 
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5.3  災害対応への活用【ブロック据付工】 

 

5.3.1  適用範囲 

ICT機器を用いた測量により得られたデータを活用して消波工の災害時において、被災状況

を確認する場合に適用する。 

なお、ここでいう ICT 機器を用いた計測とは、UAV 写真測量、UAV レーザー計測およびマル

チビーム測深のことをいう。 

また、被災状況の確認位置は、原則として水上部を対象とする。 

 

【解説】 

ICT 機器を用いた計測（UAV 写真測量および UAV レーザー計測）により消波工の被災状況の

確認を行う場合には、事前に監督職員と協議を行うこと。 

被災状況の確認位置については、UAV を用いた計測となることから、原則として水上部を

対象とする。 

UAV レーザー計測のうち、グリーンレーザーを用いる計測の場合には、水中部の消波工も

計測できる可能性があるため、取得データの精度に留意した上で水中部のデータを活用する

ことができる。 

なお、水中部の消波工についてマルチビームの測深データがあり、水上部の UAV を用いた

計測により得られたデータとあわせて被災状況の確認に使用する場合には、事前に水中部を

含めた被災状況の確認の方法等について監督職員と対応を協議する。 

 

 

5.3.2  消波ブロック（水上部）の被災状況の確認方法 

UAV を用いた計測により得られたデータによる消波工の被災状況の確認は、３次元モデル

（TINや点群）等を利用して行う。 

 

【解説】 

被災後において、消波ブロックの被災後の３次元モデル（TIN や点群）と被災前３次元モ

デル（TIN や点群）や３次元設計データを用いることにより、被災の状況を視覚的に確認す

ることができる。 

 

 

図 5.3-1 ３次元データを用いた被災状況図（イメージ）  

  

被災状況（消波ブロックの減少） 

設計モデル 

設計モデル 
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5.3.3  留意事項 

プレート境界で発生する大規模地震時には、地殻変動により広域的に基準点が動くことが考

えられる。基準点が動いた場合には補正が必要となるため、マルチビームや UAV等で取得した

座標が衛星から直接測位した絶対座標か、既存の基準点から計測した相対座標かを記録し、相

対座標の場合は参照基準局の座標を再測量や補正パラメータによって補正する必要がある。 

 

【参考】 

地震や火山活動に伴う座標・標高補正（非定常） 

https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/sokuchikijun40037.html 
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第 6章  電子成果品の作成規定 

 

6.1  面管理 

 

6.1.1  共通事項 

本要領の電子成果品の作成規定は、「地方整備局（港湾空港関係）の事業における電子納品

運用ガイドライン（案）」（以下、「港湾空港工事ガイドライン」という。）の規定の範囲内で定

めている。本要領で規定する以外の事項は、「地方整備局（港湾空港関係）の事業における電

子納品運用ガイドライン（案）」による。 

(1) ファイル名の命名 

本要領にもとづいて作成した電子成果品が特定できるようにするため、ICON フォルダ

に計測機器の名称を記したサブフォルダを作成し格納する。ファイル名は、表 6.1-1 に示

す命名規則に従うこと。 

(2) 格納するデータ 

保存するデータは、世界測地系で、データの並び順は、数学座標の x,y（測量座標の

y,x）,z とし、z は C.D.L= ±0 を基準として、水面下はマイナス、水面上はプラス表記と

する。 

 

 

6.1.2  浚渫工・海上地盤改良工（床掘工・置換工） 

本要領にもとづいて作成する電子成果品は、以下のとおりとする。 

・３次元設計データ （J-LandXML 等のオリジナルデータ：TIN ファイル） 

・出来形管理資料 （出来形管理図表(PDF)、ビューア付き３次元データ※） 

・マルチビームによる出来形評価用点群データ（CSV、J-LandXML 等のポイントファイル） 

・マルチビームによる出来形計測の計測点群データ（CSV、J-LandXML等のポイントファイル） 

・数量総括表および土量計算箇所表示図、俯瞰図 （PDF、ビューア付き３次元データ※） 

 

電子成果品は、「工事完成図書の電子納品等要領」で定める「ICON」フォルダに格納する。格

納するファイル名は、マルチビームを用いた出来形管理資料が特定できるように記入する。 

※ビューア付き３次元データについては、必要に応じて作成する 
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6.1.3  基礎工 

本要領にもとづいて作成する電子成果品は、以下のとおりとする。 

・３次元設計データ（J-LandXML 等のオリジナルデータ：TIN ファイル） 

・出来形管理資料（出来形管理図表(PDF)、ビューア付き３次元データ※） 

・マルチビームによる出来形評価用点群データ（CSV、J-LandXML 等のポイントファイル） 

・マルチビームによる出来形計測の計測点群データ（CSV、J-LandXML等のポイントファイル） 

・出来形合否判定総括表および天端の平坦性の評価箇所表示図、法面の俯瞰図 

（PDF、ビューア付き３次元データ※） 

 

電子成果品は、「工事完成図書の電子納品等要領」で定める「ICON」フォルダに格納する。格

納するファイル名は、マルチビームを用いた出来形管理資料が特定できるように記入する。 

※ビューア付き３次元データについては、必要に応じて作成する 

 

 

表 6.1-1 ファイルの命名規則【面管理／浚渫工・海上地盤改良工・基礎工共通】 

計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

履歴 
内    容 記 入 例 

MB 0 DR 001 0～Z 
・３次元設計データ 

（J-LandXML等のオリジナルデータ：TINファイル） 
MB0DR001Z.拡張子 

MB 0 CH 001 - 
・出来形管理資料 

（出来形管理図表(PDF)、ビューア付き３次元データ） 
MB0CH001.拡張子 

MB 0 GR 001 - 
・マルチビームによる出来形計測の計測点群データ 

（CSV、J-LandXML等のポイントファイル） 
MB0GR001.拡張子 

MB 0 IN 001 - 
・マルチビームによる出来形評価用点群データ 

（CSV、J-LandXML等のポイントファイル） 
MB0IN001.拡張子 

MB 0 HR 001 - 
・マルチビームによる起工測量の計測点群データ 

（CSV、J-LandXML等のポイントファイル） 
MB0HR001.拡張子 

MB 0 EP 001  
・マルチビームによる起工測量の数量計算用点群データ 

（CSV、J-LandXML等のポイントファイル） 
MB0EP001.拡張子 

MB 0 AP 001 - 
・マルチビームによる出来形計測の数量計算用点群データ 

（CSV、J-LandXML等のポイントファイル） 
MB0AP001.拡張子 

MB 0 EG 001 - 
・マルチビームによる起工測量の数量計測データ 

（J-LandXML等のオリジナルデータ：TINファイル） 
MB0EG001.拡張子 

MB 0 AS 001 - 
・マルチビームによる出来形計測の数量計測データ 

（J-LandXML等のオリジナルデータ：TINファイル） 
MB0AS001.拡張子 

MB 0 VL 001 - 
・数量総括表および土量計算箇所表示図、俯瞰図 

（PDF、ビューア付き３次元データ） 
MB0VL001.拡張子 
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数量算出に利用した場合は、以下についても電子成果品として提出すること。 

 

（面管理／浚渫工・海上地盤改良工・基礎工共通） 

・マルチビームによる起工測量の計測点群データ （CSVファイル等のポイントファイル）※1 

・マルチビームによる起工測量の数量計算用点群データ（CSV、J-LandXML等のポイントファイル） 

・マルチビームによる起工測量の数量計測データ（J-LandXML等のオリジナルデータ：TINファイル） 

・マルチビームによる出来形計測の数量計算用点群データ（CSVファイル等のポイントファイル） 

・マルチビームによる出来形計測の数量計測データ（J-LandXML等のオリジナルデータ：TINファイル） 

・数量総括表および土量計算箇所表示図、俯瞰図（PDF、ビューア付き３次元データ※2） 

※1 起工測量の計測点群データについては、データが大きく電子媒体に収納が困難な場合は、監督職員と対応

を協議する。 

※2 ビューア付き３次元データについては、必要に応じて作成・提出する。 

 

 

6.1.4  ブロック据付工 

本マニュアルにもとづいて作成する３次元完成形状モデルに係る電子成果品は、以下のとお

りとする。 

・完成形状確認資料（俯瞰図(PDF)、ビューア付き３次元データ※） 

・ICT機器による完成形状測量の計測点群データ（CSV、J-LandXML 等のポイントファイル） 

 

電子成果品は、「工事完成図書の電子納品等要領」で定める「ICON」フォルダに格納する。格

納するファイル名は、ICT 機器を用いた完成形状確認資料が特定できるように記入する。 

※ビューア付き３次元データについては、必要に応じて作成する。 
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表 6.1-2 ファイルの命名規則【面管理／ブロック据付工】 

（マルチビーム測深） 

計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

履歴 
内    容 記 入 例 

MB 0 WS 001 - 
・完成形状確認資料 

（俯瞰図(PDF)、ビューア付き３次元データ） 
MB0WS001.拡張子 

MB 0 WD 001 - 
・マルチビーム測深による完成形状測量の計測点群データ 

（CSV、J-LandXML等のポイントファイル） 
MB0WD001.拡張子 

 

（UAV 写真測量） 

計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

履歴 
内    容 記 入 例 

UAV 0 DR 001 0～Z 
・３次元設計データ 

（J-LandXML等のオリジナルデータ：TINファイル） 
UAV0DR001Z.拡張子 

UAV 0 CH 001 - 
・出来形管理資料 

（出来形管理図表(PDF)、ビューア付き３次元データ） 
UAV0CH001.拡張子 

UAV 0 GR 001 - 
・UAVを用いた出来形計測による出来形評価用点群データ 

（CSV、J-LandXML等のポイントファイル） 
UAV0GR001.拡張子 

UAV 0 AS 001 - 
・UAVを用いた出来形計測による出来形評価用データ 

（J-LandXML等のオリジナルデータ：TINファイル） 
UAV0AS001.拡張子 

 

（UAV レーザー計測） 

計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

履歴 
内    容 記 入 例 

ULS 0 DR 001 0～Z 
・３次元設計データ 

（J-LandXML等のオリジナルデータ：TINファイル） 
ULS0DR001Z.拡張子 

ULS 0 CH 001 - 
・出来形管理資料 

（出来形管理図表(PDF)、ビューア付き３次元データ） 
ULS0CH001.拡張子 

ULS 0 GR 001 - 
・UAVを用いた出来形計測による出来形評価用点群データ 

（CSV、J-LandXML等のポイントファイル） 
ULS0GR001.拡張子 

ULS 0 AS 001 - 
・UAVを用いた出来形計測による出来形評価用データ 

（J-LandXML等のオリジナルデータ：TINファイル） 
ULS0AS001.拡張子 

備考）消波ブロック据付（水上部）の 3 次元完成形状モデルについては、UAV 写真測量または UAV レーザー計測に

よる出来形計測結果を使用する。 
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6.2  施工管理システムを用いた管理 

 

6.2.1  本体工（ケーソン据付工） 

本要領にもとづいて作成する電子成果品は、以下のとおり。 

・据付目標位置データ（オリジナルデータ） 

・出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）または、ビューア付き３次元データ） 

・出来形管理データ（ケーソン据付位置データ） 

電子成果品は、「工事完成図書の電子納品等要領」で定める「ICON」フォルダに格納する。 

格納するファイル名は、出来形確認データを用いた出来形管理資料が特定できるように記入

する。 

 

【解説】 

本要領の電子成果品の作成規定は、「港湾空港工事ガイドライン」の規定の範囲内で定めて

いる。本要領で規定する以外の事項は、「港湾空港工事ガイドライン」による。 

 

(1) ファイル名の命名 

本要領にもとづいて作成した電子成果品が特定できるようにするため、次の規定に従い

格納すること。 

① ICON フォルダに工種（本体工）を示した｢CI(ケーソン据付)｣のサブフォルダを作成する。 

② ①の下層に計測機器の名称（施工中の出来形確認データ）を示した「CMR」のサブフォル

ダを作成し格納する。フォルダ構成例を図 6.2-1 に示す。 

③ 格納するファイル名は、表 6.2-1 に示す命名規則に従うこと。 

④ 設計変更等で設計図書に変更が生じた場合は、ケーソン据付位置データを変更するが、

当初のケーソン据付位置と変更後のケーソン据付位置のデータを全て納品すること。 

⑤ 整理番号は、ファイル番号をより詳細に区分する必要がある場合に使用するが、通常は

0 でよい。 

⑥ 出来形管理資料をビューア付き３次元データで納品する場合で、ビューアとデータが複

数のファイルで構成される場合は、全てを ZIP 方式により圧縮し、拡張子を「ZIP」とし

て、次表の命名規則に従い納品すること。 

 

 

 

 

図 6.2-1 フォルダ構成例【施工管理システムを用いた管理／本体工】 

 

表 6.2-1 ファイルの命名規則【施工管理システムを用いた管理／本体工】 

計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

来歴 
内容 記入例 

CMR 0 DR 001～ 0～Z ・据付目標位置データ（オリジナルデータ） CMR0DR001Z.拡張子 

CMR 0 CH 001～ － 
・出来形管理資料（出来形管理図表（PDF） 

または、ビューア付き３次元データ） 
CMR0CH001.拡張子 

CMR 0 GR 001～ － ・出来形管理データ(CSV 等ファイル) CMR0GR001.拡張子 

  

ICON CI CMR 
出来形管理データを用いた 

計測関連ファイル 
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6.3  施工履歴データを用いた管理 

 

6.3.1  共通事項 

本要領にもとづいて作成する電子成果品は、以下のとおり。 

・３次元設計データ（LandXML 等のオリジナルデータ(TIN)） 

・出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）または、ビューア付き３次元データ） 

・施工履歴データによる出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファイル） 

・施工履歴データによる出来形計測データ（LandXML 等のオリジナルデータ(TIN)） 

・施工履歴データによる計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファイル）  

・工事基準点データ（CSV、LandXML、SIMA 等のポイントファイル） 

 

電子成果品は、「工事完成図書の電子納品等要領」で定める「ICON」フォルダに格納する。 

格納するファイル名は、出来形確認データを用いた出来形管理資料が特定できるように 

記入する。 

 

【解説】 

本要領の電子成果品の作成規定は、「地方整備局（港湾空港関係）の事業における電子納品

等運用ガイドライン【工事編】」の規定の範囲内で定めている。 

本要領で規定する以外の事項は、「地方整備局（港湾空港関係）の事業における電子納品等

運用ガイドライン【工事編】」による。 

 

(1) ファイル名の命名 

本要領にもとづいて作成した電子成果品が特定できるようにするため、次の規定に従い

格納すること。 

① ICON フォルダに所定のサブフォルダを作成する。 

② 基礎工の場合：「SN（捨石均し）」 

③ 海上地盤改良工の場合：「TB（床掘）」 

④ ①の下層に所定のサブフォルダを作成し格納する。 

⑤ 基礎工の場合：「KSR（機械均し施工履歴）」 

⑥ 海上地盤改良工の場合：「TSR（床掘施工履歴）」 

⑦ 格納するファイル名は、表 6.3-1 に示す命名規則に従うこと。 

⑧ 設計変更等で設計図書に変更が生じた場合は、３次元設計データを変更するが、当初の

３次元設計データと、変更後の３次元設計データを全て納品すること。 

⑨ 整理番号は、ファイル番号をより詳細に区分する必要がある場合に使用するが、通常は

0 でよい。 

⑩ 出来形管理資料をビューア付き３次元データで納品する場合で、ビューアとデータが複

数のファイルで構成される場合は、全てを ZIP 方式により圧縮し、拡張子を「ZIP」とし

て、次表の命名規則に従い納品すること。 

 

(2) 格納するデータ 

この際の保存するデータは、世界測地系にもとづく日本測地系で、データの並び順は、数

学座標の x,y（測量座標の y,x）,z とし、z は C.D.L= ±0 を基準として、水面下はマイナ

ス、水面上はプラス表記とする。  
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6.3.2  基礎工 

 

(1) フォルダ構成、ファイル名の命名 

フォルダ構成例を図 6.3-1、ファイル命名規則を表 6.3-1 に示す。 

 

 

 

 

図 6.3-1 フォルダ構成例【施工履歴データを用いた管理／基礎工】 

 

表 6.3-1 ファイル命名規則【施工履歴データを用いた管理／基礎工】 
計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

来歴 
内容 記入例 

KSR 0 DR 001～ 0～Z 
・３次元設計データ 

（LandXML 等のオリジナルデータ(TIN)） 
KSR0DR001Z.拡張子 

KSR 0 CH 001～ － 
・出来形管理資料 

（出来形管理図表(PDF)または、ビューア付き３次元データ） 
KSR0CH001.拡張子 

KSR 0 IN 001～ － 
・施工履歴データによる出来形評価用データ 

（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファイル） 
KSR0IN001.拡張子 

KSR 0 AS 001～ － 
・施工履歴データによる出来形計測データ 

（LandXML 等のオリジナルデータ(TIN)） 
KSR0AS001.拡張子 

KSR 0 GR 001～ － 
・施工履歴データによる計測点群データ 

（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファイル） 
KSR0GR001.拡張子 

KSR 0 PO 001～ － 
・工事基準点データ 

（CSV、LandXML、SIMA 等のポイントファイル) 
KSR0PO001.拡張子 

 

 

6.3.3  海上地盤改良工（床掘工） 

 

(1) フォルダ構成、ファイル名の命名 

フォルダ構成例を図 6.3-2、ファイル命名規則を表 6.3-2 に示す。 

 

 

 

 

図 6.3-2 フォルダ構成例【施工履歴データを用いた管理／海上地盤改良工（床掘工）】 

 

表 6.3-2 ファイル命名規則【施工履歴データを用いた管理／海上地盤改良工（床掘工）】 
計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

来歴 
内容 記入例 

TSR 0 DR 001～ 0～Z 
・３次元設計データ 

（LandXML 等のオリジナルデータ(TIN)） 

TSR0DR001Z. 拡 張

子 

TSR 0 CH 001～ － 
・出来形管理資料 

（出来形管理図表(PDF)または、ビューア付き３次元データ） 
TSR0CH001.拡張子 

TSR 0 IN 001～ － 
・施工履歴データによる出来形評価用データ 

（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファイル） 
TSR0IN001.拡張子 

TSR 0 AS 001～ － 
・施工履歴データによる出来形計測データ 

（LandXML 等のオリジナルデータ(TIN)） 
TSR0AS001.拡張子 

TSR 0 GR 001～ － 
・施工履歴データによる計測点群データ 

（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファイル） 
TSR0GR001.拡張子 

TSR 0 PO 001～ － 
・工事基準点データ 

（CSV、LandXML、SIMA 等のポイントファイル) 
TSR0PO001.拡張子 

 

ICON SN KSR 施工履歴データを用いた 

計測関連ファイル 

ICON TB TSR 施工履歴データを用いた 

計測関連ファイル 
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第 1章  面管理 

 

1.1  適用工種 

面管理の適用工種は、以下とする。 

・浚渫工 

・基礎工（基礎捨石工：捨石本均し、捨石荒均し） 

・ブロック据付工（消波ブロック据付） 

・海上地盤改良工（床掘工、置換工） 

 

 

1.2  起工測量 

起工測量については、「本編」（第 3章）を参照のこと。 
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1.3  ３次元設計データ作成 

 

1.3.1  ３次元設計データ作成ソフトウェア 

３次元設計データを作成する際には、出来形管理や数量算出の基準となる設計形状を示す

３次元設計データを作成・出力することができ、以下の機能を有するソフトウェアを用いる

こと。 

(1)３次元設計データ等の要素読込（入力）機能 

(2)３次元設計データ等の確認機能 

(3)設計面データの作成機能 

(4)３次元設計データの作成機能 

(5)座標系の変換機能 

(6)３次元設計データの出力機能 

 

【解説】 

面的な出来形管理および３次元測量データを用いた数量計算を行う場合には、３次元設計デ

ータを作成でき、面的な出来形管理および出来形計測により数量計算を行う場合には、基準と

なる３次元設計データを作成でき、作成した設計データと設計図面との照合確認が可能な３次

元設計データ作成ソフトウェアが必要となる。 

ここでいう３次元設計データは、海底地形を形成する表面形状の３次元座標の変化点で構成

される「TIN データ」のことを示す。 

 

(1) ３次元設計データ等の要素読込（入力）機能 

・座標系の選択機能： 

   ３次元設計データの座標系を選択する機能 

・平面線形の読込（入力）機能： 

   設計図面に示される法線の平面線形を読込（入力）できる機能 

・縦断線形の読込（入力）機能： 

   設計図面に示される法線の縦断線形を読込（入力）できる機能 

・横断形状の読込（入力）機能： 

   設計図面に示される横断形状を読込（入力）できる機能 

・現況水深データの読込（入力）機能： 

   出来形計測で得られた計測点群データ、あるいは面データを読込（入力）できる機能 

 

(2) ３次元設計データ等の確認機能 

上記(1)で読み込んだ（入力した）平面線形データ、縦断線形データ、横断形状データと出

力する３次元設計データを重畳し、同一性を確認するための入力値比較や３次元表示が確認

できる機能。 

 

(3) 設計面データの作成機能 

前述の(1)で読み込んだ（入力した）３次元設計データの幾何要素から設計の面データを作

成する機能。本要領でいう面データは、TIN（不等辺三角網）データとする。 

 

(4) ３次元設計データの作成機能 

前述の(3)で読み込んだ設計面データにもとづく、３次元設計データを作成する機能。  
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(5) 座標系の変換機能 

３次元設計データを、上記(1)で選択した座標系に変換する機能。 

 

(6) ３次元設計データの出力機能 

前述の(4)(5)で作成・変換した３次元設計データを使用するソフトウェア等のオリジナル

データで出力する機能。 

 

  



別 1-4 

1.3.2  ３次元設計データ作成 

受注者は、工事の発注図書に３次元設計データの作成が示されている場合や、監督職員か

ら設計図書の３次元化の指示があった場合には、発注者から貸与された設計図書（平面図、

縦断図、横断図等）や数量計算書等をもとに３次元設計データを作成する。 

 

【解説】 

受注者は、工事の発注図書に３次元設計データの作成が示されている場合や、監督職員から

設計図書の３次元化の指示があった場合には、出来形管理で利用する平面線形、縦断線形、横

断線形の設定を行い、起工測量の数量算出用点群データおよび出来形評価用点群データとの比

較が可能な３次元設計データの作成を行う。 

３次元設計データ作成時の留意事項を以下に示す。 

 

(1) 準備資料 

３次元設計データの作成に必要な準備資料は、設計図書の平面図、縦断図、横断図等と数

量計算書等である。準備資料の記載内容に３次元設計データの作成において不足等がある場

合は、監督職員に報告し資料提供を依頼する。 

また、隣接する他工事との調整も必要に応じて行うこと。 

 

(2) ３次元設計データの作成範囲 

３次元設計データの作成範囲は、施工範囲の底面および法面（浚渫工は余掘、海上地盤改

良工の場合は余砕を含む）の範囲、または、工事範囲外側で必要と考えられる範囲まで設定

する。 

 

(3) ３次元設計データの要素データ作成 

３次元設計データは、設計図書（平面図、縦断図、横断図）から作成する。出来形横断面

形状は、マルチビーム測深または UAV を用いた計測を実施する範囲で、全ての管理断面およ

び断面変化点について作成する。 

３次元設計データの作成にあたっては、設計図書をもとに作成したデータが出来形の良否判

定の基準となることから、当該工事の設計形状を示すデータについて、監督職員の承諾なしに

変更・修正を加えてはならない。 

 

(4) ３次元設計データ（TIN）の作成 

入力した要素データをもとに面的な３次元設計データ（TIN）を作成する。TIN は不等辺三

角網の集合体であるため、曲線部では管理断面の間を細かい断面に分割して３次元設計デー

タ化する必要がある。 

このため、線形の曲線区間においては必要に応じて横断形状を作成した後に TIN を設定す

る（例えば、間隔 5m 毎の横断形状を作成した後に TIN を設定する）。 

 

(5) 水深情報 

マルチビーム測深等による起工測量結果を３次元設計データ作成ソフトウェアに読み込み、

作成した３次元設計データと重畳し比較した上で、発注図に含まれる現況水深と異なる場合

については、監督職員との協議を行い、その結果を３次元設計データの作成に反映させる。 
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(6) 数量算出 

作成した３次元設計データは、設計図書として位置付けられるものであるため、数量を再

計算しておく必要がある。３次元設計データにもとづく数量計算結果に当初数量と比べた増

減が発生した際は、設計変更の対象となる場合がある。 

 

(7) 設計変更について 

設計変更で設計形状に変更があった場合は、その都度、３次元設計データを編集し変更を

行う。このとき、最新の３次元設計データの変更理由、変更内容、変更後の３次元設計デー

タファイル名は確実に管理しておくこと。 

 

(8) その他留意点 

地形の再現性に配慮した空間分解能を有する地形モデルを作成し、各設計データの基準値

に合致した有効桁数を設定する。 

 

① 断面形状 

地形モデルは断面地形の再現性を配慮した空間分解能を有することが重要である。特に、

法尻・法肩やケーソンフーチング等を有する場合は、これらの形状が確実に表現できるよ

うに、高密度の TIN モデルを構築しなければならない。 

 

② 横断形状に反映する項目 

・現況地盤、設計断面 

・計画水深 

・構造物（既設のケーソン等） 

 

③ 設計データの単位系および桁数 

・平面座標（m） ： 小数 3 位止めを原則 四捨五入 

・水深（m）  ： 小数 2 位止めを原則 四捨五入 

・距離（m）  ： 小数 2 位止めを原則 四捨五入 

・体積（㎥） ： 小数 1 位止めを原則 四捨五入 
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1.3.3  ３次元設計データの確認 

受注者は、３次元設計データを作成した場合には、３次元設計データの作成後に、３次元

設計データの以下の(1)～(4)の情報について、設計図書（平面図、縦断図、横断図等）と照

合するとともに、監督職員に３次元設計データチェックシートを提出する。また、設計図書

をもとに作成した３次元設計データが出来形の良否判定の基準となることから、監督職員と

の協議を行い、作成した３次元設計データを設計図書として位置付ける。 

(1) 平面線形 

(2) 縦断線形 

(3) 出来形横断面形状 

(4) ３次元設計データ 

 

【解説】 

３次元設計データの間違いは出来形管理に致命的な影響を与えるので、受注者は３次元設計

データが設計図書と照合しているかの確認を必ず行うこと。 

３次元設計データの照合とは、３次元設計データが設計図書をもとに正しく作成されている

ものであることを確認することである。 

また、受注者は、前述の資料の他、３次元設計データと設計図書との照合のための資料を整

備・保管するとともに、監督職員から３次元設計データのチェックシートを確認するための資

料請求があった場合は、確認できる資料を提示するものとする。 

さらに、設計変更等で設計図書に変更が生じた場合は、３次元設計データを変更し、確認資

料を作成する。 

確認項目を以下に示す。照合は、設計図書と３次元設計データ作成ソフトウェアの入力画面の

数値または出力図面と対比して行う。なお、３次元設計データチェックシートの詳細は、本要

領の「参考資料」（資料 1）を参照すること。 

 

(1) 平面線形 

平面線形は、構造物の起終点、各測点および変化点（断面変化点）の平面座標と曲線要素

について、平面図および数量計算書等と対比し、確認する。 

 

(2) 縦断線形 

縦断線形は、線形の起終点、各測点および変化点の標高と曲線要素について、縦断図と対

比し確認する。 

 

(3) 出来形横断面形状 

出来形横断面形状は、基準高、法長を対比し確認する。設計図書に含まれる全ての横断図

について対比を行うこと。確認方法は、ソフトウェア画面上で対比し、設計図書の寸法記載

箇所にチェックを記入する方法や、３次元設計データから横断図を作成し、設計図書と重ね

合わせて確認する方法等を用いて実施する。 

なお、横断線設定間隔は、浚渫工、基礎工、海上地盤改良工においては発注時の深浅測量

図のメッシュ間隔、ブロック据付工においては発注時の管理測線間隔を基本とする。 

 

(4) ３次元設計データ 

マルチビームや UAV を用いた出来形計測データの入力要素（縦断形状、横断形状データ）

と３次元設計データ（TIN）を重ね合わせ、同一性が確認可能な３次元表示した図を提出する。  
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1.3.4  ３次元海底地形モデル 

マルチビーム測深により取得された３次元点群データから、浚渫工、基礎工、海上地盤改

良工、ブロック据付工（ただし、出来形管理を除く）における設計図書作成、施工計画、施

工管理、出来形管理において必要な３次元海底地形モデルを作成することを目的とし、各対

象工事の設計・施工段階における発注図書作成、施工計画、施工管理に必要な３次元設計デ

ータを作成する際に適用する。 

 

【解説】 

 

 ＜設計段階＞ 

工事範囲およびその周辺海域においては、マルチビーム測深を実施し、1.0m 平面格子内

の中央値の点群データから、現状の海底地形をモデル化した「現状の海底地形の TIN」を構

築する。構築された「現状の海底地形の TIN」から、現況の縦断面形状、横断面形状、およ

び俯瞰図等を構築する。 

なお、マルチビーム測深の実施方法は、本要領の「別紙 2」（第 1 章）を参照のこと。 

 

 

 ＜施工段階（起工測量）＞ 

施工前に工事範囲およびその周辺海域においては、マルチビーム測深を実施し、「施工前

の海底地形の TIN」を構築する。構築された「施工前の海底地形の TIN」から、施工前の縦

断面形状、横断面形状および俯瞰図等を構築する。 

 
 

 ＜施工段階（出来形管理）＞ 

工事完了後に工事範囲およびその周辺海域においては出来形管理として、マルチビーム測

深を実施し、各工事の「完了時の海底地形の TIN」を構築する。構築された「完了時の海底

地形の TIN」から、工事後の縦断面形状、横断面形状および俯瞰図等を構築する。 

 

 

  

＊「３次元設計モデル」と「現状の海底地形の TIN」から、TIN 分割等を用いて求積する方

法、プリズモイダル法で数量計算を実施し、発注数量が算出される。 

＊「３次元設計モデル」と「施工前の海底地形の TIN」から、TIN 分割等を用いて求積す

る方法、プリズモイダル法で数量計算を実施して、設計図書の数量と比較検証を行い、

更に、工事計画等を立案する。 

＊「３次元設計モデル」と「完了時の海底地形の TIN」から出来形評価を行い、出来

形管理図表を作成し、出来形管理資料とする。 
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３次元海底地形モデルの３次元表示は、以下の要素を含む俯瞰図を各段階の TIN モデルから

作成する。 

 設計時の海底地盤地形 

 仕上がり形状の海底地盤地形 

 施工前の海底地盤地形 

 完了時の海底地盤地形 

 

 

図 1.3-1 基礎工の俯瞰図のイメージ（基礎捨石工事完了時） 

  



別 1-9 

1.4  出来形計測 

1.4.1  出来形計測の実施 

(1)出来形計測の実施

受注者は、出来形管理を実施するために施工後の出来形計測を実施する。なお、出来形

計測時に必要な測定精度および計測密度を満たすこと。 

(2)出来形評価用データ等の作成

受注者は、３次元計測技術で計測した出来形形状を示す計測点群データから、さらに出

来形管理基準を満たす点密度に調整した出来形評価用データを作成する。また、計測点群

データから不要な点を除去し、TIN で表現される出来形計測データを作成する。 

【解説】 

施工後の出来形形状を把握するために面的な出来形計測が可能な３次元計測技術を用いて

実施する。 

(1) 出来形計測の実施

出来形計測においては、出来形計測時に必要な測定精度および取得点密度を満たすこと。

なお、出来形計測の方法および精度管理については、本要領の「別紙 2」「別紙 3」の該当

箇所を参照のこと。 

(2) 出来形評価用データ等の作成

受注者は、計測した点群の不要点の除去が終了した計測点群データを対象に、さらに、出

来形管理基準を満たす点密度に調整した出来形評価用データを作成する。また、計測点群デ

ータに TIN を配置し、出来形計測データを作成する。 
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1.4.2  出来形計測箇所 

本要領にもとづく出来形計測の範囲は、以下のとおりに設定する。 

(1)浚渫工

浚渫実施範囲および浚渫工を実施するにあたって海底の形状に影響を与えた範囲（施工

範囲およびその周囲の外法肩から約 30m の範囲）とする。 

(2)基礎工

施工範囲および基礎捨石工を実施するにあたって海底の形状に影響を与えた範囲（施工範

囲およびその周囲の外法尻から約 30m の範囲）とする。 

(3)ブロック据付工

消波ブロックの据付状態を確認できる範囲とする。

(4)海上地盤改良工

施工範囲および床掘工・置換工を実施するにあたって海底の形状に影響を与えた範囲（施

工範囲およびその周囲の外法肩から約 30m の範囲）とする。 

【解説】 

(1) 浚渫工

マルチビームによる出来形管理で計測する３次元座標は、底面、法面の全ての範囲で３次

元座標値を取得し、出来形計測データを作成する。 

(2) 基礎工

マルチビームによる出来形管理で計測する３次元座標は、基礎捨石工については天端、法

面の全ての範囲で３次元座標値を取得し、出来形計測データを作成する。 

(3) ブロック据付工

UAV を用いた出来形計測範囲は、消波ブロックの据付状態を相対的に確認できる範囲とし

て、消波ブロック据付範囲に加え、必要に応じて据付範囲の周辺部も適切に設定する。 

出来形計測範囲において出来形計測を実施し、３次元座標が付与された出来形計測データ

を作成する。 

(4) 海上地盤改良工

マルチビームによる出来形管理で計測する３次元座標は、床掘工については底面、法面、

置換工については天端面、法面の全ての範囲で３次元座標値を取得し、出来形計測データを

作成する。 
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1.5  計測点群データの処理 

出来形計測により取得した３次元点群より３次元の出来形評価用データおよび出来形計測

データを作成する。 

取得した３次元点群の処理に利用する点群処理ソフトウェアは、計測点群データからノイ

ズ等の出来形とは関係のない不要点を除外する機能や、出来形評価用データおよび出来形計

測データを出力する機能を有していなければならない。 

【解説】 

(1) 出来形評価用データ

作成する工種別の出来形評価用データは、表 1.5-1のとおりとする。

なお、基礎工（基礎捨石工）の天端高については、潜水士が行う水中水準測量（単点計測）

を含むものとする。 

表 1.5-1 工種別の出来形用評価データ 

工種 出来形評価用データ 計測方法 

浚渫工 CUBE 処理によらない場合 1.0m 平面格子内の「最浅値」 マルチビーム測深

CUBE 処理による場合 グリッドサイズ別 CUBE 水深 

（1 グリットあたり 1 点） 

※下表参照

基礎工 天端高 1 箇所以上 水中水準測量 

1.0m 平面格子内の「中央値」 マルチビーム測深

天端幅・延長 1.0m 平面格子内の「中央値」 

※境界部

法面 10cm 平面格子内の「中央値」から作成

した TIN 

ブロック据付工 全ての計測点群データから作成した TIN UAV を用いた計測 

海上地盤改良工 床掘工（底面・法面） 1.0m 平面格子内の「中央値」 マルチビーム測深

置換工（天端面・法面） 

【浚渫工 CUBE 処理】水深区分別のグリッドサイズ 

水深区分 グリッドサイズ※ 

0～10m 0.25m 

10～20m 0.5m 

20～30m 1.0m 

※グリッドサイズは、水深区分が複数に渡る場合には、測深区域の水深に応じて決

定する。ただし、CUBE 処理の効率化と CUBE 水深の精度向上のために、浅い水深

区分のグリッドサイズを用いることができる。

参考）工事数量計算 

工種 数量算出データ 計測方法 

浚渫工 1.0m 平面格子内の「中央値」 マルチビーム測深

基礎工 1.0m 平面格子内の「中央値」 マルチビーム測深

海上地盤改良工 1.0m 平面格子内の「中央値」 マルチビーム測深

(2) ノイズ等の不要点の除去

不要点の除去にあたっては、不要な点のみを抽出し、本来の出来形データまで除去しない

ように配慮する必要がある。 

詳細については、本要領の「別紙 2」（第 1章、第 2章）の該当箇所を参照のこと。 
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1.6  出来形管理 

作成した出来形評価用データを用いて、出来形の評価を行う。 

 

【解説】 

出来形の評価は、計測点群データから作成した出来形評価用データを用いて行う。 

評価は、出来形評価用データと出来形管理基準（許容範囲）を比較することにより行う。 

なお、出来形の評価方法は「1.7.2 出来形管理資料の作成」、出来形管理基準（許容範囲）

は「1.8 出来形管理基準」を参照のこと。 
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1.7  出来形管理資料作成 

 

1.7.1  出来形管理資料作成ソフトウェア 

本要領で利用する出来形帳票作成ソフトウェアは、取得した出来形評価用点群データと３

次元設計データの面データとの差分を算出し、出来形管理基準上の管理項目の計算結果

（※）と出来形の良否の評価結果、および設計形状の比較による出来形の良否判定が可能な

出来形分布図を出力する機能を有していなければならない。 

 

【解説】 

出来形の良否判定は、３次元設計面と出来形評価用データとの差分等（※）により行う。 

（※）浚渫工：底面および法面の水深差 

基礎工：天端および法面の水深差 

ブロック据付工：消波ブロックの据付延長が設計延長を満足するか否か 

地上地盤改良工：底面または天端面、法面の水深差 
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1.7.2  出来形管理資料の作成 

受注者は、３次元設計データと出来形評価用データを用いて、本要領で定める出来形管理

資料を作成し、作成した出来形管理資料を監督職員に提出する。 

 

【解説】 

出来形管理資料とは、出来形管理基準の管理項目に対する測定結果をとりまとめたものであ

り、以降で工種別の作成例を図に示す。 

受注者は、出来形管理資料を「出来形帳票作成ソフトウェア」により作成すること。「出来

形帳票作成ソフトウェア」は、対象とする工種について下記に定める帳票を自動作成、保存、

印刷ができるものとする。 

 

(1) 浚渫工 

浚渫工の出来形管理図表は、出来形を確認する箇所（底面、法面）毎に作成し、以下の情

報について記載する。 

・設計面と出来形評価用点群データの各ポイントとの離れ等の出来形管理基準上の管理項

目の計算結果（水深差の平均値等）と出来形の良否の評価結果。 

・設計面と出来形評価用点群データの各ポイントの水深差分布図を整理した帳票。 

・属性情報として、出来形管理基準上の管理項目の計算結果を表示できる３次元モデルの

俯瞰図。 

 

【解説】 

３次元設計面と出来形評価用点群データの各平面格子および測点の差分（底面および法面の

水深差）により出来形の良否判定を行う。出来形管理図表とは、出来形管理基準上の管理項目

の計算結果と出来形の良否の評価結果、および設計面と出来形評価用点群データの各平面格子

および測点の差分を評価範囲の平面上にプロットした出来形分布図を明示したものである。 

出来形管理基準上の管理項目から出来形の良否を評価する情報は以下のとおりとする。 

 

・出来形計測により得られた底面および法面の水深値（CUBE 処理によらない場合は「1.0m

平面格子データ内の最浅値」、CUBE 処理による場合は「水深区分によるグリッドサイズ（表

1.5-1参照）で算出した CUBE水深」）と設計水深値との差分に対する割合による評価結果。 

・データ数（CUBE 処理によらない場合は「1.0m 平面格子データ内のデータ数」、CUBE 処理に

よる場合は「水深区分によるグリッドサイズ（表 1.5-1 参照）内のデータ数」）と計測性

能（取得点密度）との良否評価結果。 

・出来形計測により数量計算を行う場合には、出来形計測から算出された純土量と設計時に

算出された純土量との差分による評価結果。 

 

出来形分布図に記載する項目は、以下のとおりとする。 

・評価範囲全体が含まれる平面図。 

・設計水深より浅い位置が区別できるように別の色で明示する。 

・設計水深と出来形評価用データとの差分に対する割合を示すヒートマップとして、出来形

評価用点群データの平面格子および測点毎に結果を示す色をプロットするとともに、色の

凡例を明示する。 
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図 1.7-1 出来形管理図表の様式および記載例（浚渫工） 
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(2) 基礎工 

基礎工の出来形管理図表は、出来形を確認する箇所（天端、法面）毎に作成し、以下の情

報について記載する。 

・属性情報として、出来形管理基準上の管理項目の計算結果を表示できる３次元モデルの

俯瞰図。 

 

【解説】 

 

① 出来形の確認 

３次元設計面と出来形評価用点群データの各平面格子および TIN の差分（天端および法面

の水深差）により出来形の良否判定を行う。出来形管理図表とは、出来形管理基準上の管理項

目の計算結果と出来形の良否の評価結果、および設計面と出来形評価用点群データの各平面格

子および測点の差分を評価範囲の平面上にプロットした出来形分布図を明示したものである。 

出来形管理基準上の管理項目から出来形の良否を評価する情報は以下のとおりとする。 

 

・水中水準測量で計測した水深値と天端設計水深との差分による評価結果 

・出来形計測により得られた天端の平坦性（「中央値」を代表値とする 1.0m 平面格子）の評

価結果 

・出来形計測により得られた天端幅・延長（天端の端部における「中央値」を代表値とする

1.0m 平面格子）の評価結果 

・出来形計測により得られた法面の TIN と、3 次元設計データとの差の評価結果 

・データ数（1.0m 平面格子データ内のデータ数）と計測性能（取得点密度）との良否評価結

果 

 

i) 天端高の確認方法 

任意の 1 点以上で行った水中水準測量の結果と設計水深の差を計算する。差が以下

の場合に合格とする。ここで「+」は設計値より浅いこと、「-」は設計値より深いこと

を示し、以降も同様とする。 

・捨石本均し：±5cm 以内 

・捨石荒均し：±50cm 以内 

 

ii) 天端の平坦性の確認方法 

天端の平坦性の確認には、天端区域内の計測点群データを抽出して使用する。抽出

した計測点群データから 1.0m 平面格子を作成して、天端の平坦性を検査する。平面格

子の代表値は「中央値」とする。 

基準水深を、天端に位置する全ての 1.0m 平面格子の水深代表値（中央値）のヒスト

グラムから求めた最頻値とする（図 1.7-2参照）。ヒストグラムの階級の幅は 1cm とす

る。 
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水深(m) 

図 1.7-2 天端の全平面格子水深のヒストグラムと最頻値 

 

 

基準水深と各平面格子水深の差を図 1.7-3のように求め、以下の規定値の達成率（規

定値達成平面格子数／全平面格子数）を計算する。達成率が 80%以上で合格とする。 

・捨石本均し：±5cm 以内 

・捨石荒均し：±50cm 以内 

 

 

達成率：94.7% 

 

 

 

■：基準水深±5cm 以内 

 

■：基準水深+5cm 超 

■：基準水深-5cm 未満 

図 1.7-3 基準水深（最頻値）との差分（捨石本均し） 

 

 

iii) 天端幅・延長の確認方法 

平坦性の確認で作成した差分 1.0m 平面格子から、図 1.7-4 のように天端区域端の平

面格子を抽出する。以下の規定値の達成率（規定値達成平面格子数／全平面格子数）

を計算する。達成率が 80%以上で合格とする。 

・捨石本均し：±5cm 以内 

・捨石荒均し：±50cm 以内 

  

平
面
格
子
数 

最頻値：-14.29m 
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達成率：94.6% 

 

 

 

■：基準水深±5cm 以内 

 

■：基準水深+5cm 超 

■：基準水深－5cm 未満 

図 1.7-4 幅・延長評価 

 

天端の端部の平面格子に関しては、天端外縁で切り取られた平面格子の部分の 1 辺

が 10cm 以上の場合（図 1.7-5 の左図参照）、青の平面格子を幅・延長の検査に使用す

る。1 辺が 10cm 未満の場合（図 1.7-5 の右図参照）、それより 1 つ内側の青の平面格

子を幅・延長の検査に使用する。 

 

 

1辺が 10cm 以上の場合 

 

1辺が 10cm 未満の場合 

図 1.7-5 天端の端部の平面格子の取り扱い 

 

iv) 法面の確認方法 

法面の検査確認には、マルチビーム測深により取得された３次元点群データのうち、

法面区域内のデータを抽出して使用する。抽出した３次元点群データから「中央値」

を代表値とした 10cm 平面格子データを作成する。グリッドの抜けの部分は補間する。

作成した平面格子から TIN を作成し、これを３次元設計データの TIN と比較する方法

を法面の検査の標準とする。 

計算した差分の TIN より、以下の規定値の達成率（規定値達成 TIN 数／全 TIN 数）

を計算する。達成率が 80%以上で合格とする。 

 

・法面の法線方向の差分値（図 1.7-6 参照）：±50cm 以内  
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図 1.7-6 法面の法線方向の差分 

 

法面の法線方向の差分値 S は、プリズモイダル法（図 1.7-7 参照）等で算出した差

分値 Dに対して設計面の傾斜角θで補正する。補正式は以下のとおりである。 

 

S= D×cosθ 

S：法面の法線方向の差分、D：水深差分値、θ：設計面の傾斜角 

 

図 1.7-7 法面の法線方向の差分計算の概念 

 

 

② 出来形管理図表 

出来形分布図に記載する項目は、以下のとおりとする。 

・天端の平坦性の平面図 

・天端幅・延長の平面図 

・法面の 3 次元図 

 

規定値以内と規定値外を区別するヒートマップとして、出来形評価用点群データの平面

格子や TIN をプロットするとともに、色の凡例を明示する。 

 

規定値：±50cm以内

設計面

NMBデータ

θ1

θ2

D2

D1

設計面

NMBデータ

S1

S2
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図 1.7-8 出来形管理図表の様式および記載例（基礎工） 

工事名 〇〇港（〇〇地区）防波堤築造工事 測線数 No.1～No.17

工種 合否判定結果 合格

天端水深 水準測量 水深差(cm) 判定 天端の平坦性
-14.30 -14.29 1.0 合格

1m格子 最頻値 -14.29
格子数 比率

±規定値内 360 94.7% ■基準水深±5cm以内

+規定値超 14 3.7%

-規定値未満 6 1.6% ■基準水深＋5cm超

格子数 比率 ■基準水深－5cm未満

±規定値内 70 94.6%

+規定値超 3 4.1% 天端の幅・延長

-規定値未満 1 1.4%

TIN数 比率

±規定値内 80 95.2% ■基準水深±5cm以内

+規定値超 1 1.2%

-規定値未満 3 3.6% ■基準水深＋5cm超

格子数 800 ■基準水深－5cm未満

データ数 795 99.4%

法面形状

■基準水深±50cm以内

■基準水深＋50cm超

■基準水深－50cm未満

特記事項

法面形状

天端高

天端
平坦性

合格

合格
天端

幅・延長

合格

合格

出来形合否判定総括表

データ数等
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(3) ブロック据付工 

ブロック据付工（消波ブロック）の出来形管理図表は、以下の情報について記載する。 

・出来形評価用点群データから作成した TIN モデルで計測した消波ブロックの据付延長と

出来形の良否の評価結果 

・属性情報として出来形管理基準上の管理項目の計算結果を表示できる３次元モデルの平

面図、縦断図、鳥瞰図 

 

【解説】 

 

■出来形管理図表 

３次元設計面と出来形評価用点群データから作成した TIN モデルで計測した消波ブロッ

クの据付延長により出来形の良否判定を行う。出来形管理図表とは、出来形管理基準上の管

理項目の計算結果と出来形の良否の評価結果、および設計面と出来形評価用点群データから

作成した TIN モデルを重畳し明示したものである。 

出来形管理基準上の管理項目から出来形の良否を評価する情報は以下のとおりとする。 

・設計延長と出来形評価用点群データから作成した TIN モデルで計測した消波ブロック

の据付延長の比較による評価 

 

出来形分布図に記載する項目は、以下のとおりとする。 

・評価範囲全体が含まれる３次元モデルの平面図、縦断図、鳥瞰図 

・設計延長と据付延長（計測値）を表示 

 

■出来形の評価方法 

出来形の評価は、以下に示す据付延長の計測により行う。 

なお、以下の方法により難い場合には、監督職員と対応を協議する。 

 

① 計測の始点を設定 

計測の始点は、設計上の天端部の始点とする。 

 

② 計測の終点の設定 

終点は、ソフトウェア上で以下の 2 点を抽出する。ただし、設計天端高よりブロック 1

層分以上低い場合は終点としない。 

なお、ブロック 1層分の高さについては、各種消波ブロックのカタログ値等を参照する

こと。 

終点Ⅰ： 天端部施工範囲内において設計天端高より 1 層分以上低くなっていないブロッ

クのうち、終点側における天端部施工範囲内の最も外側（終点方向）のブロッ

クを選択し、そのブロックの最高点の位置を抽出して終点（終点Ⅰ）とする。

なお、同一の複数の最高点がある場合には、最も外側（終点方向）の点を採用

する。 

終点Ⅱ： 天端部施工範囲の外側（終点方向）における最高点の位置を抽出して終点（終

点Ⅱ）とする。なお、同一の複数の最高点がある場合には、最も外側（終点方

向）の点を採用する。 
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③ 出来形（据付延長）の計測 

ソフトウェア上で「始点～終点Ⅰ＝据付延長Ⅰ」「始点～終点Ⅱ＝据付延長Ⅱ」のそれ

ぞれを計測し、数値の大きい方を据付延長の計測値とし、これをもって出来形を評価する。 

 

終点Ⅰ、Ⅱがどちらも得られない場合は、対応について監督職員と協議する。 

消波ブロックの据付延長の計測方法（イメージ）を図 1.7-9 に示す。 

 

＜例 1＞「据付延長Ⅰ＜据付延長Ⅱ」になる場合 

 （据付延長Ⅰの計測） 

 
 

 （据付延長Ⅱの計測） 

 

 上図の場合は、据付延長Ⅱの方が長いので、据付延長Ⅱにより出来形を評価する。 

 

図 1.7-9(1) 消波ブロックの据付延長の計測方法（イメージ）（1/3）  
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＜例 2＞ 「据付延長Ⅰ＞据付延長Ⅱ」になる場合 

 

 （据付延長Ⅰの計測） 

   

 

 （据付延長Ⅱの計測） 

   
上図の場合は、据付延長Ⅰの方が長いので、据付延長Ⅰにより出来形を評価する。 

 

図 1.7-9(2) 消波ブロックの据付延長の計測方法（イメージ）(2/3) 
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＜例 3＞「据付延長Ⅱが設定出来ない（設計天端高よりも 1 層分以上低い）」場合 

 

（据付延長Ⅰの計測） 

 

 

（据付延長Ⅱの計測が出来ない場合） 

 

 

図 1.7-9(3) 消波ブロックの据付延長の計測方法（イメージ）(2/3) 
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図 1.7-10 出来形管理図表の様式および記載例（ブロック据付工（消波ブロック）） 

工事名 ○○港○○地区○○工事

受注者 株式会社○○○

工種 消波ブロック据付

管理項目 測定密度 位置
設計値

（m）
区分

計測値

（m）
計測値採否

据付延長Ⅰ 18.5 -

据付延長Ⅱ 23.1 採用

特記事項

令和　　年　　月　　日

消波ブロック据付　出来形合否判定総括表（案）

延長 法線上（最上段のみ） L1 21.9

平面図

表示例
L1 設計値 21.9m

L1 計測値 23.1m（延長Ⅱ）

鳥瞰図

L1

L1

L1 計測値 23.1m （延長Ⅱ）

L1 計測値 18.5m （延長Ⅰ）

終点Ⅰ 終点Ⅱ（採用）

正面図

必要に応じて追加資料を添付



 

別 1-26 

(4) 海上地盤改良工 

海上地盤改良工の出来形管理図表は、出来形を確認する箇所（底面または天端面、法面）

毎に作成し、以下の情報について記載する。 

・設計面と出来形評価用点群データの各ポイントとの離れ等の出来形管理基準上の管理項

目の計算結果（水深差の平均値等）と出来形の良否の評価結果。 

・設計面と出来形評価用点群データの各ポイントの水深差の分布図を整理した帳票。 

・属性情報として出来形管理基準上の管理項目の計算結果を表示できる３次元モデルの俯

瞰図。 

 

【解説】 

３次元設計面と出来形評価用点群データの各平面格子および測点の差分（底面および法面の

水深差）により出来形の良否判定を行う。出来形管理図表とは、出来形管理基準上の管理項目

の計算結果と出来形の良否の評価結果、および設計面と出来形評価用点群データの各平面格子

および測点の差分を評価範囲の平面上にプロットした出来形分布図を明示したものである。 

出来形管理基準上の管理項目から出来形の良否を評価する情報は以下のとおりとする。 

・出来形計測により得られた底面または天端面、法面の水深値（1.0m 平面格子データの中央

値）と設計水深値との差分に対する割合による評価結果。 

・データ数（1.0m 平面格子データ内のデータ数）と計測性能（取得点密度）との良否評価結

果。 

・出来形計測により数量計算を行う場合には、出来形計測から算出された純土量と設計時に

算出された純土量との差分による評価結果。 

 

出来形分布図に記載する項目は、以下のとおりとする。 

・評価範囲全体が含まれる平面図。 

・出来形の許容範囲外の位置が区別できるように別の色で明示（床掘工については底面±30

㎝、置換工については天端面±50cm または特記仕様書による許容範囲）する。 

・設計水深と出来形評価用データとの差分に対する割合を示すヒートマップとして、出来形

評価用点群データの平面格子および測点毎に結果を示す色をプロットするとともに、色の

凡例を明示する。 

 

 



 

 

別
1-27 

 

図 1.7-11 出来形管理図表の様式および記載例（海上地盤改良工：床掘工） 
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図 1.7-12 出来形管理図表の様式および記載例（海上地盤改良工：置換工） 
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1.8  出来形管理基準 

本要領にもとづく出来形管理基準は、港湾工事共通仕様書（国土交通省港湾局）における

「港湾工事出来形管理基準」に定められたものとし、出来形評価値はすべて許容範囲を満足

しなくてはならない。 

 

【解説】 

本要領にもとづく出来形管理基準は、港湾工事共通仕様書（国土交通省港湾局）における「港

湾工事出来形管理基準」を適用する。 

 

(1) 浚渫工 

本要領にもとづく出来形管理基準は表 1.8-1 のとおりとし、出来形評価値はすべて許容範

囲を満足しなくてはならない。 

竣工測量は、水路測量を兼ねることを想定しているので、「水路業務法第６条申請」および

「水路測量業務準則施行細則」に従う必要がある。 

海底突起物等は、位置や高さ等の属性を明らかにする（参考資料：海上保安庁「海洋調査

資料整理作業 共通仕様書」別紙 8, 9-1, 9-2 水深データの海底突起物等属性表）。 

 

表 1.8-1 出来形管理基準（浚渫工） 

工種 
管理 

項目 
計測方法 

採用する 

点群データ 

測深 

単位 

結果の 

整理方法 

許容 

範囲 
備 考 

浚渫工 水深 

（底面） 

 

(法面) 

マルチビーム測深 

 

 

マルチビーム測深 

※ソフトウェアにて

底面水深と同様の

確認が困難等の場

合には、法肩また

は法尻直角方向の

測線座標を入れ、

勾配を確認する。 

<CUBE処理によらない場合> 

1.0m平面格子内に1点、最

浅値 

 

<CUBE処理による場合> 

水深区分により定められたグ

リッドサイズにおけるCUBE

水深（1グリットあたり1

点） 

10cm 出来形管理

資料として

整理 

+0cm 

 

 

-規定しな

い、または

特記仕様書

による 

+：設計値より

浅いこと 

 

-:設計値より

深いこと 
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(2) 基礎工 

本要領にもとづく出来形管理基準は表 1.8-2 のとおりとし、出来形評価値はすべて許容範

囲を満足しなくてはならないが、達成率を考慮することができる。 

 

表 1.8-2 出来形管理基準（基礎工） 

工種 
管理 

項目 
計測方法 

採用する 

点群データ 

測深 

単位 

結果の 

整理方法 

許容 

範囲 
備 考 

基礎工 

基礎 

捨石工 

天端高 

 

 

 

 

潜水士による

1 箇所以上の

水準測量 

 1 ㎝ 出来形管

理資料と

して整理 

<捨石本均し> 

±5cm 

 

<捨石荒均し> 

±50cm 

+：設計値より浅いこと 

-：設計値より深いこと 

マルチビーム

測深 

 

 

1.0m平面格子内に

1点、 

中央値 

 

1cm 出来形管

理資料と

して整理 

<捨石本均し> 

±5cm 

 

<捨石荒均し> 

±50cm 

達成率 80％以上 

+：基準値(1.0ｍ平面格

子の最頻値)より浅

いこと 

-：基準値(1.0ｍ平面格

子の最頻値)より深

いこと 

天端幅 

・ 

延長 

マルチビーム

測深 

 

境界部の1.0m平面

格子内に1点、 

中央値 

 

1cm 出来形管

理資料と

して整理 

<捨石本均し> 

±5cm 

 

<捨石荒均し> 

±50cm 

 

達成率 80％以上 

+：基準値(1.0ｍ平面格

子の最頻値)より浅

いこと 

-：基準値(1.0ｍ平面格

子の最頻値)より深

いこと 

法面 マルチビーム

測深 

※ソフトウェア

に天端面水深

と同様の確認

が困難等の場

合には、法肩

または法尻直

角方向の測線

座標を入れ、

勾配を確認す

る。 

 

「中央値」を代表

値とした10cm平面

格子から作成した

TIN 

10cm  ±50cm 

 

達成率 80％以上 

+：設計値より浅いこと 

-：設計値より深いこと 
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(3) ブロック据付工 

本要領にもとづく出来形管理基準は表 1.8-3 のとおりとする。 

なお、本工種の許容範囲は設定されていない。 

 

表 1.8-3 出来形管理基準（ブロック据付工） 

工種 
管理 

項目 
計測方法 

採用する 

データ 

測深 

単位 

結果の 

整理方法 

許容 

範囲 
備 考 

消波 

ブロック

据付工 

延長 UAV を用いた計測 全ての計測点群デ

ータから作成した

TIN 

10cm 出来形管理資

料として整理 

  

 

 

(4) 海上地盤改良工 

本要領にもとづく出来形管理基準は表 1.8-4 のとおりとし、出来形評価値はすべて許容範

囲を満足しなくてはならない。 

 

表 1.8-4 出来形管理基準（海上地盤改良工） 

工 種 管理項目 計測方法 
採用する 

点群データ 

測深 

単位 

結果の 

整理方法 

許容 

範囲 
備 考 

床掘工 水深 

(底面) 

マルチビーム測深 

 

1.0m 平面格子内に 

1 点、 

中央値を採用 

10cm 出来形管理資料

として整理 

±30cm 

または特記仕様

書による 

 

 

(法面) マルチビーム測深 

※ソフトウェアにて

底面水深と同様の

確認が困難等の場

合には、法肩また

は法尻直角方向の

測線座標を入れ、

法肩、法尻位置を

確認する。 

 

1.0m 平面格子内に 

1 点、 

中央値を採用 

10cm 出来形管理資料

として整理 

外側 2m（法面に

直角） 

内側 30cm（法面

に直角）または

特記仕様書によ

る 

 

置換工 水深 

(天端面) 

 

(法面) 

水中部 

マルチビーム測深 

 

マルチビーム測深 

※ソフトウェアにて

天端面水深と同様

の確認が困難等の

場合には、法肩ま

たは法尻直角方向

の測線座標を入

れ、法肩、法尻位

置を確認する。 

 

1.0m 平面格子内に 

1 点、 

中央値を採用 

10cm 出来形管理資料

として整理 

延長 

+規定しない 

-0 

天端高 

±50cm または特

記仕様書による 

 

法面高 

特記仕様書によ

る 
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第 2章  施工管理システムを用いた管理 

 

2.1  対象工種 

施工管理システムを用いた管理の対象工種は以下とする。 

・本体工（ケーソン据付工） 

 

 

2.2  出来形確認データによる計測方法 

 

2.2.1  機器構成 

本要領で用いる ICT 機器による出来形管理のシステムは、以下の機器で構成される。 

(1）ICT 機器本体 

(2）出来形帳票作成ソフトウェア 

 

【解説】 

図 2.2-1 に出来形確認データを用いた出来形管理で利用する機器の標準的な構成を示す。 

 

(1) ICT 機器本体 

ケーソン据付位置データを計測・伝送する機器とリアルタイムに表示する機器である。(例：

自動追尾 TS、ターゲットミラー、無線伝送装置、施工管理システムを内蔵したパソコン等) 

 

(2) 出来形帳票作成ソフトウェア 

据付完了時のデータを用いて、出来形管理図表を作成するソフトウェアである。 

 

 

 

図 2.2-1 出来形確認データを用いた出来形管理機器の構成例  

ケーソン施工管理システム

据付位置設計データ入力

据付完了後、出来形管理図表出力

ケーソン施工管理システム

工事名︓                                           現場代理人︓                               

測定位置 設計値 実測値 差 測定位置 設計値 実測値 差 測定位置 設計値 実測値 差 測定位置 設計値 実測値 差

①

②

③

④

①

②

③

④

0

測定日

H29.1.13

H29.1.15

港内側 B

延長②

20.0

延長①

港外側 A 20.0

港外側 A 20.0

本体工（ケーソン式）　ケーソン据付出来形管理表

ケーソン

番号

①天端高さ (m) ケーソン据付延長 (m)

【据付完了後】

港内側 B 20.0

規格値︓規定なし規格値︓規定なし規格値︓30cm以下

【据付完了後】

据付目地間隔 (cm)

【標準20cm】

終点側

起点側

概要図

No.3

終点側 ±0.0

起点側 ±0.0

±0.0

±0.0

No.2

法線に対する出入り (cm)

規格値︓±30cm

本体工（ケーソン式） 施工

据付管理

機器構成（例）
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2.2.2  出来形確認データの計測性能および精度管理 

出来形確認データによる出来形計測で利用する ICT 機器本体が出来形管理に適する計測

性能を有し、適正な精度管理が行われている機器であることが必要である。 

なお、使用する機器の計測性能および精度管理は、本要領の「別紙 3」（第 5章）を参照

のこと。 

 

 

2.2.3  ケーソン施工管理システム 

ケーソン施工管理システムは、施工中の出来形確認データ（ケーソン据付位置データと据

付目標位置）を管理することができ、以下の機能を有することとする。 

(1) 据付目標位置の表示機能 

(2) リアルタイムにケーソン位置を計測・表示する機能 

 

【解説】 

ケーソンを据付位置への誘導するためには、据付目標位置とケーソンのリアルタイムの位置

を管理する必要となる。ここでいう据付目標位置は、設計図書に示されている据付を行う３次

元的な施工位置（x, y, z）を表すデータである。 

据付位置の平面的位置は施工範囲全体図上に表示する。 

 

(1) 据付目標位置の入力・表示機能 

設計図面に示される据付位置（x, y, z）を入力・表示できる機能。 

 

(2) ケーソン位置の表示・出力機能 

ケーソン据付時の施工時の位置データを表示し、据付完了後に出来形管理図表を出力する

機能。 

 

 

2.2.4  工事基準点の設置 

工事基準点については、本要領の「本編」（第 2 章）を参照のこと。 
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2.3  出来形確認データを用いた出来形管理 

 

2.3.1  据付目標位置データの作成 

受注者は、発注者から貸与された設計図書（平面図、縦断図等）等をもとにケーソン据付

管理システムへ入力する据付目標位置等のデータを作成する。 

 

【解説】 

受注者は、設計図書に示される据付位置を示す平面図、水深図などを用いて、ケーソン施工

管理システムで入力するデータを作成する。以下に、据付目標位置データ作成時の留意事項を

示す。 

 

(1) 準備資料 

据付目標位置データに必要な準備資料は、既設ケーソンの位置座標および新設ケーソンの

位置座標が表記された設計図書の平面図、水深図である。準備資料の記載内容に据付目標位

置データに不足等がある場合は、監督職員に報告し資料提供を依頼する。 

 

(2) 据付目標位置データの範囲 

据付目標位置データの範囲は、据付位置範囲とする。当初の想定と地形形状、水深が異な

る等の理由で据付位置が設計図書と異なる場合は監督職員と変更等の協議を行い、その結果

を据付目標位置データに反映させる。 

据付目標位置データは、設計図書をもとに作成したデータが出来形の良否判定の基準とな

ることから、当該工事の据付位置を示すデータに対して、監督職員の承諾なしに変更・修正

を加えてはならない。 

 

(3) 据付目標位置データの作成 

「2.3.3 (1)据付位置判定・表示機能」に示す機能により、ケーソン据付が完了したことが

出来形確認データから判定できるように、ケーソンの法線からの出入、据付目地間隔、高さ

および延長を登録する。 
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2.3.2  据付目標位置の確認 

受注者は、据付目標位置を以下の情報について、設計図書と照合するとともに、監督職員

へ据付目標位置データチェックシートを提出する。 

(1) 工事基準点 

(2) 据付目標位置 

 

【解説】 

据付目標位置データの間違いは出来形管理に重大な影響を与えるので、受注者は据付目標位

置データが設計図書と照合した上で必ず確認資料を作成すること。 

「据付目標位置データと設計図書との照合」とは、据付目標位置データが設計図書をもとに

正しく作成されているものであることを確認することである。確認結果は、本要領の「参考資

料」（資料 6）に示す様式「据付目標位置データのチェックシート」に記載する。 

さらに、設計変更等で据付位置に変更が生じた場合は、据付目標位置データを変更し、確認

資料を作成する。 

確認項目を以下に示す。 

 

(1) 工事基準点 

工事基準点は、名称、座標を事前に監督職員に提出している工事基準点の測量結果と対比

し、確認する。 

 

(2) 据付目標位置 

出来形確認データを用いた出来形管理の該当区間の据付目標位置の入力要素（据付位置範

囲の平面図、各ケーソンの座標、高さ）と設計図書を比較・確認する。 
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2.3.3  ICT 機器の機能確認 

ICT 機器は以下の機能を有するものとし、機械の開発会社や各工法協会等が提示する機械

の仕様を示す資料その他によって確認する。 

(1)据付位置判定・表示機能 

据付ケーソンの天端２点以上の位置を測定し、ケーソンの据付位置が基準内にあること

を判定し、表示する機能。 

(2)ケーソン傾斜計測・表示機能 

ケーソンの傾斜状況をモニターに表示する機能。 

(3)施工範囲の表示機能 

施工範囲内の据付目標位置データで指定される対象ケーソンをモニターに表示する機

能。 

(4)施工完了範囲の判定・表示機能 

据付ケーソンの状況（位置、傾斜等）をリアルタイムでモニターに表示し、これをオペ

レーターが確認しながら施工できる機能。モニターへの表示方法については施工者の任意

とする。 

(5)出来形管理資料作成機能（施工時の写真撮影を省略する場合） 

ICT 機器より取得する出来形確認データを用いて、出来形管理資料を作成する機能。 

 

【解説】 

使用する ICT 機器は、TS や GNSS 等によって取得したケーソンの位置（座標）を使ってケー

ソン位置を計測し、据付ケーソンの位置をリアルタイムで表示する機能（完了の判断は施工管

理者が実施する）を持つものとする。 

また、出来形管理資料（ケーソン配置図または施工管理データ）を提出する場合は、出来形

管理に関わる写真管理項目を省略できる。 

 

 

2.3.4  ICT 機器の設定 

当該現場の条件に応じた ICT 機器の設定を行い、GNSS 等で取得した位置をもとにケーソ

ン据付を正しく行うために下記の項目について設定を行う。 

(1)据付位置の設定 

(2)法線からの出入、据付目地間隔、天端高さ、延長の管理値の設定 

 

【解説】 

 

(1) 据付位置の設定 

据付位置の設定は以下の手順にて行う。 

・ICT 機器に据付目標位置を入力し、据付目標位置がモニターに正しく表示されているこ

とを確認する。 

・入力した据付目標位置が平面図上の正しい位置に表示されることをモニターで確認する。 

 

(2) 法線からの出入、据付目地間隔、天端高さ、延長の設定 

法線からの出入、据付目地間隔、天端高さ、延長は、対象となるケーソンの質量および防

波堤・岸壁の別から発注者の承諾のもと管理値を設定する。  
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2.3.5  出来形確認データによる出来形計測 

受注者は、ICT 機器による施工後、出来形確認データを取出し、出来形を把握する。 

(1)施工管理データ計測器のキャリブレーション 

施工管理データ計測器のキャリブレーションを行う。 

(2)GNSS 基準局の設置 

RTK-GNSS を用いて ICT 機器の測位を行う場合は、GNSS 基準局を工事基準点に設置する。

ネットワーク型 RTK-GNSS を用いる場合は、この作業は不要である。 

(3)事前の計測精度確認 

作業装置位置の取得精度を確保するため、施工着手前に計測精度確認試験を行う。 

 

【解説】 

 

(1) 施工管理データ計測器のキャリブレーション 

施工管理データ（位置および傾斜）の計測器のキャリブレーションを実施し精度を確認す

る。キャリブレーション実施方法は、施工者や工法協会等が定めたキャリブレーション実施

方法を発注者の承諾を得た上で採用する。 

 

(2) GNSS 基準局の設置 

ICT 機器を構成する機器に RTK-GNSS を含む場合には、施工着手までに RTK-GNSS 基準局を

設置する必要がある。同システムにより提供される位置の３次元座標には、RTK-GNSS が潜在

的に有する計測誤差以外に、RTK-GNSS 基準局の設置した位置の３次元座標の誤差が含まれる

ため、工事基準点に必ず設置すること。 

ネットワーク型 RTK-GNSS を用いる場合は、この作業は不要である。 

 

(3) 事前の計測精度確認 

ICT 機器を用いた施工に着手する前に、「参考資料」（資料 6）に示す様式「計測精度確認試

験実施手順書および試験結果報告書」に従って計測精度確認試験を実施し、結果を提出する。 
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2.4  出来形管理資料作成 

出来形管理図を管理資料として作成・保管する。また、位置・傾斜等の記録は、電子デー

タの形式で提出する。 

 

【解説】 

 

(1) 出来形計測の位置 

出来形計測は、以下に示す出来形管理項目ごとに所定の位置において実施する。 

 

表 2.4-1 出来形計測の位置 

出来形管理項目 出来形計測の位置 

法線に対する出入 据付完了後、両端 2 箇所 

据付目地間隔 据付完了後、天端 2 箇所 

天端高さ 据付完了後、四隅 

延長 据付完了後、法線上 

 

 

(2) 出来形管理図 

出来形管理図は、ケーソン据付ごとに各函の施工完了後に、パソコン等に記録された出来

形確認データを電子媒体に保存し、出来形帳票作成ソフトウェアによって出力する。この図

はケーソン据付を施工したことを確認するための出来形管理資料となるので、各函ごとに作

成する。 

出来形管理図の様式および施工要領図に示す図面サイズは施工者の任意とするが、共通仕

様書の様式を基本として出来形管理図表を参考に下記の必須のデータ項目を含むこと。 

 

【必須のデータ項目】 

・工事名 

・施工日 

・対象ケーソン番号 

・法線に対する出入り 

・据付目地間隔 

・天端高さ 

・延長 
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図 2.4-1 出来形管理表の記載例（本体工（ケーソン据付工）） 

工事名︓                                           現場代理人︓                               

測定位置 設計値 実測値 差 測定位置 設計値 実測値 差 測定位置 設計値 実測値 差 測定位置 設計値 実測値 差

①

②

③

④

①

②

③

④

0

測定日

H29.1.13

H29.1.15

港内側 B

延長②

20.0

延長①

港外側 A 20.0

港外側 A 20.0

本体工（ケーソン式）　ケーソン据付出来形管理表

ケーソン

番号

①天端高さ (m) ケーソン据付延長 (m)

【据付完了後】

港内側 B 20.0

規格値︓規定なし規格値︓規定なし規格値︓30cm以下

【据付完了後】

据付目地間隔 (cm)

【標準20cm】

終点側

起点側

概要図

No.3

終点側 ±0.0

起点側 ±0.0

±0.0

±0.0

No.2

法線に対する出入り (cm)

規格値︓±30cm
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2.5  出来形管理基準 

本要領にもとづく出来形管理基準および許容範囲は、「港湾工事出来形管理基準」に定

められたものとし、測定値はすべて許容範囲を満足しなくてはならない。 

 

【解説】 

出来形管理基準および許容範囲は「港湾工事出来形管理基準」に定められたものとし、本

要領による管理の場合は、出来形管理図を用いて法線に対する出入、据付目地間隔、天端高

さ、延長を確認することとし、実測は不要である。 

 

表 2.5-1 出来形管理基準（本体工（ケーソン据付工）） 

工種 管理項目 計測方法 
測定 

単位 

結果の 

整理方法 
許容範囲 

本体工 

（ケーソン据付） 

ケーソン進水据付 

  

法線に対する出入 ICT機器による計

測、施工管理シス

テムによる出来

形管理 

1cm 出来形管理

資料として

作成 

【防波堤】 

ケーソン質量 

2,000t 未満±20 ㎝ 

2,000t 以上±30 ㎝ 

【岸壁】 

ケーソン質量 

2,000t 未満±10 ㎝ 

2,000t 以上±15 ㎝ 

据付目地間隔 【防波堤】 

ケーソン質量 

2,000t 未満 20cm 以下 

2,000t 以上 30cm 以下 

【岸壁】 

ケーソン質量 

2,000t 未満 10cm 以下 

2,000t 以上 20cm 以下 

天端高さ   

延長   

 

 

2.6  出来形管理写真基準 

本要領に関する工事写真の撮影は以下の要領で行う。 

1）写真管理項目（撮影項目、撮影頻度［時期］、提出頻度） 

工事写真の撮影管理項目は、「港湾工事写真管理基準」によるが、「2.4 出来形管理資料

作成」に示す出来形管理資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略

できる。 

【本要領の適用によって省略できる出来形管理に関わる写真管理項目例】 

①法線に対する出入、据付目地間隔、天端高さ、延長の計測状況写真 

②ケーソンごとの出来形写真（据付状況、法線に対する出入、目地間隔、天端高さ、延

長について） 

 

【解説】 

計測精度確認試験時の写真を記録する。 

また、ケーソン据付工の ICT 機器を用いた据付状況を確認できる写真を記録する。  
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第 3章  施工履歴データを用いた管理 

 

3.1  対象工種 

施工履歴データを用いた管理の対象工種は以下とする。 

・基礎工（機械均し：捨石本均し、捨石荒均し） 

・海上地盤改良工（床掘工） 

 

 

3.2  準備工 

 

3.2.1  工事基準点の設置 

工事基準点については、本要領の「本編」（第 2 章）を参照のこと。 

 

3.2.2  GNSS 基準局の設置【海上地盤改良工の場合】 

RTK-GNSS を用いてグラブ浚渫船の測位を行う場合は、GNSS 基準局を工事基準点に設置す

る。ネットワーク型 RTK-GNSS 等の計測に基準局を用いない計測方法を利用する場合は、こ

の作業は不要である。 

 

【解説】 

グラブ浚渫船を構成する機器に RTK-GNSS を含む場合には、施工着手までに RTK-GNSS 基準

局を設置する必要がある。同システムにより提供される位置の３次元座標には、RTK-GNSS が

潜在的に有する計測誤差以外に、RTK-GNSS 基準局の設置した位置の３次元座標の誤差が含ま

れるため、工事基準点に必ず設置すること。 

ネットワーク型 RTK-GNSS 等の計測に基準局を用いない計測方法を利用する場合は、この

作業は不要である。 

 

 

3.3  ３次元設計データ作成 

３次元設計データ作成については、「第 1 章 1.3 ３次元設計データ作成」を参照のこと。 
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3.4  施工履歴データによる計測方法 

 

3.4.1  計測基準 

基礎工では重錘式均し機の施工履歴データ、海上地盤改良工ではグラブ浚渫船の施工履歴

データを用いた計測を行うにあたっては、測地系、基準面の設定を行うものとする。 

 

【解説】 

 

(1) 測地系 

測量成果は、世界測地系にもとづく日本測地系により作成するものとする。 

 

(2) 基準面 

適用する基準面は、海上保安庁告知の最低水面（＝港湾管理用基準面 C.D.L）とする。 

なお、実施中の海上地盤改良工（床掘工）または基礎工で使用している基準面と同一基準

面を適用するのが原則である。 

 

(3) 潮位【海上地盤改良工の場合】 

潮位データは、特記仕様書で指定された潮位を使用することを基本とする。特記仕様書に

記載がない場合は、監督職員と協議すること。 
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3.4.2  機器構成 

本要領で用いる施工管理システムによる出来形管理のシステムは、以下の機器で構成さ

れる。 

(1) 施工管理システムの主要機器（基礎工の場合、海上地盤改良工の場合） 

(2) 施工管理システム（基礎工の場合、海上地盤改良工の場合） 

(3) 点群処理ソフトウェア 

(4) ３次元設計データ作成ソフトウェア  

(5) 出来形帳票作成ソフトウェア  

(6) 出来高算出ソフトウェア 

 

【解説】 

 

(1) 施工管理システムの主要機器 

① 基礎工の場合【重錘式均し機】 

シャフト部に自動追尾式 TS のプリズムが搭載された重錘式均し機である（図 3.4-1 参

照）。 

 

② 海上地盤改良工の場合【グラブ浚渫船本体】 

自船位置や施工位置データを計測・伝送する機器とリアルタイムに表示する機器を搭

載したグラブ浚渫船である（図 3.4-2 参照）。 

(例：GNSS 機器、作業船の各種センサー類、施工管理システムを内蔵した PC 等) 

 

(2) 施工管理システム 

① 基礎工の場合【重錘式均し機】 

施工中の重錘式均し機の位置をリアルタイムに計測・記録する機能を有するシステム

である（図 3.4-1 参照）。 

(例：自動追尾式 TS、プリズム、無線伝送装置、施工管理システムを内蔵した PC 等) 

 

② 海上地盤改良工の場合【グラブ浚渫船】 

グラブ浚渫船が床掘を行う施工位置や掘跡（施工履歴）を作業船オペレーターが視覚

的に確認できるとともに、取得した施工履歴データを記録、出力が可能なシステムであ

る（図 3.4-2 参照）。 

 

(3) 点群処理ソフトウェア 

施工管理システムで取得した複数の施工履歴データの結合や、３次元座標の点群から不

要な点を除外するソフトウェアである。また、整理した３次元座標の点群に TIN（不等辺三

角網）を配置し、３次元の出来形計測結果を出力するソフトウェアである。なお、ソフトウ

ェアを動作するための PC は、性能によっては、データ処理に膨大な時間を要する場合もあ

るため、ソフトウェアの推奨動作環境（CPU,GPU,メモリなど）に留意すること。 

 

(4) ３次元設計データ作成ソフトウェア 

３次元設計データ作成ソフトウェアは、出来形管理や数量算出の基準となる設計形状を

示す３次元設計データを作成・出力するソフトウェアである。 
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(5) 出来形帳票作成ソフトウェア 

(4)で作成した３次元設計データと、(3)で算出した出来形計測結果から、出来形の良否判

定が可能な出来形分布図などを作成するソフトウェアである。 

 

(6) 出来高算出ソフトウェア 

別途計測した起工測量結果と、(4)で作成した３次元設計データ、あるいは、(3)で算出し

た出来形計測結果を用いて出来高を算出するソフトウェアである。 

 

 

 

図 3.4-1 施工履歴データによる出来形管理機器の構成例【基礎工：重錘式均し機】 

  

起重機船

（衛星）

プリズム

重錘式均し機
既設ケーソン等

自動追尾式ＴＳ

施工管理システム

3次元設計データ

作成ソフトウェア

出来形帳票作成ソフトウェア

出来高算出ソフトウェア

点群処理ソフトウェア

3次元設計データ

3次元設計データ

施工履歴データ

出来形評価用データ

出来形計測データ等

出来形管理資料

（位置情報）
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図 3.4-2 施工履歴データによる出来形管理機器の構成例【海上地盤改良工：グラブ浚渫船】  

施工管理システム

グラブ浚渫船
(GNSS装置・センサー類等）

目標位置

施工履歴データリアルタイム

モニター表示
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3.4.3  施工管理システム 

 

(1) 計測性能および精度管理 

施工履歴データを用いた施工管理システムは、出来形管理に適する計測性能を有し、適正

な精度管理が行われている機器で構成されている必要がある。 

なお、使用する機器の計測性能および精度管理は、本要領の「別紙 3」の「第 2 章 基礎

工、第 4 章 海上地盤改良工」を参照のこと。 

 

(2) 施工履歴データ取得・記録 

施工管理システムは、施工中の施工履歴データを管理することができ、以下の機能を有

することとする。 

① 施工範囲の表示機能 

② リアルタイムに施工位置を計測・表示する機能 

 

【解説】 

 

（基礎工の場合） 

重錘式均し機を施工位置に誘導するためには、施工範囲と重錘式均し機のリアルタイムの

位置を管理する必要がある。 

 

（海上地盤改良工の場合） 

グラブ浚渫船本体およびバケットを施工位置へ誘導するためには、施工範囲とグラブ浚渫

船本体およびバケットのリアルタイムの位置を管理する必要がある。 

 

なお、ここでいう施工範囲は、設計図書に示されている捨石均しを行う３次元的な施工位

置（x, y, z）を表すデータである。 

 

① 施工範囲の入力・表示機能 

設計図面に示される施工範囲を入力・表示できる機能。 

 

② 床掘位置の表示・出力機能 

施工範囲とバケットの施工時の位置データを表示し、床掘完了後に施工履歴データを

出力する機能。 
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(3) 施工管理システムの機能確認 

施工管理システムは以下の機能を有するものとし、システムの開発会社や各工法協会等

が提示する機械の仕様を示す資料その他によって確認する。 

 

（基礎工の場合） 

① 施工位置判定・表示機能 

② 施工範囲の表示機能 

③ 施工完了範囲の判定・表示機能 

④ 出来形管理資料作成機能（施工時の写真撮影を省略する場合） 

 

（海上地盤改良工の場合） 

① 施工位置判定・表示機能 

② バケット方向角表示機能 

③ 施工範囲の表示機能 

④ 施工完了範囲の判定・表示機能 

⑤ 出来形管理資料作成機能（施工時の写真撮影を省略する場合） 

 

【解説】 

 

（基礎工の場合） 

使用する施工管理システムは、自動追尾式 TS 等によって取得した施工位置（座標）を使っ

て重錘式均し機の位置を計測し、施工位置をリアルタイムで表示する機能（完了の判断は施

工管理者が実施する）を持つものとする。 

また、本要領案に従って出来形管理資料（施工図または施工管理データ）を提出する場合

は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。 

施工管理システムの機能要件は以下のとおりとする。 

 

① 施工位置判定・表示機能 

重錘式均し機の位置が施工範囲であることおよび天端高が基準内にあることを判定し、

表示する機能。 

② 施工範囲の表示機能 

位置座標で指定される施工範囲をモニターに表示する機能。 

③ 施工完了範囲の判定・表示機能 

施工の状況（重錘式均し機位置、天端高等）をリアルタイムでモニターに表示し、こ

れをオペレーターが確認しながら施工できる機能。モニターへの表示方法については施

工者の任意とする。 

④ 出来形管理資料作成機能（施工時の写真撮影を省略する場合） 

施工管理システムに記録された出来形確認データ（施工履歴データ）を用いて、出来

形管理資料を作成する機能。 

 

（海上地盤改良工の場合） 

使用するグラブ浚渫船は、GNSS 等によって取得した自船位置（座標）を使ってバケット位

置を計測し、施工位置をリアルタイムで表示する機能（完了の判断は施工管理者が実施する）

を持つものとする。 
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また、本要領案に従って出来形管理資料（施工図または施工管理データ）を提出する場合

は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。 

 

① 施工位置判定・表示機能 

バケットの位置が施工範囲であることおよび水深が基準内にあることを判定し、表示

する機能。 

② バケット方向角表示機能 

バケットの方向をモニターに表示する機能。 

③ 施工範囲の表示機能 

位置座標で指定される施工範囲をモニターに表示する機能。 

④ 施工完了範囲の判定・表示機能 

施工状況（バケット位置、水深等）をリアルタイムでモニターに表示し、これをオペレー

ターが確認しながら施工できる機能（モニターへの表示方法については施工者の任意と

する)。 

⑤ 出来形管理資料作成機能（施工時の写真撮影を省略する場合） 

施工管理システムに記録された出来形確認データ（施工履歴データ）を用いて、出来

形管理資料を作成する機能。 
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(4) 施工管理システムの設定 

当該現場の条件に応じた施工管理システムの設定を行う。 

（基礎工の場合） 

自動追尾式 TS 等で取得した位置をもとに施工を正しく行うために下記の項目について

設定する。 

① 施工範囲の設定 

② 天端高、天端幅、延長管理値の設定 

（海上地盤改良工の場合） 

GNSS 等で取得した位置をもとに床掘を正しく行うために、下記の項目について設定を行

う。 

① 施工範囲の設定 

② 水深の管理値の設定 

 

【解説】 

 

（基礎工の場合） 

① 施工範囲の設定 

施工範囲の設定は、以下の手順にて行う。 

・施工管理システムに施工範囲を入力し、モニターに正しく表示されていることを確

認する。 

・入力した施工範囲が平面図上の正しい位置に表示されることをモニターで確認する。 

② 基礎工天端高、天端幅、延長の設定 

基礎工天端高、天端幅、延長は、対象となる工種別に発注者の承諾のもと管理値を設

定する。 

 

（海上地盤改良工の場合） 

① 施工範囲の設定 

施工範囲の設定は、以下の手順にて行う。 

・施工管理システムに施工範囲を入力し、モニターに正しく表示されていることを確

認する。 

・入力した施工範囲が平面図上の正しい位置に表示されることをモニターで確認する。 

② 水深の管理値の設定 

グラブ浚渫においての水深は、対象となる出来形管理項目等の別から発注者の承諾の

もと管理値を設定する。 

③ ０セット 

グラブ浚渫においての掘削深度は、グラブバケットの支持ワイヤーロープ繰り出し長

さで管理されるため、作業開始前にグラブバケットの０セットを行う。 

  



 

別 1-50 

3.4.4  施工履歴取得対象範囲 

 

(1) 施工履歴取得対象範囲データの作成 

受注者は、発注者から貸与された設計図書（平面図、縦断図等）等をもとに施工管理シ

ステムへ入力する施工範囲等のデータを作成する。 

 

【解説】 

受注者は、設計図書に示される施工位置を示す平面図、水深図などを用いて、施工管理シ

ステムで入力するデータを作成する。 

以下に、施工履歴取得対象範囲データ作成時の留意事項を示す。 

 

① 準備資料 

施工履歴取得対象範囲データに必要な準備資料は、施工位置座標が表記された設計図

書の平面図、水深図である。準備資料の記載内容に施工履歴取得対象範囲データに不足

等がある場合は、監督職員に報告し資料提供を依頼する。 

 

② 施工履歴取得対象範囲データの対象 

施工履歴取得対象範囲データの対象は、基礎工または床掘工の施工範囲とする。地形

形状、水深が異なる等の理由で当初に想定された施工位置が設計図書と異なる場合は、

監督職員と変更等の協議を行って施工範囲を変更し、その結果を施工履歴取得対象範囲

データに反映させる。 

施工履歴取得対象範囲は、設計図書をもとに作成したデータが出来形の良否判定の基

準となることから、当該工事の施工位置を示すデータに対して、監督職員の承諾なしに

変更・修正を加えてはならない。 

 

③ 施工履歴取得対象範囲データの作成 

本要領「3.4.3 (3) ①施工位置判定・表示機能」に示す機能により、施工が完了した

ことが出来形管理データから判定できるように、施工範囲を示すデータを登録する。 
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(2) 施工履歴取得対象範囲の確認 

受注者は、施工履歴取得対象範囲を以下の①②の情報について、設計図書と照合すると

ともに、監督職員へ施工目標位置データチェックシートを提出する。 

① 工事基準点 

② 施工履歴取得対象範囲の位置 

 

【解説】 

施工履歴取得対象範囲データの間違いは出来形管理に重大な影響を与えることから、受注

者は３次元設計データが設計図書と合致しているかを確実に照合しなければならない。 

「施工履歴取得対象範囲データと設計図書との照合」とは、施工履歴取得対象範囲データ

が設計図書をもとに正しく作成されているものであることを確認することである。確認結果

は、本要領の「参考資料」（資料 4、資料 5）に示す様式「施工目標位置データチェックシー

ト」に記載する。 

さらに、設計変更等で施工位置に変更が生じた場合は、施工履歴取得対象範囲データを変

更し、確認資料を作成する。 

確認項目を以下に示す。 

 

① 工事基準点 

工事基準点は、名称、座標を事前に監督職員に提出している工事基準点の測量結果と

対比し、確認する。 

② 施工履歴取得対象範囲の位置 

施工履歴データを用いた出来形管理の該当区間の施工履歴取得対象範囲の入力要素

（※）と設計図書を比較・確認する。 

※入力要素 

（基礎工の場合）施工位置の平面図、施工箇所の座標、天端高 

（海上地盤改良工の場合）施工位置の平面図、施工箇所の座標、深さ 

 

 

3.4.5  計測における留意事項 

施工履歴データを用いた出来形計測にあたっては、以下に示す事項に留意する。出来形

計測にあたっては、以下に示す事項に留意する。 

 

【解説】 

 

（基礎工の場合） 

計測時は、重錘式均し機による均し面の位置をそれぞれラップさせ、スタンプ図で示され

る施工箇所がもれなく施工範囲を満足するよう重錘式均し機の配置に留意する。 

 

（海上地盤改良工の場合） 

仕上げ面を施工する際は、隣り合うバケットの施工面をそれぞれラップさせるなど、掘跡

で示される施工箇所がもれなく施工範囲を満足するようバケットの配置に留意する。 
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3.5  施工履歴データによる出来形管理 

 

3.5.1  基礎工 

 

(1) データの計測頻度・計測密度 

受注者は、施工後、施工管理システムより計測頻度、計測密度を満たす施工履歴データ

を取出し、出来形を把握する。 

 

【解説】 

 

① 計測頻度 

施工管理システム上にてリアルタイムに重錘式均し機が均した平面位置（底面中心 x, 

y ）ならびに、該当位置における計画高と計測した均し高さ（z）の表示が得られること。 

また、表示されたデータは施工管理システムに施工履歴データとして蓄積されること

を確認すること。 

 

② 計測密度 

施工履歴データによる出来形計測は、重錘均し機の均し面が計測範囲を満たすように

施工履歴データを取得する。 

 

 

(2) データ管理（出来形評価用データの作成） 

受注者は、取得した施工履歴データから３次元座標、記録時刻等の点データを抽出し、

抽出したデータを用いて出来形評価用データを作成する。 

 

【解説】 

施工管理システムからの施工履歴データの取出は、施工履歴データが施工管理システムの

PC に保存されている場合には、施工後に施工管理システム PC から記録媒体（SD カード等）

へ施工履歴データをコピーする。施工履歴データがクラウドサーバーに保存されている場合

は、クラウドサーバーからダウンロードする。 

施工履歴データは対象区域全体でとりまとめ、水平位置と高さを記録した３次元点群デー

タとして保存する。正データ（３次元点群データ）のほか、各種補正データなどをとりまと

め保存するものとする。 

保存した３次元点群データから以下に記載する方法により、出来形評価用データを作成す

る。 
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図 3.5-1 施工履歴データ取得のイメージ図 

 

 

① 正データの作成 

基礎工の施工状況の把握には、重錘式均し機の施工管理システムを用いた計測による

全施工履歴データを使用する。 

 

 

図 3.5-2 施工履歴データのイメージ図 

 

 

図 3.5-3 のように、取得した施工履歴データ（点群データ）を重錘式均し機の底面形

状に合わせて分配することにより、３次元点群データを作成する。分配手法を以下に示

す。 

  

自動追尾式TSで

重錘式均し機の

位置及び高さを

計測

操作室

自動追尾式TS データ伝達装置

【施工履歴データ取得】

起重機船
プリズム

重錘式均し機
既設ケーソン等

自動追尾式ＴＳ
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①計測密度 1m平面格子あたり 1 点以

上の点群データが得られるように、重

錘式均し機の底面寸法に合わせて点

群間隔を 0.71m 未満に設定する。 

 

 

 

 

 

 

図 3.5-3 点群間隔の設定根拠図 

 

 

施工に供する重錘式均し機の底面寸法に合わせ所定の点群密度を確保するため、図

3.5-4 および図 3.5-5 に示すとおり点群データ分配を行う。分配する点群データの天端

高（z）は、重錘式均し機で仕上げた天端面の高さは一定であると仮定し、1 底面寸法内

全数同一の値とする。 

 

 

図 3.5-4 施工履歴データ分配図(例) 
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図 3.5-5 出来形評価用点群データ分配イメージ図 

 

 

計測密度確認の留意点について以下に示す。 

 

・計測対象の全域に 1.0m 平面格子をかけ、その総平面格子数において施工履歴デー

タが出来形計測データおよび出来形評価用データともに各格子内に 1 点以上のデー

タ密度が担保されていること。ただし、施工上の都合（作業装置規格、施工対象範

囲全体に対する割り付け等）によりこの計測密度での施工履歴データ取得が困難な

場合は、監督職員と協議の上変更を行うものとする。 

・海象条件や特殊な地形などの諸条件により、計測密度を満たすことができなかった

場合は、監督職員と対応を協議する。 

・縦断図、横断図により凹凸等の形状を面的に把握するのに支障がない場合は、監督

職員と対応を協議したうえで管理図面とする。 
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② 出来形評価のための採用値 

取得した施工履歴データのうち、出来形評価に供する内容を以下に示す。 

・出来形管理基準の採用値は各格子内の「最深値」とする。 

 

③ データの保存 

施工履歴データ、３次元点群データのほか、各種補正データなどをメタデータとして

とりまとめ、保存するものとする。 

 

④ データの変換 

施工履歴データ、３次元点群データは、一般的に使用される点群処理ソフトウェアで

読み込み可能な形式と想定される平面位置（x,y）と、基準面からの高さ（z）（３次元設

計モデルに使用する際は、水深値には z に－（マイナス）符号を 加える必要がある。）

を記録したスペース区切り、あるいはカンマ区切りのテキスト形式で保存するものとす

る。 

この際の保存するデータの並び順は、数学座標の x,y（測量座標の y,x）,z とし、ｚ

は C.D.L= ±0 を基準として、水面下はマイナス、水面上はプラス表記とする。 
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3.5.2  海上地盤改良工 

 

(1) 計測頻度・計測密度 

受注者は、施工後、施工管理システムより計測頻度、計測密度を満たす施工履歴データ

を取出し、出来形を把握する。 

 

【解説】 

 

① 計測頻度 

施工管理システム上にてリアルタイムにバケット位置（底面中心 x,y）ならびに、該

当位置における計画高と計測した水深（z）（均しの場合は均しの高さ）の表示が得られ

ること。 

また、表示されたデータは施工管理システムに施工履歴データとして蓄積されること

を確認すること。 

 

② 計測密度 

施工履歴データによる出来形計測は、バケットの施工面、或いは均し機の均し面が計

測範囲を満たすように施工履歴データを取得する。 

 

 

(2) データ管理（出来形評価用データの作成） 

受注者は、取得した施工履歴データから３次元座標、記録時刻等の点データを抽出し、

抽出したデータを用いて出来形評価用データを作成する。 

 

【解説】 

施工管理システムからの施工履歴データの取出は、施工履歴データが施工管理システムの

PC に保存されている場合には、施工後に施工管理システム PC から記録媒体（SD カード等）

へ施工履歴データをコピーする。施工履歴データがクラウドサーバーに保存されている場合

は、クラウドサーバーからダウンロードする。 

施工履歴データは対象区域全体でとりまとめ、水平位置と高さを記録した３次元点群デー

タとして保存する。正データ（３次元点群データ）のほか、各種補正データなどをとりまと

め保存するものとする。 

保存した３次元点群データから以下に記載する方法により、出来形評価用データを作成す

る。 

 

① 正データの作成 

海上地盤改良工（床掘工）の出来形の把握には、図 3.5-6 に示すとおり施工履歴デー

タを用いた出来形計測による全取得データを使用する。 
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図 3.5-6 施工履歴データからの点群生成 

 

 

取得した施工履歴データをグラブ掘削面の形状に合わせて分配することにより、３次

元点群データを作成する。３次元点群データの作成にあたっては、1.0m 平面格子あたり

1 点以上となるよう施工履歴データを分配する。 

 

 

 

 

 

 

1.0m 平面格子あたり 1 点以上の点

群データが得られるようにグラブ

バケット範囲内の点群間隔を 0.71m 

未満に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5-7 点群間隔の設定根拠図 
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施工に供するバケットの規模に合わせ所定の点群密度を確保するため、図 3.5-8 およ

び図 3.5-9 に示すとおり点群データ分配を行う。分配する点群データの深度（z）は、水

平掘により仕上げた海底面の高さは一定であると仮定し、1 バケット内全数同一の値と

する。 

 

 

 

図 3.5-8 施工履歴データ分配図 
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図 3.5-9 出来形評価用点群データ分配イメージ図 

 

② 出来形評価のための採用値 

取得した施工履歴データのうち、出来形評価に供する内容を以下に示す。 

・出来形管理基準の採用値は各格子内の「最深値」とする。 

 

③ データの保存 

施工履歴データ、３次元点群データのほか、各種補正データなどをメタデータとして

とりまとめ、保存するものとする。 

 

④ データの変換 

施工履歴データ、３次元点群データは、一般的に使用される点群処理ソフトウェアで

読み込み可能な形式と想定される平面位置（x,y）と、基準面からの高さ（z）（３次元設

計モデルに使用する際は、水深値にはｚ に－（マイナス）符号を 加える必要がある。）

を記録したスペース区切、あるいはカンマ区切りのテキスト形式で保存するものとする。 

この際の保存するデータの並び順は、数学座標の x,y（測量座標の y,x）,z とし、ｚ

は C.D.L= ±0 を基準として、水面下はマイナス、水面上はプラス表記とする。  



 

別 1-61 

3.6  出来形管理資料作成 

出来形管理図を管理資料として作成・保管する。また、平面位置（x,y）・仕上り高さ（z）

等の記録は、電子データの形式で提出する。 

 

【解説】 

出来形管理図は、施工完了後に、PC 等に記録された施工履歴データを電子媒体に保存し、

出来形帳票作成ソフトウェアによって出力する。 

出来形管理図の様式および施工要領図に示す図面サイズは施工者の任意とするが、共通仕

様書の様式を基本として出来形管理図表を参考に下記の必須のデータ項目を含むこと。 

 

（基礎工の場合） 

施工管理図（スタンプ図）は捨石均しを施工したことを確認するための出来形管理資料と

なるので、基礎工施工箇所ごとに作成する。 

【必須のデータ項目】 

・工事名 ・施工会社（施工者） ・工種、種別 ・設計値 ・設計範囲 

・格子数 ・天端高 ・施工管理図（スタンプ図） ・合否判定結果 

 

図 3.6-1 出来形管理図（基礎工／捨石本均し）（例） 

 

 

図 3.6-2 出来形管理図（基礎工／捨石荒均し）（例）  

工　事　名　：　○○○○○○　 施工会社　：　○○○〇

工　　　種　：　基礎工 設計値（ｍ）　：　○○○ｍ

種　　　別　：　基礎捨石工　捨石本均し 設計範囲　：　NO.○○～NO.○○ 合否判定結果　：　合格・不合格

測定値 規格値 合否判定

平均値 ○ｍ ±5ｃｍ

最大値 ○ｍ ＋5ｃｍ

最小値 ○ｍ －5ｃｍ

格子数 全格子数 ○○個 --- ---

施工範囲 施工完了範囲の確認
個々の施工履歴データ
（施工履歴スタンプ）

設計範囲を網羅
していること

備　　考

測定項目

天端高

出来形合否判定総括表

施工管理図

N
O
.○

○

N
O
.○

○

○○ｍ

○○ｍ
：評価範囲

＋100
＋80
＋50
±0
－50
－80
－100

工　事　名　：　○○○○○○　 施工会社　：　○○○〇

工　　　種　：　基礎工 設計値（ｍ）　：　○○○ｍ

種　　　別　：　基礎捨石工　捨石荒均し 設計範囲　：　NO.○○～NO.○○ 合否判定結果　：　合格・不合格

測定値 規格値 合否判定

平均値 ○ｍ ±50ｃｍ

最大値 ○ｍ ＋50ｃｍ

最小値 ○ｍ －50ｃｍ

格子数 全格子数 ○○個 --- ---

備　　考

※　天端幅・延長は実測した値を別途出来形図に整理する

出来形合否判定総括表

天端高

測定項目 施工管理図

：評価範囲

NO
.○

○

NO
.○

○

○○ｍ

○○ｍ

○○ｍ

○○ｍ

NO
.○

○

＋100
＋80
＋50
±0
－50
－80
－100
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（海上地盤改良工の場合） 

掘跡を示す図は、床掘工を施工したことを確認するための出来形管理資料となるので、床

掘工施工箇所ごとに作成する。 

【必須のデータ項目】 

・工事名 ・施工会社（施工者） ・工種、種別 ・設計値 ・設計範囲 

・水深（底面および法面） ・格子数 ・達成率 ・掘跡図 ・合否判定結果 

 

図 3.6-3 出来形管理図（海上地盤改良工（床掘工）／底面）（例） 

 

 
図 3.6-4 出来形管理図（海上地盤改良工（床掘工）／法面）（例）  

工　事　名　：　○○○○○○　 施工会社　：　○○○〇

工　　　種　：　海上地盤改良工 設計値（ｍ）　：　○○○ｍ

種　　　別　：　床掘工 設計範囲　：　NO.○○～NO.○○ 合否判定結果　：　合格・不合格

測定項目 規格値比（％） 平面格子数

＋100～ ○○個（○○％）

～＋100 ○○個（○○％）

～＋80 ○○個（○○％）

～＋50 ○○個（○○％）

～＋20 ○○個（○○％）

±0 ○○個（○○％）

-20～ ○○個（○○％）

-50～ ○○個（○○％）

-80～ ○○個（○○％）

-100～ ○○個（○○％）

～-100 ○○個（○○％）

全平面格子数 ○○個（100％）

棄却点数（割合） ○○個（○○％）

施工範囲 施工完了範囲の確認
個々の施工履歴データ

（堀跡図）

特記事項

出来形合否判定総括表

施工管理図（堀跡図）

・規格値±30㎝
・ビューワーソフトにより3次元データ確認可能
・平面格子数は、1.0m×1.0m格子内に1点以上、最深値を抽出する

達成率

ー

水深
（底面）

ー

0個（0％）

設計範囲を
網羅していること

ー

○○％
（90％以上であること）

棄却点

規格値比（％）

－80

－100

＋100

＋80

＋50

＋20

±0

－20

－50

工　事　名　：　○○○○○○　 施工会社　：　○○○〇

工　　　種　：　海上地盤改良工 設計値（ｍ）　：　○○○ｍ

種　　　別　：　床掘工 設計範囲　：　NO.○○～NO.○○ 合否判定結果　：　合格・不合格

測定項目 規格値比（％） 平面格子数

＋100～ ○○個（○○％）

～＋100 ○○個（○○％）

～＋80 ○○個（○○％）

～＋50 ○○個（○○％）

～＋20 ○○個（○○％）

±0 ○○個（○○％）

-20～ ○○個（○○％）

-50～ ○○個（○○％）

-80～ ○○個（○○％）

-100～ ○○個（○○％）

～-100 ○○個（○○％）

全平面格子数 ○○個（100％）

棄却点数（割合） ○○個（○○％）

施工範囲 施工完了範囲の確認
施工履歴データ

（堀跡図）

特記事項

0個（0％）

設計範囲を
網羅していること

・規格値±30㎝
・ビューワーソフトにより3次元データ確認可能
・平面格子数は、1.0m×1.0m格子内に1点以上、最深値を抽出する

水深
（法面）

出来形合否判定総括表

達成率 施工管理図（堀跡図）

ー

○○％
（90％以上であること）

ー

ー

棄却点

規格値比（％）

－80

－100

＋100

＋80

＋50

＋20

±0

－20

－50

・規格値 内側 30cm（法面に垂直）、 

     外側  2 m（法面に垂直） 

・ビューワーソフトにより 3 次元データ確認可能 

・平面格子数は、1.0m×1.0m 格子内に 1 点以上、最深値を抽出する 
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3.7  出来形管理基準 

本要領にもとづく出来形管理基準および許容範囲は、「港湾工事出来形管理基準」に定

められたものとし、測定値はすべて許容範囲を満足しなくてはならない。 

 

【解説】 

 

（基礎工の場合） 

本要領にもとづく出来形管理基準は表 3.7-1 のとおりとし、計測値はすべて許容範囲を満

足しなくてはならない。 

 

表 3.7-1 出来形管理基準（基礎工） 

工種 
管理 

項目 
計測方法 

採用する 

点群データ 

測定 

単位 

結果の 

整理方法 
許容範囲 備考 

捨石 

本均し 

天端高 施工履歴 

データ 

1.0m 平面格子

内に 1 点、 

最深値を採用 

1cm 出来形管理図を

作成 

±5cm  

天端幅 施工履歴 

データ 

－ － 出来形管理図を

作成 

スタンプ図で施

工箇所がもれな

く施工範囲を満

足していること 

 

延長 施工履歴 

データ 

－ － 出来形管理図を

作成 

スタンプ図で施

工箇所がもれな

く施工範囲を満

足していること 

 

捨石 

荒均し 

天端高 施工履歴 

データ 

1.0m 平面格子

内に 1 点、 

最深値を採用 

10cm 出来形管理図を

作成 

±50cm または㊕

による。 

 

 

 

（海上地盤改良工の場合【グラブ浚渫船】） 

本要領にもとづく出来形管理基準は表 3.7-2 のとおりとし、許容範囲となる格子数（達成

率）90%以上を満足しなくてはならない。 

 

表 3.7-2 出来形管理基準（海上地盤改良工） 

工種 
管理 

項目 
計測方法 

採用する 

点群データ 

測定 

単位 

結果の 

整理方法 
許容範囲 備考 

海上地盤

改良工 

(床掘工) 

水深 

(底面) 

施工履歴 

データ 

1.0m 平面格子内

に 1 点、 

最深値を採用 

 

10cm 出来形管理

図を作成 

±30cm 以内 達成率 

90%以上 

水深 

(法面) 

施 工 履 歴

データ 

1.0m 平面格子内

に 1 点、最深値を

採用 

10cm 出来形管理

図を作成 

外側 2m（法面に

直角） 

内側 30cm（法面

に直角）または㊕

による 

達成率 

90%以上 
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3.8  出来形管理写真基準 

本要領に関する工事写真の撮影は以下の要領で行う。 

(1) 写真管理項目（撮影項目、撮影頻度［時期］、提出頻度） 

工事写真の撮影管理項目は、「港湾工事写真管理基準」によるが、「3.6 出来形管理資料

作成」に示す出来形管理資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略

できる。 

 

【解説】 

 

（基礎工の場合） 

計測精度確認試験（キャリブレーション）時の写真を記録する。 

また、重錘式均し機を用いた施工状況を確認できる写真を記録する。 

 

【本要領の適用によって省略できる出来形管理に関わる写真管理項目例】 

・天端高、天端幅、延長の計測状況写真 

 

（海上地盤改良工の場合【グラブ浚渫船】） 

計測精度確認試験時（キャリブレーション）の写真を記録する。 

また、床掘工のグラブ浚渫船を用いた床掘施工状況を確認できる写真を記録する。 

 

【本要領の適用によって省略できる出来形管理に関わる写真管理項目例】 

・水深の計測状況写真 
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第 1章  マルチビーム 

 

1.1  適用工種等 

マルチビーム測深の適用工種等は以下とする。 

・浚渫工 

・基礎工 

・海上地盤改良工 

・ブロック据付工 

 

【解説】 

(1) 適用工種、適用範囲 

マルチビーム測深の適用工種、適用範囲は以下のとおりとする。 

 

表 1.1-1 適用工種、適用範囲 

適用工種 適用範囲 適用水深 

浚渫工 起工測量、出来形計測 30m 以浅 

基礎工（基礎捨石工／捨石本均し、捨石荒均し） 起工測量、出来形計測 30m 以浅 

海上地盤改良工（床掘工、置換工） 起工測量、出来形計測 - 

ブロック据付工 

（根固ブロック据付、被覆ブロック据付、消波ブロック据付） 

起工測量、 

完成形状の把握 
- 

 

(2) 適用するスワス測深技術 

海底地形を面的に詳細に計測するスワス測深には 2 種類あり、主にクロスファンビーム

（ミルズクロス）方式に代表されるマルチビーム測深と、インターフェロメトリ方式に代表

されるインターフェロメトリ測深であり、測量船の左右方向に指向性の鋭い音響ビームを

海底に照射し、船の進行とともに一括で多数点の水深値を計測する測深システムである。 

本要領における３次元点群データの取得は、マルチビーム測深によるものとする。 

 

＜スワス測深システムの計測原理の主な特徴＞ 

クロスファンビーム方式のビームフォーミングによる計

測密度は、音波を照射する範囲（以下スワスと記す）の中心

側に対して外側のデータが粗くなる。ただし、各角度に対す

る往復時間の解が１つであるため、高い施工精度が要求され

る岸壁前面や岩礁帯のような凹凸の激しい地形を正確に計

測することができる。 

一方、インターフェロメトリ方式の場合は、干渉波を使用

するため、スワスの中心付近では極端に計測点が少なくなる

が、スワス幅はクロスファンビームより広範囲（水深の 8～

12倍）にわたって大量の計測点を得ることが可能である。そ

のため特に極浅海域において、マルチビームよりも効率的な

測深作業が期待できる。また、サイドスキャン機能を有して

おり海底反射強度データの取得も可能である（一部のマルチ

ビームも可能）。ただし、岸壁や岩礁帯のような凹凸の激しい

地形に対しては、海底面からの反響信号と壁の反響信号とが

干渉してしまうため正確な計測が困難になる場合がある。 

「海洋調査技術マニュアル －深浅測量－ （(一社)海洋調査協会）」より転載  

マルチビームシステム測深イメージ 

４つ音波の反射時間を 

計測し、角度を算出す

る。 

特定の角度に対し、１つの

音波の反射時間を計測 

インターフェロメトリシステム測深イメージ 
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(3) 適用範囲と本要領の利用上の注意点 

 

① 浚渫工 

本要領では、浚渫工の出来形管理等に求められる要求精度を満たすように、マルチビ

ームを使用した測深を前提とする。 

使用するマルチビームは、浚渫結果を適切に表現できる性能を保有する機器とする。 

なお、本要領は、出来形測量データの水路測量への活用にも対応するものである。 

 

② 基礎工 

本要領では、基礎捨石工の出来形管理等に求められる要求精度を満たすように、マル

チビームを使用した測深を前提としている。 

使用するマルチビームについては、基礎捨石工の計測結果を適切に表現できる性能を

保有する機器とする。 

なお、床掘工または置換工を伴う工事の場合には、床掘工または置換工（捨石投入直

前の工種）の出来形計測は、ICT 基礎工の起工測量を兼ねるものとする。 

 

③ 海上地盤改良工 

本要領では、床掘工・置換工の出来形管理等に求められる要求精度を満たすように、

マルチビームを使用した測深を前提としている。 

使用するマルチビームについては、床掘および置換材投入結果を適切に表現できる性

能を保有する機器とする。 

 

④ ブロック据付工 

使用するマルチビームは、ブロック据付後の維持管理において完成形状を把握するデ

ータを適切に取得できる性能を保有する機器とする。 

ただし、計測データを設計図書等として使用する場合など、他の目的、規定により本

要領に拠らない場合は、それぞれ精度・性能を満たすよう特記仕様書に示すことにより

変更することができる。 

なお、起工測量として海底地盤（捨石マウンド等）の計測にマルチビームを使用する

場合には、本計測マニュアル、もしくは「３次元データを用いた港湾工事数量算出要領

(基礎工編)」に示される計測方法を準用することができる。 
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1.2  作業工程 

マルチビーム測深の工程別作業区分および順序は、次のとおりとする。 

(1) 測量計画・準備 

(2) 艤装・テスト 

(3) 水深測量 

(4) 計測基準 

(5) 検測・精度管理 

(6) データ解析 

(7) データ管理 

 

【解説】 

工程別作業区分(1)～(7)について、以降の「1.3 」～「1.9 」に示す。 
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1.3  計測計画・準備 

測量実施者は、作業の着手前に作業方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切

な測量計画を立案し、これを発注者に提出する。測量計画を変更しようとする場合も同様とす

る。資料収集、現地調査が必要であれば行い、計測の精度を高めるよう準備する。 

 

【解説】 

(1) 計測計画 

計測計画は作業工程によるほか、作業毎に作成するものとする。 

計測計画は、以下の条件を満足するよう、計測区域の水深、海底地形、有効測深幅を考慮

し、未測深が生じないように測線を設定する。 

 

① 浚渫工 

＜CUBE 処理によらない場合＞ 

スワス角±45～60°（全角 90～120°）、取得点密度（3 点以上／1.0m 平面格子（達成

率 99％以上））で測深が出来るように必要な範囲で重複する測線を設定する。 

＜CUBE 処理による場合＞ 

準細則に示されているように、スワス角±55°（全角 110°）以内で左右スワスが 100％

以上重複するよう、また水深区分に応じたグリッドサイズにおいて 1 グリッドの当りの

測深点数 5 点以上（達成率 95％以上）を満たす測深が出来るように設定する。 

なお、水深区分に応じたグリッドサイズは、表 1.8-1 を参照のこと。 

 

② 基礎工 

基礎捨石工の数量や出来形を正確に把握する点群密度を確保するため、測深時に設定

するスワス角は±45～60°（全角 90～120°）とし、数量算出では 3 点以上／1.0m 平面

格子、出来形管理では 25 点以上／1.0m 平面格子で、いずれも達成率 99％以上の性能を

満たせるように計画し測深することとする。 

 

③ 海上地盤改良工 

床掘土量、置換材投入量を正確に把握する点群密度を確保するため、測深時に設定す

るスワス角は±45～60°（全角 90～120°）とし、3 点以上／1.0m 平面格子（達成率 99％

以上）の性能を満たせるように計画し測深することとする。 

 

④ ブロック据付工 

ブロック据付工では、対象とするブロックと距離、高さ（標高、水深）、対象物の形状、

地形等、必要な計測域を考慮し、未計測が生じないように機器および測線等を設定する

とともに、完成形状の把握および出来形管理が適切に実施できるデータを取得できるよ

う、必要な範囲で重複する測線や、往復測線を設定する。 

取得点密度は、ブロック据付の完成形状を適切に把握できると考えられる 25 点以上

/1.0m 平面格子とする。 

 

【参考】 

 取得点密度 

取得点密度は、スワス角、水深、船速、周波数、重複度合いの組み合わせで決まって

くる。船速は遅いほどデータの密度を高くすることができ、測深時の船速が速すぎると
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調査船の動揺で誤差が生じやすく、またデータ間隔が粗となるため、事前の測量計画時

に船速上限を決めて、測深時に注意するものとする。ただし、潮流の激しい箇所、輻輳

した航路、泊地等では、安全面から、むやみに船速を遅くすることはできない。このた

め必要な最低の船速を確保する必要がある場合、測線間隔を狭める等スワス幅の重複を

考慮しつつ、必要とされる取得点密度を確保可能な測深計画を策定する必要がある。 

 

 一般海域での運用基準 

 

「海洋調査技術マニュアル －深浅測量－ （(一社)海洋調査協会）」より転載 

 

(2) 作業手続き 

 

① 必要な手続き 

マルチビーム測深の実施に際しては、事前に、水路測量許可申請（浚渫工に係る水路

測量が該当）、海上作業の許可・届出、他の関係する法令に規定する許可申請や届出を提

出する。また、地方条例や各団体等によって定められた同意・承諾等を遵守してその履

行に適切な対応を行う。 

さらに、作業の実施にあたっては、測深海域を管轄する関係機関や関係者への作業内

容、作業方法および作業工程の周知を行う必要がある。 

 

・発注者 

・管轄の管区海上保安本部 

・管轄の警察署、消防署、労働基準監督署 

・最寄りの緊急病院 

・船舶傭船先 

・受注者 

・その他必要な連絡先 

 

② 手続きの流れ 

管轄の管区海上保安部への海上作業の許可申請は、原則として着工日の 1 ヶ月前に、

受注者が管轄の港長または海上保安部署等へ行う。水路業務法第６条の申請は、管轄の

管区海上保安本部長へ行い、対象海域の管轄が 2 つ以上の管区海上保安本部にまたがる

測量の場合は海上保安庁長官へ申請を行う。 

この許可申請にもとづき、実施される測深作業区域、方法等の公示が行われるほか、

水路通報や航行警報が発出され、測深作業について安全周知が行われる。 

 

なお、水路測量において CUBE 処理を行う場合は、水路測量実施計画書に使用するソフ

（一般海域での運用基準） 

(1) 海底地形、水深を考慮し、測深作業が効率的に実施できるように計画する。 

(2) 航路、泊地、錨地、岸壁およびその付近においては、使用するナローマルチビー

ム測深機の有効測深幅および測量船の偏位を考慮して、未測深部分がないように

計画する。この場合、有効測深線幅の 20％を重複させることが一般的である。 

(3) 岩礁、漁礁、沈船等海底障害物が存在する海域、もしくはその存在が想定される

海域では、最浅部が明確に捕捉できるよう隣接測線が十分に重複する測線を計画

する(片側のビーム幅 100％以上の重複率を推奨)。 
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トウェア名、バージョン等を明記し、管区海洋情報部担当者と事前に協議する。基本的

にはソフトウェア等による制約はないが、ソフトの違いによる処理時の設定方法や納品

時に提出するデータ内容に違いが生じる可能性があるため、事前に確認が必要である。 

実際計測において解消できないノイズが多く発生する場合や、海域中に魚群が多く存

在して海底面以外の記録が多く測得されるなど CUBE 処理に適さない条件となった場合

には、速やかに管区海洋情報部担当者に報告して協議を行い、従来手法に切り替えるこ

とも可能である。管区担当者との協議の結果、処理手法を切り替える場合は、監督職員

と対応を協議する。 
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1.4  計測基準 

マルチビーム測深を行うにあたっては、測地系、基準面、潮位の設定を行うものとする。 

 

【解説】 

(1) 測地系 

測量成果は、世界測地系により作成するものとする。 

 

(2) 基準面 

各工種で適用する基準面は、海上保安庁告知の最低水面（＝港湾管理用基準面 C.D.L）と

する。 

なお、実施中の浚渫工、基礎工、海上地盤改良工で使用している基準面と同一基準面を適

用するのが原則である。 

 

(3) 潮位 

使用する潮位データは、当該港湾における常設検潮所の有無により異なる。 

なお、詳細について「水路測量業務準則施行細則」を参照すること。 

 

① 常設検潮所がある場合 

常設検潮所の観測データを潮位データとして使用することを基本とする。動作不良（故

障中）など常設検潮所のデータが使用できない場合は、臨時検潮所を設置する。 

 

② 常設検潮所が無い場合 

簡易検潮器を使用した臨時検潮所を設置し、測量期間中の潮位の連続観測を行い補正

値として使用する。 

なお、臨時検潮所の設置にあたっては、発注者と協議し、詳細を決定するものとする。 

 

【資料】 

(2)～(3)の基準面決定簿に関連する資料の様式は、（一社)海洋調査協会ホームページ

（http://www.jamsa.or.jp）よりダウンロードすること。 

 

注）手戻りを防止するため、測量計画時に管区海上保安本部海洋情報部等と調整を行うこと。 

 

 

  

http://www.jamsa.or.jp/
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1.5  計測 

 

1.5.1  艤装・テスト 

艤装とは、測量船にマルチビーム測深機器本体および周辺機器を装備、設置することをいい、

計測中に取り付け位置が動くことの無いよう強固な固定が必要である。 

艤装完了後は各機器の作動確認と測量船の航走によるテスト計測を行い、各機器の正常動作

を確認する。 

 

【解説】 

 

(1) GNSS 精度確認 

測深時に使用する基準点測量、海上測位方法に関して、十分な精度を有していなければな

らない。 

使用する GNSS については、測深実施前に精度確認を行うこと。 

なお、詳細については、本要領の「別紙 3」の各工種の該当箇所を参照のこと。 

 

(2) 機器の取り付け（オフセット） 

マルチビーム測深機器本体および周辺機器の位置関係（オフセット値）を明確にし、測深

中も位置関係は変化しない様に機器を取り付けるものとする。 

計測したオフセット値は、本要領の「巻末資料」（資料 2）に示す様式「マルチビーム測深

システム点検簿」に記載する。艤装状況に変更があった場合、必ず再計測を行う。 

浚渫工において CUBE 処理を行う場合は、「水路測量業務準則施行細則」（準細則）では、

オフセットの計測値の測定精度等が不確かさの要素として含まれるため、1mm 単位まで測定

しておくことが求められている。 
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【参考】 

 

必要とされるオフセット値の計測項目の例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.5-1 オフセット値の計測項目例 

 

 

① 艤装時の留意点 

各機器はロープ等で固定し、回転しないようにする。また、ケーブルの干渉にも注意

する。 

艤装状況に変更があった場合（緩み等があり艤装し直した場合、喫水を変えた場合、

ソナーヘッドの向きを変えた場合など）は、必ず計測をやり直すものとし、その旨を本

要領の「参考資料」（資料 2）に示す様式「マルチビーム測深システム点検簿」等に記録

する。 

 

 

  

送受波器 

動揺計測装置 

基準アンテナ 

(位置センサー) 

第２アンテナ 

(方位センサー) 
送受波器 

右舷 （Y） 

基準アンテナ 

(位置センサー) 

前方 （X） 

第２アンテナ 

(方位センサー) 

動揺計測装置 

水面 垂直方向 

※方位センサーについては、図に示すセンサー構成の他、RTK-GNSS×2 台による方位の取得で

も測量は可能とする。 

※測位／方位／動揺／測深の時刻同期が正確にとれるように機器を構成すること。 
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【参考】 

 
「海洋調査技術マニュアル －深浅測量－ （(一社)海洋調査協会）」より転載 

 

② 水平方向位置 

各システムや収録ソフトウェアで規定されている位置を基準とし、相対位置は 1mm 単

位まで計測する。計測結果は、収録ソフトウェアに入力すると共に、マルチビーム測深

点検簿に記載しデータ処理時に適切に用いられていることを確認する。 

 

③ 鉛直方向位置 

基準は水面とし、センサー間の相対位置は 1mm 単位まで測定し、水面との関係付けは

バーチェック法により 10mm 単位まで測定する。 

計測結果は、収録ソフトウェアに入力すると共に、マルチビーム測深点検簿に記録し

データ処理時に適切に適用されていることを確認する。 

 

②③の計測結果が、データ収録および処理ソフトウェアへの入力により、測深結果の補正

に適用されていることを確認する。 

 

(3) 喫水確認 

 

① 喫水確認の方法 

喫水の確認は、バーチェックにより行うものとする。水面を基準(0m)とし反射板を吊

り下げ数 m で固定し、ソナーヘッドから反射板の距離をマルチビーム測深機で計測、記

録する。水面を基準とした吊り下げ長から計測したソナーヘッドと反射板の距離を減じ

たものが喫水値となる。この作業を 3 回行いその平均値により喫水値の確認を行う。 

また、標尺での計測や取り付けパイプに付した喫水目盛りを読み取るなども同時に行

う。 

 

② 喫水確認に際しての留意点 

喫水の確認に使用する索は、事前に検尺を行い伸縮のないことを確認したものを使用

する。また確認作業実施海域は、測深海域の近傍でできるだけ静穏な場所を選び動揺に

よる誤差が生じないように留意する必要がある。  

(1) 送受波器は、測量船が航行中に発生させる気泡の影響が少ない場所を選択し、水面に

対して垂直に固定する(船舶の構造にもよるが、一般的には、船首または船の動揺軸（ピ

ッチ方向）付近でかつ、船舶の喫水以下または海面より１m 以下に送受波器を固定する

ことが望ましい）。 

(2) 固定するにあたっては、送受波器が振動しないように、船の前後方向および横方向(胴

回し)をワイヤーなどで強固に固定しなければならない。 

(3) 動揺センサーは、船の動揺の中心付近、あるいは送受波器近くに送受波器と向きを揃

えて艤装することが望ましい。 

(4) 方位センサーは、送受波器と向きを揃えて艤装する。 

(5) 位置センサー（GNSS）は、送受波器近く、天空を確保できる場所に艤装する。 

(6) 艤装を終えたら、各機器の位置関係をメジャー等で計測して記録・入力後、すぐに計

測が開始できるようにする。 

(7) 送受波器の喫水は、バーチェック板またはメジャーを用いて計測する。 

(8) テストランを行い、送受波器や周辺機器にぐらつきなどが起きないか確認する。 
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(4) パッチテスト 

マルチビーム測深システムは、水面に対しできるだけ水平、垂直に艤装することを基本と

するが、船の形状や、固定時の固定ワイヤー等の張り具合により、必ず取付け誤差が発生す

る。この取付け角度の誤差（以下「バイアス値」という）と各機器の収録遅延（以下「レイ

テンシー」という）を求めるために、パッチテストを行うこととする。パッチテストは、測

深中艤装状況に変化がないことが前提であり、変化があった場合は必ず再計測を行う。 

 

① パッチテストの種類と方法 

以下に示すバイアス値とレイテンシーをパッチテストにより求めることとする。 

 

 バイアス値 

Roll（ロール） ：船の進行方向に対して横方向の取付け角度 

Pitch（ピッチ） ：船の進行方向の取付け角度 

Yaw（ヨー）  ：進行方向に対する送受波器の向き 

 

 収録遅延 

Latency（レイテンシー） ：遅延時間 

(機器に対してデータ転送などを要求してから、返送される

までの収録遅延) 

 

 

図 1.5-2 バイアス値等の種類 

 

 

  

ロール ピッチ ヨー レイテンシー 
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② パッチテストの計測条件 

パッチテストは以下の条件で計測することが望ましい。 

 

 

＜パッチテストにおける測線の設定例＞ 

 
＜バイアス値および収録遅延ごとのパッチテスト概要＞ 

バイアス値等 海域 走り方 

ロール 斜度が１％未満 同じ測線を同じ速度で往復 

ピッチ 斜度が５％以上 同じ測線を同じ速度で往復 

ヨー 斜度が５％以上 平行な測線を同じ速度で同じ方向に１本ずつ 

レイテンシー 斜度が５％以上 同じ測線を同じ方向に、速度を倍以上変えて１本ずつ 

 

図 1.5-3 パッチテストの計測条件 
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【参考】 

パッチテストの概要を示す。 

 
「海洋調査技術マニュアル －深浅測量－ （(一社)海洋調査協会）」より転載 

 

 

1.5.2  水深測量 

水深測量とは、測量船に艤装したマルチビームを用いた測深のことをいい、次工程の作業に

必要な３次元データの作成を含むものとする。 

測深の計測基準面は、海上保安庁告知の最低水面を原則とする。 

位置座標の測地系は、世界測地系を使用するものとする。 

 

【解説】 

 

(1) 水中音速度測定 

 

① 水中音速度測定の方法 

水中音速度の測定は、水中音速度計による測定を基本とする。 

測定位置については、測量海域の中央付近で可能な限り深い地点とし、海況が変化す

る海域では適切に測定点を配置することが望ましい。なお、測定は一日作業で 1 回以上

行うものとし、計測位置の記録も同時に残しておくこと。 

収録結果は、本要領の「参考資料」（資料 2）に示す様式「音速度測定簿」に取りまと

める。 

この方法で計測できない場合は、事前に協議の上、緯度、圧力、水温、塩分から計算

により音速度を算出し使用することもできる。 

 

② 測定値の入力 

水中音速度計の降下時と引上げ時の測定結果から、最低 1m 毎の平均値に取りまとめ、

その結果を収録、解析ソフトウェアで使用できる形式で作成する。作成した水中音速度

データを解析ソフトに取り込み適用する。  

測量船に送受波器を艤装する際に、水面に対して垂直に送受波器を取り付けることは難

しく、若干の角度のズレを伴うことは避けられない。この角度のズレは、測深データに大

きく影響するため、送受波器の取り付け角度を計測するパッチテストを行う必要がある。 

パッチテストは平行測線、往復測線を基本とし必要に応じ交差測線などを実施する。こ

のパッチテストにより、送受波器に対し３方向（前方(X)・右舷(Y)・下方(Z)）における取

り付け角度（バイアス値と言う）および機器の収録レイテンシー（時間遅れ）を求める。 

なお、パッチテストは送受波器の取り付け誤差の補正に有効な統計処理手法である。こ

のため、パッチテストを実施する場所は、岩礁地帯など凹凸の激しい海域は避け、砂浜や

港内等の安定したデータが取得できる場所が望ましい。 

また、パッチテストは、周辺機器と送受波器の位置関係が変化していないことが前提で

ある。そのため、作業中に、送受波器の固定ワイヤーを再度締めたり、ソナーに流木など

が当ったりした場合などの僅かなズレが誤差要因となるため、毎日パッチテストを行わな

ければならない。船体装備型（設置型）の場合は、この限りではない。 
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(2) 測深 

 

① 各種調整 

収録ソフトウェアで測地系の設定、周辺機器の接続設定を行い、測線計画の取り込み、

データ測深確認用の塗りつぶし範囲（測深データがあることを表示する格子の集合体の

ことで、マトリックスと呼ぶ）を作成、取り込みをする。マトリックスを作成する際の

セルサイズ（塗りつぶすひとつの格子サイズ）は、海域水深の 1/10～1/20 が適当であ

る。セルサイズを大きくしすぎるとリアルタイムでの未測深域確認ができなくなり、小

さすぎると収録用 PC に必要以上の負荷が掛かる。 

GNSS や動揺計測装置などの周辺機器について機器ごとの各調整を行い、収録用 PC に

データが正常に送られていることを確認する。 

各周辺機器の接続設定や状況については、マルチビーム測深システム点検簿に記入す

る。 

 

② 測深の方法 

マルチビーム測深機による測深データや、GNSS による海上測位データ、動揺計測装置

による動揺データは、互いに時間的な同期をとり、収録用ソフトウェアにより PC に保存

する。 

測深中計測者は、マルチビーム測深機が、良好な記録（海底地形を的確に捉えること

ができている記録）を得るために、使用する周波数、スワス角の設定、信号の波幅、出

力、入力と出力の差、ふるい分けの設定(Gain Filter Gate)、データ返答率(Ping Rate)

等を適宜調整する。なお、スワス角の設定は、格子間隔内のデータ数に影響するので注

意が必要である。 

 

(3) データ記録 

マルチビーム測深機による測深データや、GNSS による海上測位データ、動揺計測装置に

よる動揺データは、互いに時間的な同期を取り収録用ソフトウェアにより PC に保存する。

データの収録開始、終了は余裕を持って行うようにする。収録時には、測深状況（ノイズの

出方や欠落）、測位状況、予定測線からの変位量、動揺データの状況（ドリフト時などのエ

ラー状況）を常に監視し、異常が見受けられた場合には補再測を行う。 

また、収録ファイル名、航走方向、周辺海域の状況や、魚群などのエラーデータ、特徴的

な事項などの記録を工事帳や測量野帳等の摘要欄に記載する。 

 

(4) 再測深 

測深データの測深範囲を確認し、未測深箇所等が確認された場合や、測深データノイズ等

エラーデータが多く含まれる場合は、再測深を実施する。 

 

① 再測深の条件 

マルチビーム測深は未測深域が無いことが基本であることから、未測深域が確認され

た場合、再測深を行う。 

音響的、電気的ノイズが多い場合や、水中浮遊物、魚群などにより、海底面を的確に

捉えることができていない場合、動揺計測装置による動揺の計測値に異常が見られた場

合、海上測位データに位置飛びなどの異常が確認された場合は、直線補間が可能であれ

ば補間するものとし、１秒以上連続して異常な場合で、直線補間ができない場合は再測

深を行う。 
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海底面上に突起状の記録が現れた場合は、隣接測線の同一位置での記録の確認を行い、

明らかなノイズと判断出来なかった場合には、突起状の記録が現れた箇所の直上に測線

を設けて再測深を行う。 

 

また、収録データの確認時、容量が極端に少ない等の異常が見られた場合は、収録が

されていないデータがあることが予測されるので、速やかにデータ再生を行い不適切で

あった場合、当該測線について再測深を行う。 

測深中に再測深が必要と認められた場合、その理由と状況を測深簿に記入しておく。 

 

② 再測深の方法 

収録データの確認において、再測深が必要と判断された箇所について、収録ソフトウ

ェア上で再測深範囲を十分カバーできるよう測線計画を作成し再測深を行う。再測深後

は速やかにデータ再生を行い良好なデータが記録できていることを確認する。 
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1.6  計測における留意点 

水深測量にあたり、留意すべき事項を以下に示す。 

 

【解説】 

 

(1) 測深時 

 

① 共通事項 

・測深作業中は、エラーの要因となる急旋回、急加速、急減速を控え、一定速度を維持す

るように航走する。 

・測深オペレータは、PC のリアルタイム画面を見て、S/N 比の良いデータを取得するよう

に送受信信号および TVG 等の各種機能を調整する。 

・直下ビームを半径とする円弧上に点列がでないようにする（「トンネル効果現象」（図

1.7-1 参照）。 

・海底付近の魚群や海草による測深漏れを防ぐため、測量海域に関する情報（魚礁や生け

簀の近傍、底質状況等の関連）を事前に把握するように努め、測深中に PC ディスプレ

イのスワス断面を確認し、海底地形を的確に捉えているかを検証する。 

・岩礁等の最浅部捕捉状況を確認した上で、補再測を検討する。なお、浅所確認は極低速

で 2 回実施する。 

・測深は、海上ができる限り平穏なときに実施するものとし、波浪のある場所をさけるも

のとする。 

 

② ブロック据付工 

i) 測線方向および船速 

防波堤等の構造物計測時の測線方向は、構造物と平行を基本とする。また、取得す

る３次元点群データの密度を高めるため、船速を極力低速にし、進行方向のデータギ

ャップを小さくする。ただし、安全が確保出来る範囲の船速は保持する。 

 

ii) 構造物への音響ビームの集約 

可能な限り、水面付近までの構造物の形状を把握するため、スワス方向・角度の可

変が可能なマルチビーム機種は、構造物へビームを集約し、高密度な３次元点群デー

タを取得する。測深イメージを図 1.6-1 に示す。 

 

 

図 1.6-1 スワス方向・角度を調整した測深（イメージ）  
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iii) 水際部（水上部と水中部の境目）での計測方法 

水中部のマルチビーム測深は満潮時に実施し、水上部の UAV を用いた計測は干潮時

に実施する等、潮位差を利用して、可能な限り水際部の計測範囲を重複させ、シーム

レスに取得データを結合できるようにする。 

また、マルチビーム測深と UAV を用いた計測で得られる３次元点群データ密度に差

があることから、マルチビーム測深においては、測深時の船速を極力低速にして進行

方向のデータギャップを小さくさせることや、構造物へビームを集約して高密度なデ

ータを取得するよう、留意する必要がある。 

 

(2) データ記録 

時間的同期が取れていないと、補正が的確に行われず正しいデータを作成することがで

きないため、時刻同期が行われていることを必ず確認する。 

収録用ソフトウェアにより保存された測深データは、そのファイル数、測線毎の比較を行

い測深時間とデータ容量の関係が各測線同士の比較より妥当であるかを検証する。収録デ

ータはバックアップを取っておくことが望ましい。 
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1.7  計測性能・精度管理 

マルチビームの測深結果を検定するために、音響ビームの重複部のデータによる比較や、照

査線（各測深線と交差する測深線）を計画し交差するデータとの比較検証を行い、規定の精度

を確認するものとする。 

 

【解説】 

 

(1) 検測、精度管理 

測深データを出来形管理に用いるにあたっては、測深データが適切でなければならない。

そのため、検測により収録データの検証を行い、規程の精度を満たすことを確認すること。 

詳細については、本要領の「別紙 3」の各工種の該当箇所を参照のこと。 

 

(2) 主な測深エラーの原因と水深編集時の留意点 

各種補正データが正しく作成、適用できていることも重要であるが、マルチビーム測深に

おける特徴的な誤差要因である次のような現象が発生していないことを特に注意する必要

がある。 

 

【参考】 

マルチビーム測深における誤差要因となる特徴的な現象について以下に示す。 

 

＜トンネル効果現象＞ 

平坦な海底地形での測深データで、送受波器直下の強反射エコーが両端部付近のエコーに入り

込み、誤って浅い海底と認識してしまう現象。 

対処方法としては、スワス幅を狭め、弱反射エコーとなる範囲を減少させる他、水中音速度測

定の回数を増やして正しい音速度構造を取得し、解析する等があげられる。 

 

 

図 1.7-1 トンネル効果現象エラーイメージ 

 

＜スマイルカーブ現象＞ 

平坦な海底において両端のビームが弱反射エコーとなり、計測しているスリットの重心が内側

にズレることで浅く計測される場合か、水中音速度測定結果が正しくない場合に発生する現象。 

対処方法としては、スワス幅を狭め、弱反射エコーとなる範囲を減少させる他、水中音速度

測定の回数を増やして正しい音速度構造を取得し、解析する等があげられる。 

  

中央の反射強度が強く、中央付近

が深めに計測される現象。 

両翼の受信波に反射強度の強い、中央付近

の信号が入り込み、浅めに計測される。 
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図 1.7-2 スマイルカーブ現象エラーイメージ 

 

 

＜クロストーク現象＞ 

岸壁や防波堤などの港湾構造物の基部にあたるＬ字部分において、乱反射によるデータが発生

し、Ｌ字部分が浅く計測される現象。対処方法としては、船速を下げて、送信出力を抑えること

で、ある程度抑制することができる。 

 

 
図 1.7-3 クロストーク現象エラーイメージ 

 

＜キャタピラ現象＞ 

ロール・ピッチ・ヨー・ヒーブの各動揺成分の補正が正しく行われないことによって、ビーム

がショット毎に上下左右へとぶれて、平坦な海底地形がキャタピラのような凹凸を繰り返した様

な地形となる現象のこと。この現象は、測深作業中には確認が困難なため、あらかじめ動揺セン

サーの各種フィルター設定を正しく行うことが重要である。 

また、動揺センサーの性能を過信せず、海象条件が悪化している場合は、速やかに作業を中止

することを推奨する。また、データを解析し、キャタピラ現象が発生していないかを確認し、動

揺成分の補正値の調整で解決できるものかを判断する。解決できない場合は、再測する。 

  

平坦な海底が、破線のよう

に計測されてしまう現象 

 トンネル効果現象によるエラーとスマイルカーブ現象によるエラーは、ともに平坦な地形が円弧

状に計測されてしまう現象であり、現場ではどちらの原因か判定がし難い。このような症状が出

た場合は、再測することが望ましい。 

垂直な岸壁が乱反射により、破線

形に計測されてしまう現象 
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図 1.7-4 キャタピラ現象エラーイメージ 

 

  

平坦な海底が、右図のようにキャタピラ跡状

の凹凸地形として計測されてしまう現象 
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1.8  データ解析 

水中音速度計測結果、潮位観測結果を適用し補正を行った後、電気的ノイズや水中浮遊物、

魚群等のエラーデータを除去した上で、海底地形を適切に表現した点群データを作成するもの

とする。AIフィルタを使用してデータ処理を行った場合でも、最終的には人の目により削除し

た点群も含めて全点群データの確認を行う必要がある。 

 

【解説】 

 

(1) ノイズ除去処理 

ノイズには音響的、電気的なものの他、浮遊物、魚群、泡など海中を浮遊する物体などが

ある。ノイズの除去は、解析ソフトにより統計的・予測的にある程度削除することができる

が、統計的な処理や機械学習によるデータ処理（マルチビームデータクラウド処理システム

による自動ノイズ除去等）では限界があるため、最終的にはプロファイル表示し手作業によ

る復元または除去作業を行う必要がある。判断に迷う記録については画像等を残し他測線

の記録などから総合的に判断する。 

 

(2) ３次元データ解析時の留意点 

各種補正データが正しく作成できている事が重要であるとともに、マルチビーム測深にお

ける特徴的な誤差要因である現象が発生していないことを特に注意して確認する必要があ

る。 

また、ノイズ除去によりデータ数が減少しても、必要データ数が確保されている事が必要

である。 

 

 

  

【コラム】マルチビームデータクラウド処理システム 

マルチビームによって収録された測深データをクラウド上で処理するシステムで、リアル

タイムの測量状況の確認（リアルタイム処理機能）及びノイズ処理等のデータの後処理（後

処理機能）を行うことができる。 

このうち後処理機能は、AI を活用し、これまでの解析データを学習させることで、大半

のノイズを自動除去する AI ノイズ処理プログラムを搭載しており、令和 7 年度より、直轄

港湾工事の起工測量等のデータ解析に適用されている。 

解析データを水路測量に活用する場合は、作業従事者が目視により最終確認を行い、必要

に応じて手作業による復元または除去作業を行うことから『水路測量業務準則施行細則』に

おける「CUBE 処理によらない場合」に該当する。 
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1.8.1  浚渫工 

 

(1) CUBE 処理によらない場合 

 

① 正データを用いた中央値・最浅値の作成 

測線毎に、補正とノイズ処理を行った測深結果を対象海域全体で取りまとめ水平位置

と水深を記録した点群データとして保存する。 

点群データは、土量計算および出来形管理に供するに十分な密度であること等を確認

した後、1 点／1.0m 平面格子の点群データを作成する。 

取得点密度および点群データ作成の留意点について以下に示す。 

 

 測深海域の全域に 1.0m 平面格子をかけ、その総平面格子数の 99%以上の平面格子に

おいて 3 点以上の取得点密度が担保されていること（達成率 99%以上）。 

 海象条件や特殊な地形などの諸条件により、取得点密度を満たすことができなかっ

た場合は、監督職員と対応を協議する。 

 1.0m 平面格子内において中央値または最浅値を抽出し、1 点／1.0m 平面格子の点群

データを作成する。なお、中央値または最浅値の抽出が困難な 3 点未満の平面格子

については、周囲の抽出点データから空間解析等により補間できるものとする。 

 ・土量計算に使用する場合 ：中央値 

 ・出来形管理に使用する場合：最浅値 

 

なお、浚渫箇所が点在したり、サンドウェーブによる影響等により海底地形の変化が

頻繁に生じているような特殊な海域の場合には、特記仕様書により抽出方法を指示する

ことができる。 

 

 
図 1.8-1 データ密度の考え方（浚渫工） 

 

 

 

  

取得点 3 点未満 

取得点 3 点以上 

抽出点（最浅値または中央値） 
取得点 

1.0m 

1.0m 

達成率 

＝（3 点以上の格子数 ÷ 全格子数） ×100 
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(2) CUBE 処理による場合 

 

① CUBE 処理の条件 

CUBE 処理を行う場合には、以下の条件をすべて満たす必要がある。 

・マルチビーム音響測深機により取得した測深データであること。 

・スワス角±55°（全角 110°）以内で、左右スワスが 100％以上重複した測深データ

であること。 

・海上位置測量には、原則としてネットワーク型 RTK 法または後処理キネマティック

法若しくは同等以上の測定精度の手法を用いていること。 

・送受波器の各種バイアス値が 0.01 度位まで求められていること。 

 

② CUBE 水深の計算 

 

i) 必要情報 

CUBE 水深は、以下の情報および各情報の計測精度を用いて計算する。 

・測位記録 

・測深記録 

・動揺センサーの記録 

・表面音速度の記録 

・水中音速度の記録 

・喫水量 

・測位装置、測深機および動揺センサーのオフセット計測値 

・送受波器の各種バイアス値 

・験潮記録 

 

ii) グリッドサイズ 

CUBE 水深のグリッドサイズは、水深 30m 以浅の浚渫工の場合、表 1.8-1 に示す水深

区分に応じたグリッドサイズとし、水深の区分が複数に渡る場合には、測深区域の水

深に応じて決定する。ただし、CUBE 処理の効率化と CUBE 水深の精度向上のために、

浅い水深区分のグリッドサイズを用いることができる。 

 

表 1.8-1 CUBE 水深のグリッドサイズ 

水深区分 グリッドサイズ 

0～10m 0.25m 

10～20m 0.5m 

20～30m 1.0m 

 

iii) 取得点密度 

表 1.8-1に示す水深区分による 1グリッドの CUBE水深の算出に用いる測深点数は 5

点以上（達成率 95％以上）とする。 

 

iv) キャプチャー範囲 

CUBE 水深は、設定したグリッドの中心点からどの程度離れたデータまでを採用する

かによって計算結果が変化するため、算出においては、各グリッドの中心点からの距

離が原則としてグリッドサイズの 1/√2 倍の範囲に含まれる測深点を使用する。  
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v) CUBE 水深（正データ） 

設定した測深点について、入力する機器の誤差、精度、条件などの「不確かさ

（Uncertainty）」を用いて、解析ソフトにより CUBE 水深を計算する。 

CUBE 水深（正データ）は、1 グリッドに 1 点とし、1 グリッドに 1 点得られた CUBE

水深を使用して、出来形管理を行う。 

 

vi) 曖昧さの除去 

CUBE 水深を決定する過程において複数の仮説水深が得られた場合には、曖昧さを除

去するための条件を設定する必要がある。曖昧さを除去するための自動選択手法とし

ては、（1）Density（測点密度が最も高かった水深を採用）、（2）Locale（周辺のグリ

ッドとの関連性が最も高かった水深を採用）、（3）Density & Locale（(1)と（2）を組

み合わせて総合的に評価した水深を採用）の 3 種類がある。特に明確な要因がなけれ

ば、（3）を使用する。 

 

【解説】 

 

 

 

  

CUBE 水深の計算に用いられる「不確かさ（Uncertainty）」とは、各測深点の精度評価

の指標である「総伝播不確かさ（TPU：Total PropagatedUncertainty）」のことである。

TPU は測深誤差の期待値の推定量で、ソナー等機器類の測深精度や潮位の観測精度等，

様々な誤差要因が考慮された「鉛直成分σv（TVU）」、「水平成分σh（THU）」から構成さ

れ、CUBE 水深は、以下の式で TPU からあるグリッドに対する各測深点数の伝播不確かさ

を求めることで計算される。 

 
 

上記計算式におけるパラメータ「hes（horizontal error scalar）」、「de（distance 

exponent）」は、それぞれ処理時に設定することが可能である。CUBE アルゴリズムで当

初用いられるデフォルト値は hes=2.95（99％信頼区間）、de=2.0 となっている。ただし、

米国 NOAA では、異物の浅所トップが CUBE 仮説として捉えられるように、hes＝1.96（95％

信頼区間）を採用している。準細則では特に規定はないが、異物を逃さず判断するため

に米国 NOAA の設定値が指針となっている。 
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③ CUBE 水深の点検 

CUBE 処理により得られた CUBE 水深が適切に作成されているかを確認するため、以下

の点検を行う。点検結果は帳票にとりまとめて記載する。 

・測深記録に、喫水改正、オフセット補正、潮高改正、表面音速度改正および水中音速

度改正が適切に行われていること。 

・測深記録に、測位、方位および動揺データの適用が適切に行われていること。 

・系統誤差が生じていないこと（作成された CUBE 水深を 3 次元表示して確認）。 

・上記点検を行った上で、CUBE 水深にノイズが残っていた場合には、測深記録のノイ

ズ削除を行い、CUBE 水深を更新作成する。CUBE 水深に影響を与えないノイズについ

ては、ノイズ削除の作業を省略することができる。 

 

 

1.8.2  基礎工 

 

(1) 正データを用いた中央値の作成 

測線毎に、補正とノイズ処理を行った測深結果を対象海域全体で取りまとめ水平位置と

水深を記録した点群データとして保存する。 

点群データは、数量計算および出来形管理に供するに十分な密度であること等を確認し

た後、1 点／1.0m 平面格子の点群データを作成する。 

取得点密度および点群データ作成の留意点について以下に示す。 

 捨石投入の数量計算においては、測深海域の全域に 1.0m 平面格子をかけ、その総平

面格子数の 99%以上の平面格子において 3 点以上の取得点密度が担保されているこ

と（達成率 99%以上）。 

 捨石本均し、捨石荒均しの出来形管理においては、測深海域の全域に 1.0m 平面格子

をかけ、その総平面格子数の 99%以上の平面格子において 25 点以上の取得点密度が

担保されていること（達成率 99%以上）。 

 海象条件や特殊な地形などの諸条件により、取得点密度を満たすことができなかっ

た場合は、監督職員と対応を協議する。 

 1.0m 平面格子内において中央値を抽出し、1 点／1.0m 平面格子の点群データを作成

する。なお、点群データの抽出が困難（3 点未満）の平面格子については、周囲の抽

出点データから空間解析等により補間できるものとする。 

 

なお、施工箇所が点在したり、サンドウェーブによる影響等により海底地形の変化が頻繁

に生じているような特殊な海域の場合には、特記仕様書により抽出方法を指示することが

できる。 
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図 1.8-2 データ密度の考え方（基礎工） 

 

 

1.8.3  海上地盤改良工 

 

(1) 正データを用いた中央値の作成 

測線毎に、補正とノイズ処理を行った測深結果を対象海域全体で取りまとめ水平位置と

水深を記録した点群データとして保存する。 

点群データは、数量計算および出来形管理に供するに十分な密度であること等を確認し

た後、1 点／1.0m 平面格子の点群データを作成する。 

取得点密度および点群データ作成の留意点について以下に示す。 

 測量海域の全域に 1.0m 平面格子をかけ、その総平面格子数の 99%以上の平面格子に

おいて３点以上の取得点密度が担保されていること（達成率 99%以上）。 

 海象条件や特殊な地形などの諸条件により、取得点密度を満たすことができなかっ

た場合は、監督職員と対応を協議する。 

 1.0m 平面格子内において中央値を抽出し、1 点／1.0m 平面格子の点群データを作成

する。なお、中央値の抽出が困難な３点未満の平面格子については、周囲の抽出点

データから空間解析等により補間できるものとする。 

 ・数量計算に使用する場合 ：中央値 

 ・出来形管理に使用する場合：中央値 

 

なお、施工箇所が点在したり、サンドウェーブによる影響等により海底地形の変化が頻繁

に生じているような特殊な海域の場合には、特記仕様書により抽出方法を指示することが

できる。 

 

  

抽出点（中央値） 

取得点 

1.0m 

1.0m 

達成率 

＝（3 点または 25 点以上の格子数  

          ÷ 全格子数） ×100 

取得点 数量算出  ： 3 点未満 
出来形管理：25 点未満 

取得点 数量算出  ： 3 点以上 
出来形管理：25 点以上 
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図 1.8-3 データ密度の考え方（海上地盤改良工） 

 

 

1.8.4  ブロック据付工 

 

(1) 正データの作成 

ブロック据付の完成状況の把握には、マルチビーム測深における全取得データを使用す

る。 

現状の地形計測時には測線毎に、補正とノイズ処理を行った計測結果を対象区域全体で

とりまとめ水平位置と高さを記録した３次元点群データとして保存する。 

３次元点群データは、ブロック据付工に供するに十分な密度であることを確認する。 

取得点密度確認の留意点について以下に示す。 

 「ブロック据付の完成形状の把握」を目的とする場合については、計測対象の全域

に 1.0m 平面格子をかけ、その総平面格子数において 25 点以上の取得点密度が担

保されていること。 

 起工測量として海底地盤（捨石マウンド等）の測量を行う場合は、測深海域の全域

に 1.0m 平面格子をかけ、その総平面格子数の 99%以上の平面格子において 3 点以

上の取得点密度が担保されていること（達成率 99%以上）。1.0m 平面格子内におい

て中央値を抽出し、1 点／1.0m 平面格子の点群データを作成する。なお、点群デー

タの抽出が困難（3 点未満）の平面格子については、周囲の抽出点データから空間

解析等により補間できるものとする。 

 海象条件や特殊な地形などの諸条件により、取得点密度を満たすことができなか

った場合は、監督職員と対応を協議する。 

 縦断図、横断図により凹凸等の形状を面的に把握するのに支障がない場合は、監督

職員と対応を協議したうえで管理図面とする。 

 

  

取得点 3 点未満 

取得点 3 点以上 

抽出点（中央値） 
取得点 

1.0m 

1.0m 

達成率 

＝（3 点以上の格子数 ÷ 全格子数） ×100 
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1.9  データ管理 

マルチビームを用いた測深データは、測線毎に補正とノイズ処理を行った深浅測量結果を対

象海域全体で取りまとめ、水平位置と水深を記録した点群データとして保存する。正データ（３

次元点群データ）のほか、水中音速度や潮位などの各種補正データ、オフセット値、パッチテ

スト結果などを取りまとめ保存するものとする。 

 

【解説】 

 

(1) 浚渫工でのデータの保存 

正データ（３次元点群データ）のほか、水中音速度や潮位などの各種補正データ、オフセ

ット値、パッチテスト結果などを取りまとめ、保存するものとする。 

浚渫工において CUBE 処理を用いた場合には、CUBE 水深から「緯度、経度、水深、不確か

さ（Uncertainty)、測深点密度（Density)」の 5 要素を出力した水深ファイルを作成して保存

する。水深の区分が複数にわたる場合には、それぞれの水深の区分について水深ファイルを

作成する。 

 

(2) データの変換 

正データ（３次元点群データ）は、出来形管理および数量算出で一般的に使用されるソフ

トウェアで読み込み可能な形式と想定される平面位置（x,y）と、基準面からの深さ（z）を

記録したスペース区切り、あるいはカンマ区切りのテキスト形式で保存するものとする。 

この際の保存するデータは、世界測地系で、データの並び順は、数学座標の x,y（測量座

標の y,x）,z とし、z は C.D.L= ±0 を基準として、水面下はマイナス、水面上はプラス表

記とする。 

 

【留意点】 

マルチビームで計測したデータ x,y,z の取扱いについて、留意点を以下に示す。 

 

 ＜平面位置 x,y＞ 

日本国内の測量で使用される測量座標は、x 軸を縦軸、y 軸を横軸としている。 

CAD 等で扱う縦軸が y 軸、横軸が x 軸の数学座標とは異なるため注意が必要である。 

 

 ＜深さ z＞ 

深浅測量で扱う水深値 z には、±（プラスマイナス）を示す符号は付記されない。 

3 次元設計モデルに使用する際は、z に－（マイナス）符号を加える必要がある。 
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第 2章  UAV 

 

2.1  適用工種等 

UAVを用いた計測の適用工種等は以下とする。 

・ブロック据付工（水上部） 

また、UAV を用いた計測とは、以下のことをいう。 

・UAV写真測量 ・UAV レーザー計測 

 

【解説】 

(1) 適用工種、適用範囲 

UAV を用いた計測の適用工種、適用範囲は以下のとおりとする。 

 

表 2.1-1 適用工種、適用範囲 

適用工種 適用範囲 その他の活用 

ブロック据付工 消波ブロック据付 完成形状の把握 - 

出来形計測 港湾施設の維持管理に係る点検 

（一般定期点検診断） 

災害対応 

 

(2) 適用範囲と本要領の利用上の注意点 

 

① 使用する機器 

使用する機器は、ブロック据付後の維持管理において完成形状を把握するデータを適

切に取得できる性能を保有する機器、消波ブロック据付については水上部の出来形管理

を適切に取得できる性能を有する機器とする。 

ただし、計測データを設計図書等として使用する場合など、他の目的、規定により本

要領に拠らない場合は、それぞれ精度・性能を満たすよう特記仕様書に示すことにより

変更することができる。 

 

② UAV を用いた計測に関する他の基準類との関係 

UAV を用いた計測について、本要領に記載のない内容については、国土交通省国土地

理院の「作業規程の準則」、「UAV 搭載型レーザースキャナを用いた公共測量マニュアル

(案)」に従うものとする。 

また、港湾施設の維持管理に係る点検（一般定期点検診断）に関しては、「港湾の施設

の点検診断ガイドライン」に示す点検診断の項目、劣化度の判定基準のうち、「移動、散

乱、沈下」に係る項目に準ずるものとする（表 2.1-2）。 

 

表 2.1-2 消波工の劣化度判定基準 

 
「港湾の施設の点検診断ガイドライン」より引用  
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2.2  作業工程 

UAVを用いた計測の工程別作業区分および順序は、次のとおりとする。 

(1) 計測計画・準備 

(2) 機器の装備・設置およびテスト 

(3) 計測基準 

(4) 計測・撮影 

(5) 検測・精度管理 

(6) データ解析 

(7) データ管理 

 

【解説】 

工程別作業区分(1)～(7) については、以降の「2.3 」～「2.9 」に示す。 
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2.3  計測計画・準備 

計測実施者は、作業の着手前に作業方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切

な計測計画を立案し、これを発注者に提出する。 

計測計画を変更しようとする場合も同様とする。 

資料収集、現地調査が必要であれば行い、計測の精度を高めるよう準備する。 

 

【解説】 

 

(1) 計測計画 

対象とするブロックの計測計画は、対象物との距離、高さ（標高）、対象物の形状、地形

等、必要な計測域を考慮し、未計測が生じないように機器および測線等を設定するとともに、

完成形状の把握および出来形管理が適切に実施できるデータを取得できるよう、必要な範

囲で重複する測線や、往復測線を設定する。 

 

(2) 作業手続き 

計測に際しては、それぞれ事前に工事の許可・届出、他の関係する法令に規定する許可や

届出を提出する際に、計測内容で特記すべき事項を併せて提出する。また、地方条例や各団

体等によって定められた同意・承諾等を遵守して、その履行に適切な対応を行う。 

さらに、作業の実施にあたっては、区域を管轄する関係機関や関係者への作業内容、作業

方法および作業工程の周知を行う必要がある。 
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2.4  計測基準 

ICT機器を用いた計測を行うにあたっては、測地系、基準面の設定を行うものとする。 

 

【解説】 

 

(1) 測地系 

測量成果は、世界測地系により作成するものとする。 

 

(2) 基準面 

適用する基準面は、海上保安庁告知の最低水面（＝港湾管理用基準面 C.D.L）とする。 

なお、実施中のブロック据付工で使用している基準面と同一基準面を適用するのが原則

である。 
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2.5  機器の装備・設置およびテスト 

ICT計測機器本体および周辺機器の装備・設置は、計測中に支障が生じないように確実に行

うことが必要である。 

装備・設置完了後は各機器の作動確認とテスト計測を行い、各機器の正常動作を確認する。 

 

【解説】 

 

(1) GNSS 精度確認 

使用する GNSS 機器は、測量時に計測機器の測位のため使用する基準点測量、測位方法に

関して、十分な精度を有していなければならない。 

 

(2) 機器の取り付け 

UAV に計測機器を取り付ける場合は、機器本体および周辺機器の位置関係を明確にし、計

測中も位置関係は変化しない様に機器を取り付けるものとし、取り付け状況に変更があっ

た場合、必ず再計測を行う。 
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2.6  計測・撮影 

ブロック据付の完成形状の把握を目的とする場合については、完成形状が適切に把握できる

データの取得を目的に UAV を用いた計測を実施する。 

また、消波ブロック据付の出来形計測を目的とする場合には、出来形管理が適切に実施でき

るデータの取得を目的に UAVを用いた計測を実施する。 

 

【解説】 

 

(1) ブロック据付の完成形状の把握 

「ブロック据付の完成形状の把握」を目的とする場合の精度管理は、「作業規程の準則」、

「UAV 搭載型レーザースキャナを用いた公共測量マニュアル（案）」を参照して決定するこ

と。 

なお、取得点密度は、ブロック据付の完成形状を適切に把握できると考えられる「25 点

以上/1.0m 平面格子」とする。 

なお、水際部（水上部と水中部の境目）において、海象条件等により上記の取得点密度の

確保が困難な場合には、監督職員と対応を協議する。 

 

(2) 消波ブロック据付の出来形管理 

「消波ブロック据付（水上部）の出来形管理」を目的とする場合の精度管理は、「作業規

程の準則」、「UAV 搭載型レーザースキャナを用いた公共測量マニュアル（案）」に従うもの

とする。 

なお、UAV 写真測量における地上画素寸法、UAV レーザー計測における取得点密度は、表

2.6-1～表 2.6-2 に示すとおりとする。 

 

① UAV 写真測量 

UAV 写真測量を行う場合の位置精度は、「作業規程の準則」にもとづき表 2.6-1 のとお

りとし、位置精度 0.05m 以内、地上画素寸法 0.01m 以内を標準とする。標準以外の位置

精度等を採用する場合は、監督職員と協議を行い決定する。 

取得点密度は、表 2.6-2 に示す UAV レーザー計測の要求点密度と同等の「100 点／㎡

以上」とするが、これにより難い場合には、監督職員と協議を行い決定する。 

 

表 2.6-1 位置精度と地上画素寸法 

位置精度 地上画素寸法 備考 

0.05m 以内 0.01m 以内 標準とする 

0.10m 以内 0.02m 以内  

0.20m 以内 0.03m 以内  

作業規程の準則 第 4 編 地形測量および写真測量（三次元点群測量） 第 3 章 UAV 写真点群測量 

 

② UAV レーザー計測 

UAV レーザー計測を行う場合の点密度と位置精度は、「UAV 搭載型レーザースキャナを

用いた公共測量マニュアル（案）」にもとづき、表 2.6-2 を標準とする。 

なお、これにより難い場合には、監督職員と協議を行い決定する。 
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表 2.6-2 要求点密度と精度 

点密度 精度（標準値） 

100 点／㎡以上 全ての調整用基準点における較差±5cm 以内 

「UAV 搭載型レーザースキャナを用いた公共測量マニュアル（案）」 
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2.7  計測における留意点 

UAVを用いたブロック据付工の計測にあたっては、以下に示す事項に留意する。 

 

【解説】 

 

(1) UAV 写真測量 

 

① 撮影計画 

UAV 写真測量の撮影コースの方向は、計測対象範囲の形状を鑑みて、コース数の少な

い方向を選定するが、比高の大きい場合や撮影日の風向にも影響される。 

防波堤等のように、側面がある構造物の場合や消波ブロック等の複雑な構造物がある

場合は、垂直写真だけでは側面の点密度が不足すること、および位置精度向上が期待さ

れることから、斜め写真の撮影を加えて実施することを推奨する。 

斜め写真は垂直写真と同一対象物を海側から撮影できるコースを設定し、写真の中心

に対象施設が撮影されるようにする。 

斜め撮影の同一コース内の隣接空中写真間は 80%以上、コース間隔は 60%以上とする。

高度は垂直写真と斜め写真の地上画素寸法が概ね同等となるようにカメラの角度および

高度を計算して設定する。なお、撮影においては単コース撮影では誤差が大きく出る傾

向があることと、消波ブロックで３次元の再現性が劣ることから、複数コースによる撮

影を標準とする。 

また、図 2.7-1 に示すように、少なくとも 1 枚以上の空中写真が対象範囲の外側で撮

影されるように計画する。地上画素寸法については、３次元データの利用目的や要求精

度を考慮し、他の基準類などを参照し決定することができる。なお、海面は３次元デー

タ作成の際に障害となるため、図2.7-2に示すように1枚の写真に写る水域部の割合は、

極力少なくする。 

UAV 撮影時の写真データの記録方式については、RAW 撮影を推奨とするが、JPEG 形式

で記録しても良い。 

 

 

図 2.7-1 空中写真の撮影計画イメージ  
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※左の写真の方が 1 枚の写真に水部が少なく、望ましい 

図 2.7-2 空中写真の撮影例（水域部の割合） 

 

② 標定点・検証点の設置 

「作業規程の準則」では、「標定点は、計測対象範囲を囲むように配置する点（外側標

定点）および計測対象範囲内に配置する点（内側標定点）で構成する。」とされているが、

作業の効率性・安全性の向上の観点から、消波ブロック据付（水上部）においては、「標

定点は、100m 以内毎に防波堤幅の両端 2 列に外側標定点とその内側に 1 点の内側標定点

を配置することを標準とする。また、検証点は 200m 間隔以内で最低 2 点以上設けること

を標準とする。なお、検証点は標定点とは別に設置する必要がある。これらの標定点お

よび検証点は消波ブロック上には配置しないこととする。」 ただし、消波ブロックの離

岸堤など上部工が無い構造の場合は、陸域に標定点および検証点を設置し、広域撮影を

行うなどの対応も可能である。 

UAV 写真測量の計測手法のうち、RTK 方式、ネットワーク型 RTK 方式、PPK 方式、自動

追尾型トータルステーション方式を活用し、撮影時のカメラの位置情報を取得すること

が可能な場合は、標定点の配置は任意とすることができる。なお、検証点については、

200m 間隔以内に最低 2 点以上設けて精度を評価するものとする。 

 

 

図 2.7-3 UAV 写真測量 標定点と検証点の設置イメージ 

 

 

  

消波ブロック 

消波ブロック 

標定点 防波堤 

100m 以内 100m 以内 

検証点 

200m 以内 
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(2) UAV レーザー計測 

UAV レーザー計測は、近赤外レーザーとグリーンレーザーと 2 種類に大別でき、いずれも

UAV 写真測量とほぼ同等の精度で、水上部の構造物の計測が可能である。 

近赤外レーザーの計測点密度や設置する調整点数などの決定については、使用する機器

のスペックや、他の基準類を参照し決定すること。なお、検証点については、200m 間隔以

内に最低 2 点以上設けることを標準とする。調整点を使用する場合や検証点の設置個所は

防波堤天端上とし、消波ブロック上の設置は省略可とする。 

水際部の計測においては、水上部および水際部の３次元点群データを同時に計測する UAV

搭載型グリーンレーザー計測器を用いることを推奨する。なお、グリーンレーザー計測では

水質（濁り）や気象条件（潮位、波浪、砕波など）による影響を受けることから、事前に確

認したうえで、計測作業を行うこと。また、グリーンレーザー計測器は水上部と水際部を同

時に計測することができることから、計測点密度や調整点および検証点の配置については、

水上部の内容に従って実施すること。 

 

(3) その他 

 

① 水際部（水上部と水中部の境目）での計測方法 

水中部について同時にマルチビーム測深を実施する場合には、マルチビーム測深は満潮

時に実施し、水上部の UAV を用いた計測は干潮時に実施する等、潮位差を利用して、可能な

限り水際部の計測範囲を重複させ、シームレスに取得データを結合できるようにする。 

また、マルチビーム測深と UAV を用いた計測で得られる３次元点群データ密度に差があ

ることから、マルチビーム測深においては、測深時の船速を極力低速にして進行方向のデー

タギャップを小さくさせることや、構造物へビームを集約して高密度なデータを取得する

よう、留意する必要がある。 
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2.8  計測性能・精度管理 

UAVを用いた計測結果については、規定の精度を満足することを確認するものとする。 

 

【解説】 

精度検証は、「別紙 3」に示す方法により実施し、「精度確認試験結果報告書」に記録する。 

なお、UAV 写真測量における地上画素寸法や要求精度、UAV レーザー計測における要求精

度、並びに取得点密度の詳細については、本要領の「別紙 3」（第 3 章）を参照のこと。 
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2.9  データ解析 

計測結果の補正を行った後、ノイズ等のエラーデータを除去した上で、地形を適切に表現し

た３次元点群データを作成するものとする。 

 

【解説】 

 

(1) データ解析 

各方法により取得したデータは、解析ソフトを用いて補正やノイズ除去を行い、3 次元点

群データを作成する。 

 

(2) UAV 写真測量における３次元形状復元計算 

UAV 写真測量における３次元復元計算は、「作業規程の準則」にもとづき実施するものと

する。 

３次元点群データは、撮影した画像および標定点データを用いて、３次元形状復元計算ソ

フトを用いて作成する。 

 

(3) ノイズ除去処理 

ノイズの除去は、ある程度は解析ソフトにより統計的に除去することが出来るが、統計的

な処理では限界があるため、最終的にはプロファイル表示し、手作業による除去作業を行う

必要がある。判断に迷う場合には画像等を残し他測線の記録などから総合的に判断する。 

 

(4) 計測データ編集時の留意点 

各種補正データが正しく作成できている事が重要であるとともに、ICT 計測機器における

特徴的な誤差要因である現象が発生していないことを特に注意して確認する必要がある。 

また、ノイズ除去によりデータ数が減少しても、必要データ数が確保されていることが必

要である。 

 

(5) 正データの作成 

ブロック据付工の据付状況の把握には、UAV を用いた計測で得た全取得データを使用する。 

現状の地形の計測時には測線毎に、補正とノイズ処理を行った計測結果を対象区域全体

でとりまとめ、水平位置と高さを記録した３次元点群データとして保存する。３次元点群デ

ータは、ブロック据付工に供するに十分な密度であることを確認する。 

取得点密度確認の留意点について以下に示す。 

 「ブロック据付の完成形状の把握」を目的とする場合については、計測対象の全域

に 1.0m 平面格子をかけ、その総平面格子数において 25 点以上の取得点密度が担

保されていること。 

 「消波ブロック据付（水上部）の出来形管理」を目的とする場合については、計測

対象の全域に 1.0m 平面格子をかけ、その総平面格子数において 100 点以上の取得

点密度が担保されていること。 

 海象条件や特殊な地形などの諸条件により、取得点密度を満たすことができなか

った場合は、監督職員と対応を協議する。 

 縦断図、横断図により凹凸等の形状を面的に把握するのに支障がない場合は、監督

職員と対応を協議したうえで管理図面とする。  
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2.10  データ管理 

取得データは、測線毎に補正とノイズ処理を行った計測データ結果を対象区域全体でとりま

とめ、水平位置と高さを記録した３次元点群データとして保存する。正データ（３次元点群デ

ータ）のほか、各種補正データなどをとりまとめ保存するものとする。 

 

【解説】 

 

(1) データの保存 

取得オリジナルデータ（３次元点群データ）のほか、各種補正データなどをメタデータと

してとりまとめ、保存するものとする。 

 

(2) データの変換 

収録データ（３次元点群データ）は、一般的に使用される点群処理ソフトウェアで読み込

み可能な形式と想定される平面位置（x,y）と、基準面からの高さ（z）（３次元設計データ

に使用する際は、水深値には z に－（マイナス）符号を 加える必要がある。）を記録した

スペース区切り、あるいはカンマ区切りのテキスト形式で保存するものとする。 

この際の保存するデータは、データの並び順は、数学座標の x,y（測量座標の y,x）,z と

し、z は C.D.L= ±0 を基準として、基準下はマイナス、基準上はプラス表記とする。 
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第 1章  浚渫工 

 

1.1  面管理 

 

1.1.1  計測性能および精度管理 

マルチビーム測深に関する以下の計測性能の確認、精度管理を行わなければならない。 

(1) GNSS 精度確認 

・「平成 14 年海上保安庁告示第 102 号」水路測量における測定または調査の方法に関

する告示の『水平位置の測定の誤差の限度』による。 

(2) 測深データの精度確認 

・検測（水路測量業務準則施行細則」における測深精度の検証） 

・精度管理 

(3) 取得点密度 

3点以上/1.0m 平面格子、達成率 99％以上（CUBE 処理によらない） 

5点以上/1グリッド、達成率 95％以上（CUBE処理による） 

ただし、海象条件や特殊な地形などの諸条件より、上記の精度・性能を満たすことが難

しいと判断される場合は、特記仕様書にて変更することができる。 

 

【解説】 

 

(1) GNSS 精度確認 

測深時に使用する基準点測量、海上測位方法に関して、十分な精度を有していなければな

らない。 

GNSS は、測量実施前に精度確認を行い、「平成 14 年海上保安庁告示第 102 号」水路測量

における測定または調査の方法に関する告示の『水平位置の測定の誤差の限度』を満たして

いることを確認しなければならない。 

なお、浚渫工において CUBE 処理を行う場合は、原則としてネットワーク型 RTK 法または

後処理キネマティック法もしくは同等以上の測定精度の手法を用いなければならない。 

精度確認の結果は、本要領の「巻末資料」（資料 2）に示す様式「GNSS 精度確認結果」に

取りまとめる。 

 

【参考】 

本章では使用する GNSS の測位方法について規定していない。しかし、出来形管理基準を

満たすためには最終点群データが適切に再現可能な精度が確保できる測位精度を有するシ

ステムを使用する必要がある。使用する GNSS 機器は、使用にあたり発注者の承諾を事前に

受けることが一般的である。 

 

(2) 測深データの精度確認 

マルチビームを用いた深浅測量の測定結果を検定するために、音響ビームの重複部のデ

ータによる比較や、照査線（各測深線と交差する測深線）を計画し交差するデータとの比較

検証を行い、規定の精度を確認するものとする。  
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① 検測 

 

i) データの検証方法 

収録データの検証は、「水路測量業務準則施行細則」で定められた測深精度の検証方

法のとおりとし、測定誤差の限度は、「平成 14 年 海上保安庁告示第 102 号」で定めら

れたとおりとする。照査線の間隔は、測深線間隔の 15 倍を標準とする。ただし、海象

条件や特殊な地形などの諸条件により、基準を満たすことができなかった場合は、監

督職員と対応を協議する。 

「水路測量業務準則施行細則」における測深精度の検証の方法を示す。 

 

 

② 精度管理 

i) バイアス値の算出 

バイアス値は、パッチテストにより求める。パッチテストは複数の測深結果を統計

的に処理し、重複する箇所での地形再現性からバイアス値を求めるものである。 

なお、浚渫工において CUBE 処理を行う場合には、送受波器の各種バイアス値が 0.01

度位まで求められていなければならない。 

パッチテストにより求められたバイアス値は、マルチビーム測深システム点検簿に

記入すると共に解析ソフトウェアに入力し適用する。 

 

ii) 測深値の補正用データ 

マルチビーム測深機により測深したデータについては、海上測位データとの関係づ

け、水中音速度、潮位、動揺データ等で補正を行うため、必要な精度で必要な情報が

取得されていなければならない。各測深点データを標準化するデータ解析には、解析

ソフトウェアを使用するが、測深データおよび測深時の補正データがソフトウェア上

に適切に読み込まれていることを確認する必要がある。 

  

第８章 水深測量 

第２節 測深の方法 

３．スワス音響測深機 

(1) スワス音響測深機の精度は、第 1 項第 2 号の基本性能を満たすとともに次の精度を満

たすものとする。 

ハ ビームフォーミングによる測深精度は砂地の平坦な海底を利用して測量船を停船さ

せ 200 ピング以上を取得し、そのビーム毎の水深の平均から標準偏差を算出し、標

準偏差の 2 倍(誤差)の値が告示別表二の事項「水深」の項目「深さの測定の誤差の

限度」以内であること。 

 

第３節 測深作業 

３．スワス音響測深機 

(4) スワス音響測深機による測深作業は、第 1 号および本号の規定によるほか次による。 

イ 現地作業における測深精度を検証するため、起伏のある海域において、左右のビー

ムが 100％重複するように 2 本の平行な測深線（井桁のような測深線）を走行（以

下「井桁走行」という）し、1 日 1 回以上データを取得するものとする。ただし送受

波機が船底装備となっている場合は、測量作業毎に最低１回の実施でよい。  
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iii) 測深精度管理チェックシートの作成 

各機器の設定が的確に行われていること、各種補正データが適切に反映されている

ことを確認するために「測深精度管理チェックシート」を作成する。測深精度管理チ

ェックシートには、GNSS 精度確認結果、マルチビーム測深システム点検簿（オフセッ

ト値、パッチテスト結果等を含む）、各種補正記録簿（音速度測定記録、検潮記録）、

測深精度管理表（照査線による検測結果）を添付するものとする。 

チェックシートについては、本要領の「参考資料」（資料 2）に示す様式「測深精度

管理チェックシート」を参照すること。 

 

(3) 取得点密度 

取得点密度は、表 1.1-1 のとおりとする。 

なお、 海象条件や特殊な地形などの諸条件により、取得点密度を満たすことができなか

った場合は、監督職員と対応を協議する。 

 

表 1.1-1 CUBE 水深のグリッドサイズ 

工種 管理区分 処理区分 取得点密度 

浚渫工 面管理 CUBE 処理によらない 3 点以上/1.0m 平面格子 

達成率 99%以上 

CUBE 処理による 5 点以上/1 グリッド 

※グリッドサイズは下表参照 

達成率 95％以上 

 

※CUBE 水深のグリッドサイズ 

水深区分 グリッドサイズ 

0～10m 0.25m 

10～20m 0.5m 

20～30m 1.0m 
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第 2章  基礎工 

 

2.1  面管理 

2.1.1  計測性能および精度管理 

マルチビーム測深に関する以下の計測性能の確認、精度管理を行わなければならない。 

(1) GNSS 精度確認 

・「平成 14 年海上保安庁告示第 102 号」水路測量における測定または調査の方法に関

する告示の『水平位置の測定の誤差の限度』による。 

(2) 測深データの精度確認 

(3) 取得点密度 

3点以上/1.0m 平面格子、達成率 99％以上 

 

【解説】 

計測性能および精度管理の詳細は、「第 1 章 浚渫工」を参照のこと。 

ただし、「(2) 測深データの精度確認」については、水路測量に関係する事項を除くものと

する。 
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2.2  施工履歴データを用いた管理 

2.2.1  計測性能および精度管理 

施工履歴データによる出来形計測で利用する重錘式均し機の施工管理システムは、下記の測

定精度と同等以上の性能を有し、適正な精度管理が行われている機器であること。受注者は、

本要領にもとづいて出来形管理を行う場合は、利用する施工履歴データの精度について、監督

職員に提出する。 

以下に、出来形管理で利用する施工履歴データに要求される精度基準を示す。 

【施工管理システムの計測精度】鉛直(z)：±20mm 以内 

 

【解説】 

(1) 計測性能 

計測位置の取得精度は、下記の要因等により変化すると考えられている。 

・自動追尾式 TS の位置精度 

・自動追尾式 TS および計測対象物の寸法計測誤差 

・プリズムの取付け不良およびガタツキ 

・ソフト処理上の丸め誤差 

 

様々な誤差要因が考えられるため、現場における計測精度確認試験により精度管理を行

う必要がある。重錘式均し機の施工管理システムの管理が適正に行われていることを確認

するため、着工前に本要領の「参考資料」（資料 4）に示す様式「計測精度確認試験実施手順

書および試験結果報告書」に従い、計測精度確認試験（キャリブレーション）を実施し、そ

の結果について、様式「計測精度確認試験結果報告書」を用いて記録する。記録結果は、監

督職員の求めに応じ提出できるように保管する。 

 

なお、自動追尾式 TS 本体は国土地理院 3 級以上あるいは、同等以上の計測性能を有する

こととする。自動追尾式 TS の計測性能は、国土地理院 3 級以上の認定品であることを示す

メーカーのカタログあるいは機器仕様書で確認することができる。また、国土地理院におい

て測量機器の検定機関として登録された第三者機関の発行する検定証明書、およびこれに

準ずる日本測量機器工業会規格 JSIMA101/102 による適合区分 B 以上であることを証明す

る検査成績書等により、国土地理院が定める測量機器分類の 3 級以上であることが明記さ

れている場合は 3 級と同等以上と見なすことができ、国土地理院による登録は不要である。 

 

国土地理院で規定がない自動追尾式 TS を利用する場合は、本要領の「参考資料」（資料 4）

に示す様式「自動追尾式 TS の計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書」に示す

計測精度確認試験を実施し、その結果については、様式「自動追尾式 TS の計測精度確認試

験結果報告書」を用いて記録する。記録結果は監督職員に提出する。 

 

(2) 精度管理 

自動追尾式 TS の精度管理が適正に行われていることを確認する書類を提出する。 

例えばメーカーの推奨期間内に実施されたうえで第三者機関が発行する有効な試験成績

書または検査成績書、あるいはメーカーが発行する校正証明書で確認することができる。 
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第 3章  ブロック据付工 

 

3.1  面管理 

3.1.1  計測性能および精度管理 

消波ブロック据付工の出来形管理で利用する UAV を用いた計測では、下記の計測性能を有

し、適正な精度管理が行われている機器であること。受注者は、本要領にもとづいて出来形管

理を行う場合は、利用する UAVを用いた計測を実施するための機器の性能について監督職員に

提出すること。以下に、計測性能を示す。 

【UAV 写真測量の場合（標準）】 

・点密度  ：100 点／㎡以上 

・位置精度  ：0.05m 以内 

・地上画素寸法 ：0.01m 以内 

【UAV レーザー計測の場合（標準）】 

・点密度  ：100 点／㎡以上 

・位置精度  ：±5cm（全ての調整用基準点における較差） 

 

【解説】 

 

(1) 消波ブロック据付（水上部）の出来形管理 

精度検証は、以下の資料に従い精度の検証を実施し、実施結果を本要領の「参考資料」（資

料 3）に示す様式「精度確認試験結果報告書」に記録する。 

・「作業規程の準則」 

・「UAV 搭載型レーザースキャナを用いた公共測量マニュアル（案）」 

なお、UAV 写真測量における地上画素寸法や要求精度、UAV レーザー計測における要求点

密度や要求精度は、表 3.1-1～表 3.1-2 のとおりとする。 

 

① UAV 写真測量 

UAV 写真測量を行う場合の位置精度は、「作業規程の準則」にもとづき表 3.1-1 のとお

りとし、位置精度 0.05m 以内、地上画素寸法 0.01m 以内を標準とする。標準以外の位置

精度等を採用する場合は、監督職員と協議を行い決定する。 

取得点密度は、表 3.1-2 に示す UAV レーザー計測の要求点密度と同等の「100 点／㎡

以上」とするが、これにより難い場合には、監督職員と協議を行い決定する。 

 

表 3.1-1 位置精度と地上画素寸法 

位置精度 地上画素寸法 備考 

0.05m 以内 0.01m 以内 標準とする 

0.10m 以内 0.02m 以内  

0.20m 以内 0.03m 以内  

作業規程の準則 第 4 編 地形測量および写真測量（三次元点群測量） 第 3 章 UAV 写真点群測量 
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② UAV レーザー計測 

UAV レーザー計測を行う場合の点密度と位置精度は、「UAV 搭載型レーザースキャナを

用いた公共測量マニュアル（案）」にもとづき、表 3.1-2 を標準とする。 

なお、これにより難い場合には、監督職員と協議を行い決定する。 

 

表 3.1-2 要求点密度と精度 

点密度 精度（標準値） 

100 点／㎡以上 全ての調整用基準点における較差±5cm 以内 

「UAV 搭載型レーザースキャナを用いた公共測量マニュアル（案）」 
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3.2  ブロック据付の完成形状の把握 

 

3.2.1  計測性能・精度管理 

ブロック据付工の完成形状の把握におけるマルチビーム計測または UAVを用いた計測では、

下記の計測性能を有し、適正な精度管理が行われている機器であること。 

 

【解説】 

 

(1) 水中部 

水中部の計測性能・精度管理については、「第 1 章 浚渫工」を参考とするものとし、実施

結果を本要領の「参考資料」（資料 2）に示す様式「測深精度管理チェックシート」に記録す

る。 

ただし、水路測量に関係する事項を除くものとする。 

 

(2) 水上部 

精度検証は、以下の資料に従い精度の検証を実施し、実施結果を本要領の「参考資料」（資

料 3）に示す様式「精度確認試験結果報告書」に記録する。 

なお、UAV 写真測量における地上画素寸法や要求精度、UAV レーザー計測における要求点

密度や要求精度については、以下の要領を参照して決定すること。 

・「作業規程の準則」 

・「UAV 搭載型レーザースキャナを用いた公共測量マニュアル（案）」 
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第 4章  海上地盤改良工（床掘工・置換工） 

 

4.1  面管理 

 

4.1.1  計測性能および精度管理 

マルチビーム測深に関する以下の計測性能の確認、精度管理を行わなければならない。 

(1) GNSS 精度確認 

「平成 14 年海上保安庁告示第 102 号」水路測量における測定または調査の方法に

関する告示の『水平位置の測定の誤差の限度』による。 

(2) 測深データの精度確認 

(3) 取得点密度 

3点以上/1.0m 平面格子、達成率 99％以上 

 

【解説】 

計測性能および精度管理の詳細は、「第 1 章 浚渫工」を参照のこと。 

ただし、「(2) 測深データの精度確認」については、水路測量に関係する事項を除くものと

する。 
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4.2  施工履歴データを用いた管理 

 

4.2.1  計測性能および精度管理 

使用するグラブ浚渫船本体は下記の測位精度と同等以上の性能を有し、適正な精度管理が行

われていること。受注者は、本要領にもとづいて出来形管理を行う場合は、利用する出来形管

理データの精度について、監督職員に提出する。 

精度が確保できない場合には、他の機器で再確認するか、従来の管理方法の採用を検討する。 

【施工管理システムの計測精度】 

施工管理システムにおける水平位置の精度は、海上地盤改良工に係るマルチビーム計

測における GNSS の水平位置の精度を準じるものとし、「平成 14 年海上保安庁告示第 102

号」水路測量における測定または調査の方法に関する告示の『水平位置の測定の誤差の限

度』による。 

 

【解説】 

 

(1) 計測性能 

グラブ浚渫船の位置の計測精度は、下記の要因等により変化すると考えられている。 

・RTK-GNSS の位置精度 

・ソフト処理上の丸め誤差 

様々な誤差要因が考えられるため、現場における計測精度確認試験により精度管理を行

う必要がある。 

 

(2) 精度管理 

グラブ浚渫船の施工管理システムの管理が適正に行われていることを確認するため、着

工前に本要領の「参考資料」（資料 5）に示す様式「計測精度確認試験実施手順書および試

験結果報告書」に従い、計測精度確認試験（キャリブレーション）を実施し、その結果につ

いては、様式「計測精度確認試験結果報告書」を用いて記録する。結果については、監督職

員の求めに応じ提出できるように保管する。 

なお、施工管理システムに係る計測機器は、例えば、メーカーの推奨期間内に実施された

うえで第三者機関が発行する有効な試験成績書または検査成績書、あるいはメーカーが発

行する校正証明書、その他製造メーカーによる機器の作動点検等の記録で確認することが

できる。 
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第 5章  本体工（ケーソン据付工） 

 

5.1  施工管理システムを用いた管理 

 

5.1.1  計測性能および精度管理 

出来形管理データによる出来形計測で利用する ICT 機器本体は下記の測定精度と同等以上

の性能を有し、適正な精度管理が行われている機器であること。受注者は、本要領にもとづい

て出来形管理を行う場合は、利用する出来形管理データの精度について、監督職員に提出する。 

以下に、出来形管理で利用する出来形管理データに要求される精度基準を示す。 

・TS  ：平面座標 ±20mm以内 標高差 ±20mm 以内 

・GNSS ：平面座標 ±20mm以内 標高差 ±30mm 以内 

精度が確保できない場合には、他の機器で再確認するか、従来の管理方法の採用を検討する。 

注）国土交通省 公共測量作業規程参照 

 

【解説】 

 

(1) 計測性能 

ICT 機器の位置の計測精度は、下記の要因等により変化すると考えられている。 

①TS または RTK-GNSS の位置精度 

②TS、RTK-GNSS および角度センサー位置間の寸法計測誤差 

③角度センサーによる出力精度 

④ソフト処理上の丸め誤差 

様々な誤差要因が考えられるため、現場における計測精度確認試験により精度管理を行

う必要がある。 

 

(2) 精度管理 

ICT 機器の管理が適正に行われていることを確認する書類を提出する。例えば、メーカー

の推奨期間内に実施されたうえで第三者機関が発行する有効な試験成績書または検査成績

書、あるいはメーカーが発行する校正証明書、その他製造メーカーによる機器の作動点検等

の記録で確認することができる。 

 

(3) 事前の計測精度確認 

ICT 機器を用いた施工に着手する前に、本要領の「参考資料」（資料 6）に示す様式「計測

精度確認試験実施手順書および試験結果報告書」に従って計測精度確認試験を実施し、その

結果については、様式「計測精度確認試験結果報告書」を用いて記録し、提出する。 

 

 

 



参考資料 

チェックシート・精度管理表等



 

 

 

 

番号 資料名 工種 区分

資料 1 ３次元設計データチェックシート

資料1-1 ３次元設計データチェックシート 海上地盤改良工

資料1-2 ３次元設計データチェックシート 基礎工、ブロック据付工

資料1-3 ３次元設計データチェックシート 基礎工、海上地盤改良工 施工履歴データ

資料 2 マルチビーム計測に係る測深精度管理チェックシート

資料2-1 測深精度管理チェックシート

（測深精度管理チェックシートに添付する資料）

資料2-2-1 GNSS精度確認結果

資料2-2-2 マルチビーム測深システム点検簿

資料2-2-3 音速度測定簿

資料2-2-4 検潮記録簿

資料2-2-5 マルチビーム測深精度管理表①

（CUBE処理を行う場合に参考となる設定項目等）

資料2-3-1 補再測確認シート

資料2-3-2 CUBE処理設定確認シート

資料2-3-3 CUBE処理チェックシート

資料 3 UAVを用いた計測に係る精度確認試験

資料3-1-1 カメラキャリブレーションおよび精度確認試験結果報告書

資料3-1-2 レーザー測量精度確認試験結果報告書

資料 4 施工履歴データを用いた管理（基礎工）に係るチェックシート等

資料4-1 施工目標位置データチェックシート

（計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書）

資料4-2-1 計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書

資料4-2-2 計測精度確認試験結果報告書

（自動追尾式TSの計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書）

資料4-3-1 自動追尾式TSの計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書

資料4-3-2 自動追尾式TSの計測精度確認試験結果報告書

資料 5 施工履歴データを用いた管理（海上地盤改良工）に係るチェックシート等

資料5-1 施工目標位置データチェックシート

（計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書）

資料5-2-1 計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書

資料5-2-2 計測精度確認試験結果報告書

資料 6 施工管理システムを用いた管理（本体工）に係るチェックシート等

資料6-1 据付目標位置データチェックシート

（計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書）

資料6-2-1 計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書

資料6-2-2 計測精度確認試験結果報告書

施工履歴データ

海上地盤改良工

基礎工

施工管理システム

施工履歴データ

本体工

ブロック据付工 UAVを用いた計測

面管理

マルチビーム計測

浚渫工、
基礎工、
海上地盤改良工、
ブロック据付工

浚渫工



参考資料 チェックシート・精度管理表等 

目次 

資料 1 ３次元設計データチェックシート ........................................... 1 
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参考-1 

資料 1 ３次元設計データチェックシート 

 

資料1-1  ３次元設計データチェックシート（浚渫工、海上地盤改良工／面管理） 

 

日  付：   年  月  日 

業 務 名：           

受注機関：           

作 成 者：           

 

３次元設計データチェックシート 

項  目 
対
象 

内  容 

点

検

結

果 

1）平面線形 
全
延
長 

①起点・終点の座標は正しいか  

②法面余掘、底面余掘等の変化点の座標は正しいか  

③その他、構造物等の座標は正しいか  

2) 縦断面形状 
全
延
長 

①縦断面形状の起点・終点の水深は正しいか  

②縦断変化点の水深は正しいか  

③その他、構造物等の水深は正しいか  

3) 横断面形状 
全
延
長 

①横断面形状の起点・終点の位置は正しいか  

②作成した横断面形状は正確に反映されているか  

③法面余掘幅、底面余掘厚等、水深は正しいか  

4) ３次元 

設計データ 

３
次
元 

①入力した 1)～3)の幾何形状と出力する３次元設

計データは同一となっているか 
 

 

※1 各チェック項目について、チェック結果欄に○または×を記すこと。 

※2 上記を確認した際に用いた下記資料もあわせて提出すること。 

 ・数量算出断面資料 

 ・平面図 

 ・縦断図 

 ・横断図 

※上記以外に分かりやすい資料がある場合は、これに替えることができる。 

 

 

 

  



参考-2 

資料1-2  ３次元設計データチェックシート（基礎工、ブロック据付工／面管理） 

 

日  付：   年  月  日 

工 事 名：           

受注機関：           

作 成 者：           

 

３次元設計データチェックシート 

項  目 
対
象 

内  容 

点

検

結

果 

1）平面線形 
全
延
長 

①起点・終点の座標は正しいか  

②変化点の座標は正しいか  

③その他、構造物等の座標は正しいか  

2) 縦断線形 
全
延
長 

①起点・終点の高さは正しいか  

②変化点の高さは正しいか  

③その他、構造物等の高さは正しいか  

3) 横断形状 
全
延
長 

①起点・終点の位置は正しいか  

②作成した横断形状は正確に反映されているか  

③天端幅、高さ、勾配は正しいか  

4) ３次元 

設計データ 

３
次
元 

①入力した 1)～3)の幾何形状と出力する３次元設計デ

ータは同一となっているか 
 

 

※1 各チェック項目について、チェック結果欄に○または×を記すこと。 

※2 上記を確認した際に用いた下記資料もあわせて提出すること。 

 ・数量算出断面資料 

 ・平面図 

 ・縦断図 

 ・横断図 

※上記以外に分かりやすい資料がある場合は、これに替えることができる。 
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資料1-3  ３次元設計データチェックシート（施工履歴データを用いた管理） 

 

令和  年  月  日 

工 事 名：            

受注者名：            

作 成 者：            

 

 

３次元設計データチェックシート 

 

※1 各チェック項目について、チェック結果欄に“○”を記すこと。 

※2 該当項目のデータ入力がない場合は、チェック結果に“－”と記すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項  目 対象 内  容 
チェック 

結果 

1) 基準点お

よび 

基準面 

全点 

・監督職員の指示した基準点、基準面を使用しているか？  

・工事基準点、工事基準面の名称は正しいか？  

・座標は正しいか？  

2）平面線形 全延長 

・起終点の座標は正しいか？  

・変化点の座標は正しいか？  

・各測点の座標は正しいか  

3) 縦断線形 全延長 
・線形の起終点の測点、水深は正しいか？  

・縦断変化点の測点、水深は正しいか？  

4) 出来形 

横断面形

状 

全延長 
・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か？  

・基準高、幅、法長は正しいか？  

5) ３次元設

計 

データ 

全延長 
・入力した 1)～4)の幾何形状と出力する３次元設計データは

同一となっているか 
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資料 2 マルチビーム計測に係る測深精度管理チェックシート 

 

資料2-1  測深精度管理チェックシート 

 

 

 

 

  

【
深

浅
測

量
精

度
管

理
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

】
（
期

間
：
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
～

　
　

年
　

　
月

　
　

日
）

印
　

【
浚

渫
工

】
　

マ
ル

チ
ビ

ー
ム

を
用

い
た

深
浅

測
量

が
適

切
に

行
わ

れ
、

測
深

結
果

が
必

要
精

度
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

備
考

確
認

日
確

認
者

確
認

結
果

（
コ

メ
ン

ト
）

実
際

に
使

用
し

た
機

器
で

あ
る

／

観
測

基
準

点
の

既
知

座
標

値
と

観
測

平
均

座
標

値
の

差
が

示
さ

れ
て

い
る

／

最
終

成
果

を
作

成
す

る
に

当
た

り
十

分
な

精
度

を
有

し
て

い
る

／

必
要

な
時

間
、

デ
ー

タ
数

が
観

測
さ

れ
て

い
る

／

記
入

に
漏

れ
が

な
い

／

マ
ル

チ
ビ

ー
ム

測
深

機
お

よ
び

周
辺

機
器

が
適

切
に

艤
装

さ
れ

て
い

る
／

各
計

測
機

器
の

位
置

関
係

が
適

切
に

計
測

・
記

載
さ

れ
て

い
る

／

パ
ッ

チ
テ

ス
ト

結
果

が
正

し
く
記

録
さ

れ
て

い
る

／

必
要

水
深

ま
で

の
計

測
が

出
来

て
い

る
／

グ
ラ

フ
が

な
め

ら
か

で
異

常
値

が
含

ま
れ

て
い

な
い

／

適
切

な
間

隔
で

記
録

が
計

測
さ

れ
て

い
る

／

作
業

開
始

時
刻

か
ら

終
了

時
刻

ま
で

の
記

録
が

記
入

さ
れ

て
い

る
／

港
湾

管
理

者
が

定
め

る
港

湾
管

理
用

基
準

面
か

ら
の

潮
位

で
あ

る
／

潮
位

変
動

が
な

め
ら

か
で

有
り

、
極

端
な

変
動

（
ス

パ
イ

ク
的

な
エ

ラ
ー

）
や

副
振

動
が

無
い

／

適
切

な
間

隔
で

検
測

が
行

わ
れ

て
い

る
／

検
測

と
の

差
が

海
上

保
安

庁
告

示
1
0
2
号

に
定

め
ら

れ
た

誤
差

以
内

で
あ

る
／

マ
ル

チ
ビ

ー
ム

シ
ス

テ
ム

点
検

簿

工
事

名
：

G
N

S
S
精

度
確

認
結

果
１

．
使

用
す

る
G

N
S
S
の

測
位

精
度

確
認

結
果

２
．

測
深

機
器

の
取

付
状

況

品
質

証
明

者
：

確
認

内
容

確
認

項
目

確
認

資
料

５
．

測
深

精
度

検
測

（
測

深
精

度
）
管

理
表

４
．

潮
位

記
録

検
潮

記
録

３
．

水
中

音
速

度
の

計
測

結
果

水
中

音
速

度
測

定
簿
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資料2-2  測深精度管理チェックシートに添付する資料 

 

資料2-2-1 GNSS 精度確認結果 
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資料 2-2-1 GNSS 精度確認結果 
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資料2-2-2 マルチビーム測深システム点検簿 

 

  

工 事 名 ：

実 施 年 月 日 ：

単位：m 前方(X) 右舷(Y) 下方(Z)

水中ヘッド

動揺計測装置

RTK-GNSS

※右舷がX軸、前方がY軸のプラス方向

単位：m 前方(X) 右舷(Y) 下方(Z)

動揺計測装置⇒基準アンテナ

※慣性ジャイロは前方がX軸、右舷がY軸のプラス方向

前方または右舷

　 ＜メ　モ＞

単位：m

基準アンテナ⇒第２アンテナ

機器配置図

２．マルチビーム測深システム点検簿

インストレーションの測定

各機器の艤装状況（installation offsets）

艤装状況図

慣性ジャイロ Instllation1

慣性ジャイロ Instllation2

動揺計測装置

GPS原点は底面ネジ

切部より上方○cm

垂直方向

前方方向

前方方向

ソナー原点

は後方○cm

右舷方向
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資料2-2-3 音速度測定簿 

 

 

  

現場名： ○○港
日 　付：

記帳者： ○○　○○

1.00 1440.640
2.00 1440.230
3.00 1439.970
4.00 1439.410
5.00 1439.170
6.00 1439.100
7.00 1439.080
8.00 1439.070
9.00 1439.070

10.00 1439.040
11.00 1439.040
12.00 1439.030
13.00 1439.020
14.00 1439.020
15.00 1439.040
16.00 1439.030
17.00 1439.030
18.00 1438.990
19.00 1439.000

○○株式会社

３．音速度測定簿

水深
(m)

音速度
(m/s)

平成○○年×月×日

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

1540 1545 1550

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

1430 1435 1440 1445 1450

水深(m)

音速度(m/s)
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資料2-2-4 検潮記録簿 

 
 

 

  

４．検潮記録簿

観測値 校正値 観測値 校正値 観測値 校正値

5:00 0.53 0.52 10:00 -0.71 -0.71 15:00

T.P.＝±0.00 5:10 0.50 0.49 10:10 -0.72 -0.72 15:10

(m) 5:20 0.46 0.45 10:20 -0.73 -0.72 15:20

時刻 潮高(m) 5:30 0.42 0.41 10:30 -0.73 -0.72 15:30

0:00 5:40 0.37 0.37 10:40 -0.71 -0.71 15:40

1:00 5:50 0.31 0.32 10:50 -0.71 -0.70 15:50

2:00 6:00 0.27 0.28 11:00 -0.70 -0.69 16:00

3:00 6:10 0.22 0.23 11:10 -0.67 -0.67 16:10

4:00 6:20 0.18 0.18 11:20 -0.65 -0.65 16:20

5:00 6:30 0.13 0.13 11:30 -0.63 -0.63 16:30

6:00 6:40 0.06 0.07 11:40 -0.60 -0.60 16:40

7:00 6:50 0.02 0.02 11:50 -0.56 -0.56 16:50

8:00 7:00 -0.04 -0.03 12:00 -0.53 -0.53 17:00

9:00 7:10 -0.09 -0.09 12:10 -0.49 -0.49 17:10

10:00 7:20 -0.14 -0.14 12:20 -0.45 -0.45 17:20

11:00 7:30 -0.21 -0.19 12:30 -0.39 -0.40 17:30

12:00 7:40 -0.25 -0.24 12:40 -0.34 -0.35 17:40

13:00 7:50 -0.29 -0.29 12:50 -0.29 -0.30 17:50

14:00 8:00 -0.34 -0.34 13:00 -0.24 -0.25 18:00

15:00 8:10 -0.38 -0.39 13:10 -0.20 -0.20 18:10

16:00 8:20 -0.43 -0.43 13:20 -0.15 -0.14 18:20

17:00 8:30 -0.48 -0.48 13:30 -0.09 -0.09 18:30

18:00 8:40 -0.51 -0.52 13:40 -0.04 -0.03 18:40

19:00 8:50 -0.55 -0.55 13:50 0.03 0.03 18:50

20:00 9:00 -0.58 -0.59 14:00 0.08 0.08 19:00

21:00 9:10 -0.62 -0.62 14:10 0.13 0.14 19:10

22:00 9:20 -0.64 -0.64 14:20 0.19 0.20 19:20

23:00 9:30 -0.67 -0.67 14:30 0.26 0.25 19:30

計 9:40 -0.69 -0.68 14:40 0.32 0.31 19:40

平均 9:50 -0.69 -0.70 14:50 0.36 0.36 19:50

ｈ ｍ ｍ ｈ ｍ ｍ

ｈ ｍ ｍ ｈ ｍ ｍ

ＭＥＭＯ 読取者 校正者 ○

現場名： ○○地形測量

検潮所： △△検潮所 ○

株

式

会

社

潮位基準面

高　　　潮 低　　　潮

○○ ××

平成○○年×月×日
時刻

潮高（ｍ）
時刻

潮高（ｍ）
時刻

潮高（ｍ）
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資料2-2-5 マルチビーム測深精度管理表 

 

マルチビーム測深精度確認表（照査線） 

 

  

実施測線 Co.○○ 点検者: ○○　○○

測定誤差の限度：海上保安庁告示第102号のとおり

較差

本測 照査線 本測-照査線

15 -5.140 -5.240 0.10 OK

20 -6.740 -6.709 -0.03 OK

25 -7.940 -7.876 -0.06 OK

30 -8.740 -8.763 0.02 OK

35 -9.140 -9.138 0.00 OK

40 -9.340 -9.335 -0.01 OK

45 -9.540 -9.514 -0.03 OK

50 -9.640 -9.641 0.00 OK

55 -9.740 -9.773 0.03 OK

60 -9.840 -9.913 0.07 OK

65 -10.140 -10.134 -0.01 OK

70 -10.540 -10.521 -0.02 OK

75 -11.040 -11.067 0.03 OK

80 -11.840 -11.806 -0.03 OK

85 -12.740 -12.710 -0.03 OK

90 -13.740 -13.747 0.01 OK

95 -14.640 -14.633 -0.01 OK

100 -14.940 -14.997 0.06 OK

105 -15.140 -15.215 0.08 OK

110 -15.140 -15.262 0.12 OK

115 -15.240 -15.367 0.13 OK

120 -15.340 -15.405 0.06 OK

125 -15.440 -15.489 0.05 OK

130 -15.540 -15.595 0.06 OK

135 -15.640 -15.667 0.03 OK

140 -15.640 -15.666 0.03 OK

145 -15.640 -15.709 0.07 OK

150 -15.640 -15.770 0.13 OK

155 -15.740 -15.795 0.06 OK

160 -15.740 -15.809 0.07 OK

165 -15.740 -15.861 0.12 OK

170 -15.840 -15.905 0.06 OK

175 -15.840 -15.890 0.05 OK

180 -15.840 -15.919 0.08 OK

185 -15.840 -15.950 0.11 OK

190 -16.040 -16.052 0.01 OK

195 -16.040 -16.080 0.04 OK

200 -16.140 -16.162 0.02 OK

205 -16.140 -16.185 0.05 OK

210 -16.140 -16.192 0.05 OK

215 -16.140 -16.209 0.07 OK

220 -16.240 -16.260 0.02 OK

225 -16.240 -16.256 0.02 OK

230 -16.240 -16.262 0.02 OK

235 -16.240 -16.335 0.09 OK

240 -16.340 -16.419 0.08 OK

245 -16.540 -16.524 -0.02 OK

250 -16.540 -16.580 0.04 OK

255 -16.540 -16.580 0.04 OK

260 -16.640 -16.684 0.04 OK

265 -16.640 -16.710 0.07 OK

水深
始点からの距離 判定
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資料 2-2-5 マルチビーム測深精度管理表② 

 
 

 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 0.05 0.16 0.09 0.04 0.13 0.14 0.14 0.16 0.05 0.02 0.16 0.03 0.10 0.11 0.11 0.05 0.23 0.11 0.11 0.16 0.09

1 0.10 0.11 0.13 0.04 0.10 0.06 0.14 0.14 0.09 0.14 0.11 0.09 0.12 0.18 0.14 0.16 0.17 0.12 0.17 0.05 0.11

2 0.14 0.16 0.04 0.16 0.03 0.08 0.04 0.14 0.11 0.13 0.11 0.08 0.25 0.11 0.04 0.14 0.05 0.04 0.11 0.09 0.09

3 0.11 0.11 0.15 0.12 0.17 0.13 0.15 0.14 0.12 0.11 0.06 0.17 0.04 0.15 0.17 0.15 0.04 0.10 0.17 0.17 0.14

4 0.04 0.13 0.08 0.12 0.08 0.14 0.17 0.17 0.14 0.14 0.11 0.12 0.14 0.07 0.14 0.17 0.05 0.01 0.07 0.11 0.15

5 0.13 0.13 0.00 0.12 0.08 0.15 0.16 0.14 0.12 0.13 0.10 0.05 0.18 0.09 0.05 0.05 0.05 0.11 0.05 0.03 0.08

6 0.06 0.09 0.08 0.14 0.10 0.14 0.06 0.11 0.10 0.11 0.06 0.23 0.10 0.07 0.04 0.08 0.17 0.12 0.15 0.12 0.03

7 0.07 0.14 0.12 0.06 0.15 0.07 0.17 0.12 0.09 0.14 0.07 0.07 0.08 0.05 0.03 0.06 0.16 0.13 0.07 0.12 0.09

8 0.05 0.14 0.09 0.13 0.06 0.04 0.17 0.14 0.10 0.29 0.06 0.13 0.10 0.17 0.12 0.10 0.17 0.16 0.11 0.10 0.12

9 0.09 0.04 0.10 0.03 0.05 0.11 0.13 0.15 0.12 0.14 0.11 0.16 0.06 0.13 0.08 0.11 0.09 0.12 0.08 0.13 0.11

10 0.24 0.14 0.13 0.13 0.16 0.06 0.13 0.14 0.15 0.09 0.12 0.15 0.14 0.09 0.14 0.11 0.14 0.06 0.18 0.10 0.21

11 0.14 0.13 0.13 0.09 0.16 0.17 0.18 0.13 0.15 0.09 0.14 0.07 0.14 0.11 0.12 0.10 0.05 0.07 0.13 0.05 0.10

12 0.12 0.09 0.12 0.17 0.14 0.15 0.12 0.15 0.15 0.10 0.07 0.08 0.11 0.16 0.15 0.08 0.18 0.08 0.15 0.12 0.14

13 0.18 0.17 0.15 0.08 0.18 0.12 0.17 0.12 0.09 0.13 0.18 0.11 0.07 0.12 0.05 0.14 0.05 0.14 0.14 0.14 0.09

14 0.07 0.07 0.14 0.13 0.12 0.16 0.15 0.10 0.06 0.09 0.09 0.16 0.10 0.17 0.14 0.07 0.05 0.17 0.14 0.15 0.12

15 0.11 0.14 0.11 0.12 0.17 0.13 0.11 0.12 0.13 0.07 0.10 0.13 0.14 0.07 0.12 0.14 0.12 0.14 0.10 0.11 0.09

16 0.14 0.11 0.10 0.08 0.14 0.11 0.04 0.16 0.18 0.07 0.11 0.14 0.07 0.12 0.18 0.11 0.09 0.12 0.18 0.13 0.17

17 0.11 0.05 0.18 0.07 0.17 0.11 0.14 0.06 0.13 0.17 0.12 0.06 0.07 0.14 0.15 0.18 0.14 0.18 0.07 0.14 0.15

18 0.14 0.11 0.16 0.04 0.27 0.14 0.15 0.08 0.12 0.12 0.08 0.11 0.12 0.04 0.11 0.13 0.09 0.15 0.14 0.29 0.19

19 0.14 0.12 0.09 0.16 0.06 0.15 0.05 0.13 0.14 0.09 0.03 0.16 0.13 0.11 0.14 0.05 0.08 0.15 0.07 0.08 0.11

20 0.16 0.11 0.17 0.16 0.17 0.10 0.06 0.12 0.15 0.08 0.12 0.07 0.21 0.22 0.22 0.06 0.11 0.05 0.13 0.06 0.12

＝ 基準を満たす

±10 cm 達成率90％以上 ＝ 基準を見たさな

達成率 430/441=97.5% （合格）格子数　21×21＝441

評価基準

マルチビーム測深機精度管理表（井桁計測）

測線2

測線4

測線1

測線3

実施測線：実 施 日：

格子間隔：

○○○○年○○月○○日

0.5m

+10cm

-10cm

20cm

基準を満たす 

基準を満たさない 
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資料 2-2-5 マルチビーム測深精度管理表③ 

 

 

 

 

  

実施日：○○○○年　○○月　○○日 実施者：○○　○○

・（Ａ）バーチェック板（反射物）を垂下させ、水面を基準としたときの長さを読み取る。

・（ｂ）同時にマルチビーム測深機のスワス断面状に表示されている、バーチェック板のソナーヘッドからの長さを読み取る。

・（Ｂ）同じ計測を３回行い、平均値を算出する

・垂下長（Ａ）から平均値（Ｂ）を引いた値を喫水値（Ｃ）とする。

（Ａ）　垂下長 （ｂ）計測値

１回目 ０．８６ｍ

２回目 ０．８５ｍ

３回目 ０．８４ｍ

平均（Ｂ） ０．８５ｍ 喫水（Ｃ）： １．１５ｍ

２．００ｍ

喫水値（Ｃ）＝垂下長（Ａ）－計測値平均（Ｂ）

　　（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）
　　　　　＝２．００ － ０．８５
　　　　　＝１．１５（ｍ）

バーチェックによる喫水測定表

(C)

(B)

(A)
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資料2-3  CUBE 処理を行う場合に参考となる設定項目等 

 

資料2-3-1 補再測確認シート 

 

 

  

項目 設定値 規定・推奨値

スワス幅 ±55度以下

発振数

測線間隔 重複率100%以上

ビーム数 256ビーム以上

吃水

※サーフェスチェック

項目

Density

※異常物の有無

補再測確認シート

グリッドサイズ

5点以上（達成率95％以上）

規定値

補再測メモ

　　直上測線を計測しているか。

　　シングルビーム或いはウォーターカラムデータを計測しているか。

計測時設定値

CUBE設定値

計
測

箇
所

水
深

吃
水

照
射

水
深

重複範囲

測線幅
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資料2-3-2 CUBE 処理設定確認シート 

 

 

  

CUBE処理設定値

規定・推奨値

下表

hes 1.96

de 2.00

1a級

艤装機器 項目 メーカ名 機器名 メーカー精度 設定値

Navigation 性能

精度

間隔

Gyro/Heading 性能

精度

間隔

Heave 性能

精度

間隔

Roll & Pitch 性能

精度

間隔

Sonar 性能

精度

間隔

音速度計 性能

精度

間隔

潮位 性能

精度

間隔

オフセット 精度

吃水 精度

船速 精度

IHO基準

水深区分によるグリッドサイズ

グリッドサイズ

パラメータ

CUBE処理設定確認シート

項目 設定値
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資料2-3-3 CUBE 処理チェックシート 

 

 

 

  

回目

※データ適用、設定の確認

番号 判定

1

2

3

4

5

6

7

※処理結果に基づく確認

番号 判定

8

9

10

11

12

13

14

※精度検証

番号 判定

15

16

※異常物の処理

番号 判定

17

18

※データ出力

番号 判定

19

20

21

22

※判定によりノイズ処理を行った場合は、処理後のデータを使用して再度CUBE処理を行う。

出力（表示）したCUBE水深とグリッドサイズが整合しているか。

グリッドサイズが適切に設定されているか。

後処理測位が適用されているか。

音速度、潮位補正データが適用されているか。

Uncertaintyで周囲と変化の大きい箇所を確認

Uncertaintyで最大となる箇所を確認

標準偏差で周囲と差の大きな箇所を確認

確認項目

確認項目

確認項目

水深段彩図より地形に変化がある箇所を確認

点密度(Density)が規定以上に確保されているか。

計算に使用したデータの最浅値と中央値の差が大きい箇所を確認

仮説強度で0以外の数値となった箇所の確認

仮説水深が複数発生した箇所の確認

CUBE処理チェ ッ ク シート

MergeCUBE-LMDの作成

FT-LMDの作成

出力データに隙間がないか。

CUBE-LMDの作成

異常物リストの作成

異常物データの最浅値を復活したか。

CUBE水深のUncertaintyのTVUが規定を満たしているか。

照査線による精度検証

確認項目

オフセット値が正しく入力されているか。

TPU設定値がもれなく入力されているか。

確認項目

※仮説強度：「そのグリッドの海底地形として、どの水深値が最も確か（真値に近い）か」を示す統計的な確信度や信頼性の指標 
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資料 3 UAV を用いた計測に係る精度確認試験 

 

資料3-1-1 カメラキャリブレーションおよび精度確認試験結果報告書 

 

日  付：   年  月  日 

工 事 名：           

受注機関：           

作 成 者：           

 

カメラキャリブレーションおよび精度確認試験結果報告書 
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資料3-1-2 レーザー測量精度確認試験結果報告書 

 

 

日  付：   年  月  日 

工 事 名：           

受注機関：           

作 成 者：           

 

精度確認試験結果報告書 
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資料 4 施工履歴データを用いた管理（基礎工）に係るチェックシート等 

 

資料4-1  施工目標位置データチェックシート 

 

施工目標位置データチェックシート 

 

令和  年  月  日 

工 事 名：            

受注者名：            

作 成 者：            

 

 

施工目標位置データチェックシート 

項目 対象 内  容 
チェック 

結果 

1) 基準点 

および 

基準面 

全点 

・監督職員の指示した基準点、基準面を使用しているか？  

・工事基準点、工事基準面の名称は正しいか？  

・座標は正しいか？  

2) 平面図 全延長 ・各測点の座標は正しいか？  

 

※１ 各チェック項目について、チェック結果欄に“○”を記すこと。 
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資料4-2  計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書 

 

資料4-2-1 計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書 

 

計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書 

 

１．実施時期 

計測装置の計測精度確認のため、重錘式均し機の施工履歴データによる出来形管理を行う

範囲で着工前に計測精度確認試験を実施する。 

 

２．実施方法 

着工前に、施工履歴データの計測精度を確認する。計測精度確認試験は、作業船係留時な

ど、作業船および重錘式均し機が静止した条件下に適用する。計測精度確認試験結果は、様

式－３に従って記録する。 

1）重錘式均し機の形状確認 

重錘均し機の形状寸法を確認する。以下項目は、施工履歴データの取得のための各設定

値となるため、必ず計測する。 

①プリズム装着位置までの長さ（鉛直方向オフセット値）･････････････ L 

②プリズム装着面から重錘式均し機芯（シャフト芯）までの距離･･･････ r 

③重錘式均し機底面の幅・延長（点群の分配範囲）･･･････････････････ a, b 

2）計測精度の確認 

①既知点に設置した自動追尾式 TS により、重錘均し機の最下端面の深度（z）を計測し、

施工管理システムに記録する。 

②任意の箇所に据え付けたレベルにより、重錘均し機の最下端面の深度（z）を計測する。 

③①と②の計測結果を比較し、その差が基準値以内であることを確認する。 

なお、1)で確認したオフセット値を反映して確認するものとする。 

 

 

作業装置の検尺および施工管理システム表示値  
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３．評価基準 

計測結果を従来手法による計測結果と比較し、その差が適正であることを確認する。 

 

計測精度確認試験での精度確認基準 

試験モード 精度確認基準 備 考 

z 座標の 

精度確認 
鉛直(z)：±20mm 

現場毎に１回実施 

ただし、機器を変える場合は再度

実施 

 

４．実施結果の記録 

実施結果を記録・提出する。 

次頁に、計測精度確認試験結果報告書の例を示す。 
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資料4-2-2 計測精度確認試験結果報告書 

 

計測精度確認試験結果報告書 

 

試験実施日：   年   月   日 

試験者あるいは計測精度管理担当者 

（会社名）              

（氏名）               

 

１）重錘式均し機の形状確認 

 

 
【単位：mm】 

 設定値 
自主計測 検査 

実測値 差 実測値 差 

a      

b      

L      

r      

 

 

２）計測精度の確認 

 

【単位：mm】 

 
施工管理システム 

記録値 

レベルによる 

計測値 
差 

ｚ    

※１）で計測した L の実測値をオフセット値として設定すること。 
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資料4-3  自動追尾式 TS の計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書 

 

資料4-3-1 自動追尾式 TS の計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書 

 

自動追尾式 TS の計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書 

 

１．実施時期 

受注者は、本精度確認により、国土地理院で規定がない自動追尾式 TS にて所要の計測値

が得られる場合に限り、これを確認した計測条件、計測距離の範囲内で、国土地理院の規定

がない自動追尾式 TS を出来形計測に適用することができる。 

 

２．実施方法 

①計測機器本体から被計測対象の最大計測距離以上となる 2 点以上の計測点を設定する。 

②計測点にプリズムを設置する。プリズムを付けるピンポールには、先端が平らなものを

用い、ピンポール先端が路面の窪みに刺さらないようにする。ピンポールの下に平滑で

小さいプレートを設置してもよい。この場合プレートの厚みを高さ計測値から差し引く。

自動追尾式 TS により、プリズムの座標（x, y, z）を計測し、施工管理システムに記録

する。 

③他地点に据え付けた TS 等により、プリズムの座標（x, y，z）を計測する。 

④②と③の計測結果の差異が基準値以内であることを確認する。 

 

 

 

計測精度の確認 
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３．評価基準 

TS と国土地理院で規定がない自動追尾式 TS で計測した計測結果を比較し、その差が適正

であることを確認する。 

 

計測精度確認試験での精度確認基準 

試験モード 精度確認基準 備 考 

x, y, z 座標の 

精度確認 

水平（ｘ,y）：±20mm 以内 

鉛直(z)   ：±10mm 以内 

現場毎に１回実施 

ただし、機器を変える場合は再度

実施 

 

 

４．実施結果の記録 

実施結果を記録・提出する。 

次頁に、計測精度確認試験結果報告書の例を示す。 
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資料4-3-2 自動追尾式 TS の計測精度確認試験結果報告書 

 

 

自動追尾式 TS の計測精度確認試験結果報告書 

 

試験実施日：   年  月  日 

試験者あるいは計測精度管理担当者 

（会社名）            

（氏名）             

 

１）計測精度の確認 

 

【単位：mm】 

  x y z 

国土地理院で規定がな

い自動追尾式 TS による 

計測結果 

プリズム①    

プリズム②    

TS による計測結果 

プリズム①    

プリズム②    

差 

プリズム①    

プリズム②    

 

自動追尾式 TS について、第三者機関が発行する有効な試験成績書または検査成績書、あるい

はメーカーが発行する校正証明書、その他メーカーによる機器の作動点検等の記録を添付す

る。 
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資料 5 施工履歴データを用いた管理（海上地盤改良工）に係るチェックシート等 

 

資料5-1  施工目標位置データチェックシート 

 

施工目標位置データチェックシート 

 

 

令和  年  月  日 

工 事 名：            

受注者名：            

作 成 者：            

 

 

施工目標位置データチェックシート 

項目 対象 内  容 
チェック 

結果 

1) 基準点 

および 

基準面 

全点 

・監督職員の指示した基準点、基準面を使用しているか？  

・工事基準点、工事基準面の名称は正しいか？  

・座標は正しいか？  

2) 平面図 全延長 ・各測点の座標は正しいか？  

3) 縦断図 全延長 ・設計値は正しいか？  

 

※１ 各チェック項目について、チェック結果欄に“○”を記すこと。 
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資料5-2  計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書 

 

資料5-2-1 計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書 

 

計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書 

 

１．実施時期 

計測装置の計測精度確認のため、グラブ浚渫船の施工履歴データによる出来形管理を行う

際は、着工前に計測精度確認試験を実施する。 

 

２．実施方法 

着工前に、施工管理データ（位置および深さ）の計測器のキャリブレーションが完了した

グラブ浚渫船を用い、施工履歴データの計測精度を確認する。計測精度確認試験は、自船が

係留している場合など、移動しない場合に適用する。計測精度確認試験結果は、様式－３に

従って記録する。 

 

・グラブ浚渫船測位装置（GNSS アンテナ）の計測精度確認 

グラブ浚渫船に GNSS アンテナを設置し、その位置を TS やポータブル GNSS 受信機器等を

用いて測位する。施工管理システムに表示される平面座標との差異が基準値内であることを

確認する。 

 

３．評価基準 

 

計測精度確認試験での計測精度確認基準 

試験内容 計測精度確認基準 備 考 

平面座標（x, y）の 

計測精度確認 

「マルチビームを用いた深浅測量マニ

ュアル（海上地盤改良工：床掘工・置

換工編）（令和 4 年 4 月改訂版）（国土

交通省港湾局）」に準ずる。 

現場毎に１回実施 

ただし、機器を変える場合は再度

実施 

 

 

４．実施結果の記録 

実施結果を記録・提出する。 

本要領の添付資料（様式－３）に、計測精度確認試験結果報告書の例を示す。 
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資料5-2-2 計測精度確認試験結果報告書 

 

計測精度確認試験結果報告書 

 

試験実施日：   年  月  日 

試験者あるいは計測精度管理担当者 

（会社名）            

（氏 名）            

 

 

平面位置確認 

平面座標 

平面誤差 

ｘ ｙ 

GNSS アンテナ

① 

モニター表示値   ― 

自主計測値   ― 

差    

GNSS アンテナ

② 

モニター表示値   ― 

自主計測値   ― 

差    
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資料 6 施工管理システムを用いた管理（本体工）に係るチェックシート等 

 

資料6-1  据付目標位置データチェックシート 

 

据付目標位置データチェックシート 

 

令和  年  月  日 

                工  事  名 ：                 

                受  注  者  名：                 

                作  成  者 ：                 

 

 

据付目標位置データチェックシート 

項目 対象 内容 
チェック 

結果 

１）基準点 

および 

工事基準点 

全点 

・監督職員の指示した基準点を使用しているか？  

・工事基準点の名称は正しいか？  

・座標は正しいか？  

２）平面図 全延長 

・ケーソンの据付範囲は正しいか？  

・ケーソンの据付位置の座標は正しいか？  

・各測点の座標は正しいか？  

３）縦断図 全延長 ・天端高さは正しいか？  

４）据付目標 

位置データ 
全延長 

・入力した２）～３）の幾何形状と出力する設計データ

は同一となっているか？ 
 

※1 各チェック項目について、チェック結果欄に“○”と記すこと。 
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資料6-2  計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書 

 

資料6-2-1 計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書 

 

計測精度確認試験実施手順書および試験結果報告書 

 

１．実施時期 

計測装置の計測精度確認のため、ICT 機器による出来形管理を行う範囲で着工前に計測精

度確認試験を実施する。 

 

２．実施方法 

着工前に、計測装置の位置計測についてのキャリブレーションが完了した ICT 機器を用い、

出来形確認データの計測精度を確認する。計測精度確認試験は、ケーソンが仮置きされてい

る場合など、移動しない場合に適用する。計測精度確認試験結果は、様式－２に従って記録

する。 

1）GNSS を用いるシステムの場合 

・ケーソンに取り付ける GNSS アンテナを用いて、ケーソン四隅の座標（ｘ,ｙ,z）を計測

する 

・ケーソンに GNSS アンテナ、傾斜計等を設置し、ケーソン寸法、端部からのオフセット値

を登録する 

・システムから算出されるケーソン四隅の座標（ｘ,ｙ,z）が、計測された座標との差異が

基準値以内であることを確認する 

2）TS を用いるシステムの場合 

・TS を用いて、ケーソン四隅の座標（ｘ,ｙ,z）を計測する 

・ケーソンに TS プリズム、傾斜計等を設置し、ケーソン寸法、端部からのオフセット値を

登録する 

・システムから算出されるケーソン四隅の座標（ｘ,ｙ,z）が、計測された座標との差異が

基準値以内であることを確認する。 
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３．評価基準 

計測結果を従来手法による計測結果と比較し、その差が適正であることを確認する。 

 

 

計測精度確認試験での精度確認基準 

試験モード 精度確認基準 備 考 

1）x, y, z 座標の精度

を TS で確認する方法 

３次元座標（x, y, z）の 

各成分の較差：±20mm 以内 

現場毎に１回実施 

ただし、機器を変える場合は再度

実施 

2）x, y,ｚ座標の精度を

GNSS で確認する方法 

平面座標（x, y）の 

各成分の較差：±20mm 以内 

標高（z）の較差：±30mm 以内 

〃 

※1）または 2）のいずれかの方法で確認する 

 

 

４．実施結果の記録 

実施結果を記録・提出する。 

本要領の添付資料（様式－２）に、計測精度確認試験結果報告書の例を示す。 

 

 

 

  

据付を行うケーソン上の基準点となる位置を測量する。ケーソンにシステムを構築し測量値の
位置を出力する。計測した値とシステムで出力された値を比較し精度確認とする

ケーソン施工管理システムの精度確認
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資料6-2-2 計測精度確認試験結果報告書 

 

計測精度確認試験結果報告書 

 

計測実施日： 令和〇年〇月〇日 

 機器の所有者・試験者あるいは精度管理担当者： （会社名）〇〇〇〇〇〇 

       （氏 名）〇〇 〇〇 

 

検証機器：RTK-GNSS 

メーカー： ○○ 

機種名 ： ○○ 

検証方法：校正書添付 もしく

は 検測点確認 

  

検証機器：トータルステーショ

ン 

メーカー： ○○ 

機種名 ： ○○ 

検証方法：校正書添付 もしく

は 検測点確認 

 

検証機器：二軸傾斜計 

メーカー： ○○ 

機種名 ： ○○ 

検証方法：カタログ添付 

 

差の確認：システムから算出さ

れるケーソン四隅の座標 

（x, y, ｚ） 

計測された座標との差異：○○mm≦基準±20mm 以

内 

 

 



技術概要集

マルチビーム測深



基礎知識（計測の仕組みについて）

利用手順

参考資料
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測量船の喫水付近に取り付けられたソナーから

発信した音波が水底で反射されて戻ってくるまで

の時間を測定することにより海底や構造物までの

水深を計測することができる装置と、測量船の位

置（ＧＮＳＳ）、傾き（動揺計測装置）、方向（

方位計）を取得するセンサを組合せて、海底や構

造 物 の３次元座標値の点群データとして変換する

技術である。

動揺計測装置

Z

y

X

ソナー

船

計測対象

方位計

GNSSアンテナ

◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）

計測原理

■ マルチビーム測深とは？
マルチビームは、ナロー（細かい）マルチ（複数の）ビームによる測深が名前の由来であるナ

ローマルチビームシステムのことを略した表現である。
マルチビーム測深とは、船やボートに複数の音響ビームを同時送波することができる音響測深機

（マルチビームソナー）を取り付け、一度に広範囲の水中地形を計測する測量のことで、ナローマ
ルチビーム深浅測量とも呼ばれる。
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（参考）
■スワス測深

海底地形を面的に詳細に計測するスワス測深には2種類あり、主にクロスファンビーム（ミルズクロス）方
式に代表される「マルチビーム測深」と、インターフェロメトリ方式に代表される「インターフェロメトリ
測深」であり、測量船の左右方向に指向性の鋭い音響ビームを海底に照射し、船の進行とともに一括で多数
点の水深値を計測する測深システムである。

本要領における３次元点群データの取得は、「マルチビーム測深」によるものとする。

マルチビーム測深のイメージ

特定の角度に対し 、１つの
音波の反射時間を計測

インターフェロメトリ測深のイメージ

４つ音波の反射時間を
計測し、角度を算出する。

◆マルチビーム測深
クロスファンビーム方式のビームフォーミングによる計測密度は、音波を

照射する範囲（以下スワスと記す）の中心側に対して外側のデータが粗くな
る。ただし、各角度に対する往復時間の解が１つであるため、高い施工精度
が要求される岸壁前面や岩礁帯のような凹凸の激しい地形を正確に計測する
ことができる。

◆インターフェロメトリ測深
インターフェロメトリ方式の場合は、干渉波を使用するため、スワスの中

心付近では極端に計測点が少なくなるが、スワス幅はクロスファンビームよ
り広範囲（水深の8～12倍）にわたって大量の計測点を得ることが可能であ
る。そのため特に極浅海域において、マルチビームよりも効率的な測深作業
が期待できる。

ただし、岸壁や岩礁帯のような凹凸の激しい地形に対しては、海底面から
の反響信号と壁の反響信号とが干渉してしまうため正確な計測が困難になる
場合がある。
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取得点3点又は25点未満

取得点3点又は25点以上

抽出点（最浅値または中央値）
取得点

1.0m

1.0m

達成率＝（3点以上の格子数 ÷ 全格子数） ×100

■ マルチビーム測深による起工測量・出来形計測
マルチビームを用いた起工測量を行うことで、3次元計算による工事数量の算出が可能となる。

また、工事の完了時にマルチビームを用いた出来形計測を行うことで、面的な出来形の評価を行うことが可能となる。
マルチビーム測深におけるデータ取得の規定を以下に示す。

完成形状の把握出来形計測起工測量
工種

採用値取得点密度採用値取得点密度採用値取得点密度

最浅値3点以上/1.0m平面格子中央値3点以上/1.0m平面格子浚渫工

中央値25点以上/1.0m平面格子中央値3点以上/1.0m平面格子基礎工

中央値3点以上/1.0m平面格子中央値3点以上/1.0m平面格子海上地盤改良工

-25点以上/1.0m平面格子中央値3点以上/1.0m平面格子ブロック据付工

浚渫工、基礎工、海上地盤改良工の取得点密度の達成率は99％以上であること。
ただし、海象条件や特殊な地形などの諸条件により、取得点密度を満たすことができなかった場合は、監督職員と対応を協議する。
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◆ CUBE処理の場合
浚渫工（30m以浅）においては、以下の計測条件を満たす場合にCUBE処理を行うことができる。
・ マルチビーム音響測深機により取得した測深データであること。
・ スワス角±55°（全角110°）以内で、左右スワスが100％以上重複した測深データであること。
・ 海上位置測量には、原則としてネットワーク型RTK法又は後処理キネマティック法若しくは同等以上の測定精度の手法

を用いていること。
・ 送受波器の各種バイアス値が0.01度位まで求められていること。

CUBE水深のグリッドサイズは、下表に示す水深区分に応じたグリッドサイズとし、水深の区分が複数に渡る場合には、測
深区域の水深に応じて決定する。ただし、CUBE処理の効率化とCUBE水深の精度向上のために、浅い水深区分のグリッドサ
イズを用いることができる。

グリッドサイズ水深区分

0.25m0～10m

0.5m10～20m

1.0m20～30m

CUBE水深のグリッドサイズ
 CUBE処理とは？

CUBEとは、Combined Uncertainty and Bathymetric Estimatorの略。
マルチビームにより得られた各測深点の精度評価の指標である「総伝播不確か

さ（TPU：Total Propagated）」を考慮した統計的な処理により、測深データ
から水深を算出する一連の処理手法のこと。令和4年4月に改正された海上保安
庁『水路測量業務準則施行細則』にて、マルチビームのデータ解析方法として新
たに追加された。
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◆ 利用手順

２．現場計測

1.1 使用機器・ソフトウェアの手配・性能確認

1.2 計測計画

2.1 使用機器類の性能確認（艤装および作動確認）

2.2 水深測量（測深）

2.3 計測性能・精度管理

3.1 出来形評価用データの作成

１．計測準備

３．計測データ処理
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１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

３

計測準備１

機器構成例

計測性能の確認：利用前に以下の確認

を行うこととする。

・測線計画を満足する音響測深機器及

び周辺機器であること。

・所定の重複率、点密度が確保できる
音響測深機器及びソフトウェアであ

ること。

使用機器・ソフトウェアの手配・性能確認1.1

測線計画

データ収録ソフトウェア
・各種データによる補正
・３次元座標点群算出

点群処理ソフトウェア
・点群データのフィルタリング
・出来形計測データ出力

出来形帳票作成ソフトウェア

電子成果品

出来形計測データ等（TINファイル）

出来形管理資料（設計と出来形の差 ）

計測点群データ（ポイントファイル）

３次元設計データ

３次元設計データ作成ソフトウェア
・設計要素の入力
・３次元設計データの出力

受注者

潮位

出来形評価用データ（ポイントファイル）

マルチビーム測深に使用する主な機器

1) マルチビーム深機器本体

2) 動揺センサー

3) 方位センサー

4) 位置測位センサー

5) 音速度計

6) ＰＣ

7) データ収録・解析ソフトウェア

8) 測量船

音響測深機器による計測に必要な機器・ソフトウェアを手配する。
一般的な機器構成を以下に示す。
施工計画書には、これらの機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア名、バー

ジョン）を記載する。

計
測
デ
ー
タ
処
理
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１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

３

マルチビーム測深に使用する主な機器

1) マルチビーム測深機本体

2) 動揺センサー

3) 方位センサー

4) 位置測位センサー

5) 音速度計

6) ＰＣ

7) データ収録・解析ソフトウェア

8) 測量船

機器の構成
1) 音響測深機器本体

音響測深機器は、測量船の喫水位置に取り付けられ、そのソナーヘッド部

から発信した音波が水底で反射されて戻ってくるまでの時間を測定すること

により、地形までの水深を計測することができる装置である。

2) 動揺センサー
測量線の傾き（ロール角、ピッチ角）を計測するための装置。水上では揺

れや傾きにより音波の発信方向にずれが生じてしまうため、その揺れや傾き

を検知して、計測した結果を補正する必要がある。動揺計測装置は、船の動

揺の中心付近、あるいは送受波器近くに送受波器と向きを揃えて艤装するこ

とが望ましい。

3) 方位センサー

測量船の向き（ヨー角）を計測するための装置。送受波器と向きを揃えて艤

装する。

4) 位置測位センサー
測量船の現在地を計測するための装置。ここでは、ＧＮＳＳのことを指す。

5) 音速度計
水中での音速度を計測するための装置である。この装置により計測出来な

い場合は、事前に協議の上、圧力、水温、塩分から計算により音速度を算出

し使用することもできる。

6) ＰＣ
上記1)～5)の機器による取得データ（測量船の位置情報や計測済みの領

域など）をモニター上に反映させ、計測をすすめながら計測漏れがないか確

認することができるように、ＰＣを測量船に搭載する。

7) データ収録・解析ソフトウェア
データ収録・解析ソフトウェアは、測深機器本体による測深データや、Ｇ

ＮＳＳ等による位置測位データ、動揺計測装置による動揺データの収録及び

データ解析を行い、地形の座標値を算出できるものとする。

8) 測量船

上記1)～6)の機器を艤装し、航行するための船舶が必要となる。

計
測
デ
ー
タ
処
理
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データ収録・解析ソフトウェア
1）水中音速度測定結果の反映

深浅測量を実施するためには、水中音速度の補正をかける必要があることか

ら、一日作業で１回以上、水中音速度の測定を実施し、データ収録・解析ソフ

トウェアに取り込み適用すること。

測定位置については、測量海域の中央付近で可能な限り深い地点とし、海況
が変化する海域では適切に測定点を配置することが望ましい。

の方法で計測できない場合は、事前に協議の上、緯度、圧力、水温、塩分
から計算により音速度を算出し使用することもできる。

2）ノイズ除去処理
ノイズには音響的、電気的なもののほか、浮遊物、魚群、泡など水中を浮遊

する物体などがある。ノイズの除去は、使用するソフトウェアにより統計的に

ある程度削除することができるが、統計的な処理では、限界があるため、最終

的には、手作業による除去作業を行う必要がある。

3）水深編集時の留意点
各種補正データが正しく作成できていることが重要であるとともに、音響測

深における特徴的な誤差要因である現象が発生していないことを特に注意して

確認する必要がある。また、ノイズ除去によりデータ数が減少しても、必要

データ数が確保されていることが重要である。

4）計測基準
測深の計測基準面は、「海上保安庁告知の最低水面」を原則とする。

位置座標の測地系は、世界測地系を使用するものとする。計
測
デ
ー
タ
処
理
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計測計画1.2
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測量実施者は、作業の着手前に作業方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切な測量計画を立案し、こ
れを発注者に提出する。測量計画を変更しようとする場合も同様とする。

資料収集、現地調査が必要であれば行い、計測の精度を高めるよう準備する。

計
測
デ
ー
タ
処
理

1) 計測計画
計測計画は作業工程によるほか、作業毎に作成するものとする。
計測計画は、以下の条件を満足するよう、計測区域の水深、海底地形、有効測深幅を考慮し、未測深が生じないように測線を

設定する。

① 浚渫工
＜CUBE処理によらない場合＞

・スワス角：±45～60°（全角90～120°）
・取得点密度：3点以上／1.0m平面格子（達成率99％以上）
・上記を満たすように重複する測線を設定

＜CUBE処理による場合＞
・スワス角：±55°（全角110°）以内
・左右スワスが100％以上重複
・1グリッドの当りの測深点数5点以上（達成率95％以上）（グリッドサイズは水深区分別に設定）

② 基礎工
・スワス角：±45～60°（全角90～120°）
・取得点密度

数量算出：3点以上／1.0m平面格子（達成率99％以上）
出来形管理：25点以上／1.0m平面格子（達成率99％以上）

・上記を満たすように重複する測線を設定

③ 海上地盤改良工
・スワス角：±45～60°（全角90～120°）
・取得点密度： 3点以上／1.0m平面格子（達成率99％以上）
・上記を満たすように重複する測線を設定

④ ブロック据付工（完成形状の把握）
・取得点密度は、25点以上/1.0m平面格子とする。
・上記を満たすように重複する測線を設定
・数量算出は、「基礎工」を参照する。 10
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2) 作業手続き
① 必要な手続き

マルチビーム測深の実施に際しては、事前に、水路測量許可申請（浚渫工に係る水路測量が該当）、海上作業の許可・届出、
他の関係する法令に規定する許可申請や届出を提出する。また、地方条例や各団体等によって定められた同意・承諾等を遵守し
てその履行に適切な対応を行う。

さらに、作業の実施にあたっては、測深海域を管轄する関係機関や関係者の作業内容、作業方法および作業工程の周知を行う
必要がある。

②手続きの流れ
管轄の管区海上保安部への海上作業の許可申請は、原則として着工日の1ヶ月前に、受注者が管轄の港長または海上保安部署

等へ行う。水路業務法第６条の申請は、管轄の管区海上保安本部長へ行い、対象海域の管轄が2つ以上の管区海上保安本部にま
たがる測量の場合は海上保安庁長官へ申請を行う。

この許可申請にもとづき、実施される測深作業区域、方法等の公示が行われるほか、水路通報や航行警報が発出され、測深作
業について安全周知が行われる。

なお、水路測量においてCUBE処理を行う場合は、水路測量実施計画書に使用するソフトウェア名、バージョン等を明記し、
管区海洋情報部担当者と事前に協議する

実際計測において解消できないノイズが多く発生する場合や、海域中に魚群が多く存在して海底面以外の記録が多く測得され
るなどCUBE処理に適さない条件となった場合には、速やかに管区海洋情報部担当者に報告して協議を行い、従来手法に切り替
えることも可能である。管区担当者との協議の結果、処理手法を切り替える場合は、監督職員と対応を協議する。

11
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現場計測２

1) GNSS精度確認
使用するGNSSについては、測深実施前に精度確認を行うこと。要求精度は、「平成14年海上保安庁告示第102号」水路測量に

おける測定または調査の方法に関する告示の『水平位置の測定の誤差の限度』による。

2) 機器の取り付け（オフセット）
マルチビーム測深機器本体および周辺機器の位置関係（オフセット値）を「マルチビーム測深システム点検簿」に記載する。
なお、浚渫工のおいてCUBE処理を行う場合は、準細則においてオフセットの計測値の測定精度等が不確かさの要素として含ま

れるため、1ミリmm単位まで測定しておくことが求められている。

① 艤装時の留意点
各機器はロープ等で固定し、回転しないようにする。また、ケーブルの干渉にも注意する。
艤装状況に変更があった場合は、必ず計測をやり直すものとし、その旨を「マルチビーム測深システム点検簿」等に記録する。

② 水平方向位置
各システムや収録ソフトウェアで規定されている位置を基準とし、相対位置は1mm単位まで計測する。計測結果は、収録ソ

フトウェアに入力すると共に、マルチビーム測深点検簿に記載しデータ処理時に適切に用いられていることを確認する。
③ 鉛直方向位置

基準は水面とし、センサー間の相対位置は1mm単位まで測定し、水面との関係付けはバーチェック法により10mm単位まで
測定する。計測結果は、収録ソフトウェアに入力すると共に、マルチビーム測深点検簿に記録しデータ処理時に適切に適用され
ていることを確認する。

②③の計測結果が、データ収録および処理ソフトウェアへの入力により、測深結果の補正に適用されていることを確認する。

使用機器類の性能確認（艤装および作動確認）2.1

マルチビーム測深では、現地にて測量船への艤装を行うこととなる。測量船にマルチビーム測深機器や周辺機器を艤
装する際には、各機器の位置関係を明確にし、計測中に取り付け位置が動くことのないよう強固に固定するものとする。
艤装完了後は各機器の作動確認と測量船の航走によるテスト計測を行い、各機器の正常動作を確認する。艤装及び作動
確認の実施項目は下記に示すとおりである。

1) GNSS精度確認
2) 機器の取り付け（オフセット）
3) 喫水確認
4) パッチテスト

計
測
デ
ー
タ
処
理
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3) 喫水確認
① 喫水確認の方法

喫水の確認は、バーチェックにより行うものとする。水面を基準(0m)とし反射板を吊り下げ数mで固定し、ソナーヘッドから反
射板の距離をマルチビーム測深機で計測、記録する。この作業を3回行いその平均値により喫水値の確認を行う。

また、標尺での計測や取り付けパイプに付した喫水目盛りを読み取るなども同時に行う。

② 喫水確認に際しての留意点
喫水の確認に使用する索は、事前に検尺を行い伸縮のないことを確認したものを使用する。また確認作業実施海域は、測深海域

の近傍でできるだけ静穏な場所を選び動揺による誤差が生じないように留意する必要がある。

4) パッチテスト
マルチビーム測深システムは、水面に対しできるだけ水平、垂直に艤装することを基本とするが、船の形状や、固定時の固定ワ

イヤー等の張り具合により、必ず取付け誤差が発生する。この取付け角度の誤差（以下「バイアス値」という）と各機器の収録遅延
（以下「レイテンシー」という）を求めるために、パッチテストを行うこととする。パッチテストは、測深中艤装状況に変化がない
ことが前提であり、変化があった場合は必ず再計測を行う。

① パッチテストの種類と方法
以下に示すバイアス値とレイテンシーをパッチテストにより求めることとする。
＜バイアス値＞

・Roll（ロール） ：船の進行方向に対して横方向の取付け角度
・Pitch（ピッチ） ：船の進行方向の取付け角度
・Yaw（ヨー） ：進行方向に対する送受波器の向き
・Latency（レイテンシー） ：遅延時間

② パッチテストの計測条件
パッチテストは右図の条件で計測することが望ましい。

ロール ピッチ ヨー レイテンシー

バイアス値の種類

パッチテストにおける測線の設定例 13
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■ 計測性能に関する確認結果の整理

1) GNSS精度確認結果

計
測
デ
ー
タ
処
理

2) マルチビーム測深システム点検簿

工 事 名 ：

実 施 年 月 日 ：

単位：m 前方(X) 右舷(Y) 下方(Z)

水中ヘッド

動揺計測装置

RTK-GNSS

※右舷がX軸、前方がY軸のプラス方向

単位：m 前方(X) 右舷(Y) 下方(Z)
動揺計測装置⇒基準アンテナ

※慣性ジャイロは前方がX軸、右舷がY軸のプラス方向

前方または右舷

　 ＜メ　モ＞

２．マルチビーム測深システム点検簿

インストレーションの測定

基準アンテナ⇒第２アンテナ

機器配置図

艤装状況図

各機器の艤装状況（installation offsets）

慣性ジャイロ Instlation1

慣性ジャイロ Instlation2

単位：m

動揺計測装置

GPS原点は底面ネジ

切部より上方○cm

垂直方向

前方方向

前方方向

ソナー原点

は後方○cm

右舷方向

14
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マルチビーム測深器により、所定の取得点密度を満たすよう水深を計測する。

水深測量（測深）2.2

計
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1) 水中音速度測定
① 水中音速度測定の方法

水中音速度の測定は、水中音速度計による測定を基本とする。測定
位置は、測量海域の中央付近で可能な限り深い地点とし、海況が変化
する海域では適切に測定点を配置することが望ましい。なお、測定は
一日作業で1回以上行うものとし、計測位置の記録も同時に残してお
くこと。収録結果は、「音速度測定簿」に取りまとめる。

この方法で計測できない場合は、事前に協議の上、緯度、圧力、水
温、塩分から計算により音速度を算出し使用することもできる。

② 測定値の入力
水中音速度計の降下時と引上げ時の測定結果から、最低1m毎の平

均値に取りまとめ、その結果を収録、解析ソフトウェアで使用できる
形式で作成する。作成した水中音速度データを解析ソフトに取り込み
適用する。

2) 測深
予め設定した測線上を航行し、測深する。測深データや、GNSSによ

る海上測位データ、動揺計測装置による動揺データは、互いに時間的な
同期をとり、収録用ソフトウェアによりPCに保存する。

測深中計測者は、マルチビーム測深機が、良好な記録を得るために、
使用する周波数、スワス角の設定、信号の波幅、出力、入力と出力の差、
ふるい分けの設定(Gain Filter Gate)、データ返答率(Ping Rate)等を適
宜調整する。なお、スワス角の設定は、格子間隔内のデータ数に影響す
るので注意が必要である。

なお、測深データの測深範囲を確認し、未測深箇所等が確認された場
合や、測深データノイズ等エラーデータが多く含まれる場合は、再測深
を実施する。

現場名： ○○港
日 　付：

記帳者： ○○　○○

1.00 1440.640
2.00 1440.230
3.00 1439.970
4.00 1439.410
5.00 1439.170
6.00 1439.100
7.00 1439.080
8.00 1439.070
9.00 1439.070

10.00 1439.040
11.00 1439.040
12.00 1439.030
13.00 1439.020
14.00 1439.020
15.00 1439.040
16.00 1439.030
17.00 1439.030
18.00 1438.990
19.00 1439.000

○○株式会社

３．音速度測定簿

水深
(m)

音速度
(m/s)

平成○○年×月×日

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

1540 1545 1550

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

1430 1435 1440 1445 1450

水深(m)

音速度(m/s)
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■ 測深時の留意点

 測深、急加速、急減速を控え、一定速度を維持するように航走する。
 測深オペレータは、PCのリアルタイム画面を見て、S/N比の良いデータを取得するように送受信信号およびTVG等

の各種機能を調整する。
 直下ビームを半径とする円弧上に点列がでないようにする（「トンネル効果現象」）（下図）。
 海底付近の魚群や海草による測深漏れを防ぐため、測量海域に関する情報（魚礁や生け簀の近傍、底質状況等の関

連）を事前に把握するように努め、測深中にPCディスプレイのスワス断面を確認し、海底地形を的確に捉えている
かを検証する。

 岩礁等の最浅部捕捉状況を確認した上で、補再測を検討する。なお、浅所確認は極低速で2回実施する。
 測深は、海上ができる限り平穏なときに実作業中は、エラーの要因となる急旋回施するものとし、波浪のある場所

をさけるものとする。

中央の反射強度が強く、中央付近
が深めに計測される現象。

両翼の受信波に反射強度の強い、中央付近
の信号が入り込み、浅めに計測される。

トンネル効果現象エラーのイメージ

16
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マルチビーム測深に関する以下の計測性能の確認、精度管理を行わなければならい。

1) GNSS精度確認

2) 測深データの精度確認

3) 取得点密度

計測性能・精度管理2.3

計
測
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理

1),3)は前述のとおり

2) 測深データの精度確認
マルチ深浅測量の測定結果を検定するために、音響ビームの重複部のデータによる比較や、照査線（各測深線と交差する測深線）を

計画し交差するデータとの比較検証を行い、規定の精度を確認するものとする。
なお、以下は「浚渫工」に適用するものであり、「基礎工、ブロック据付工、海上地盤改良工」については、水路測量に関連する事

項を除くものとする。

① 検測
収録データの検証は、「水路測量業務準則施行細則」で定められた測深精度の検証方法のとおりとし、測定誤差の限度は、「平成

14年 海上保安庁告示第102号」で定められたとおりとする。照査線の間隔は、測深線間隔の15倍を標準とする。ただし、海象条件
や特殊な地形などの諸条件により、基準を満たすことができなかった場合は、監督職員と対応を協議する。

② 精度管理
◆ バイアス値の算出

バイアス値は、パッチテストにより求める。パッチテストは複数の測深結果を統計的に処理し、重複する箇所での地形再現性か
らバイアス値を求めるものである。

なお、浚渫工においてCUBE処理を行う場合には、送受波器の各種バイアス値が0.01度位まで求められていなければならない。
パッチテストにより求められたバイアス値は、マルチビーム測深システム点検簿に記入すると共に解析ソフトウェアに入力し適

用する。
◆ 測深値の補正用データ

測深データについては、海上測位データとの関係づけ、水中音速度、潮位、動揺データ等で補正を行うため、必要な精度で必要
な情報が取得されていなければならない。各測深点データを標準化するデータ解析には、解析ソフトウェアを使用するが、測深デー
タおよび測深時の補正データがソフトウェア上に適切に読み込まれていることを確認する必要がある。

◆ 測深精度管理チェックシートの作成
各機器の設定が的確に行われていること、各種補正データが適切に反映されていることを確認するために「測深精度管理チェッ

クシート」を作成する。
測深精度管理チェックシートには、GNSS精度確認結果、マルチビーム測深システム点検簿（オフセット値、パッチテスト結果

等を含む）、各種補正記録簿（音速度測定記録、検潮記録）、測深精度管理表（照査線による検測結果等）を添付するものとする。
17
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◆ 測深精度管理チェックシートの作成
各機器の設定が的確に行われていること、各種補正データが適切に反映されていることを確認するために「測深精度管理

チェックシート」を作成する。
測深精度管理チェックシートには、GNSS精度確認結果、マルチビーム測深システム点検簿（オフセット値、パッチテスト結

果等を含む）、各種補正記録簿（音速度測定記録、検潮記録）、測深精度管理表（照査線による検測結果等）を添付するものと
する。

【測深精度管理チェックシート】

【深浅測量精度管理チェックシート（案）】　マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編） （期間：　　年　　月　　日　～　　年　　月　　日）

印　

【浚渫工】　マルチビームを用いた深浅測量が適切に行われ、測深結果が必要精度を満たしていることを確認する。

備考

確認日 確認者 確認結果（コメント）

実際に使用した機器である ／

観測基準点の既知座標値と観測平均座標値の差が示されている ／

最終成果を作成するに当たり十分な精度を有している ／

必要な時間、データ数が観測されている ／

記入に漏れがない ／

マルチビーム測深機および周辺機器が適切に艤装されている ／

各計測機器の位置関係が適切に計測・記載されている ／

パッチテスト結果が正しく記録されている ／

必要水深までの計測が出来ている ／

グラフがなめらかで異常値が含まれていない ／

適切な間隔で記録が計測されている ／

作業開始時刻から終了時刻までの記録が記入されている ／

港湾管理者が定める港湾管理用基準面からの潮位である ／

潮位変動がなめらかで有り、極端な変動（スパイク的なエラー）や副振動が無い ／

適切な間隔で検測が行われている ／

検測との差が海上保安庁告示102号に定められた誤差以内である ／

工事名： 品質証明者：

確認項目 確認資料 確認内容
確認結果

１．使用するGNSSの測位精度 GNSS精度確認結果

２．測深機器の取付状況 マルチビームシステム点検簿

５．測深精度 検測（測深精度）管理表

３．水中音速度の計測結果 水中音速度測定簿

４．潮位記録 検潮記録

【測深精度管理チェックシート】
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マルチビーム測深にて取得したデータからノイズなどを除去し、計測点群データを整理し、計測点群データから出来形
管理基準を満たす点密度に調整した出来形評価用データを作成する。

また、計測点群データにTINを配置し、出来形計測データを作成する。

出来形評価用データの作成3.1

■ 工種別の出来形用評価データ

計
測
デ
ー
タ
処
理

計測方法出来形評価データ工種

マルチビーム測深1.0m平面格子内の「最浅値」CUBE処理によらない場合浚渫工

グリッドサイズ別CUBE水深

（1グリットあたり1点）

※下表参照

CUBE処理による場合

水中水準測量1箇所以上天端高基礎工

マルチビーム測深1.0m平面格子内の「中央値」

1.0m平面格子内の「中央値」

※境界部

天端幅・延長

10cm平面格子内の「中央値」から作成したTIN法面

マルチビーム測深1.0m平面格子内の「中央値」床掘工（底面・法面）海上地盤改良工

置換工（天端面・法面）

基礎工（基礎捨石工）の天端高の出来形評価には、潜水士が行う水中水準測量（単点計測）が必要となる。

グリッドサイズ水深区分

0.25m0～10m

0.5m10～20m

1.0m20～30m

CUBE水深のグリッドサイズ
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出来形管理図表作成例（浚渫工）
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出来形管理図表作成例（基礎工）
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◆ 参考資料

出来形管理基準及び許容範囲等

備考許容範囲結果の整理方法
測深
単位

採用する点群データ計測方法管理項目工種

+：設計値より浅いこと

-:設計値より深いこと

+0cm

-規定しない、
又は特記仕様
書による

出来形管理資料と
して整理

10cm<CUBE処理によらない場合>

1.0m平面格子内に1点、最浅値

<CUBE処理による場合>

水深区分により定められたグ
リッドサイズにおけるCUBE水
深（1グリットあたり1点）

マルチビーム測深

(マルチビーム測深データで
法肩または法尻直角方向の測
線座標を入れ、勾配を確認す
る。)

水深
（底面）

（法面）

浚渫工

■ 浚渫工

備 考許容範囲結果の整理方法
測深
単位

採用する点群データ計測方法管理項目工種

+：設計値より浅いこと

-：設計値より深いこと

<捨石本均し>

±5cm

<捨石荒均し>
±50cm

出来形管理資料と
して整理

1㎝潜水士による1箇所以上の水
準測量

天端高基礎工

基礎
捨石工

達成率80％以上

+：基準値(1.0ｍ平面格子
の最頻値)より浅いこと

-：基準値(1.0ｍ平面格子
の最頻値)より深いこと

<捨石本均し>

±5cm

<捨石荒均し>
±50cm

出来形管理資料と
して整理

1cm1.0m平面格子内に1点、
中央値

マルチビーム測深

達成率80％以上

+：基準値(1.0ｍ平面格子
の最頻値)より浅いこと

-：基準値(1.0ｍ平面格子
の最頻値)より深いこと

<捨石本均し>

±5cm

<捨石荒均し>
±50cm

出来形管理資料と
して整理

1cm境界部の1.0m平面格子内に1点、
中央値

マルチビーム測深天端幅
・

延長

達成率80％以上

+：設計値より浅いこと

-：設計値より深いこと

±50cm10cm「中央値」を代表値とした
10cm平面格子から作成したTIN

(マルチビーム測深データで
法肩または法尻直角方向の測
線座標を入れ、勾配を確認す
る。)

法面

■ 基礎工
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◆ 参考資料

出来形管理基準及び許容範囲等

■ 海上地盤改良工

備 考許容範囲結果の整理方法
測深
単位

採用する点群データ計測方法管理項目工 種

±30cm
又は特記仕様書による

出来形管理資料と
して整理

10cm1.0m平面格子内に
1点、
中央値を採用

マルチビーム測深水深
(底面)

床堀工

外側2m（法面に直角）
内側30cm（法面に直角）
又は特記仕様書による

出来形管理資料と
して整理

10cm1.0m平面格子内に
1点、
中央値を採用

マルチビーム測深データで法
肩または法尻直角方向の測線
座標を入れ、法肩、法尻位置
を確認する。

(法面)

延長
+規定しない
-0
天端高
±50cm又は特記仕様書に
よる

出来形管理資料と
して整理

10cm1.0m 平面格子内に
1点、
中央値を採用

水中部
(マルチビーム測深データで法
肩または法尻直角方向の測線
座標を入れ、法肩、法尻位置
を確認する。)

水深
(天端面)
(法面)

置換工
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施工計画への記載事項•提出書類

(1) 適用工種
適用工種に該当する工種を記載する。

(2) 適用区域
適用区域は、平面図等に施工範囲、３次元計測技術を用いて計測する範囲及

び出来形管理を行う範囲を明記する。

(3) 出来形管理基準及び許容範囲・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び許容範囲」の測定基準に基づいた出

来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所については、記
載不要である。

また、出来形確認データを用いた出来形管理を行う範囲については、本要領
にもとづく出来形管理基準および許容範囲、出来形管理写真基準を記載する。

(4) 使用機器・ソフトウェア
施工計画書に使用する機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフト

ウェア名、ソフトウェアメーカー、バージョン）を記載する。
また、３次元計測技術機器本体については、必要な計測性能を有し、適正な

精度管理が行われていることを確認できる書類等を添付資料として提出する。
なお、上記以外に必要な性能を有することを示すカタログや機器の仕様書な

どの提出資料については、工種により異なるので注意のこと。

(5) 測線計画
以下の必要な計測性能（取得点密度）および測深精度が確保できるよう、以

下の点に留意しながら測線計画を立案し、施工計画書内に整理すること。
・フットプリント
・測線の重複率

(6)精度管理
マルチビーム測深の精度管理の方法について記載する。

記載事項

記載事項

記載事項

記載事項

提出書類

記載事項

記載事項



（参考）作成資料の様式

【測深精度管理チェックシート】

【深浅測量精度管理チェックシート（案）】　マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編） （期間：　　年　　月　　日　～　　年　　月　　日）

印　

【浚渫工】　マルチビームを用いた深浅測量が適切に行われ、測深結果が必要精度を満たしていることを確認する。

備考

確認日 確認者 確認結果（コメント）

実際に使用した機器である ／

観測基準点の既知座標値と観測平均座標値の差が示されている ／

最終成果を作成するに当たり十分な精度を有している ／

必要な時間、データ数が観測されている ／

記入に漏れがない ／

マルチビーム測深機および周辺機器が適切に艤装されている ／

各計測機器の位置関係が適切に計測・記載されている ／

パッチテスト結果が正しく記録されている ／

必要水深までの計測が出来ている ／

グラフがなめらかで異常値が含まれていない ／

適切な間隔で記録が計測されている ／

作業開始時刻から終了時刻までの記録が記入されている ／

港湾管理者が定める港湾管理用基準面からの潮位である ／

潮位変動がなめらかで有り、極端な変動（スパイク的なエラー）や副振動が無い ／

適切な間隔で検測が行われている ／

検測との差が海上保安庁告示102号に定められた誤差以内である ／

工事名： 品質証明者：

確認項目 確認資料 確認内容
確認結果

１．使用するGNSSの測位精度 GNSS精度確認結果

２．測深機器の取付状況 マルチビームシステム点検簿

５．測深精度 検測（測深精度）管理表

３．水中音速度の計測結果 水中音速度測定簿

４．潮位記録 検潮記録

【測深精度管理チェックシート】
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（参考）作成資料の様式

【GNSS精度管理結果】

X座標 Y座標 ΔX ΔY

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

観測時刻

平均値

取得データ一覧
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（参考）作成資料の様式

【マルチビーム測深システム点検簿】

工 事 名 ：

実 施 年 月 日 ：

単位：m 前方(X) 右舷(Y) 下方(Z)

水中ヘッド

動揺計測装置

RTK-GNSS

※右舷がX軸、前方がY軸のプラス方向

単位：m 前方(X) 右舷(Y) 下方(Z)
動揺計測装置⇒基準アンテナ

※慣性ジャイロは前方がX軸、右舷がY軸のプラス方向

前方または右舷

　 ＜メ　モ＞

２．マルチビーム測深システム点検簿

インストレーションの測定

基準アンテナ⇒第２アンテナ

機器配置図

艤装状況図

各機器の艤装状況（installation offsets）

慣性ジャイロ Instlation1

慣性ジャイロ Instlation2

単位：m

動揺計測装置

GPS原点は底面ネジ

切部より上方○cm

垂直方向

前方方向

前方方向

ソナー原点

は後方○cm

右舷方向

現場名： ○○港
日 　付：

記帳者： ○○　○○

1.00 1440.640
2.00 1440.230
3.00 1439.970
4.00 1439.410
5.00 1439.170
6.00 1439.100
7.00 1439.080
8.00 1439.070
9.00 1439.070

10.00 1439.040
11.00 1439.040
12.00 1439.030
13.00 1439.020
14.00 1439.020
15.00 1439.040
16.00 1439.030
17.00 1439.030
18.00 1438.990
19.00 1439.000

○○株式会社

３．音速度測定簿

水深
(m)

音速度
(m/s)

平成○○年×月×日

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

1540 1545 1550

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

1430 1435 1440 1445 1450

水深(m)

音速度(m/s)

【音速度測定簿】
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（参考）作成資料の様式

【検潮記録簿】

４．検潮記録簿

観測値 校正値 観測値 校正値 観測値 校正値

5:00 0.53 0.52 10:00 -0.71 -0.71 15:00

T.P.＝±0.00 5:10 0.50 0.49 10:10 -0.72 -0.72 15:10

(m) 5:20 0.46 0.45 10:20 -0.73 -0.72 15:20

時刻 潮高(m) 5:30 0.42 0.41 10:30 -0.73 -0.72 15:30

0:00 5:40 0.37 0.37 10:40 -0.71 -0.71 15:40

1:00 5:50 0.31 0.32 10:50 -0.71 -0.70 15:50

2:00 6:00 0.27 0.28 11:00 -0.70 -0.69 16:00

3:00 6:10 0.22 0.23 11:10 -0.67 -0.67 16:10

4:00 6:20 0.18 0.18 11:20 -0.65 -0.65 16:20

5:00 6:30 0.13 0.13 11:30 -0.63 -0.63 16:30

6:00 6:40 0.06 0.07 11:40 -0.60 -0.60 16:40

7:00 6:50 0.02 0.02 11:50 -0.56 -0.56 16:50

8:00 7:00 -0.04 -0.03 12:00 -0.53 -0.53 17:00

9:00 7:10 -0.09 -0.09 12:10 -0.49 -0.49 17:10

10:00 7:20 -0.14 -0.14 12:20 -0.45 -0.45 17:20

11:00 7:30 -0.21 -0.19 12:30 -0.39 -0.40 17:30

12:00 7:40 -0.25 -0.24 12:40 -0.34 -0.35 17:40

13:00 7:50 -0.29 -0.29 12:50 -0.29 -0.30 17:50

14:00 8:00 -0.34 -0.34 13:00 -0.24 -0.25 18:00

15:00 8:10 -0.38 -0.39 13:10 -0.20 -0.20 18:10

16:00 8:20 -0.43 -0.43 13:20 -0.15 -0.14 18:20

17:00 8:30 -0.48 -0.48 13:30 -0.09 -0.09 18:30

18:00 8:40 -0.51 -0.52 13:40 -0.04 -0.03 18:40

19:00 8:50 -0.55 -0.55 13:50 0.03 0.03 18:50

20:00 9:00 -0.58 -0.59 14:00 0.08 0.08 19:00

21:00 9:10 -0.62 -0.62 14:10 0.13 0.14 19:10

22:00 9:20 -0.64 -0.64 14:20 0.19 0.20 19:20

23:00 9:30 -0.67 -0.67 14:30 0.26 0.25 19:30

計 9:40 -0.69 -0.68 14:40 0.32 0.31 19:40

平均 9:50 -0.69 -0.70 14:50 0.36 0.36 19:50

ｈ ｍ ｍ ｈ ｍ ｍ

ｈ ｍ ｍ ｈ ｍ ｍ

ＭＥＭＯ 読取者 校正者 ○

現場名： ○○地形測量

検潮所： △△検潮所 ○

株

式

会

社

潮位基準面

高　　　潮 低　　　潮

○○ ××

平成○○年×月×日
時刻

潮高（ｍ）
時刻

潮高（ｍ）
時刻

潮高（ｍ）
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実施測線 Co.○○ 点検者: ○○　○○

測定誤差の限度：海上保安庁告示第102号のとおり

較差

本測 照査線 本測-照査線

15 -5.140 -5.240 0.10 OK

20 -6.740 -6.709 -0.03 OK

25 -7.940 -7.876 -0.06 OK

30 -8.740 -8.763 0.02 OK

35 -9.140 -9.138 0.00 OK

40 -9.340 -9.335 -0.01 OK

45 -9.540 -9.514 -0.03 OK

50 -9.640 -9.641 0.00 OK

55 -9.740 -9.773 0.03 OK

60 -9.840 -9.913 0.07 OK

65 -10.140 -10.134 -0.01 OK

70 -10.540 -10.521 -0.02 OK

75 -11.040 -11.067 0.03 OK

80 -11.840 -11.806 -0.03 OK

85 -12.740 -12.710 -0.03 OK

90 -13.740 -13.747 0.01 OK

95 -14.640 -14.633 -0.01 OK

100 -14.940 -14.997 0.06 OK

105 -15.140 -15.215 0.08 OK

110 -15.140 -15.262 0.12 OK

115 -15.240 -15.367 0.13 OK

120 -15.340 -15.405 0.06 OK

125 -15.440 -15.489 0.05 OK

130 -15.540 -15.595 0.06 OK

135 -15.640 -15.667 0.03 OK

140 -15.640 -15.666 0.03 OK

145 -15.640 -15.709 0.07 OK

150 -15.640 -15.770 0.13 OK

155 -15.740 -15.795 0.06 OK

160 -15.740 -15.809 0.07 OK

165 -15.740 -15.861 0.12 OK

170 -15.840 -15.905 0.06 OK

175 -15.840 -15.890 0.05 OK

180 -15.840 -15.919 0.08 OK

185 -15.840 -15.950 0.11 OK

190 -16.040 -16.052 0.01 OK

195 -16.040 -16.080 0.04 OK

200 -16.140 -16.162 0.02 OK

205 -16.140 -16.185 0.05 OK

210 -16.140 -16.192 0.05 OK

215 -16.140 -16.209 0.07 OK

220 -16.240 -16.260 0.02 OK

225 -16.240 -16.256 0.02 OK

230 -16.240 -16.262 0.02 OK

235 -16.240 -16.335 0.09 OK

240 -16.340 -16.419 0.08 OK

245 -16.540 -16.524 -0.02 OK

250 -16.540 -16.580 0.04 OK

255 -16.540 -16.580 0.04 OK

260 -16.640 -16.684 0.04 OK

265 -16.640 -16.710 0.07 OK

水深
始点からの距離 判定

マルチビーム測深精度確認表（照査線）

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 0.05 0.16 0.09 0.04 0.13 0.14 0.14 0.16 0.05 0.02 0.16 0.03 0.10 0.11 0.11 0.05 0.23 0.11 0.11 0.16 0.09

1 0.10 0.11 0.13 0.04 0.10 0.06 0.14 0.14 0.09 0.14 0.11 0.09 0.12 0.18 0.14 0.16 0.17 0.12 0.17 0.05 0.11

2 0.14 0.16 0.04 0.16 0.03 0.08 0.04 0.14 0.11 0.13 0.11 0.08 0.25 0.11 0.04 0.14 0.05 0.04 0.11 0.09 0.09

3 0.11 0.11 0.15 0.12 0.17 0.13 0.15 0.14 0.12 0.11 0.06 0.17 0.04 0.15 0.17 0.15 0.04 0.10 0.17 0.17 0.14

4 0.04 0.13 0.08 0.12 0.08 0.14 0.17 0.17 0.14 0.14 0.11 0.12 0.14 0.07 0.14 0.17 0.05 0.01 0.07 0.11 0.15

5 0.13 0.13 0.00 0.12 0.08 0.15 0.16 0.14 0.12 0.13 0.10 0.05 0.18 0.09 0.05 0.05 0.05 0.11 0.05 0.03 0.08

6 0.06 0.09 0.08 0.14 0.10 0.14 0.06 0.11 0.10 0.11 0.06 0.23 0.10 0.07 0.04 0.08 0.17 0.12 0.15 0.12 0.03

7 0.07 0.14 0.12 0.06 0.15 0.07 0.17 0.12 0.09 0.14 0.07 0.07 0.08 0.05 0.03 0.06 0.16 0.13 0.07 0.12 0.09

8 0.05 0.14 0.09 0.13 0.06 0.04 0.17 0.14 0.10 0.29 0.06 0.13 0.10 0.17 0.12 0.10 0.17 0.16 0.11 0.10 0.12

9 0.09 0.04 0.10 0.03 0.05 0.11 0.13 0.15 0.12 0.14 0.11 0.16 0.06 0.13 0.08 0.11 0.09 0.12 0.08 0.13 0.11

10 0.24 0.14 0.13 0.13 0.16 0.06 0.13 0.14 0.15 0.09 0.12 0.15 0.14 0.09 0.14 0.11 0.14 0.06 0.18 0.10 0.21

11 0.14 0.13 0.13 0.09 0.16 0.17 0.18 0.13 0.15 0.09 0.14 0.07 0.14 0.11 0.12 0.10 0.05 0.07 0.13 0.05 0.10

12 0.12 0.09 0.12 0.17 0.14 0.15 0.12 0.15 0.15 0.10 0.07 0.08 0.11 0.16 0.15 0.08 0.18 0.08 0.15 0.12 0.14

13 0.18 0.17 0.15 0.08 0.18 0.12 0.17 0.12 0.09 0.13 0.18 0.11 0.07 0.12 0.05 0.14 0.05 0.14 0.14 0.14 0.09

14 0.07 0.07 0.14 0.13 0.12 0.16 0.15 0.10 0.06 0.09 0.09 0.16 0.10 0.17 0.14 0.07 0.05 0.17 0.14 0.15 0.12

15 0.11 0.14 0.11 0.12 0.17 0.13 0.11 0.12 0.13 0.07 0.10 0.13 0.14 0.07 0.12 0.14 0.12 0.14 0.10 0.11 0.09

16 0.14 0.11 0.10 0.08 0.14 0.11 0.04 0.16 0.18 0.07 0.11 0.14 0.07 0.12 0.18 0.11 0.09 0.12 0.18 0.13 0.17

17 0.11 0.05 0.18 0.07 0.17 0.11 0.14 0.06 0.13 0.17 0.12 0.06 0.07 0.14 0.15 0.18 0.14 0.18 0.07 0.14 0.15

18 0.14 0.11 0.16 0.04 0.27 0.14 0.15 0.08 0.12 0.12 0.08 0.11 0.12 0.04 0.11 0.13 0.09 0.15 0.14 0.29 0.19

19 0.14 0.12 0.09 0.16 0.06 0.15 0.05 0.13 0.14 0.09 0.03 0.16 0.13 0.11 0.14 0.05 0.08 0.15 0.07 0.08 0.11

20 0.16 0.11 0.17 0.16 0.17 0.10 0.06 0.12 0.15 0.08 0.12 0.07 0.21 0.22 0.22 0.06 0.11 0.05 0.13 0.06 0.12

＝ 基準を満たす

±10 cm 達成率90％以上 ＝ 基準を⾒たさな

達成率 430/441=97.5% （合格）格⼦数 21×21＝441

評価基準

マルチビーム測深機精度管理表（井桁計測）

測線2
測線4

測線1
測線3

実施測線：実 施 ⽇：
格⼦間隔：

○○○○年○○⽉○○⽇
0.5m

+10cm

-10cm
20cm

実施日：○○○○年　○○月　○○日 実施者：○○　○○

・（Ａ）バーチェック板（反射物）を垂下させ、水面を基準としたときの長さを読み取る。

・（ｂ）同時にマルチビーム測深機のスワス断面状に表示されている、バーチェック板のソナーヘッドからの長さを読み取る。

・（Ｂ）同じ計測を３回行い、平均値を算出する

・垂下長（Ａ）から平均値（Ｂ）を引いた値を喫水値（Ｃ）とする。

（Ａ）　垂下長 （ｂ）計測値

１回目 ０．８６ｍ

２回目 ０．８５ｍ

３回目 ０．８４ｍ

平均（Ｂ） ０．８５ｍ 喫水（Ｃ）： １．１５ｍ

２．００ｍ

喫水値（Ｃ）＝垂下長（Ａ）－計測値平均（Ｂ）

　　（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）
　　　　　＝２．００ － ０．８５
　　　　　＝１．１５（ｍ）

バーチェックによる喫⽔測定表

(C)

(B)

(A)

【マルチビーム測深精度管理表】

マルチビーム測深精度管理表（照査線） マルチビーム測深精度管理表（井桁計測） マルチビーム測深精度管理表（バーチェックによる喫水測定表）

（参考）作成資料の様式
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【CUBE処理を行う場合】

補再測確認シート CUBE処理設定確認シート CUBE処理チェックシート

項⽬ 設定値 規定・推奨値
スワス幅 ±55度以下

発振数
測線間隔 重複率100%以上

ビーム数 256ビーム以上

吃⽔

※サーフェスチェック
項⽬

Density
※異常物の有無

補再測確認シート

グリッドサイズ

5点以上（達成率95％以上）
規定値

補再測メモ

  直上測線を計測しているか。
  シングルビーム或いはウォーターカラムデータを計測しているか。

計測時設定値

CUBE設定値

計
測

箇
所

⽔
深

吃
⽔

照
射

⽔
深

重複範囲
測線幅

回目

※データ適⽤、設定の確認
番号 判定

1
2
3
4
5
6
7

※処理結果に基づく確認
番号 判定

8
9

10
11
12
13
14

※精度検証
番号 判定

15
16

※異常物の処理
番号 判定

17
18

※データ出⼒
番号 判定

19
20
21
22

※判定によりノイズ処理を⾏った場合は、処理後のデータを使⽤して再度CUBE処理を⾏う。

出⼒（表⽰）したCUBE⽔深とグリッドサイズが整合しているか。
グリッドサイズが適切に設定されているか。
後処理測位が適⽤されているか。
⾳速度、潮位補正データが適⽤されているか。

Uncertaintyで周囲と変化の⼤きい箇所を確認
Uncertaintyで最⼤となる箇所を確認
標準偏差で周囲と差の⼤きな箇所を確認

確認項⽬

確認項⽬

確認項⽬

⽔深段彩図より地形に変化がある箇所を確認

点密度(Density)が規定以上に確保されているか。

計算に使⽤したデータの最浅値と中央値の差が⼤きい箇所を確認
仮説強度で0以外の数値となった箇所の確認
仮説⽔深が複数発⽣した箇所の確認

CUBE処理チェ ッ ク シート

MergeCUBE-LMDの作成
FT-LMDの作成
出⼒データに隙間がないか。
CUBE-LMDの作成

異常物リストの作成
異常物データの最浅値を復活したか。

CUBE⽔深のUncertaintyのTVUが規定を満たしているか。
照査線による精度検証

確認項⽬

オフセット値が正しく⼊⼒されているか。
TPU設定値がもれなく⼊⼒されているか。

確認項⽬

（参考）作成資料の様式
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ＵＡＶ写真測量

技術概要集



基礎知識（計測の仕組みについて）

利用手順

参考資料
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◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）

UAV写真測量とは、UAVを用いて撮影した連続する空中写真より、

3次元点群データを作成する技術である。

写真から点群データを作成する仕組み

？
撮影時の画像 補正後の画像

留意点

精度よく各写真をマッチングさせるためにはより多くの特徴点が必要となるため、以下の点に留意
して計測に臨むことが重要である。

・撮像のブレ、ボケが発生しないこと

・明るさ、露出、シャッタースピード、飛行速度、画像解像度を適切に設定すること

レンズ歪み補正

特徴点マッチング

マッチング

撮影した異なる写真の色彩、輝度、色調などから特徴点を抽出し、複数の写真と一致する点を抽出

写真測量時の撮影画像のレン
ズの歪み等を補正する処理。

■UAV写真測量とは？

留意点

UAV本体 カメラ

2



 ラップ率の確保

地上の詳細な変化を画像に収めるために

必要な要素。

２枚の写真の重なる度合い（ラップ率）が大き
いほど、精度のよいマッチングが可能となる。

１ｍ

１ｍ

地上画素寸法より小さい

地表物は計測されない

※例【地上画素寸法が１ｍの場合】

※空中写真による立体化
のイメージ

ステレオ写真処理

立体化の原理

人間には２つの目があり、左右の目
が離れていることにより、左右それ
ぞれの目に写る景色には、見え方に微
妙な違い（視差）を生じます。この左
右の見え方の違いにより、人間は物
の立体感を認識しているのです。

撮影した写真に写る地表物を、複数の異なる写真で解析することに

より、立体化する処理。

上記の処理を施し、撮影した写真を立体化する。

※立体化のイメージ

立体化

人間には２つの目があり、左右の目が離れてい
ることにより、左右それぞれの目に写る景色には、
見え方に微妙な違い(視差)を生じます。この左右の
見え方の違いにより、人間は物の立体感を認識する
ため、２枚の写真のラップ率は60％が最適とされ
ている。

ＵＡＶ写真測量では、各写真の特徴点をＳfＭ、
MＶＳによりマッチングさせて、撮影位置、撮影方
向(姿勢)を算出し、特徴点の３次元座標を計算する。

各写真で取得された特徴点が、隣り合った２枚の写真で多く
マッチングさせるためラップ率を８０％以上を確保する。

レンズ歪み補正
撮影時の画像 補正後の画像

特徴点マッチング

ステレオ写真処理

レンズの歪みを補正 各写真の位置と姿勢を計算 ３次元座標の計算

 写真解像度（地上画素寸法（1画素辺りの地上の寸法））の確保
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レンズの歪みを補正

撮影時の画像 補正後の画像

各写真の位置と姿勢を計算

３次元座標の計算

写真を正射変換

３次元点群

レンズ歪み補正

特徴点マッチング

ステレオ写真処理

オルソ画像処理

（参考）オルソ画像処理

空中写真はレンズの中心から対象物までの距離の違いにより、写真上の像の位置にズレが生
じる。オルソ画像は、写真上の像の位置ズレをなくし空中写真を地図と同じく、真上から見
たような傾きのない、正しい大きさと位置に表示される画像に変換（正射変換）したもの。

撮影画像の歪み量、レンズの中心位置等のパラメータを補正する数値を入力。

高い建物、地形ほど
大きく写る。
広角なレンズを使う
と建物が倒れ込む

空中写真 オルソ画像
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■ ブロック据付工の出来形計測
工事の完了時にUAVを用いた出来形計測（UAV写真測量）を行うことで、面的な出来形の評価を行うことが可能となる。
下図は、出来形計測の例で、ソフトウェア上で計測TINと3次元設計モデルを重ねて表示したものである。

■ ブロック据付工の完成形状の把握
工事の完了時にUAVを用いた計測（UAV写真測量）を行うことで、面的な完成形状の把握が可能となる。

出来形計測の例

完成形状の把握の例
※水中部はマルチビーム測深による

UAV写真測量の適用範囲
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◆ 利用手順

１．計測準備

２．現場計測

３．計測データ処理

1.1 使用機器・ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

1.3 撮影・飛行計画

1.4 標定点・検証点の配置計画

2.1 標定点・検証点の計測

2.2 ＵＡＶによる撮影飛行3

3.1 計測点群データの作成

3.2 検証点による精度確認

3.3 出来形評価データの作成

出来形評価用データの作成
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航空法に基づく無人航空機の許可要件

に準じた機体を使用すること。

・2022.6より利用する無人航空機

は登録が義務化

空中写真

写真測量ソフトウェア
・外部標定要素の作成や同時調整

・３次元座標点群算出

点群処理ソフトウェア
・点群データのフィルタリング

・出来形計測データ出力

出来形帳票作成ソフトウェア

電子成果品

出来形管理資料（設計と出来形の差）

計測点群データ（ポイントファイル）

３次元設計データ

撮影計画
標定点設置

３次元設計データ作成ソフトウェア
・設計要素の入力

・３次元設計データの出力

受注者

工事基準点および標定点
データ（ポイントファイル）

出来高算出ソフトウェア

出来形評価用データ（ポイントファイル）

出来形計測データ等（TINファイル）

１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

ＵＡＶ写真測量に必要な機器・ソフトウェアを手配する。
一般的な機器構成を以下に示す。
施工計画書には、これらの機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア名、

バージョン）を記載する。

 （１）ＵＡＶ本体

 （２）デジタルカメラ

 （３）各種ソフトウェア

使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

ＵＡＶの選定に関する留意事項

３  

計
測
デ
ー
タ
処
理
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使用機器類の性能確認1.2

UAV写真測量に必要な機器類の性能などを確認する。

（１）計測性能の確認

（２）測定精度の確認

１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

• 撮影計画を満足する揚重能力及び飛行時間を確保すること。（搭載するカメラ重量との比

較・計測範囲を飛行する時間と当該ＵＡＶの飛行可能時間の比較などを行う）

• 航空法に基づく無人飛行機の許可要件に準じた機体であること。※

• 所定のラップ率、地上画素寸法が確保できる飛行経路及び飛行高度の算出するソフトウェ

アを有すること。

※「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の許可要件に準じた機体性能を有するとと

もに、当該機体に関する飛行マニュアルを整備しておくこと。

飛行マニュアルは下記ＨＰを参照。

https://www.mlit.go.jp/common/001218180.pdf

（１）計測性能の確認

１）ＵＡＶ本体

以下の性能及び機能を有すること。

３  

計
測
デ
ー
タ
処
理

8



１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

• ＵＡＶ及びデジタルカメラについては、製造メーカー等による保守点検を実施する。点検の頻度は、ＵＡＶは

１年に１回以上、デジタルカメラは必要に応じて実施する。

• 受注者は、計測性能について、ＵＡＶやデジタルカメラの性能を確認できる資料及びＵＡＶの保守点検記録を
提出する。

３）ＵＡＶ及びデジタルカメラ

①カメラの機能

下記のいずれかを示すメーカーカタログあるいは仕様書を施工計画書の添付資料として提出すること。

・インターバル撮影又は遠隔でシャッターを操作できること

・計画したラップ率を考慮した撮影位置で自動シャッター操作ができること

・各工種で要求される点群精度を生成できる解像度を有すること。

※グローバルシャッターを用いる場合は、グローバルシャッターに対応したソフトウェアを使用すること

※歪みが大きいレンズや歪みが不均質なレンズは使用を避けること

※ピントは固定とすることが望ましく、オートフォーカスの使用は避けること

※《参考例》測定精度：±50mm以内の場合、地上画素寸法が10mm／画素が目安

※土工では鉛直下向きでの撮影が基本となっているが、最近では、斜め撮影の他、法面工におけるカメラの傾斜
 などの機能を適宜検討する

※必要に応じて製造メーカー等による機能維持のための点検（センサーの清掃及び機能確認等）を実施すること

２）デジタルカメラ

②カメラの機能

インターバル撮影：シャッターを一定間隔で切る機能
飛行速度・対地高度によりシャッター間隔は変化する

対地高度により地上画素寸法は変化するので
飛行高度に合わせた機材を選定する。

３  
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写真測量ソフトウェアの機能を確認する。

• カメラキャリブレーションを行う機能

（カメラキャリブレーションはカメラごとに実施する）

※カメラキャリブレーションにより算出されるレンズパラメーター（レンズの歪み）は、レンズの焦点距離、セ

ンサー、ピント、絞りなどのわずかな違いによりパラメータの数値に影響を与えます。また、カメラキャリブ

レーションを行うための撮像の影響も大きい。

そのため、カメラキャリブレーションは、キャリブレーションに適した環境で撮影を行いパラメータを算出す

ること。（明瞭な地物、標識などが設置されていて、十分な光量、ブレ、ボケのない画像を使用）

現場における撮影は、カメラキャリブレーションを行った時と同じカメラ設定（シャッタースピード、絞り、

ピント）で撮影すること。

※キャリブレーションに適した環境を確保できない場合は、第三者機関によるカメラ検定によりレンズパラメー

タを算出することができる。

※現場で撮影した画像によるセルフキャリブレーションは避けるものとする。

写真測量ソフトウェアとは、撮影した空中写真及び標定点の座標やカメラキャリ

ブレーションデータを用いて、空中写真測量の原理及び同時調整作業の内部処理によ

りステレオモデルを構築し、地形、地物等の座標値を算出できるソフトのこと。

１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

４）各種ソフトウェア

３  

計
測
デ
ー
タ
処
理

10



１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

UAV写真測量の場合、検証点による精度確認となる。
精度確認は、計測点群データ作成時に行う。

（２）測定精度の確認

1) ブロック据付の完成形状の把握
精度検証は、以下の資料に従い精度の検証を実施し、実施結果を「精度確認試験結果報告書」に記録する。
なお、UAV写真測量における地上画素寸法や要求精度、UAVレーザー計測における要求点密度や要求精度について

は、以下の要領を参照して決定すること。

・「作業規程の準則」

・「UAV搭載型レーザースキャナを用いた公共測量マニュアル（案）」

2) ブロック据付の出来形管理
精度検証は、以下の資料に従い精度の検証を実施し、実施結果を「精度確認試験結果報告書」の様式に記録する。

・「作業規程の準則」

・「UAV搭載型レーザースキャナを用いた公共測量マニュアル（案）」

UAV写真測量を行う場合の位置精度は、「作業規程の準則」にもとづき下表のとおりとし、位置精度0.05m以内、
地上画素寸法0.01m以内を標準とする。標準以外の位置精度等を採用する場合は、監督職員と協議を行い決定する。

取得点密度は、「100点／㎡以上」とするが、これにより難い場合には、監督職員と協議を行い決定する。

備 考地上画素寸法位置精度

標準とする0.01m以内0.05m以内

0.02m以内0.10m以内

0.03m以内0.20m以内

位置精度と地上画素寸法

３  
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撮影・飛行計画1.3

所定のラップ率、地上画素寸法が確保できる飛行経路及び飛行高度を算出するソフトウェアを用いて揚重能力とバッ
テリー容量に留意の上、撮影・飛行計画を立案する。

（２）飛行高度・飛行速度・シャッタースピードの設定

• 撮影計画を作成し、施工計画書に記載する。

• 工種で要求される地上画素寸法を満足するように、進行方向のラップ率（オーバラップＯＬ）、隣接コースの

ラップ率（サイドラップＳＬ）、飛行高度・飛行速度・シャッタースピードを求める。なお、ラップ率は、進行

方向では80％以上（撮影後に写真重複度の確認が困難な場合は90％以上）、隣接方向では60％以上とする。

１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

（１）飛行の範囲の設定

計測範囲を施工計画書に記載する。

写真測量ソフトによる実際のラップ率の算出例

３  
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（３）飛行及び撮影時の留意事項

• 撮影区域を完全にカバーするため、撮影コースの始めと終わりの撮影区域外をそれぞれ最低１モデル（２枚の空

中写真の組み合わせ）以上設定する。

• 対地高度は、必要な精度を満たす地上画素寸法を確保できること、使用するカメラの素子寸法及び画面距離から求

めるものとする。撮影高度は、対地高度に撮影区域内の撮影基準面高を加えたものとする。

• 直線かつ等高度または等対地高度の撮影となるように計画する 。

• 構造物周囲を含む計測を実施することが望ましい。

■等高度または等対地高度が望ましい ■撮影コースの始めと終わりの撮影区域外をそれぞれ最
低１モデル（２枚以上の空中写真の組み合わせ）以上設
定すること

■対地高度は測定時の要求画素寸
法を確保できること

１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

等高度撮影 等対地高度撮影

■撮影高度は対地高度＋撮影基準

面高を加えたものとする

■斜面における等対地高度

＊斜め撮影は斜⾯の傾斜、離れ、カメラ⾓度
など⾼度な設定が必要となるため垂直撮影
で精度が確保できない場合の補備的な撮影

３  
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（４）航空法に基づく飛行許可申請（現場条件次第では提出が必要）

ＤＩＤ地区や空港周辺などＵＡＶの飛行にあたり許可の有無を確認する必要がある。

許可申請には時間がかかる場合があるので、早めの準備が必要である。

許可・申請は下記のＨＰを参照。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

３  
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標定点・検証点の配置計画1.4

空中写真測量（ＵＡＶ）による計測結果を３次元座標へ変換するためには、標定点と精度確認用の検証点を設置する

必要がある。

１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

• 標定点、検証点の配置計画を作成して施工計画書に記載する。

• 国土交通省国土地理院の「作業規程の準則」に基づき配置する。消波ブロック据付においては以下のとおり。

• 国土交通省国土地理院の「作業規程の準則」では、「標定点は、計測対象範囲を囲むように配置する点（外側標定
点）および計測対象範囲内に配置する点（内側標定点）で構成する。」とされているが、作業の効率性・安全性の向
上の観点から、消波ブロック据付（水上部）においては、「標定点は、100m以内毎に防波堤幅の両端2列に外側標
定点とその内側に1点の内側標定点を配置することを標準とする。また、検証点は200m間隔以内で最低2点以上設
けることを標準とする。なお、検証点は標定点とは別に設置する必要がある。これらの標定点および検証点消波ブ
ロック上には配置しないことも可とする。」 ただし、消波ブロックの離岸堤など上部工が無い構造の場合は、陸域
に標定点および検証点を設置し、広域撮影を行うなどの対応も可能である。

• UAV写真測量の計測手法のうち、RTK方式、ネットワーク型RTK方式、PPK方式、自動追尾型トータルステー
ション方式を活用し、撮影時のカメラの位置情報を取得することが可能な場合は、標定点の配置は任意とすることが
できる。なお、検証点については、200m間隔以内に最低2点以上設けて精度を評価するものとする。

消波ブロック

消波ブロック

標定点防波堤

100m以内100m以内

検証点

200m以内

UAV写真測量 標定点と検証点の設置イメージ

３  
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標定点・検証点の計測イメージ

・検証点を標定点として使用しないこと
・標定点・検証点は計測中動かないよう設置すること

標定点・検証点の計測2.1

現場に計画した標定点・検証点を配置し、各点の座標を計測する。

• 標定点及び検証点の計測については、４級基準点及び３級水準点と同等以上の精度が得られる計測方法をとる。

例えば、工事基準点などの既知点から、事前精度確認にて所要の精度があることが確認されたＴＳ等光波方式を

用いて計測することができる。

• RTK方式、ネットワーク型RTK方式、PPK方式、自動追尾型トータルステーション方式を活用し、撮影時のカメ

ラの位置情報を取得することが可能な場合は、標定点の配置は任意とすることができる。

１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

現場計測２

（１）標定点・検証点の計測

注 意

３  
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ＵＡＶによる撮影飛行2.2

ＵＡＶを飛行させ空中から写真を撮影する。

空中写真測量（ＵＡＶ）による計測では、計測対象範囲に作業員や仮設構造物、建設機械などが配置されている場合

は、地形面のデータが取得できない。このため、可能な限り出来形の地形面が露出している状況での計測を行う。

１）安全計測のための留意点

空中写真測量（ＵＡＶ）による計測では、撮影だけでなくＵＡＶ本体の飛行の安全に
も十分留意する必要がある。

•UAV機体の定期点検および飛行前点検の実施

•強風や突風の恐れのある気象条件

•バッテリー残量に注意

•安全飛行マニュアルに準拠し飛行する。

また、港湾荷役や工事で使用している無線電波とUAVの使用する電波は同じ
周波数帯（2.4ＧＨｚ帯）の場合が多いので、操縦電波の障害に注意が必要である。

２）諸手続き

航空法による届け出、資格、周知など遵守すべき事項を確認すること。

・施工現場における飛行制限の確認

・港湾関係者等への周知

・必要な資格の取得

バッテリー残量に注意

１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

（１）撮影飛行

（２）計測の留意事項

３  
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■強風や突風の恐れの
ある気象条件

■影部など暗く写真が鮮明に撮影できない場所

■可能な限り地面が露
出している状態

２）精度確保のための留意事項

空中写真測量（ＵＡＶ）による計測では、計測対象範囲に作業員や仮設構造物、建設機械などが配置されている場

合は、地形面のデータが取得できない。このため、可能な限り出来形の地形面が露出している状況での計測を行う。

また、次のような条件では適正な計測が行えないので十分気をつけること。

《計測精度を確保するための留意事項》

・写真が鮮明に撮れないなど暗い場合

・日差しが強く影部が鮮明に撮れない場合

・水面や白色部のハレーションに留意

・草や木などで地面が覆われている場所

・積雪により地面が覆われている場合

・法面や構造物を計測する場合には、カメラの角度などを工夫すること

・水面や草本木など動きのある地物が多く介在するエリア

■対象構造物の全面を所定の密度で計測するこ
とが困難な場合は出来形写真で保管する

１

計
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２

現
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空中写真の撮影計画イメージ

３）防波堤や消波ブロック等の複雑な構造物がある場合の留意点

防波堤等のように、側面がある構造物の場合や消波ブロック等の複

雑な構造物がある場合は、垂直写真だけでは側面の点密度が不足する

こと、および位置精度向上が期待されることから、斜め写真の撮影を

加えて実施することを推奨する。

斜め写真は垂直写真と同一対象物を海側から撮影できるコースを設

定し、写真の中心に対象施設が撮影されるようにする。

斜め撮影の同一コース内の隣接空中写真間は80%以上、コース間

隔は60%以上とする。高度は垂直写真と斜め写真の地上画素寸法が概

ね同等となるようにカメラの角度および高度を計算して設定する。

なお、撮影においては単コース撮影では誤差が大きく出る傾向があ

ることと、消波ブロックで３次元の再現性が劣ることから、複数コー

スによる撮影を標準とする。

また、右図に示すように、少なくとも1枚以上の空中写真が対象範

囲の外側で撮影されるように計画する。

地上画素寸法については、３次元データの利用目的や要求精度を考

慮し、他の基準類などを参照し決定することができる。

なお、海面は３次元データ作成の際に障害となるため、右図に示す

ように1枚の写真に写る水域部の割合は、極力少なくする。

左の写真の方が1枚の写真に水部が少なく、望ましい

３  
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４）その他の留意事項（自動航行を行わない場合の留意点）

自動航行を行わない場合の測定精度を確保するための所定の条件は以下を標準とする。

・直線かつ、等高線または等対地高度の撮影となるように飛行する。

・撮影区域を完全にカバーするため、撮影コースの始めと終わりの撮影区域外をそれぞれ最低１モデル（２枚の

空中写真の組み合わせ）以上形成できるように飛行する。

・構造物に接触しないよう、十分注意して計測する。
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■点群処理ソフトに関する留意事項

・処理する３次元座標は、出来形管理結果に影響するため、不要点除去時には留意すること。

■写真測量ソフトウェアに関する留意事項

・カメラキャリブレーションの結果（カメラパラメータ）は、測定精度に影響を与えるため、施工現場におけるセルフ
キャリブレーションは避けて、カメラキャリブレーションに適した環境で実施すること。

・ＵＡＶの飛行ログデータ（カメラ位置データ、姿勢情報、ＲＴＫ情報など）を使用したデータ処理が行える場合は、
利用してもよい。

計測点群データの作成3.1

撮影写真から点群を生成し、不要点の削除を行う。

• 点群生成については、各写真測量ソフトウェアのマニュアルによる。

• 点群生成に利用するのは標定点のみである。

（２）点群処理ソフトで計測点群データを作成する

• 生成した点群データから、不要点を削除する。

• 必要に応じて密度調整を行う。

計測データ処理３

（１）写真測量ソフト点群を生成する

注 意
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検証点による精度確認3.2

計測点群データ上で取得した検証点の座標値と、現場計測の際に取得した検証点の座標を比較し要求されている測定
精度以内であることを確認する。

精度確認の結果は、「精度確認試験結果報告書」にとりまとめ、発注者に提出する必要がある。

・UAV写真測量では、現場計測ごとに精度確認が必要。

・点群生成時に利用していない検証点を用いる。

・生成した点群から抽出した検証点座標とＴＳ等で計測した検証点座標の比較を行う。

・比較結果が全て要求精度を満たしていることを確認する。

注 意

「精度確認試験結果報告書」
を提出する

１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

３

計
測
デ
ー
タ
処
理
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１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

３

計測データ処理３

消波ブロック据付工の出来形評価用点群データは、全ての計測点群データとする。

出来形評価用点群データよりTINを配置し、出来形評価データを作成する。

なお、出来形評価の方法は、本要領の「別紙1」を参照のこと。

出来形評価用データの作成3.1

■ 出来形用評価データ

計
測
デ
ー
タ
処
理

計測方法出来形評価データ工種

UAVを用いた計測全ての計測点群データから作成したTINブロック据付工

出来形管理図表作成例
23



◆ 参考資料

出来形管理基準及び許容範囲等

■ 消波ブロック据付工

備考許容範囲結果の整理方法測深単位採用するデータ計測方法管理項目工種

出来形管理資料として整理10cm全ての計測点群データから作成したTINUAVを用いた計測延長消波ブロック据付工

24



施工計画への記載事項•提出書類

(1) 適用工種
適用工種に該当する工種を記載する。

(2) 適用区域
本要領による３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事

の消波ブロック据付工範囲を示すとともに、出来形管理範囲を明示する。３次
元計測範囲は、消波ブロック据付工事範囲を含め、関連施設が近傍にあればそ
れを含む範囲、または、工事範囲外側で必要と考えられる範囲まで設定する。

(3) 出来形管理基準及び許容範囲・出来形管理写真基準
設計図書」及び「出来形管理基準及び許容範囲」の測定基準に基づいた出来

形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所については、記載
不要である。

また、出来形確認データを用いた出来形管理を行う範囲については、本要領
にもとづく出来形管理基準および許容範囲、出来形管理写真基準を記載する。

(4) 使用機器・ソフトウェア
UAVを用いた計測による出来形管理を正確に実施するためには、必要な性

能を有し適正に管理された機材（UAV、レーザー測距装置等）および必要かつ
確実な機能を有するソフトウェアを利用することが必要である。使用する機器
構成を施工計画書に記載するとともに、その機能・性能などを確認できる資料
を添付して提出する。

(5) 計測計画
受注者は、各手法の要求精度が確保できるよう計測計画を立案し、施工計画

書内に整理して提出すること。以下の項目に留意し、計測計画を作成すること
とする。

・対象物との距離 ・高さ ・対象物の形状 ・地形
・要求精度 ・近傍の障害物

(6)精度管理
UAVを用いた計測の精度管理の方法について記載する。

記載事項

記載事項

記載事項

記載事項

提出書類

記載事項

記載事項

25



（参考）作成資料の様式

【カメラキャリブレーション及び精度確認試験結果報告書】

日 付： 年 月 日
工 事 名： ○
受注機関： ○
作 成 者： ○

カメラキャリブレーション及び精度確認試験結果報告書
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技術概要集

ＵＡＶレーザー計測



1

基礎知識（計測の仕組みについて）

利用手順

参考資料
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◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）

特徴と計測原理

留意点 レーザーの回転方向（横方向）の間隔は、端部ほど大きくなる

■ＵＡＶレーザー計測とは？

ＵＡＶレーザー計測システムは、ＵＡＶ上のＧＮＳＳ、ＩＭＵ及びレー
ザースキャナーによって構成される。その原理は、ＧＮＳＳとＩＭＵにより
ＵＡ Ｖの位置と姿勢を求め、レーザースキャナーにより左右にスキャンしな
がら地上までのレーザー光の反射方向と地上までの距離を計算し、これらの
装置の関係付けと計測データの解析により３次元座標を解析するものである。

• レーザーを連続的に２次元の放射状に射出するユニットをＵＡＶへ搭載

• ＵＡＶが飛行し移動することでレーザーがスパイラルに射出、地表面の３
次元点群を取得

• レーザーユニットの位置は、ＧＮＳＳなどで測定

• 短周期の姿勢変化はＵＡＶに搭載されるＩＭＵのデータによって補正

• 高精度なものでは、ペイロードは６～７㎏にもなる

• ＧＮＳＳによる測位データと、ＩＭＵによる姿勢変化データによって軌跡
（トラジェクトリ）を解析

• その上にスキャンデータを時系列で展開し、一つの座標系の点群データを
作成

• ユニットの性能や必要とされる精度や密度によって、対地高度および飛行
速度を決定
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■ ブロック据付工の出来形計測

工事の完了時にUAVを用いた出来形計測（UAVレーザー計測）を行うことで、面的な出来形の評価を行うことが可能となる。
下図は、出来形計測の例で、ソフトウェア上で計測TINと3次元設計モデルを重ねて表示したものである。

■ ブロック据付工の完成形状の把握

工事の完了時にUAVを用いた計測（UAVレーザー計測）を行うことで、面的な完成形状の把握が可能となる。

出来形計測の例

完成形状の把握の例
※水中部はマルチビーム測深による

UAVレーザー計測の適用範囲



◆ 利用手順

4

１．計測準備

２．現場計測

３．計測データ処理

1.1 使用機器・ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

1.3 飛行計画の立案

2.1 調整用基準点・検証点の設置及び計測

2.2 ＵＡＶレーザーシステムの確認

2.3 ＵＡＶレーザー計測の実施

3.1 検証点による精度確認



計
測
準
備

現
場
計
測

ＵＡＶレーザー計測に必要な機器・ソフトウェアを手配する。
一般的な機器構成を以下に示す。
施工計画書には、これらの機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア名、

バージョン）を記載する。

 （１）ＵＡＶレーザー本体（UAV本体、レーザースキャナ（LS）本体）

 （２）各種ソフトウェア

使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

ＵＡＶレーザーの計測性能は多様であ

ることと、使用しているＩＭＵやＬＳが

高精度なほど高価格となる傾向もあり、

各現場の状況に併せて適用可能な機器を

選定することが重要。

計測点群データ

点群処理ソフトウェア
・点群データのフィルタリング

・出来形計測データ出力

出来形帳票作成ソフトウェア

電子成果物

出来形評価用データ

（ポイントファイル）

３次元設計データ

３次元設計データ作成ソフトウェア
・設計要素の入力

・３次元設計データの出力

出来高算出ソフトウェア

出来形計測データ等

（TINファイル）

出来形管理データ

（設計と出来形の差）

ＵＡＶレーザー

・飛行計画
・調整用基準点

5

計
測
デ
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タ
処
理

３

２

１



使用機器類の性能確認1.2

UAVレーザー計測に必要な機器類の性能などを確認する。

（１）計測性能の確認

（２）測定精度の確認

１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

• 自動飛行機能及び異常時の自動帰還機能を装備していること。

• 航行能力は、計測が想定される飛行域の地表風に耐えることができること。

• 撮影計画を満足する揚重能力及び飛行時間を確保すること。（搭載するLSの重量との比

較・計測範囲を飛行する時間と当該ＵＡＶの飛行可能時間の比較などを行う）

• 航空法に基づく無人飛行機の許可要件に準じた機体であること。※

※「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の許可要件に準じた機体性能を有するとと

もに、当該機体に関する飛行マニュアルを整備しておくこと。

飛行マニュアルは下記ＨＰを参照のこと。

https://www.mlit.go.jp/common/001218180.pdf

6

（１）計測性能の確認

１）ＵＡＶ本体

以下の性能及び機能を有すること。

３  

計
測
デ
ー
タ
処
理
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測
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現
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３  

計
測
デ
ー
タ
処
理

２） ＧＮＳＳアンテナ及びＧＮＳＳ受信機

・ ＧＮＳＳアンテナは、ＵＡＶの頂部に確実に固定されていること。

・ ＧＮＳＳ観測データを１秒以下の間隔で取得できること。

・ ２周波で搬送波位相を観測できることを標準とする。

・ ＩＭＵ（慣性計測装置）

・ センサ部の３軸の傾き（ローリング、ピッチング、ヘディング）及び加速度を計測可能なこと。

・ レーザ測距装置との位置関係を堅ろうに固定できるものとし、レーザ測距装置に直接装着することを標準とする。

３）レーザ測距装置

・ スキャン機能を有すること。

・ 眼等の人体に悪影響を与えない機能を有していること。

・ 安全基準が明確に示されていること。

４）ソフトウェア

・ ＧＮＳＳ及びＩＭＵから得られたデータを用いて推定した誤差モデルから、再度軌跡を計算する繰り返し計算に
よって誤差モデルを改善し、最適解を算出できること。

・ 解析結果の評価項目を表示できること。

・最適軌跡解析で得た結果及びレーザ測距データを統合解析し、計測点の三次元位置が算出できること。



飛行計画の立案1.3
１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

３

（１）飛行計画

ＵＡＶレーザーで使用するＧＮＳＳ、ＩＭＵ、ＬＳの性能に応じて計測諸元を作成し飛行計画を立案する。飛行対地
高度は、飛行空域の状況、ＩＭＵとＬＳの性能により決定する。計測データの相対的な精度の確保と計測データが欠
測しないよう、必ず隣接するコースに重なりがあるように、飛行計画を立案する。

また、飛行計画上のサイドラップ率が30％以上となる飛行計画を立案する。
飛行対地高度の決定は、ＩＭＵ、ＬＳの性能を考慮し有効計測角、有効計測幅を決定し、要求精度＞予測精度となる

よう十分留意すること。

ＵＡＶレーザーは、ＩＭＵ、ＬＳの性能に応じて精度が左右されるため、要求精度を確保できる範囲で、飛行計画
を立案する。

有効計測角

コース間隔

有効計測幅
サイドラップ 30%

コース１ コース２

飛
行
対
地
高
度

8
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ロール角度及びレーザー拡散角が予測精度に与える影響

9
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３

飛行速度は、計測点密度に影響するため、ＬＳの性能により決定する。

ＬＳの性能が、レーザー発光回数10万点／秒、スキャン回転数50回転／秒、飛行速度４ｍ／秒、飛行対地高度30 

ｍの場合、計測点密度は、進行方向で８cm（４ｍ÷50回転）、横断方向で12.5cm（下図参照）となる。

飛行中は、機体の揺れによる計測点密度の粗密が生じる恐れがあるため、要求される計測点密度を十分満足するよう

留意して飛行速度を決定すること。

10

計測点密度計測点密度（横断方向）の計算方法の一例
計
測
デ
ー
タ
処
理
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（２）調整用基準点・検証点の設置計画

11

① 調整用基準点

調整用基準点の設置については、「『作業規程の準則』第4編 第4章 第5節 第3款 調整点の設置」を参照するこ

とができる。

② 検証点

検証点の設置については、「『作業規程の準則』第4編 第4章 第5節 第7款 オリジナルデータの点検測量」を参

照することができる。

計
測
デ
ー
タ
処
理

• 調整用基準点の形状は任意であり、計測
点群データから座標が特定できるものを
用いる。

• ｘ,ｙ,ｚ座標が特定できる物を用いるこ
とで、標高調整用基準点と水平調整用基
準点を兼ねる事が出来る。

標高調整用基準点の一例 水平調整用基準点の一例
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• ＵＡＶレーザーにおいて、ＬＳの位置は、ＧＮＳＳ測位（衛星測位）「キネマティック法」による測位演算で求

める。キネマティック法は、現場でリアルタイムに測位演算する「ＲＴＫ法」と後処理で測位演算する「後処理キ

ネマティック法」に分類される。

• キネマティック法は、高精度に位置を算出するために地上固定局を設置し、飛行中のＵＡＶに搭載されたＧＮＳＳ

と同時観測する必要がある。地上固定局は、施工現場の近傍に設置されている電子基準点や仮想点、施工現場内に

設置された基準局を使用することができる。

• 「ＲＴＫ法」は、地上固定局の観測データを無線装置によりＵＡＶへリアルタイムに転送する必要がある。「後処

理キネマティック法」は、配信事業者からダウンロードした観測ファイル又は、施工現場内に設置した基準局の観

測データファイルとＵＡＶレーザーの観測データを用いて解析を行う。

12

ＵＡＶレーザーは、ＬＳの位置をキネマティック法で求めるために必要な地上固定局を設置するものとする。

地上固定局は、電子基準点、仮想点、施工現場へ設置した基準局を使用するものとする。また、地上固定局のデータ

取得間隔は１秒１epoch とする。

（３）地上固定局の設置

計
測
デ
ー
タ
処
理

（３）取得点密度

取得点密度は「100点／㎡以上」とするが、これにより難い場合には、監督職員と協議を行い決定する。



調整用基準点・検証点の設置及び計測2.1

計測計画に基づき、調整用基準点・検証点を配置し、各点の座標を計測する。

１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

３

現場計測２

• 調整用基準点の計測はＴＳを用いて実施し、ＴＳから基準点及び調整用基準点までの距離が100ｍ以下（３級ＴＳ

の場合）あるいは150ｍ以下（２級ＴＳの場合）とする。

• 鉛直高さと水平位置の検証点は、それぞれ最低１点以上、調整用基準点の設置位置から概ね等距離となる位置に設

置するものとし、計測方法は調整用基準点と同等とする。ただし、工事基準点、ＢＭ、ＫＢＭへ直接設置できる場合

は、この限りではない。

• このほかｘ,ｙ,ｚ座標が特定できる物（既存の構造物の角など、既存の明瞭な地物で、計測点群データからｘ,ｙ,ｚ座

標が特定できるもの）を用いることで、標高調整用基準点・検証点と水平調整用基準点・検証点を兼ねる事が出来

る。調整用基準点、検証点の配置図は、任意の様式で受注者が作成、補間し、監督職員の求めに応じて提出できる

ようにすることとする。
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■UAVレーザー計測（防波堤、消波ブロック）における留意点

UAVレーザー計測は、近赤外レーザーとグリーンレーザーと2種類に大別でき、いずれもUAV

写真測量とほぼ同等の精度で、水上部の構造物の計測が可能である。

近赤外レーザーの計測点密度や設置する調整点数などの決定については、使用する機器のス

ペックや、他の基準類を参照し決定すること。なお、検証点については、200m間隔以内に最低

2点以上設けることを標準とする。調整点を使用する場合や検証点の設置個所は防波堤天端上とし、

消波ブロック上の設置は省略可とする。ただし、消波ブロックの離岸堤など上部工が無い構造の

場合は、陸域に標定点および検証点を設置し、広域撮影を行うなどの対応も可能である。

水際部の計測においては、水上部および水際部の３次元点群データを同時に計測するUAV搭載

型グリーンレーザー計測器を用いることを推奨する。なお、グリーンレーザー計測では水質（濁

り）や気象条件（潮位、波浪、砕波など）による影響を受けることから、事前に確認したうえで、

計測作業を行うこと。また、グリーンレーザー計測器は水上部と水際部を同時に計測することが

できることから、計測点密度や調整点および検証点の配置については、水上部の内容に従って実

施すること。
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ＵＡＶレーザーシステムの確認2.2
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ＵＡＶレーザーを構成するＧＮＳＳ、ＩＭＵ、ＬＳのキャリブレーション等を行う。

１） 事前確認

ＧＮＳＳ、ＩＭＵ、ＬＳの取り付け位置のオフセット量（レバーアーム）を計測し記録する。ボアサイトキャリ

ブレーションにより、ＩＭＵ、ＬＳの取り付け角を計測し記録する。この確認は、ＧＮＳＳ、ＩＭＵ、ＬＳ相互の

位置関係が変わる可能性のある組み立て作業等を行った場合に実施する。

2） 計測前の準備

ＧＮＳＳは、後処理解析で十分な精度（キネマティック解析によるＦＩＸ状態）が確保できるよう初期化を行う。

ＩＭＵは、ロール角、ピッチ角、ヘディング角の精度が収束するようメーカー推奨の初期化を行う。

計
測
デ
ー
タ
処
理
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ＵＡＶレーザー計測の実施2.3

航空法に基づく「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の許可要件に準じて作成した飛行マニュアルに
沿って、安全に留意して計測を実施する。

計測は飛行計画に基づき実施する。また、ＩＭＵの精度が低下しないよう一定方向、等速度で飛行し、旋回は十分な半

径で飛行する。

ＵＡＶレーザーの計測では、計測対象範囲に作業員や仮設構造物、建設機械などが配置されている場合は、地形

面のデータが取得できない。このため、可能な限り出来形の地形面が露出している状況での計測を行う。また、次

のような条件では適正な計測が行えないので十分気をつけること。

・雨や霧、雪などレーザーが乱反射してしまうような気象

・計測対象範囲とレーザー光の入射角が極端に低下する場合

・強風などで土埃などが大量に舞っている場合

・草や木などで地面が覆われている場所

・ＵＡＶレーザー計測で利用するレーザークラスに応じた使用上の対策を講じるとともに、飛行等を含む安全性

に十分考慮すること

・衛星の配置や受信状態が悪いと高精度な計測が行えない場合があるため、事前に衛星の配置状況等を確認すること

留意点

16
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検証点による精度確認3.1

UAVレーザー計測で得られた計測点群データ上の検証点の座標値から精度確認を実施する。
精度確認の記録は発注者に提出する。
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３

計測データ処理３
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最適軌跡解析をＧＮＳＳ観測データ及びＩＭＵ観測データを用いて、LooselyCoupled方式又はTightlyCoupled方

式で行う。LooselyCoupled方式は、まずＧＮＳＳ衛星を利用したキネマティック解析により機体の３次元位置を特定

し、ＩＭＵのデータを反映して最適軌跡解析を行うプロセスを経る。LooselyCoupled方式のキネマティック解析時に

はＧＮＳＳ衛星が５個以上必要となり、５個以下になると著しく精度が低下することに留意すること。

TightlyCoupled方式はキネマティック解析と最適軌跡解析を同時に行う手法であり、ＧＮＳＳ衛星の衛星数が一時

的に不足しても、解析処理は一定の精度を維持できることが特徴である。
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TightlyCoupled方式（国総研ＨＰより）LooselyCoupled方式（国総研ＨＰより）

（１）最適軌跡解析
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コース間の重複部分に点検箇所を選定し、コースごとの標高値の比較点検を行うものとする。

①点検は、各コース間重複部分で２箇所以上行う。

②点検箇所は、計測対象範囲内に偏りなく配置するよう努めるものとするが、各コースの起点側に１点、終点付近

に１点の配置としてもよい。

③植生のある場所等の地形条件で平坦な場所がない場合は、点検箇所の配置及び点数を増加させることで、測量精

度の劣化を防ぐことができる。
④点検箇所の標高値は、平坦で明瞭な地点を選定し、計測点密度と同一半径の円又はおおむね２倍辺長の正方形内

の計測データを平均したものとする。

⑤点検箇所の標高値の較差は、重複計測したレーンごとに算出する。算出には、レーンごとに各点の較差を集計し、平

均する。

⑥重複計測したレーンごとの標高値の較差の平均値は、±50mm以内とする。

19

（２）コース間標高値の点検
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調整は以下の方法により行うものとする。

①調整用基準点と比較する３次元計測データは、所定の格子間隔と同一半径の円又は２倍辺長の正方形内の計測

データを平均する。

②すべての調整用基準点において３次元計測データの平均値との較差を、水平位置、標高について求め、その平均値

との標準偏差等を求める。

③各調整用基準点における点検の結果、水平位置、標高の較差の平均値の絶対値が50mm以上又はＲＭＳ誤差が

50mm以上の場合は、原因を調査の上、再計算処理又は再測等の是正処置を講じる。
④すべての調整用基準点での点検の結果、水平位置、標高の較差の平均値の絶対値が50mm以上の場合で、標高調

整用基準点の較差の傾向が作業地域全体で同じ場合は、地域全体の３次元データの標高値を上下の一律シフトの

平行移動により補正を行う。また、水平調整用基準点の較差の傾向が、作業地域全体で同じ水平方向にシフトして

いる場合は、水平方向に一律シフトの平行移動及び回転により補正を行う。

⑤上記④の補正を行った後、再び上記③の点検を実施し、結果を次に示す調整用基準点調査票にとりまとめる。監督

職員から提出の請求があった場合は速やかに提出する。
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（３）３次元計測データの調整
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調整した計測点群データから検証点の座標をもとめ、別途計測した検証点の標高及び水平位置座標値との差を算出す

る。ｘ,ｙ,ｚ座標のそれぞれの成分の差は±50mm以内であること。確認結果は、次図に示す様式で整理し提出する。
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（４）３次元計測データの精度確認
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◆ 参考資料

22

出来形管理基準及び許容範囲等

■ 消波ブロック据付工

備考許容範囲結果の整理方法測深単位採用するデータ計測方法管理項目工種

出来形管理資料として整理10cm全ての計測点群データから作成したTINUAVを用いた計測延長消波ブロック据付工



23

施工計画への記載事項•提出書類

(1) 適用工種
適用工種に該当する工種を記載する。

(2) 適用区域
本要領による３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事

の消波ブロック据付工範囲を示すとともに、出来形管理範囲を明示する。３次
元計測範囲は、消波ブロック据付工事範囲を含め、関連施設が近傍にあればそ
れを含む範囲、または、工事範囲外側で必要と考えられる範囲まで設定する。

(3) 出来形管理基準及び許容範囲・出来形管理写真基準
設計図書」及び「出来形管理基準及び許容範囲」の測定基準に基づいた出来

形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所については、記載
不要である。

また、出来形確認データを用いた出来形管理を行う範囲については、本要領
にもとづく出来形管理基準および許容範囲、出来形管理写真基準を記載する。

(4) 使用機器・ソフトウェア
UAVを用いた計測による出来形管理を正確に実施するためには、必要な性

能を有し適正に管理された機材（UAV、レーザー測距装置等）および必要かつ
確実な機能を有するソフトウェアを利用することが必要である。使用する機器
構成を施工計画書に記載するとともに、その機能・性能などを確認できる資料
を添付して提出する。

(5) 計測計画
受注者は、各手法の要求精度が確保できるよう計測計画を立案し、施工計画

書内に整理して提出すること。以下の項目に留意し、計測計画を作成すること
とする。

・対象物との距離 ・高さ ・対象物の形状 ・地形
・要求精度 ・近傍の障害物

(6)精度管理
UAVを用いた計測の精度管理の方法について記載する。

記載事項

記載事項

記載事項

記載事項

提出書類

記載事項

記載事項
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（参考）作成資料の様式

【精度確認試験結果報告書】

日 付： 年 月 日
工 事 名： ○
受注機関： ○
作 成 者： ○

精度確認試験結果報告書



施工履歴データ
（基礎工）

技術概要集



1

基礎知識（計測の仕組みについて）

利用手順

参考資料



◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）

2

重錘式均し機の位置のデータ記録

■ 施工履歴データを使った出来形管理とは？

重錘式均し機の施工管理システムにより計測、蓄積される３次元位置情報を用いて、1.0m平面
格子内のデータ（最深値）で基礎工（本均し、荒均し）の出来形管理を行う技術である。

施工履歴データを用いて出来形管理を実施することで、出来形管理の省力化・省人化が可能と
なる。

自動追尾式TS データ伝達装置

自動追

重錘式

位置及

計測

操作室

起重機船
プリズム

重錘式均し機

• 施工中の重錘位置の3次元座標をリアルタイムに取得

• 施工履歴データとして記録・保存

• 出来形計測を待たずに次工程の段取りが可能

• 従来の計測の手間の大幅な削減

施工履歴データの特徴・導入効果



3

１．計測準備

1.1 使用機器•ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

1.3 施工履歴取得対象範囲

２．現場計測

３．計測データ処理

2.1 計測基準

2.2 施工管理システムの設定

2.3 計測

2.4 計測時の留意点

3.1 出来形評価データの作成

3.2 出来形管理資料の作成

◆ 利用手順



施工履歴データを用いた出来形管理に必要な機械•ソフトウェアを手配する。
一般的な機器構成を以下に示す。
施工計画書には、これらの機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア名、バ

ージョン）を記載する。

（１）施工管理システムを構築する機器

（２）各種ソフトウェア

１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

３
計
測
デ
ー
タ
処
理

使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

4

施工管理システムを構築する機器

Ｘ， Ｙ， Ｚ
139.6，35.8，45.0

○○， ○○， ○    ○
○○， ○○， ○    ○
○○， ○○， ○    ○

・・・・・・

③点群処理ソフトウェア
・点群データの合成
・点群データのフィルタリング

⑤出来形帳票作成ソフトウェア

出来形評価用データ
（ポイントファイル）

３次元設計データ

④３次元設計データ作成ソフトウェア

⑥出来高算出ソフトウェア

出来形計測データ等
（TINファイル）

出来形管理データ
（設計と出来形の差 ）

施工履歴データ

出来形管理資料
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計測準備１

5

起重機船
プリズム

重錘式均し機
既設ケーソン等

自動追尾式ＴＳ

施工管理システム

3次元設計データ

作成ソフトウェア

出来形帳票作成ソフトウェア

出来高算出ソフトウェア

点群処理ソフトウェア

3次元設計データ

3次元設計データ

施工履歴データ

出来形評価用データ

出来形計測データ等

出来形管理資料

（位置情報）

施工履歴データによる出来形管理機器の構成例



計測に必要な機器類の性能を確認する。

（１）計測性能の確認
（２）機器の機能確認

使用機器類の性能確認1.2
１
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（１）計測性能の確認

6

計測位置の取得精度は、下記の要因等により変化すると考えられている。

① 自動追尾式TSの位置精度

② 自動追尾式TS及び計測対象物の寸法計測誤差

③ プリズムの取付け不良及びガタツキ

④ ソフト処理上の丸め誤差

様々な誤差要因が考えられるため、現場における精度確認試験により精度管理を行う必要がある。
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１）精度確認（着工前）

出来形管理を行う範囲において、着工前に「(1)計測精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」又は「(2)国

土地理院で規定がない自動追尾式TSの計測精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」に従って精度確認試験

を実施し、その結果を提出する。

精度確認は、現場毎に１回実施する。ただし、機器を変える場合は再度実施する。

■実施時期：出来形管理範囲着工前に、現場ごとに１回実施する。

■実施方法：以下の(1)、(2)のいずれかの機器について、上記の「計測精度確認試験実施手順書」に示
される方法で実施する。

(1)国土地理院3級以上あるいは同等以上の計測性能を有する自動追尾式TS

(2)国土地理院で規定がない自動追尾式TS

施工管理システムの管理が適正に行われていることを確認するため、事前に性能確認を実施する。

7

◇ 自動追尾式TSの精度管理

自動追尾式TSの精度管理が適正に行われていることを確認する書類を提出する。
確認は、例えば、メーカーの推奨期間内の第三者機関が発行する有効な試験成績書又は検査成績

書、あるいはメーカーが発行する校正証明書で行うことができる。
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(1) 国土地理院3級以上あるいは同等以上の計測性能を有
する自動追尾式TSを使用する場合

計測装置の計測精度確認のため、重錘式均し機の施
工履歴データによる出来形管理を行う範囲で着工前に
計測精度確認試験を実施する。

■実施方法
着工前に、施工履歴データの計測精度を確認する。
なお、計測精度確認試験は、作業船係留時など、作業

船及び重錘式均し機が静止した条件下に適用する。

1）重錘式均し機の形状確認
重錘均し機の形状寸法及び以下を確認する。

 ① プリズム装着位置までの長さ
  （鉛直方向オフセット値）･････････････ L

 ② プリズム装着面から重錘式均し機芯
  （シャフト芯）までの距離･････ ･･･････ r

 ③ 重錘式均し機底面の幅・延長
  （点群の分配範囲）･･･････････････････ a, b

2）計測精度の確認

① 既知点に設置した自動追尾式TSにより、重錘均し機
の最下端面の深度（z）を計測し、施工管理システム
に記録する。

② 任意の箇所に据え付けたレベルにより、重錘均し機
の最下端面の深度（z）を計測する。

③ ①と②の計測結果を比較し、その差が計測精度の基
準値以内であることを確認する。

※1)で確認したオフセット値を反映する。

３）確認試験結果報告
実施結果を所定の様式（計測精度確認試験結果報告

書）に記録し、提出する。

8

重錘式均し機、オフセットの計測イメージ

施工管理システムにおけるオフセット値の表示例
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(2) 国土地理院で規定がない自動追尾式TSを使用する場合

本精度確認により、国土地理院で規定がない自動追尾式TSにて所要の計測値が得られる場合に限り、これを確認した計
測条件、計測距離の範囲内で、国土地理院の規定がない自動追尾式TSを出来形計測に適用することができる。

■実施方法
１）計測精度の確認

① 計測機器本体から被計測対象の最大計測距離以上となる2点以上の計測点を設定する。

② 計測点にプリズムを設置する。プリズムを付けるピンポールには、先端が平らなものを用い、ピンポール先端が路面の
窪みに刺さらないようにする。ピンポールの下に平滑で小さいプレートを設置してもよい。この場合プレートの厚みを
高さ計測値から差し引く。自動追尾式TSにより、プリズムの座標（x, y, z）を計測し、施工管理システムに記録する。

③ 他地点に据え付けたTS等により、プリズムの座標（x, y，z）を計測する。

④ ②と③の計測結果の差異が計測精度の基準値以内であることを確認する。

２）確認試験結果報告
実施結果を所定の様式（自動追尾式TSの計測精度確認試験結果報告書）に記録し、提出する。

9

計測精度の確認（イメージ）
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２）計測精度

施工管理システムの計測精度（精度管理における基準値）は、以下のとおりとする。

計測精度（基準値）種類

鉛直(z)：±20mm以内①国土地理院3級以上あるいは同等以上の
計測性能を有する自動追尾式TS

水平（ｘ,y）：±20mm以内
鉛直(z) ：±10mm以内

②国土地理院で規定がない
自動追尾式TSを使用する場合

② 計測精度確認試験結果報告書
（国土地理院で規定がない自動追尾式TS）

① 計測精度確認試験結果報告書
（国土地理院3級以上あるいは同等以上の計

測性能を有する自動追尾型TS）
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（２）機器の機能確認

11

施工管理システムを用いた施工履歴による出来形管理を適切に実施するため、施工管理システムは所定の機能
を有することが必要である。

そのため、施工管理システムが以下の機能を有することを確認する。

① 施工履歴データを取得・記録する機能

② 各種の判定・表示機能

③ 出来形管理資料作成機能

① 施工履歴データを取得・記録する機能

重錘式均し機を施工位置に誘導するためには、施工範囲と重錘式均し機のリアルタイムの位置を管理する必要
がある。そのため、施工管理システムは、以下の機能を有するものとする。

なお、ここでいう施工範囲は、設計図書に示されている捨石均しを行う３次元的な施工位置（x, y, z）を表す
データのことをいう。

 ◆ 施工範囲の入力・表示機能
設計図面に示される施工範囲を入力・表示できる機能。

 ◆ 重錘式均し機位置の表示・出力機能
施工時の重錘式均し機位置データ（施工履歴データ）を表示・記録し、施工完了後に３次元的な施工位置を

出力する機能。
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② 各種の判定・表示機能

使用する施工管理システムは、自動追尾式TS等によって取得した施工位置（座標）を使って重錘式均し機の位
置を計測し、施工位置をリアルタイムで表示する機能を有するものとし、システムの開発会社や各工法協会等が
提示するシステムの仕様を示す資料その他によって確認する。

 ◆ 施工位置判定・表示機能
重錘式均し機の位置が施工範囲であること及び天端高が基準内にあることを判定し、表示する機能。

 ◆ 施工範囲の表示機能
位置座標で指定される施工範囲をモニターに表示する機能。

 ◆ 施工完了範囲の判定・表示機能
施工の状況（重錘式均し機位置、天端高等）をリアルタイムでモニターに表示し、これをオペレーターが確

認しながら施工できる機能。なお、モニターへの表示方法については施工者の任意とする。

③ 出来形管理資料作成機能（施工時の写真撮影を省略する場合）

施工管理システムに記録された出来形確認データ（施工履歴データ）を用いて、出来形管理資料を作成する機
能を有するものとする。

出来形管理資料（施工図又は施工管理データ）を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略で
きる。



施工履歴取得対象範囲1.3
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発注者から貸与された設計図書（平面図、縦断図等）等を基に施工管理システムへ入力する施工位置等のデータを

予め作成し、以下の1）2）の情報について、設計図書と照合するとともに、監督職員へ「施工目標位置データ

チェックシート」を提出する。

1）工事基準点

2）施工履歴取得対象範囲の位置

施工目標位置データチェックシート



重錘式均し機の施工履歴データを用いた計測を行うにあたっては、測地系、基準面の設定を行う。

計測基準2.1１
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現場計測２

◆ 測地系：成果は、世界測地系に基づく日本測地系より作成する。

◆ 基準面：適用する基準面は、港湾管理用基準面C.D.Lとする。なお、基礎工で使用している基準面と同一基準面を適用するのが原

則である。

14

現場計測の前に、当該現場の条件に応じた施工管理システムの設定を行う。
設定項目は下記とし、各設定情報が正しく表示されていることをモニターで確認する。

(1) 施工範囲の設定

(2) 天端高、天端幅、延長管理値の設定

施工管理システムの設定2.2
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施工管理システムを用いて、基礎工の出来形を計測する。

また、施工管理システムより計測頻度、計測密度を満たす施工履歴データを取出し、出来形を把握する。

計測2.3

◆ 計測頻度：施工管理システム上にてリアルタイムに重錘式均し機が均した平面位置（底面中心x, y ）、並びに該当位置における

計画高と計測した均し高さ（z）を表示する。また、表示されたデータが施工管理システムにて施工履歴データとして

蓄積されることを確認する。

◆ 計測密度：施工履歴データによる出来形計測は、重錘均し機の均し面が計測範囲を満たすように施工履歴データを取得する。

計測密度に関する留意点を以下に示す。

◆ 計測対象の全域に1.0m平面格子をかけ、その総平面格子数において施工履歴データが出来形計測データ及び出来形評価用データ
ともに各格子内に1点以上のデータ密度が担保されていること。ただし、施工上の都合（作業装置規格、施工対象範囲全体に対す
る割り付け等）によりこの計測密度での施工履歴データ取得が困難な場合は、監督職員と協議の上変更を行うものとする。

◆ 海象条件や特殊な地形などの諸条件により、計測密度を満たすことができなかった場合は、監督職員と対応を協議する。

◆ 縦断図、横断図により、凹凸等の形状を面的に把握するのに支障がない場合は、監督職員と対応を協議したうえで管理図面とする。

自動追尾式TSで

重錘式均し機の

位置及び高さを

計測

操作室

自動追尾式TS データ伝達装置

【施工履歴データ取得】

起重機船
プリズム

重錘式均し機
既設ケーソン等

自動追尾式ＴＳ

施工履歴データ取得のイメージ
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重錘式均し機の施工履歴データを用いた基礎捨石工（本均し、荒均し）の出来形計測（捨石均し状況の把握）にあ

たっては、重錘式均し機による均し面の位置をそれぞれラップさせ、スタンプ図で示される施工箇所がもれなく施工

範囲を満足するよう重錘式均し機の配置に留意する。

計測時の留意点2.4

□ 施工箇所
□ 重錘式均し機による均し面の位置

計測位置のイメージ



出来形評価データの作成3.1１
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計測データ処理３

取得した施工履歴データから３次元座標、記録時刻等の点群データを抽出し、抽出したデータを用いて出来形評価用
データを作成する。

17

（１）正データの作成（施工履歴データ（点群データ）の分配）

取得した施工履歴データ（点群データ）を重錘式均し機の底面形状に合わせて分配するこ
とにより、３次元点群データを作成する。

1.0m平面格子あたり1 点以上の点群データが得られるように、重錘式均し機の底面寸法に
合わせて点群間隔を0.71m 未満に設定する。（点群間隔（0.71m未満）の設定根拠図参照）

重錘式均し機底面が幅3.0m、延長3.0mの場合の施工履歴データ分配図（例）

点群間隔（0.71m未満）の設定根拠図



出来形評価データの作成3.1１
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出来形評価データ用点群データ分配イメージ

出来形評価データは、1.0m平面格子内の「最深値」

とする。

（２）出来形評価のための採用値

◆ 注意点

施工履歴データ、3次元点群データ、出来形評価デー
タは以下のとおりとする。

・ 水深値には z に－（マイナス）符号を 加える必要が
ある。

・ データの並び順は、数学座標のx,y（測量座標の
y,x）,zとし、ｚはC.D.L= ±0を基準として、水面下
はマイナス、水面上はプラス表記とする。



出来形管理資料の作成3.2１
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作成した出来形評価データを用いて、出来形管理資料を作成する。
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◆ 出来形管理図は、施工完了後に、PC等に記録された施工履歴データを電子媒体に保存し、出来形帳票作成ソフトウェアによっ
て出力する。

◆ 施工管理図（スタンプ図）は、捨石均しを施工したことを確認するための出来形管理資料となるので、基礎工施工箇所ごとに
作成する。

◆ 出来形管理図の様式及び施工要領図に示す図面サイズは施工者の任意とするが、共通仕様書の様式を基本として、下記の必須
のデータ項目を含むこととする。

【必須のデータ項目】
・工事名 ・施工会社（施工者） ・工種、種別 ・設計値 ・設計範囲 ・格子数 ・天端高
・施工管理図（スタンプ図） ・合否判定結果

工　事　名　：　○○○○○○　 施工会社　：　○○○〇

工　　　種　：　基礎工 設計値（ｍ）　：　○○○ｍ

種　　　別　：　基礎捨石工　捨石本均し 設計範囲　：　NO.○○～NO.○○ 合否判定結果　：　合格・不合格

測定値 規格値 合否判定

平均値 ○ｍ ±5ｃｍ

最大値 ○ｍ ＋5ｃｍ

最小値 ○ｍ －5ｃｍ

格子数 全格子数 ○○個 --- ---

施工範囲 施工完了範囲の確認
個々の施工履歴データ
（施工履歴スタンプ）

設計範囲を網羅
していること

備　　考

測定項目

天端高

出来形合否判定総括表

施工管理図

N
O
.
○
○

N
O
.
○
○

○○ｍ

○○ｍ
：評価範囲

＋100
＋80
＋50
±0
－50
－80
－100

出来形管理資料（本均し）の例



◆ 参考資料

出来形管理基準及び許容範囲等

20

備考許容範囲結果の整理方法測定単位
採用する

点群データ
計測方法管理項目工種

±5cm出来形図を作成1cm1.0m平面格子内
に1点、最深値を
採用

施工履歴データ天端高捨石本均し

スタンプ図で施工
箇所がもれなく施
工範囲を満足して
いること

出来形図を作成－－施工履歴データ天端幅

スタンプ図で施工
箇所がもれなく施
工範囲を満足して
いること

出来形図を作成－－施工履歴データ延長

± 50cm 又 は㊕に
よる。

出来形図を作成10cm1.0m平面格子内
に1点、最深値を
採用

施工履歴データ天端高捨石荒均し

（１）出来形管理基準及び許容範囲

（２）出来形管理写真基準

計測値はすべて許容範囲を満足しなくてはならない。

◆ 本資料に基づく出来形管理資料を提出する場合には、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。
（省略できる写真管理項目例 ： 天端高、天端幅、延長の計測状況写真）

◆ 計測精度確認試験（キャリブレーション）時の写真を記録する。

◆ 重錘式均し機を用いた施工状況を確認できる写真を記録する。
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施工計画への記載事項•提出書類

(1) 適用工種
適用工種に該当する工種を記載する。

(2) 適用区域
平面図上に当該工事の施工範囲を示すとともに、施工管理を行う範囲を平面

図上に明記する。

(3) 出来形管理基準及び許容範囲・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び許容範囲」の測定基準に基づいた出

来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所については、記
載不要である。

また、施工履歴データを用いた出来形管理を行う範囲については、出来形管
理基準及び許容範囲、出来形管理写真基準を記載する。

(4) 使用機器・ソフトウェア
施工履歴データを用いた出来形管理を効率的かつ正確に実施するためには、

必要な性能を有し適正に管理された重錘式均し機及び必要かつ確実な機能を有
するソフトウェア（施工管理システム）を利用する必要がある。

そのため、使用する機器構成を施工計画書記載するとともに、自動追尾式
TS等の測位技術については、その機能・性能を確認できる資料を添付する。

① 機器構成
出来形管理で利用する機器及びソフトウェアの構成について、施工計画書

に記載する。

② 機能・性能を確認できる資料
自動追尾式TS等の測位技術が必要とする機能を有する性能であることを示

すメーカーのカタログ等の資料を、施工計画書の添付資料として提出する。

(5) 計測精度確認試験計画
計測精度確認試験については、「計測精度確認試験実施手順書及び試験結果

報告書」を参照の上、計画を立案し、実施する。結果については、監督職員の
求めに応じ提出できるように保管する。

記載事項

記載事項

記載事項

記載事項

提出書類

記録・保管

記載事項



（参考）適用工種
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出来形管理項目工種章

天端高

捨石本均し
基礎工

天端幅

延長

天端高捨石荒均し

重錘式均し機を用いて基礎捨石工（本均し、荒均し）を施工し、施工履歴データを用いて行う出来形計測及び出来形管理に
適用する。

適用する工種は、下表のとおりとする。



（参考）作成資料の様式
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備考資料名

3次元設計データチェックシート

施工目標位置データチェックシート

下記のいずれか
・国土地理院3級以上あるいは同等以上の計測性能を有する自動追尾型TS
・国土地理院で規定がない自動追尾式TSを使用する場合

計測精度確認試験結果報告書

● 施工目標位置データチェックシート● 3次元設計データチェックシート



（参考）作成資料の様式
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● 計測精度確認試験結果報告書
（国土地理院で規定がない自動追尾式TS）

● 計測精度確認試験結果報告書
（国土地理院3級以上あるいは同等以上の計

測性能を有する自動追尾型TS）



施工履歴データ
（海上地盤改良工：床掘工）

技術概要集



1

基礎知識（計測の仕組みについて）

利用手順

参考資料



◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）

2

グラブ浚渫船本体、バケットの位置のデータ記録

■ 施工履歴データを使った出来形管理とは？

グラブ浚渫船に搭載した施工管理システムにより計測、蓄積される３次元位置情報を用いて、
1.0m平面格子内のデータ（最深値）で海上地盤改良工（床掘工）の出来形管理を行う技術である。

施工履歴データを用いて出来形管理を実施することで、出来形管理の省力化・省人化が可能となる。

• 施工中のグラブバケット位置の3次元座標をリアルタ
イムに取得

• 施工履歴データとして記録・保存

• 出来形計測を待たずに次工程の段取りが可能

• 従来の計測の手間の大幅な削減

施工履歴データの特徴・導入効果



3

１．計測準備

1.1 使用機器•ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

1.3 施工履歴取得対象範囲

1.4 GNSS基準局の設置

２．現場計測

３．計測データ処理

2.1 計測基準

2.2 施工管理システムの設定

2.3 計測

2.4 計測時の留意点

3.1 出来形評価データの作成

3.2 出来形管理資料の作成

◆ 利用手順



施工履歴データを用いた出来形管理に必要な機械•ソフトウェアを手配する。
一般的な機器構成を以下に示す。
施工計画書には、これらの機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア名、バ

ージョン）を記載する。

（１）施工管理システムを構築する機器
（２）各種ソフトウェア

１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

4

施工管理システムを構築する機器

Ｘ， Ｙ， Ｚ
139.6，35.8，45.0

○○， ○○， ○    ○
○○， ○○， ○    ○
○○， ○○， ○    ○

・・・・・・

③点群処理ソフトウェア
・点群データの合成
・点群データのフィルタリング

⑤出来形帳票作成ソフトウェア

出来形評価用データ
（ポイントファイル）

３次元設計データ

④３次元設計データ作成ソフトウェア

⑥出来高算出ソフトウェア

出来形計測データ等
（TINファイル）

出来形管理データ
（設計と出来形の差 ）

施工履歴データ

出来形管理資料

３ 

計
測
デ
ー
タ
処
理



１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

計測準備１

5

施工履歴データによる出来形管理機器の構成例

施工管理システム

グラブ浚渫船
(GNSS装置・センサー類等）

目標位置

施工履歴データリアルタイム

モニター表示

注）グラブ浚渫船には、「水平掘り装置」が搭載されている必要がある。

３ 

計
測
デ
ー
タ
処
理



計測に必要な機器類の性能を確認する。

（１）計測性能の確認
（２）機器の機能確認

使用機器類の性能確認1.2
１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

（１）計測性能の確認

6

計測位置の取得精度は、下記の要因等により変化すると考えられている。

① RTK-GNSSの位置精度

② ソフト処理上の丸め誤差

様々な誤差要因が考えられるため、現場における精度確認試験により精度管理を行う必要がある。

３ 

計
測
デ
ー
タ
処
理



１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

１）精度確認（着工前）
出来形管理を行う範囲において、着工前に「計測精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」に従って精度

確認試験を実施し、その結果を提出する。

精度確認は、現場毎に１回実施する。ただし、機器を変える場合は再度実施する。

■実施時期：出来形管理範囲着工前に、現場ごとに１回実施する。

■実施方法：着工前に、施工管理データ（位置及び深さ）の計測器のキャリブレーションが完了したグラブ浚
渫船を用い、施工履歴データの計測精度を確認する。計測精度確認試験は、自船が係留している
場合など、移動しない場合に適用する。

① グラブ浚渫船測位装置（GNSSアンテナ）の計測精度確認
グラブ浚渫船にGNSSアンテナを設置し、その位置をTSやポータブルGNSS受信機器等を

用いて測位する。施工管理システムに表示される平面座標との差異が基準値内（計測精度確認
基準内）であることを確認し、「計測精度確認試験結果」記録する。

② 計測精度確認基準

施工管理システムの管理が適正に行われていることを確認するため、事前に性能確認を実施する。

7

◇ 施工管理システムに係る計測機器の精度管理
施工管理システムに係る計測機器については、例えば、メーカーの推奨期間内の第三者機関

が発行する有効な試験成績書又は検査成績書、あるいはメーカーが発行する校正証明書、その
他製造メーカーによる機器の作動点検等の記録で確認することができる。

計測精度確認基準試験内容

「平成14年海上保安庁告示第102号」水路測量における測定ま
たは調査の方法に関する告示の『水平位置の測定の誤差の限度』

平面座標（x, y）の
計測精度確認

３ 

計
測
デ
ー
タ
処
理



１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

8

計測精度確認試験結果報告書

３ 

計
測
デ
ー
タ
処
理



１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

（２）機器の機能確認

9

施工管理システムを用いた施工履歴による出来形管理を適切に実施するため、施工管理システムは所定の機能
を有することが必要である。

そのため、施工管理システムが以下の機能を有することを確認する。

① 施工履歴データを取得・記録する機能

② 各種の判定・表示機能

③ 出来形管理資料作成機能

① 施工履歴データを取得・記録する機能

グラブ浚渫船本体及びバケットを施工位置に誘導するためには、施工範囲とグラブ浚渫船本体及びバケットの
リアルタイムの位置を管理する必要がある。そのため、施工管理システムは、以下の機能を有するものとする。

なお、ここでいう施工範囲は、設計図書に示されている床掘を行う３次元的な施工位置（x, y, z）を表すデー
タのことをいう。

 ◆ 施工範囲の入力・表示機能
設計図面に示される施工範囲を入力・表示できる機能。

 ◆ 床掘位置の表示・出力機能
施工範囲とバケットの位置でデータを表示し、床掘完了後に施工履歴データを出力する機能。

３ 

計
測
デ
ー
タ
処
理



１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

10

② 各種の判定・表示機能

使用するグラブ浚渫船は、GNSS 等によって取得した自船位置（座標）を使ってバケット位置を計測し、施工
位置をリアルタイムで表示する機能（施工管理システム）を有するものとし、システムの開発会社や各工法協会
等が提示する機械の仕様を示す資料その他によって確認する。

 ◆ 施工位置判定・表示機能
グラブバケットの位置が施工範囲であること及び天端高が基準内にあることを判定し、表示する機能。

 ◆ バケット方向角表示機能
バケットの方向をモニターに表示する機能。

 ◆ 施工範囲の表示機能
位置座標で指定される施工範囲をモニターに表示する機能。

 ◆ 施工完了範囲の判定・表示機能
施工状況（バケット位置、水深等）をリアルタイムでモニターに表示し、これをオペレーターが確認しなが

ら施工できる機能。なお、モニターへの表示方法については施工者の任意とする。

③ 出来形管理資料作成機能（施工時の写真撮影を省略する場合）

グラブ浚渫船より取得する施工履歴データを用いて、出来形管理資料を作成する機能を有するものとする。
出来形管理資料（施工図又は施工管理データ）を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略で

きる。

３ 

計
測
デ
ー
タ
処
理



施工履歴取得対象範囲1.3
１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

11

発注者から貸与された設計図書（平面図、縦断図等）等を基に施工管理システムへ入力する施工位置等のデータを

予め作成し、以下の1）2）の情報について、設計図書と照合するとともに、監督職員へ「施工目標位置データ

チェックシート」を提出する。

1）工事基準点

2）施工履歴取得対象範囲の位置

施工目標位置データチェックシート

３ 

計
測
デ
ー
タ
処
理



GNSS基準局の設置1.4
１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

RTK-GNSSを用いてグラブ浚渫船の測位を行う場合は、GNSS基準局を工事基準点に設置する。

ネットワーク型RTK-GNSS等の計測に基準局を用いない計測方法を利用する場合は、この作業は不要である。

◆ グラブ浚渫船を構成する機器にRTK-GNSSを含む場合には、施工着手までにRTK-GNSS基準局を設置する必要がある。同シス

テムにより提供される位置の３次元座標には、RTK-GNSSが潜在的に有する計測誤差以外に、RTK-GNSS基準局の設置した位

置の３次元座標の誤差が含まれるため、工事基準点に必ず設置する。

RTK-GNSS ネットワーク型RTK-GNSS

12

３ 

計
測
デ
ー
タ
処
理



グラブ浚渫船の施工履歴データを用いた計測を行うにあたっては、測地系、基準面の設定を行う。

計測基準2.1１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

◆ 測地系：成果は、世界測地系に基づく日本測地系より作成する。

◆ 基準面：適用する基準面は、港湾管理用基準面C.D.Lとする。なお、海上地盤改良工（床掘工）で使用している基準面と同一基準

面を適用するのが原則である。

◆ 潮 位：潮位データは、特記仕様書で指定された潮位を使用することを基本とし、特記仕様書に記載がない場合は、監督職員と

協議する。

13

現場計測の前に、当該現場の条件に応じた施工管理システムの設定を行う。
設定項目は下記とし、各設定情報が正しく表示されていることをモニターで確認する。

(1) 施工範囲の設定

(2) 水深の管理値の設定

(3) ０セット

施工管理システムの設定2.2

◆０セット：グラブバケットの支持ワイヤーロープ繰り出し長さで管理されるため、作業開始前にグラブバケットの０セットを行う。

３ 

計
測
デ
ー
タ
処
理



１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

２

14

グラブ浚渫船の施工履歴データを用いた海上地盤改良工（床掘工）の出来形計測にあたっては、仕上げ面を施工す

る際は、隣り合うバケットの施工面をそれぞれラップさせるなど、掘跡で示される施工箇所がもれなく施工範囲を満

足するようバケットの配置に留意する。

計測時の留意点2.4

施工位置（1バケット）と施工履歴のイメージ

□ グラブバケット範囲

● 施工履歴データ(x,y,z)：グラブバケット範囲の中心位置

計測2.3

施工管理システムを用いて、海上地盤改良工（床掘工）の出来形を計測する。

また、施工管理システムより計測頻度、計測密度を満たす施工履歴データを取出し、出来形を把握する。

◆ 計測頻度：施工管理システム上にてリアルタイムにバケット位置（底面中心x,y）、並びに該当位置における計画高と計測した水

深（z）を表示する。また、表示されたデータが施工管理システムで施工履歴データとして蓄積されることを確認する。

◆ 計測密度：施工履歴データによる出来形計測は、バケットの施工面が計測範囲を満たすように施工履歴データを取得する。

３ 

計
測
デ
ー
タ
処
理



出来形評価データの作成3.1１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

計測データ処理３

取得した施工履歴データから３次元座標、記録時刻等の点群データを抽出し、抽出したデータを用いて出来形評価用
データを作成する。

15

（１）正データの作成（施工履歴データ（点群データ）の分配）

取得した施工履歴データをグラブ掘削面の形状に合わせて分配することにより、３次元点
群データを作成する。

1.0m平面格子あたり1 点以上の点群データが得られるように、グラブバケット範囲内の点
群間隔を0.71m 未満に設定する。（点群間隔（0.71m未満）の設定根拠図参照）

グラブバケットの範囲が3.3m×9.1mの場合の施工履歴データ分配図（例）

点群間隔（0.71m未満）の設定根拠図

３ 

計
測
デ
ー
タ
処
理



出来形評価データの作成3.1１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

16

出来形評価データ用点群データ分配イメージ

出来形評価データは、1.0m平面格子内の「最深値」

とする。

（２）出来形評価のための採用値

◆ 注意点

施工履歴データ、3次元点群データ、出来形評価デー
タは以下のとおりとする。

・ 水深値には z に－（マイナス）符号を 加える必要が
ある。

・ データの並び順は、数学座標のx,y（測量座標の
y,x）,zとし、ｚはC.D.L= ±0を基準として、水面下
はマイナス、水面上はプラス表記とする。

３ 

計
測
デ
ー
タ
処
理



出来形管理資料の作成3.2１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

３ 

計
測
デ
ー
タ
処
理

作成した出来形評価データを用いて、出来形管理資料を作成する。

17

◆ 出来形管理図は、施工完了後に、PC等に記録された施工履歴データを電子媒体に保存し、出来形帳票作成ソフトウェアによっ
て出力する。

◆ 掘跡を示す図は床掘工を施工したことを確認するための出来形管理資料となるので、床掘工施工箇所ごとに作成する。

◆ 出来形管理図の様式及び施工要領図に示す図面サイズは施工者の任意とするが、共通仕様書の様式を基本として出来形管理図
表を参考に下記の必須のデータ項目を含むこととする。

【必須のデータ項目】
・工事名 ・施工会社（施工者） ・工種、種別 ・設計値 ・設計範囲 ・水深（底面及び法面）
・格子数 ・達成率 ・掘跡図 ・合否判定結果

出来形管理資料（底面）の例

底面の例 法面の例



◆ 参考資料

出来形管理基準及び許容範囲等

18

（１）出来形管理基準及び許容範囲

（２）出来形管理写真基準

計測値はすべて許容範囲を満足しなくてはならない。

◆ 本資料に基づく出来形管理資料を提出する場合には、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。
（省略できる写真管理項目例 ： 水深の計測状況写真）

◆ 計測精度確認試験（キャリブレーション）時の写真を記録する。
◆ 床掘工のグラブ浚渫船を用いた床掘施工状況を確認できる写真を記録する。。

備考許容範囲結果の整理方法測定単位
採用する

点群データ
計測方法管理項目工種

達成率

90%以上

±30cm以内出来形図を作成10cm1.0m平面格子内に1点、
最深値を採用

施工履歴データ水深(底面)海上地盤改良工

(床掘工)

達成率

90%以上

外側2m（法面に直
角）内側 30cm

（法面に直角）又は
㊕による

出来形図を作成10cm1.0m平面格子内に1点、
最深値を採用

施工履歴データ水深(法面)
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施工計画への記載事項•提出書類

(1) 適用工種
適用工種に該当する工種を記載する。

(2) 適用区域
平面図上に当該工事の施工範囲を示すとともに、施工管理を行う範囲を平面

図上に明記する。

(3) 出来形管理基準及び許容範囲・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び許容範囲」の測定基準に基づいた出

来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所については、記
載不要である。

また、施工履歴データを用いた出来形管理を行う範囲については、出来形管
理基準及び許容範囲、出来形管理写真基準を記載する。

(4) 使用機器・ソフトウェア
施工履歴データを用いた出来形管理を効率的かつ正確に実施するためには、

必要な性能を有し適正に管理されたグラブ浚渫船かつ確実な機能を有するソフ
トウェア（施工管理システム）を利用する必要がある。

そのため、施工計画書に使用するグラブ浚渫船の機器構成を記載するととも
に、GNSS等の測位技術についてはその性能を確認できる資料を添付する。

① 機器構成
出来形管理で利用するグラブ浚渫船及びソフトウェアについて、施工計画

書に記載する。

② 機能・性能を確認できる資料
GNSS等の測位技術については、性能を示すメーカーのカタログ等の資料

を、施工計画書の添付資料として提出する。

(5) 計測精度確認試験計画
計測精度確認試験については、「計測精度確認試験実施手順書及び試験結果

報告書」を参照して実施の上、その記録を提出する。

記載事項

記載事項

記載事項

記載事項

提出書類

記載事項

提出書類



（参考）適用工種
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グラブ浚渫船を用いて床掘工を施工し、施工履歴データを用いて行う出来形計測及び出来形管理に適用する。
適用する工種は、下表のとおりとする。

出来形管理項目工種章

水深(底面)
床掘工海上地盤改良工

水深(法面)



（参考）作成資料の様式
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● 施工目標位置データチェックシート● 3次元設計データチェックシート

3次元設計データチェックシート

作成資料 施工目標位置データチェックシート

計測精度確認試験結果報告書



（参考）作成資料の様式
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● 計測精度確認試験結果報告書



施工管理システム
（本体工：ケーソン据付工）

技術概要集



1

基礎知識（計測の仕組みについて）

利用手順

参考資料



◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）

2

ケーソンの位置、傾斜の計測

■ 施工管理システムを使った出来形管理とは？

施工中のケーソンの3次元位置情報（出来形確認データ）をTS等のICT機器で取得し、ケーソン
施工管理システムで出来形を管理する技術のことである。

ICT機器及びケーソン施工管理システムを用いて出来形管理を実施することで、出来形管理の省力
化・省人化が可能となる。

• オペレーターの操作支援

• 作業装置の自動制御

• 据付中のケーソンの3次元座標及び傾斜をリアルタイム
に取得、記録・保存

• 従来の計測の手間の大幅な削減

施工管理システムの特徴・導入効果



3

１．計測準備

1.1 使用機器•ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

1.3 据付目標位置データの作成

1.4 GNSS基準局の設置

２．現場計測

３．計測データ処理

2.1 ICT機器の設定

2.2 計測

3.1 出来形管理資料の作成

◆ 利用手順



ICT機器及び出来形管理のシステム（ケーソン施工管理システム）を用いた出来形管理に必要な機械•ソフトウェアを
手配する。

施工計画書には、これらの機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア名、バー
ジョン）を記載する。

（１）施工管理システムを構築する機器

（２）各種ソフトウェア

１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

３
計
測
デ
ー
タ
処
理

使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

4

ケーソン施工管理システムによる出来形管理機器の構成例



計測に必要な機器類の性能を確認する。

（１）計測性能の確認

（２）機器の機能確認

使用機器類の性能確認1.2
１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

３
計
測
デ
ー
タ
処
理

（１）計測性能の確認
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ICT機器の位置の計測位置精度は、下記の要因等により変化すると考えられている。

① TSまたはRTK-GNSSの位置精度

② TS、RTK-GNSSおよび角度センサ位置間の寸法計測誤差

③ 角度センサによる出力精度

④ ソフト処理上の丸め誤差

様々な誤差要因が考えられるため、現場における精度確認試験により精度管理を行う必要がある。



１

計
測
準
備

２

現
場
計
測

３
計
測
デ
ー
タ
処
理

１）精度確認（着工前）
出来形管理を行う範囲において、着工前に「計測精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」に従って精度確認

試験を実施し、その結果を提出する。

精度確認は、現場毎に１回実施する。ただし、機器を変える場合は再度実施する。

■実施時期：出来形管理範囲着工前に、現場ごとに１回実施する。

■実施方法：着工前に、計測装置の位置計測についてのキャリブレーションが完了したICT機器を用い、出来形確認
データの計測精度を確認する。計測精度確認試験は、ケーソンが仮置きされている場合など、移動しない
場合に適用する。

(1) 精度確認の方法

① TSを用いるシステムの場合
・TSを用いて、ケーソン四隅の座標（ｘ,ｙ,z）を計測する。
・ケーソンにTSプリズム、傾斜計等を設置し、ケーソン寸法、端部からのオフセット値を登録する。
・システムから算出されるケーソン四隅の座標（ｘ,ｙ,z）が、計測された座標との差異が基準値以内で

あることを確認する。

② GNSSを用いるシステムの場合
・ケーソンに取り付けるGNSSアンテナを用いて、ケーソン四隅の座標（ｘ,ｙ,z）を計測する。
・ケーソンにGNSSアンテナ、傾斜計等を設置し、ケーソン寸法、端部からのオフセット値を登録す

る。
・システムから算出されるケーソン四隅の座標（ｘ,ｙ,z）が、計測された座標との差異が基準値以内で

あることを確認する。

(2)精度確認基準

ICT機器の管理が適正に行われていることを確認するため、事前に性能確認を実施する。

6

精度確認基準試験モード

３次元座標（x, y, z）の各成分の較差：±20mm以内① TSで確認する方法

平面座標（x, y）の各成分の較差：±20mm以内
標高（z）の較差：±30mm以内

② GNSSで確認する方法
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◇ ICT機器の精度管理

施工管理データ（位置および傾斜）の計測器のキャリブレーションを実施し精度を確認する。キャリブレーション実
施方法は、施工者や工法協会等が定めたキャリブレーション実施方法を発注者の承諾を得た上で採用する。

メーカの推奨期間内に実施されたうえで第三者機関が発行する有効な試験成績書または検査成績書、あるいはメーカ
が発行する校正証明書、その他製造メーカによる機器の作動点検等の記録で確認することもできる。

ケーソン施工管理システムの精度確認

計測精度確認試験結果報告書
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（２）機器の機能確認

8

1) ケーソン施工管理システム

ケーソン施工管理システムは、施工中の出来形管理データ（ケーソン据付位置データと据付目標位置）を管理する
ため、以下の機能を有することが必要である。

① 据付目標位置の入力・表示機能
設計図面に示される据付位置（x, y, z）を入力・表示できる機能。

② ケーソン位置の表示・出力機能
リアルタイムにケーソン据付時の施工時の位置データを表示し、据付完了後に出来形管理図表を出力する機能。



2) ICT機器

ICT機器は以下の機能を有するものとし、機械の開発会社や各工法協会等が提示する機械の仕様を示す資料その他
によって確認する。

① 据付位置判定・表示機能
据付ケーソンの天端２点以上の位置を測定し、ケーソンの据付位置が基準内にあることを判定し、表示する機能。

② ケーソン傾斜計測・表示機能
ケーソンの傾斜状況をモニタに表示する機能。

③ 施工範囲の表示機能
施工範囲内の据付目標位置データで指定される対象ケーソンをモニタに表示する機能。

④ 施工完了範囲の判定・表示機能
据付ケーソンの状況（位置、傾斜等）をリアルタイムでモニタに表示し、これをオペレータが確認しながら施工

できる機能。モニタへの表示方法については施工者の任意とする。

⑤ 出来形管理資料作成機能（施工時の写真撮影を省略する場合）
ICT機器より取得する出来形確認データを用いて、出来形管理資料を作成する機能。
なお、出来形管理資料（ケーソン配置図または施工管理データ）を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管

理項目を省略できる。
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据付目標位置データ1.3
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発注者から貸与された設計図書（平面図、縦断図等）等を基にケーソン据付管理システムへ入力する据付目標位置

等のデータを作成する。

また、据付目標位置を以下の情報について、設計図書と照合するとともに、監督職員へ据付目標位置データチェッ

クシートを提出する。

(1) 工事基準点

(2) 据付目標位置

据付目標位置データチェックシート

◆据付目標位置データ

据付位置判定・表示機能により、ケーソン据付が完了した
ことが出来形管理データから判定できるよう、据付目標位置
データには、ケーソンの法線からの出入、据付目地間隔、高
さ、及び延長を登録する。



GNSS基準局の設置1.4
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RTK-GNSSを用いてケーソンの位置の計測を行う場合は、GNSS基準局を工事基準点に設置する。

ネットワーク型RTK-GNSS等の計測に基準局を用いない計測方法を利用する場合は、この作業は不要である。

◆ 位置計測機器にRTK-GNSSを含む場合には、施工着手までにRTK-GNSS基準局を設置する必要がある。同システムにより提供

される位置の３次元座標には、RTK-GNSSが潜在的に有する計測誤差以外に、RTK-GNSS基準局の設置した位置の３次元座標

の誤差が含まれるため、工事基準点に必ず設置する。

RTK-GNSS ネットワーク型RTK-GNSS
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現場計測２

12

当該現場の条件に応じたICT機器の設定を行い、GNSS等で取得した位置をもとにケーソン据付を正しく行うために
下記の項目について設定を行う。

(1)据付位置の設定

(2)法線からの出入、据付目地間隔、天端高さ、延長の管理値の設定

ICT機器の設定2.1

◆ 据付位置の設定

・ICT機器に据付目標位置を入力し、据付目標位置がモニタに正しく表示されていることを確認する。

・入力した据付目標位置が平面図上の正しい位置に表示されることをモニタで確認する。

◆ 法線からの出入、据付目地間隔、天端高さ、延長の設定

・法線からの出入、据付目地間隔、天端高さ、延長は、対象となるケーソンの質量および防波堤・岸壁の別から発注者の承諾

のもと管理値を設定する。

ICT機器を用いてケーソンの位置をリアルタイムに計測し、ケーソン施工管理システムを用いて出来形確認データ

により据付目標位置にケーソンを誘導して据付ける。

計測2.2



出来形管理資料の作成3.1１
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計測データ処理３

出来形管理図を管理資料として作成・保管する。また、位置・傾斜等の記録は、電子データの形式で提出する。
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◆ 出来形管理図は、ケーソン据付ごとに各函の施工完了後に、パソコン等に記録された出来形管理データを電子媒体に保存し、
出来形帳票作成ソフトウェアによって出力する。この図はケーソン据付を施工したことを確認するための出来形管理資料とな
るので、各函ごとに作成する。

◆ 出来形管理図の様式および施工要領図に示す図面サイズは施工者の任意とするが、共通仕様書の様式を基本として出来形管理
図表を参考に下記の必須のデータ項目を含むこととする。

【必須のデータ項目】
・工事名 ・施工日 ・対象ケーソン番号 ・法線に対する出入り
・据付目地間隔 ・天端高さ ・延長

出来形管理資料の例



◆ 参考資料

出来形管理基準及び許容範囲等

14

（１）出来形管理基準及び許容範囲

（２）出来形管理写真基準

計測値はすべて許容範囲を満足しなくてはならない。

◆ 本資料に基づく出来形管理資料を提出する場合には、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。
【省略できる写真管理項目例】

・法線に対する出入、据付目地間隔、天端高さ、延長の計測状況写真
・ケーソンごとの出来形写真（据付状況、法線に対する出入、目地間隔、天端高さ、延長について）

◆ 計測精度確認試験時の写真を記録する。

◆ ケーソン据付工のICT機器を用いた据付状況を確認できる写真を記録する。

許容範囲結果の整理方法測定単位計測方法管理項目工種

【防波堤】
ケーソン質量 2,000t未満：±20㎝

2,000t以上：±30㎝
【岸壁】

ケーソン質量 2,000t未満：±10㎝
2,000t以上：±15㎝

管理表を作成し提出1cmICT機器による計測、
ケーソン施工管理システムによる
出来形管理

法線に対する
出入

ケーソン
進水据付

【防波堤】
ケーソン質量 2,000t未満：20cm以下

2,000t以上：30cm以下
【岸壁】

ケーソン質量 2,000t未満：10cm以下
2,000t以上：20cm以下

管理表を作成し提出1cmICT機器による計測、
ケーソン施工管理システムによる
出来形管理

据付目地間隔

管理表を作成し提出1cmICT機器による計測、
ケーソン施工管理システムによる
出来形管理

天端高さ

管理表を作成し提出1cmICT機器による計測、
ケーソン施工管理システムによる
出来形管理

延長
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施工計画への記載事項•提出書類

(1) 適用工種
適用工種に該当する工種を記載する。

(2) 適用区域
平面図上に当該工事の施工範囲を示すとともに、施工管理を行う範囲を平面

図上に明記する。

(3) 出来形管理基準及び許容範囲・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び許容範囲」の測定基準に基づいた出

来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所については、記
載不要である。

また、出来形確認データを用いた出来形管理を行う範囲については、出来形
管理基準及び許容範囲、出来形管理写真基準を記載する。

(4) 使用機器・ソフトウェア
出来形確認データを用いた出来形管理を効率的かつ正確に実施するためには、

必要な性能を有し適正に管理されたICT機器を利用する必要がある。
そのため、施工計画書に使用するICT機器の機器構成を記載するとともに、

GNSS、TS等の測位技術についてはその性能を確認できる資料を添付する。

① 機器構成
出来形管理で利用するICT機器について、施工計画書に記載する。

② 機能・性能を確認できる資料
GNSS、TS等の測位技術については、性能を示すメーカーのカタログ等の

資料を、施工計画書の添付資料として提出する。

(5) 計測精度確認試験計画
計測精度確認試験については、「計測精度確認試験実施手順書及び試験結果

報告書」を参照して実施の上、その記録を提出する。

記載事項

記載事項

記載事項

記載事項

提出書類

記載事項

提出書類



備考出来形管理項目工種章

据付完了後、両端２箇所法線に対する出入

ケーソン進水据付工
本体工
(ケーソン式)

据付完了後、天端２箇所据付目地間隔

据付完了後、四隅天端高さ

据付完了後、法線上延長

（参考）適用工種
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ケーソン据付工のICT機器を用いて施工し、施工中の出来形確認データを用いて行う出来形計測および出来形管理に適用する。
適用する工種は、下表のとおりとする。



（参考）作成資料の様式

17

●据付目標位置データチェックシート

据付目標位置データチェックシート

作成資料

計測精度確認試験結果報告書

●計測精度確認試験結果報告書
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